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Ⅰ 介護医療院の概要 

１ 介護医療院とは（趣旨、基本方針）                         ［法第８条第 29項］  

［介護医療院条例第１条、２条、43条、44条］［介護医療院解釈通知第１、第６の１・２］ 

 「介護医療院」は、今後増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズを併せ持つ高齢者に対応するための「日常的

な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた介護保険施設です。 

≪定義≫ 

「介護医療院」は、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基

づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話

を行うことを目的とする施設です。 

≪基本方針≫ 

（１） 介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、

医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所

者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければなりません。 

（２） 介護医療院は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスの提供に努め

なければなりません。 

（３） 介護医療院は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居

宅介護支援事業者、居宅サービス事業を行う者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努めなければなりません。 

（４） 介護医療院は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に

対し、研修を実施する等の措置を講じなければなりません。 

（５） 介護医療院は、介護医療院サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の２第１項に規定する介護

保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければなりません。 

≪療養床の種類≫ 

● Ⅰ型療養床 

   療養床のうち、主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体疾病を有する者、身体合併症

を有する認知症高齢者等を入所させるためのものをいいます。 

● Ⅱ型療養床 

  療養床のうち、Ⅰ型療養床以外のものをいいます。 

＜参考＞Ⅰ型、Ⅱ型入所者の身体状態については、介護医療院基本施設サービス費に算定基準に、次の要件があり

ます。（詳細は基本サービス費の P.80ページを参照。） 

・入所者の重度者の割合 

  Ⅰ型・・入所者のうち重篤な身体疾患を有する者と身体合併症を有する認知症高齢者の割合 

  Ⅱ型・・入所者のうち認知症高齢者の日常生活自立度のランクＭに該当する者の割合 

入所者のうち認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅣ又はＭに該当する者の割合 

・喀痰吸引、経管栄養（Ⅰ型はインシュリン注射も）の実施者の割合、 

・ターミナルケアの対象者の割合 

≪介護医療院の種類≫  

 ● 介護医療院 

   ユニット型に該当しない施設はここに分類されます。 

 ● ユニット型介護医療院 

   施設の全部において、少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室により一体的に構成され

る場所（ユニット）ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる施設です。 

● 医療機関併設型介護医療院 

① 医療機関併設型介護医療院 

ア 病院又は診療所に併設（同一敷地内又は隣接する敷地において、サービスの提供、夜勤を行う職員の配置等

が一体的に行われているものを指す。）され、入所者の療養生活の支援を目的とする施設です。 

② 併設型小規模介護医療院 

ア 医療機関併設型介護医療院のうち、当該介護医療院の入所定員が 19 人以下の施設です。 

イ 病院又は診療所に１か所の設置とします。 
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２ 入所対象者 

要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者（次に掲げる者）が入所対象者です。 

（Ⅰ型療養病床） 

病状が比較的安定期にあり、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等であって、介護医

療院において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介

護者 

（Ⅱ型療養病床） 

Ⅰ型療養病床対象者以外の者であって、病状が比較的安定期にあり、介護医療院において、療養上の管理、看

護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者 

３ サービスの内容 

（１）心身の諸機能の維持・回復や日常生活の自立を助けることを目的とした計画的なリハビリテーション 

（２）入浴・排泄、体位変換等の介護サービス 

（３）診療・投薬等の医療サービス及び医学的管理の下における介護 

（４）レクリエーションや行事等のサービス 

（５）入所者の栄養状態や嗜好を考慮した食事サービス 

４ 介護医療院サービス費（介護報酬） 

提供した介護医療院サービスのうち、保険給付されるものを介護医療院サービス費といいます。 

 介護医療院サービス費は、告示の単位数表に示された単位に地域加算を乗じた額の７～９割が支給されます。 

▶「Ⅵ 介護医療院サービスに要する費用」P.69～ 

５ 利用料等（入所者の自己負担） 

介護医療院は、入所者から、利用料の一部として、概ね介護医療院サービス費の１～３割相当額の支払を受けま

す。また、食事の提供に要する費用、居住に要する費用、入所者が選定する特別な療養室の提供に係る費用、理美容

代、入所者が選定する特別な食事の提供に係る費用、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、

入所者に負担させることが適当と認められるものについて利用料として支払いを受けることができます 

▶「Ⅳ ９ 利用料等の受領」P.17～ 

６ 許可の単位等［介護医療院解釈通知 第２］ 

 法の規定上、介護医療院の開設許可は、１つの介護医療院を単位として行われることとなっていますが、介護医療

院サービスを行う部分として認められる単位（以下「許可の単位」という。）等については、次のとおりです。 

（１） 許可の単位は、原則として「療養棟」とします。 

（２） 「療養棟」とは、介護医療院における看護・介護体制の１単位を指します。 

   なお、高層建築等の場合には、複数階(原則として２つの階)を１療養棟として認めますが、昼間・夜間を通し

て、看護・介護に支障のない体制をとることが必要です。 

（３） １療養棟の療養床数は、原則として 60床以下とします。 

（４） １療養棟ごとに、看護・介護サービスの責任者を配置し、看護・介護チームによる交代勤務等の看護・介護

を実施すること及び看護・介護に係る職員の詰め所（サービス・ステーション）等の設備等を有することが必

要です。ただし、サービス・ステーションの配置によっては、他の看護・介護単位とサービス・ステーション

を共用することは可能です。 

（５） 例外的に、療養棟を２棟以下しか持たない介護医療院については、療養室単位で開設許可を受け、又は変更

することができます。 

７ 病院又は診療所から転換する介護医療院の名称に関する経過措置 

◯ 地域包括ケア強化法附則第14条により、病院又は診療所から介護医療院に転換する場合に、一定の要件を満たし

ている間は、医療法第３条第１項の規定にかかわらず、当該介護医療院の名称中に病院、病院分院、産院、療養

所、診療所、診察所、医院その他これらに類する文字（以下「病院等に類する文字」という。）を引き続き用いるこ

とができます。 
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◯ 具体的には、 

◆ 「介護医療院」という文字を使用すること（地域包括ケア強化法附則第 14条） 

◆ 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第四条第一項に規定する地域医療支援病院その他の患者を誤認させる

ような文字を用いないこと（介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令（平成30年厚生労働省令第 30

号）第 41条） 

とし、病院又は診療所の病床の一部を転換して介護医療院を開設する場合（以下「一部転換の場合」とする。）と

病院又は診療所を廃止して介護医療院を開設する場合（以下「全部転換の場合」とする。）に応じて、下記のとお

り取り扱うこととします。 

① 一部転換の場合 

次の要件を満たす場合は、当該介護医療院の名称中に病院等に類する文字を引き続き用いることができる。 

◆「介護医療院」という文字が使用されていること。 

例：○○病院介護医療院、介護医療院△△クリニック等 

※  実態に合わない名称の使用を認めることは適当ではないが、病院又は診療所が病床の一部を転換し、従

前の病院又は診療所と介護医療院の両方が存在する場合については、患者に事実誤認を生じさせる可能性

が低いと考えられることから、継続的に使用できる名称に当該文字を含めることを認めるものとする。 

※ 上記の取扱いは外来機能のみを残す場合も含むものとする。 

≪介護医療院の名称に関する表示について≫ 

介護医療院の名称を表示する際には「介護医療院」という文字を併記等した名称を使用することが望ましい

ものの、 既存の介護老人保健施設等での取扱いを踏まえ、医療機関の一部を転換して、介護医療院を併設する

場合（外来機能のみを残す場合も含む。）においては表示等により医療機関と介護医療院との区分を可能な限り

明確にすることとし、その方法については、フロアマップ等の館内表示等でも足り、必ずしも看板等で名称を

明示する必要はないものとすること。 

② 全部転換の場合 

次のア及びイを満たす場合は、当該介護医療院の名称中に病院等に類する文字を引き続き用いることができる。 

ア 「介護医療院」という文字が使用されていること。 

例：○○病院介護医療院、介護医療院△△クリニック等 

イ 当該介護医療院の名称中に地域医療支援病院その他の患者を誤認させるような文字を用いないこと。 

・法令に基づき一定の医療を担う病院又は診療所については、当該法令の規定する病院又は診療所である

旨を示す呼称は、継続的に使用できる名称に含めることを認めないものとする。 

例：特定機能病院、地域医療支援病院、臨床研究中核病院、救急病院、救急診療所、がん診療連携拠点

病院 等 

・予算事業に基づき一定の医療を担う病院又は診療所については、当該予算事業に基づく病院又は診療所

である旨を示す呼称は、継続的に使用できる名称に含めることを認めないものとする。 

例：休日夜間急患センター、救急救命センター、災害拠点病院、へき地医療拠点病院、総合周産期母子

医療センター 等 

・その他患者に事実誤認を生じさせるおそれのある文字（診療科名又は疾患名等）を含む名称を有する病

院又は診療所については、当該文字を継続的に使用できる名称に含めることを認めないものとする。 

例：外科、循環器科、脳卒中、マタニティ、小児 等 

≪介護医療院の名称に関する表示について≫ 

介護医療院の名称を表示する際には、一部転換の場合と異なり、従前の病院・診療所の機能はなくなること

から、表示上虚偽の広告にならないよう配慮することが求められることとなること。（従前の病院や診療所の名

称のままとすることは不適当。）ただし、施行日前から広告していた医療機関名の看板の書き換え等について

は、可能な限り速やかに変更することが望ましいものの、次の新築又は大規模な改修等までの間、広告するこ

とが認められるものとすること。 

経過措置の適用対象について 

適用対象となるのは、施行日の前日において現に病院又は診療所を開設しており、かつ、当該病院又は診療所

の名称中に病院等に類する文字を用いているものが、当該病院若しくは診療所を廃止して介護医療院を開設した

場合又は当該病院若しくは診療所の病床数を減少させて介護医療院を開設した場合に限られます。 
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Ⅱ 介護医療院の人員基準 

人員基準の根拠規定が次のとおり職種によって異なりますので注意してください。 

医師・看護師  ［厚労令５第１条第１項第２号、第４条第１項第１号,３号］ 

［老老発 0322第１ 第３の１、３］ 

上記以外の職種 ［介護医療院条例第４条］［介護医療院解釈通知第３］ 

Ｐｏｉｎｔ！ 

（１） 人員基準とは、あくまでも最低限配置することが義務づけられた基準です。入所者に対して適切なサービ

スを提供できるよう、適正な人員配置、勤務体制を定めてください。 

（２） 医師、薬剤師、看護職員・介護職員、介護支援専門員（（予防）短期入所療養介護は除く。）、夜勤職員の人

員基準欠如の場合、減算になる場合があります。 

 （３） 減算要件に該当しなくても、１日でも人員基準欠如があれば基準違反であり、指導の対象です。「減算にな

らなければ人員基準欠如があってもよい」と考えず、人員基準を遵守してください。 

Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ！ 

  ・ 資格が必要な職種については、資格証の原本を確認してください。 

  ・ 資格証の写しは、雇用契約書等と共に事業所ごとに保管してください。 

  ・ 勤務形態一覧表を作成し、必要な人員が確保されていることを確認してください。 

１ 職員の専従             ［介護医療院条例第４条第４項］［介護医療院解釈通知第３の１（９）エ］ 

介護医療院の従業者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する者でなければなりません。 

 ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りではありません。 

２ 医師                     ［厚労令５第４条第１項第１号］［老老発 0322第１ 第３の１］ 

常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を 48で除した数に、Ⅱ型入所者の数を 100で除した数を加えて得た数以上（その

数が「３」に満たないときは「３」とし、その数に１に満たない端数が生じたときは、その端数は１として計算す

る。）の医師を配置する配置が必要です。 

※ 厚労令５第 27条第３項ただし書の規定により、介護医療院に宿直を行う医師を置かない場合にあっては、入所

者の数を 100で除した数以上（その数に１に満たない端数が生じたときは、その端数は１として計算する。）とし

ます。 

Ｐｏｉｎｔ！ 
（１） 上記にかかわらず、医療機関併設型介護医療院の場合にあっては、常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を48

で除した数に、Ⅱ型入所者の数を 100で除した数を加えて得た数以上の医師を配置するものとします。 

（２） 上記及び（１）にかかわらず、併設型小規模介護医療院における医師の配置については、併設される医療機

関の医師により当該併設小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認められる場合にあっては、

置かないことができます。 

 （３） 複数の医師が勤務する形態にあっては、それらの勤務延時間数が基準に適合すれば差し支えありません。

ただし、このうち１人は、入所者全員の病状等を把握し施設療養全体の管理に責任を持つ医師としなければ

なりません。なお、兼務の医師については、日々の勤務体制を明確に定めておきます。 

 （４） 介護医療院で行われる（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リハビリテーションの事業

所の職務であって、当該施設の職務と同時並行的に行われることで入所者の処遇に支障がない場合は、介護

医療院サービスの職務時間と（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リハビリテーションの

職務時間を合計して介護医療院の勤務延時間数として差し支えありません。 

★ 宿直医師の配置の扱いについては、P.36「Ⅳ 23管理者による管理、管理者の責務」≪医師の宿直を要しな

い場合≫を参照。 

３ 薬剤師              ［介護医療院条例第４条第１項(１)］［介護医療院解釈通知第３の１（１）］ 

 常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を 150で除した数に、Ⅱ型入所者の数を 300で除した数を加えて得た数以上を配

置するものとします。 
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Ｐｏｉｎｔ！ 

上記にかかわらず、併設型小規模介護医療院における薬剤師の配置については、併設される医療機関の職員（病院

の場合にあっては、医師又は薬剤師。診療所の場合にあっては、医師とする。）により当該施設の入所者の処遇が適切

に行われると認められる場合にあっては、置かないことができることとします。 

４ 看護師、准看護師               ［厚労令５第４条第１項第３号］［老老発0322 第１ 第３の３］ 

                   ［介護医療院条例第４条第１項（２）］［介護医療院解釈通知第３の１（２）］ 

 常勤換算方法で、入所者の数を６で除した数以上を配置するものとします。 

５ 介護職員            ［介護医療院条例第４条第１項（３）］［介護医療院解釈通知第３の１（３）］ 

 常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を５で除した数に、Ⅱ型入所者の数を６で除した数を加えて得た数以上を配置す

るものとします。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

（１） 上記にかかわらず、併設型小規模介護医療院における介護職員の配置については、常勤換算方法で、当該

併設型小規模介護医療院の入所者の数を６で除した数以上を配置するものとします。 

（２） 介護職員の数を算出するに当たっては、看護職員を介護職員とみなして差し支えありません。ただし、こ

の場合の看護職員については、人員の算出上、看護職員として数えることはできません。 

６ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 ［介護医療院条例第４条第１項（４）］［介護医療院解釈通知第３の１

（４）］ 

施設の実情に応じた適当数を配置してください。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

併設型小規模介護医療院における理学療法士等の配置については、併設される医療機関の職員（病院の場合にあっ

ては、医師又は理学療法士等。診療所の場合にあっては、医師とする。）により当該施設の入所者の処遇が適切に行わ

れると認められる場合にあっては、置かないことができることとします。 

７ 栄養士、管理栄養士        ［介護医療院条例第４条第１項（５）］［介護医療院解釈通知第３の１（５）］ 

 入所定員が 100 以上の介護医療院にあっては、１以上を配置するものとします。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

（１） 同一敷地内にある病院等の栄養士又は管理栄養士がいることにより、栄養管理の業務に支障がない場合に

は、兼務職員をもって充てても差し支えありません。 

（２） 入所定員が100人未満の介護医療院においても常勤職員の配置に努めるべきですが、併設型小規模介護医

療院の併設医療機関に配置されている栄養士又は管理栄養士による栄養管理が、当該施設の入所者に適切に

行われると認められるときは、これを置かないことができます。 

８ 介護支援専門員          ［介護医療院条例第４条第１項（６）］［介護医療院解釈通知第３の１（６）］ 

１以上の員数の配置が必要です。入所者の数が 100又はその端数を増すごとに１を標準とします。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

（１） その業務に専ら従事する常勤の者を１人以上配置する必要があります。したがって、入所者の数が 100人

未満の介護医療院にあっても１人は配置されていなければなりません。 

 （２） 入所者の数が100人又はその端数を増すごとに1人を標準とするものであるので、入所者の数が100人又は

その端数を増すごとに増員することが望ましいとします。ただし、当該増員に係る介護支援専門員について

は、非常勤とすることを妨げるものではありません。 

 （３） 入所者の処遇に支障がない場合は、当該施設の他の職務に従事することができるものとし、また、介護支

援専門員が医療機関併設型介護医療院の職務に従事する場合であって、当該医療機関併設型介護医療院の入

所者の処遇に支障がない場合には、当該医療機関併設型介護医療院に併設される病院又は診療所の職務に従

事することができることとします。この場合、当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配置基

準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間

の全体を当該他の職務の勤務時間として算入することができます。 



6 

 （４） 居宅介護支援事業者の介護支援専門員との兼務は認められません。ただし増員に係る非常勤の介護支援専

門員については、この限りではありません。 

９ 診療放射線技師          ［介護医療院条例第４条第１項（７）］［介護医療院解釈通知第３の１（７）］ 

施設の実情に応じた適当数を配置するものとします。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

（１） 介護医療院の設置形態等の実情に応じた適当数を配置することとします。 

（２） 併設施設との職員の兼務を行うこと等により適正なサービスを確保できる場合にあっては、配置しない場

合があっても差し支えないこととします。 

10 調理員、事務員等その他の従業者 ［介護医療院条例第４条第１項（８）］［介護医療院解釈通知第３の１（８）］ 

施設の実情に応じた適当数を配置するものとします。 

Ｐｏｉｎｔ！ 
（１） 介護医療院の設置形態等の実情に応じた適当数を配置することとします。 

（２） 併設施設との職員の兼務や業務委託を行うこと等により適正なサービスを確保できる場合にあっては、配

置しない場合があっても差し支えないこととします。 

11 用語の定義 

（１）常勤換算方法：［介護医療院条例第４条第３項］［介護医療院解釈通知第３の１（９）ア］ 

当該施設の従業者の勤務延時間数を当該施設において常勤の従業員が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時

間数が 32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で除することにより、当該施設の従業者の員数を常勤の従業

者の員数に換算する方法をいいます。 

この場合の勤務延時間数は、当該施設の介護医療院サービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、当該

施設が（介護予防）通所リハビリテーションの指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が介護医療院サー

ビスと指定（介護予防）通所リハビリテーションを兼務する場合、当該従業者の勤務延時間数には、介護医療院サ

ービスに係る勤務時間数だけを算入します。 

ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第 113号）第 13

条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76号。以下「育児・介護休業法」という。）第 23条第１項、同条第３

項又は同法第 24条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立

支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び治

療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30時間以上の勤務で、常勤換算方法

での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能としま

す。 

（２）勤務延時間数：［介護医療院解釈通知第３の１（９）イ］ 

勤務表上、介護医療院サービスの提供に従事する時間として明確に位置付けられている時間の合計数とします。 

なお、従業者１人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該施設において常勤の従業者が勤

務すべき勤務時間数を上限とします。 

（３）常勤：［介護医療院解釈通知第３の１（９）ウ］ 

当該施設における勤務時間が、当該施設において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤

務すべき時間数が 32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）に達していることをいいます。ただし、母性健

康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者については、入所者

の処遇に支障がない体制が施設として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間と

して取り扱うことを可能とします。 

当該施設に併設される事業所（同一敷地内に所在する又は道路を隔てて隣接する事業所をいう。ただし、管理上

支障がない場合は、その他の事業所を含む。）の職務であって、当該施設の職務と同時並行的に行われることが差し

支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間数の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達

していれば、常勤の要件を満たすものであることとします。 

（例）介護医療院と通リハを兼務する場合 

それぞれの勤務時間の合計が常勤の従事者が従事すべき時間数に達している ⇒ 常勤兼務 
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また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法（昭和22年法律第 49号）第 65条

に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する

育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第２号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。）、同法第 23条

第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第24条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定により同

項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」とい

う。）を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業

者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能となります。 

（４）専ら従事する：［介護医療院解釈通知第３の１（９）エ］ 

原則として、サービス提供時間帯を通じて介護医療院サービス以外の職務に従事しないことをいいます。ただ

し、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りではありません。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業

者の当該施設における勤務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問いません。 

（５）入所者の数（前年度の平均値）：［介護医療院条例第４条第２項］［介護医療院解釈通知第３の１（９）オ］ 

人員基準における入所者の数は、前年度の平均値とします。ただし、新たに介護医療院を開設し、又は介護医療

院を再開する場合は、推定数によるものとします。 

・ 前年度の平均値とは、当該年度の前年度（毎年４月１日から翌年３月 31日まで）の入所者延数を当該前年度の

日数で除して得た数とし、この算定にあたっては小数点第２位以下を切り上げます。 

・ 介護医療院を新設若しくは再開又は増床する場合は、前年度において1年未満の実績しかない場合の入所者数

は、新設若しくは再開又は増床の時点から６月未満の間は、便宜上、ベッド数の「90％」を入所者数とし、６月以

上１年未満の間は、「直近の６月における入所者延数を６月間の日数で除して得た数」とし、１年以上経過してい

る場合は、「直近１年間における入所者延数を１年間の日数で除して得た数」とします。 

・ 減床の場合には、減床後の実績が３月以上あるときは、減床後の入所者延数を延日数で除して得た数とします。 

12 夜勤職員の配置 

 ＜参考４＞厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準［厚告29］（p.67）を参照してください。 

13 病院又は診療所と併設する場合の人員について 

［H30.03.27 医政発 0327第 31号/老発 0327第６号 医政局長/老健局長通知「病院又は診療所と介護保険施設

等との併設等について」４］ 

（１） 病院又は診療所の医師、看護師その他の従業者と介護医療院の医師、薬剤師、看護師その他の従業者と兼

務するような場合は、それぞれの施設の人員に関する要件を満たすとともに、兼務によって患者等に対する

治療その他のサービスの提供に支障がないように注意する必要があります。 

（２） 病院又は診療所に係る施設及び構造設備と介護医療院に係る施設及び設備との共用、建物の転用により、

従業者の人員配置に変更のあるときは、医療法等に定める所要の変更手続を要します。 

（３） 従業者数の算定に当たっては、それぞれの施設における勤務実態に応じて按分します。ただし、管理者が

常勤を要件とする場合について、病院又は診療所と併設する介護医療院の管理者を兼ねている場合にあって

は、当該者を常勤とみなして差し支えありません。 

≪病院と併設する場合の病院における医師及び薬剤師の員数の算定について≫ 

[平成 30年７月 27日厚生労働省医政局総務課事務連絡] 

病院の医師及び薬剤師（以下「医師等」という。）が介護保険施設の医師等を兼務する場合は、それぞれの施設の

人員に関する要件を満たすとともに、平成 30年連名通知の４（３）で記載しているとおり、その医師等の員数の算

定に当たっては、それぞれの施設における勤務実態に応じて按分することが原則であり、病院の医師等が併設する

介護保険施設で勤務する時間については、病院で勤務する時間として取り扱わないものである。 

しかしながら、病院が既存の病院の建物をそのまま活用してその病床の一部を当該病院に新たに併設する介護医

療院に転換させ、かつ、転換後の病院の病床数及び新たに併設する介護保険施設の入所定員（病院から転換した病

床（以下「転換病床」という。）を活用するものに限る。）の合計が転換前の病院の病床数以下である場合には、実

態として、転換後の施設（病院と介護保険施設を併せた全体をいう。以下同じ。）全体の医療提供の内容は、転換前

の病院の医療提供の内容を超えないと考えられる。そのため、適切な医療を提供する観点から、それぞれの施設が

全体で一体性を確保していると認められる場合であって、次のすべての要件を満たす場合には、転換後の病院にお

ける医師配置標準数は必要数が確保されているものとして取り扱うこととする。（薬剤師においても上記取扱いを準

用すること。） 

① 転換前の病院において、医師配置標準数が満たされていること。 



8 

② 新たに併設される介護保険施設は当該病院の建物を活用し、かつ、転換病床を活用して開設される介護保険

施設であること。 

③ 当該介護保険施設の入所定員は転換病床数以下であること。 

④ 転換後の病院の病床数及び転換病床を活用して新たに併設される介護保険施設の入所定員の合計が転換前の

病院の病床数以下であること。 

⑤ 転換後の病院における医師配置標準数と転換後の介護保険施設における医師必要数の合計が、転換前の病院

における医師配置標準数を上回ること。 

⑥ 転換後の病院における医師の員数と転換後の介護保険施設における医師の員数の合計が、転換前の病院にお

ける医師配置標準数以上であること。 

また、当該転換後の病院について、再度、既存の病院の建物をそのまま活用してその病床の一部を当該病院に新

たに併設する介護保険施設に転換させ、かつ、再転換後の病院の病床数及び新たに併設する介護保険施設の入所定

員（転換病床を活用するものに限る。）の合計が再転換前の病院の病床数以下である場合は、上記と同様の取扱いと

すること。 

（留意点）上記の取扱いは、転換後の病院において病院の医師配置標準数の最低数である３名（医療法施行規則第

49 条の経過措置の適用を受ける病院については２名）を下回らないように求められる場合に生じる支障事例に対

処するために整理しているものであることに留意されたい。（薬剤師においても同様の観点から留意すること。） 

＜参考＞○ 医療法施行規則（抄） 

第十九条 法第二十一条第一項第一号の規定による病院に置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりと

する。 

一 医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係

る病室以外の病室の入院患者（歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔くう外科の入院患者を除く。）の数と外

来患者（歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔くう外科の外来患者を除く。）の数を二・五（精神科、耳鼻咽

喉科又は眼科については、五）をもつて除した数との和（以下この号において「特定数」という。）が五十二ま

では三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加え

た数 

２ 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準（病院の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において

同じ。）であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。 

一 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十をもつて除した数と、精神病床及び療養病

床に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十をもつて除した数と外来患者に係る取扱処方箋の数を七十五を

もつて除した数とを加えた数（その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたとき

は、その端数は一として計算する。） 

第四十九条 療養病床を有する病院であつて、療養病床の病床数の全病床数に占める割合が百分の五十を超えるもの

については、当分の間、第十九条第一項第一号(第四十三条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、

第五十二条第一項及び平成十三年改正省令附則第十六条第二項第一号中「五十二までは三とし、特定数が五十二を

超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数」とあるのは「三十六までは二

とし、特定数が三十六を超える場合には当該特定数から三十六を減じた数を十六で除した数に二を加えた数」とす

る。 

《参考》従来型施設とユニット型施設を併設している場合の取扱いについて 

従来型施設とユニット型施設を併設している場合の取扱いについて、介護老人保健施設、介護医療院及び介護老人

福祉施設等における取扱いは次のとおりとされています。 

（１） 常勤について 

【H23.09.30 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う

指定、介護報酬等の取扱いについて（疑義解釈） 問９】 

介護職員以外の従業者が双方の施設を兼務する場合、双方の施設の勤務時間の合計が、当該施設において定め 

られている常勤の職員が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものとします。 

（２） 前年度の平均値について 

【H24.03.30 平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａvol.2 問 43】 

別施設として許可を受けた当該年度については、双方の施設を一体として前年度の実績に基づき入所者数の

「前年度平均値」を算出します。 
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翌年度については、別施設として許可された以後の実績に基づいて、それぞれの入所者数の「前年度平均値」

を算出します。 

ただし、看護職員の数の算定根拠となる入所者数の「前年度平均値」については、翌年度以降についても、双

方の施設を一体として算出することとして差し支えありません。 

Ⅲ 介護医療院の施設及び構造設備の基準 

介護医療院は、「療養施設」であるとともに「生活施設」の機能を有することから、プライバシー保護等、「生活施

設」としての環境整備に配慮した施設整備が求められます。 

主な設置基準は次のとおりです。施設及び構造設備の基準の根拠規定が下記のとおり施設によって異なりますので

注意してください。 

  療養室、診察室、処置室及び機能訓練室 ［厚労令５ 第５条、45条、附則第２条、附則第６条、附則第７条］ 

［老老発 0322 第４、第６の３］ 

  上記以外の施設及び構造設備      ［介護医療院条例第５条、６条、45条］ 

［介護医療院解釈通知第４、第６の３］ 

 通所リハビリテーションの設備     ［居宅条例第138条］ 

                     ［居宅解釈通知第３のⅦの２］ 

 １ 介護医療院の施設の基準 

種
類 

施設 
施設及び設備の基準 

[厚労令５及び介護医療院条例] 

老老発0322第１及び介護医療院解釈通知 
※ 面積については、厚労令5及び介護医療院条例に規定するものも含

め、すべて有効面積とする。 

 

 

 

介

護

医

療

院 

療養室 
（厚労令５） 

・定員は４人以下とすること。 

・８㎡以上/人の面積を有しているこ

と。 

・地階に設けてはならないこと。 

・１以上の出入口は、避難上有効な空

地、廊下又は広間に直接面して設ける

こと。 

・入所者のプライバシーの確保に配慮し

た療養床を備えること。 

・入所者の身の回り品を保管できる設備

を備えること。 

・ナースコールを設けること。 

・療養室に洗面所を設置した場合に必要となる床面積及び収納設備の設

置に要する床面積は、基準面積に含めて差し支えないものであるこ

と。 

・療養室の床面積は、内法による測定で入所者１人当たり８㎡以上とす

ること。 

・多床室の場合にあっては、家具、パーテーション、カーテン等の組み

合わせにより、室内を区分することで、入所者同士の視線等を遮断

し、入所者のプライバシーを確保すること。カーテンのみで仕切られ

ているに過ぎないような場合には、プライバシーの十分な確保とはい

えない。また、家具、バーテーション等については、入所者の安全が

確保されている場合には、必ずしも固定されているものに限らない。 

・療養室のナースコールについては、入所者の状況等に応じ、サービス

に支障を来さない場合には、入所者の動向や意向を検知できる機器を

設置することで代用することとして差し支えない。 

談話室 
（介護医療院条例） 

・入所者同士や入所者とその家族が談話

を楽しめる広さを有すること。 

・談話室には、入所者とその家族等が談話を楽しめるよう、創意工夫を

行うこと。（ソファー、テレビその他の教養娯楽設備等を備える。） 

食堂 

（介護医療院条例） 
・内法による測定で、入所者１人当たり

１㎡以上の面積を有すること。 

 

浴室 

（介護医療院条例） 

・身体の不自由な者の入浴に適したもの

とすること。 

・一般浴槽のほか、介助が必要な者に適

した特別浴槽を設けること。 

・入所者の入浴に際し、支障が生じないよう配慮すること。  

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾙｰﾑ 
（介護医療院条例） 

・レクリエーションを行うために十分な

広さを有し、必要な設備を備えるこ

と。 

 

洗面所 
（介護医療院条例） 

・身体の不自由な者の使用に適したもの

とすること。 

 

便所 
（介護医療院条例） 

・身体の不自由な者の使用に適したもの

とすること。 

 

汚物処理室 
（介護医療院条例） 

・設けること。 ・他の施設と区別された一定のスペースを有すれば足りること。 
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種
類 

施設 
施設及び設備の基準 

[厚労令５及び介護医療院条例] 

老老発0322第１及び介護医療院解釈通知 
※ 面積については、厚労令5及び介護医療院条例に規定するものも含

め、すべて有効面積とする。 

 

 

 

ユ

ニ

ッ

ト

型

介

護

医

療

院 

ユニット 
（介護医療院条例、

介護医療院解釈通

知） 

ユニットに必要な施設 

・療養室 

・共同生活室 

・洗面設備 

・便所 

・ユニットケアを行うためには、入居者の自律的な生活を保障する療養

室（使い慣れた家具等を持ち込むことのできる個室）と、少人数の家

庭的な雰囲気の中で生活できる共同生活室（居宅での居間に相当する

部屋）が不可欠であることから、ユニット型介護医療院は、施設全体

を、こうした療養室と共同生活室によって一体的に構成される場所

（ユニット）を単位として構成し、運営しなければならない。 

・入居者が、自室のあるユニットを超えて広がりのある日常生活を楽し

むことができるよう、他のユニットの入居者と交流したり、多数の入

居者が集まったりすることのできる場所を設けることが望ましい。 

・ユニットは、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日

常の生活の中でケアを行うというユニットケアの特徴を踏まえたもの

でなければならない。 

[ユニットの入居定員] 

・ユニット型介護医療院は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的

関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するものであること

から、１のユニットの入所定員は、10人以下とすることを原則とす

る。 

・ただし、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律

的な日常生活を営むことを支援するのに支障がないと認められる場合

には、入居者の定員が15人までのユニットも認める。 

 

療養室 
(厚労令５) 

・定員は、１人とすること。 

ただし、入居者への介護医療院サー

ビスの提供上必要と認められる場合

は、２人とすることができる。 

・療養室は、いずれかのユニットに属す

るものとし、当該ユニットの共同生活

室に近接して一体的に設けること。 

 ただし、１のユニットの入居者の定員

は、おおむね10人以下としなければ

ならない。 

・療養室の床面積等は、次のいずれかを

満たすこと。 

 (ⅰ) 10.65㎡以上とすること。 

    ただし、２人部屋の場合にあっ

ては、21.3㎡以上とすること。 

 (ⅱ) ユニットに属さない療養室を改

修したものについては、入居者同

士の視線の遮断の確保を前提にし

た上で、療養室を隔てる壁につい

て、天井との間に一定の隙間が生

じていても差し支えない。 

・地階に設けてはならないこと。 

・１以上の出入口は、避難上有効な空

地、廊下又は広間に直接面して設ける

こと。 

・入居者のプライバシーの確保に配慮し

た療養床を設けること。 

・ ナースコールを設けること。 

・ユニットケアには個室が不可欠なことから、療養室の定員は１人とす

る。 

ただし、夫婦で療養室を利用する場合などサービスの提供上必要と

認められる場合は、２人部屋とすることができる。 

・療養室は、いずれかユニットに属するものとし、当該ユニットの共同

生活室に近接して一体的に設けなければならない。 

 この場合、「当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設け」ら

れる療養室とは、次の３つをいう。 

 イ 当該共同生活室に隣接している療養室 

 ロ 当該共同生活室に隣接してはいないが、イの療養室と隣接してい

る療養室 

 ハ その他当該共同生活室に近接して一体的に設けられている療養室

（他の共同生活室のイ及びロに該当する療養室を除く。） 

［療養室の面積等］ 

・ユニット型介護医療院では、居宅に近い居住環境の下で、居宅におけ

る生活に近い日常の生活の中でケアを行うため、入居者は長年使い

慣れた箪笥（たんす）などの家具を持ち込むことを想定しており、

療養室は次のいずれかに分類される。 

 イ ユニット型個室 

  １の療養室の床面積は、10.65㎡以上（療養室内に洗面所が設けら

れているときはその面積を含み、療養室内に便所が設けられている

ときはその面積を除く。）とするとともに、身の回り品を保管する

ことができる設備は、必要に応じて備えれば足りることとしてい

る。また、入居者へのサービス提供上必要と認められる場合に２人

部屋とするときは21.3㎡以上とすること。 

 ロ ユニット型個室的多床室 

  ユニットに属さない療養室を改修してユニットを造る場合であり、

床面積は10．65㎡以上（療養室内に洗面所が設けられているときは

その面積を含み、療養室内に便所が設けられている場合はその面積

を除く。）とすること。この場合にあっては、入居者のプライバシ

ーが十分に確保されていれば、天井と壁との間に一定の隙間が生じ

ていても差し支えない。 

  壁については、家具等のように可動のもので室内を区分しただけの

ものは認められず、可動でないものであって、プライバシーの確保

のために適切な素材であることが必要である。 

  療養室であるためには、一定程度以上の大きさの窓が必要であるこ

とから、多床室を仕切って窓のない療養室を設けたとしても個室的

多床室としては認められない。 

  また、療養室への入口が、複数の療養室で共同であったり、カーテ

ンなどで仕切られているに過ぎないような場合には、十分なプライ

バシーが確保されているとはいえず、個室的多床室としては認めら

れないものである。 

  入居者へのサービス提供上必要と認められる場合に、２人部屋とす

るときは21.3㎡以上を原則とする。 

  ※イの療養室の要件を満たしていれば「ユニット型個室」となる。 

 
共同生活室 

（介護医療院条

例） 

・いずれかのユニットに属し、当該ユニ

ットの入居者が交流し、共同で日常生

・他のユニットの入居者が、当該共同生活室を通過することなく、施設

内の他の場所に移動できるようになっていること。 

・当該ユニットの入居者全員とその介護等を行う職員が一度に食事をし

たり、談話等を楽しんだりすることが可能な備品を備えた上で、当該
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活を営むための場所としてふさわしい

形状を有すること。 

・床面積は、２㎡×当該共同生活室が属

するユニットの入居定員を乗じて得た

面積以上の面積を標準とすること。 

・必要な設備及び備品を備えること。 

共同生活室内を車椅子が支障なく通行できる形状が確保されているこ

と。 

［床面積］ 

・原則は２㎡／人以上だが、建物の構造や敷地上の制約など特別の事情

によって当該面積を確保することが困難であると認められたときに

は、ユニットケアの趣旨を損なわない範囲で２㎡／人未満であっても

差し支えない。 

・介護を必要とする者が食事したり、談話等を楽しんだりするのに適し

たテーブル、椅子等の備品を備えなければならない。 

・入居者が、その心身の状況に応じて家事を行うことができるようにす

る観点から、簡易な流し・調理設備を設けることが望ましい。 

 
洗面所 

（介護医療院条

例） 

・療養室ごと又は共同生活室ごとに適当

数設けること。 

・身体の不自由な者の使用に適したもの

とすること。 

・療養室ごとに設けることが望ましいが、共同生活室ごとに適当数設け

ることとしても差し支えない。その場合は、共同生活室内の１か所に

集中して設けるのではなく、２か所以上に分散して設けることが望ま

しい。なお、療養室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方

式とを混在させても差し支えない。 

 
便所 

（介護医療院条

例） 

・療養室ごと又は共同生活室ごとに適当

数設けること。 

・療養室ごとに設けることが望ましいが、共同生活室ごとに適当数設け

ることとしても差し支えない。その場合は、共同生活室内の１か所に

集中して設けるのではなく、２か所以上に分散して設けることが望ま

しい。なお、療養室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方

式とを混在させても差し支えない。 

浴室 

（介護医療院条例） 

・身体の不自由な者の入浴に適したもの

とすること。 

・一般浴槽のほか、介助が必要な方に適し

た特別浴槽を設けること。 

・療養室のある階ごとに設けることが望ましい。 

汚物処理室 
（介護医療院条例） 

・設けること。 
 

 

種
類 

施設 
施設及び設備の基準 

[厚労令５及び介護医療院条例] 

老老発0322第１及び介護医療院解釈通知 
※ 面積については、厚労令5及び介護医療院条例に規定するものも含

め、すべて有効面積とする。 

 

 

 

介

護

医

療

院 

・

ユ

ニ

ッ

ト

型

共

通 

診察室 
（厚労令５） 

・医師が診察を行う施設を有すること。 

・喀痰、血液、尿、糞便等について通常

行われる臨床検査を行うことができる

施設（「臨床検査施設」という。）を有

すること。 

 ※ 臨床検査施設は、臨床検査技師等

法第２条に規定する検体検査（「検体

検査」という。）の業務を委託する場

合にあっては、当該検体検査に係る設

備を設けないことができる。 

・調剤を行う施設を有すること。 

・医師が診療を行うのに適切なものとすること。 

・臨床検査施設は、病院又は診療所に設置される臨床検査施設に求めら

れる検査基準及び構造設備基準を満たすものであること。 

・調剤を行う施設は、病院又は診療所に設置される調剤所に求められる

基準を満たすものであること。 

処置室 
（厚労令５） 

・入所者に対する処置が適切に行われる

広さを有する施設を有すること。 

 ※処置室は、診察室と兼用することが

できる。 

・診察の用に供するエックス線装置（定

格出力の管電圧（波高値）が10㎸以上

であり、かつ、その有するエネルギー

が１メガ電子ボルト未満のものに限

る。）を有すること。 

・医師が処置を行うのに適切なものとすること。なお、当該部分につい

ては、診察室における医師が診察を行う施設の部分と兼用することが

できる。 

・診療の用に供するエックス線装置にあっては、医療法施行規則及び医

療法施行規則の一部を改正する省令の施行についてにおいて求められ

る防護に関する基準を満たすものであること。 

機能訓練室 
（厚労令５） 

・内法による測定で40㎡以上の面積を有

し、必要な器械及び器具を備えるこ

と。 

※併設型小規模介護医療院にあって

は、機能訓練を行うために十分な

広さを有し、必要な器械及び器具

を備えること。 

※特別診療費を算定する場合は別に

面積基準があるので注意するこ

と。 

・介護医療院で行われる機能訓練は、理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士の指導の下における運動機能やＡＤＬ（日常生活動作能力）の

改善を中心としたものであり、内法による測定で40㎡以上の面積を有

し、必要な器械・器具を備えることで足りるものとする。 

 ※併設型小規模介護医療院の場合は、機能訓練を行うのに十分な

広さを有し、必要な器械・器具を備えることで足りるものとす

る。 

ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼ ｮﾝ 
（介護医療院条例） 

・設けること。 

・ 看護職員及び介護職員が入所者のニーズに適切に応じられるよう、

療養室のある階ごとに療養室に近接して設けること。 

・１療養棟ごとに設けること。ただし、サービス・ステーションの配置

によっては、他の看護・介護単位と共用することは可能。 

調理室 
（介護医療院条例） 

・設けること。 
・食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設

備 、並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。 

洗濯室又は洗濯場 
（介護医療院条例） 

・設けること。 
 

その他 
・設置が義務づけられている施設のほか、家族相談室、ボランティア・ルーム、家族介護教室は、介護医療院の性

格等からみて設置が望ましいので、余力がある場合には、その設置につき配慮することとする。 
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（介護医療院解釈通

知等） 

・焼却炉、浄化槽、その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、療養室、談話室、食堂、調理室から相当の

距離を隔てて設けること。 

・床面積を定めない施設については、各々の施設の機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保するよう配慮するこ

と。 

２ 各施設の区画、兼用について                     ［介護医療院解釈通知第４の２（２）］ 

（１） 機能訓練室、談話室、食堂、レクリエーション・ルーム等（ユニット型は機能訓練室、共同生活室等）を区

画せず、１つのオープンスペースとすることは差し支えないが、入所者に対する介護医療院サービスの提供に支

障を来さないよう、全体の面積は各々の施設の基準面積を合算したもの以上である必要があります。 

（２） 施設の兼用については、各々の施設の利用目的に沿い、かつ、入所者に対する介護医療院サービスの提供に

支障を来さない範囲で認められるものです。したがって、談話室とレクリエーション・ルームの兼用並びに洗面

所と便所、洗濯室と汚物処理室が同一の区画にあること等は差し支えありません。 

３ 施設・設備の共用                        ［介護医療院解釈通知第４の２（４）］ 

介護医療院の各施設設備は、当該施設専用に供されるものでなければなりませんが、次の場合は共用が可能です。 

（１） 病院又は診療所と併設する場合 

    病院又は診療所と介護医療院を併設（病院又は診療所の同一敷地内又は隣接する敷地内（公道をはさんで隣

接する場合を含む。）に介護医療院を開設していることを言う。）する場合、病院又は診療所に係る施設及び構

造設備と介護医療院に係る施設及び設備は、それぞれの基準を満たし、かつ、当該施設の利用計画からみて各

施設等の患者等に対する治療、介護その他のサービスに支障がない場合に限り、共用が認められます。ただ

し、この場合にあっても、各施設等を管理する者を明確にしなければなりません。 

 また、次に掲げる施設等の共用は認められません。 

〇 手術室 

〇 病院又は診療所の病室と介護医療院等の療養室又は居室 

※ 診察室については、現に存する病院又は診療所の建物の一部を介護医療院に転換する場合は共用が認められ

ますが、介護医療院に係る建物を新たに設置する場合は原則、共用は認められません。（状況によっては、実

情に応じて県で個別具体的に判断します。） 

※ 現に存する病院又は診療所に係る施設及び構造設備と共用する場合には、医療法等に定める所要の変更手続

きも必要です。 

［H30.03.27 医政発 0327第 31号/老発 0327第６号 医政局長/老健局長通知「病院又は診療所と介護保険施

設等との併設等について」］ 

（２） 介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設等の社会福祉施設等と併設する場合 

    次に掲げる施設については、共用は認められません。 

    〇 療養室 

    〇 診察室 

    〇 処置室（エックス線装置を含む。） 

    前記の施設以外の施設は、介護医療院と併設施設双方の施設基準を満たし、かつ、当該介護医療院の余力及

び当該施設における介護医療院サービス等を提供するための当該施設の使用計画（利用計画）からみて両施設

の入所者の処遇に支障がない場合に限り共用が認められます。 

４ 介護医療院の構造設備の基準               [基準条例第６条、介護医療院解釈通知第４の３] 

（１) 療養室等が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段（直接地上へ通ずる出入口のある階に通ずる階段を

いう。以下同じ。）及びエレベーターをそれぞれ１以上設けることとします。 

（２） 療養室等が３階以上の階にある場合は、避難上支障がないように避難階段を２以上設けることとします。

ただし、前号の直通階段を建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）第 123条第１項に規定する屋内の避

難階段としての構造とする場合は、当該直通階段の数を避難階段の数に算入することができます。 

（３） 階段の基準 

    ・ 階段の傾斜は緩やかにすること。 

    ・ 適当な手すりを設けること。（手すりは両側に設けることが望ましい。） 

（４） 廊下の基準 

    ・ 廊下の幅は、内法寸法（壁から測定する。）で片廊下 1.8ｍ以上、中廊下（※１）2.7ｍ以上とすること。 
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    ・ ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認

められる場合（アルコーブを設けることなどにより、入所者、従業者等がすれ違う際にも支障が生じない

場合を想定）は、片廊下1.5ｍ以上、中廊下1.8ｍ以上として差し支えないこと。 

    ・ 手すり及び常夜灯を設けること。なお、手すりは両側に設けることが望ましい。 

    （※１）「中廊下」  … 廊下の両側に療養室等（※２）又はエレベーター室のある廊下 

（※２）「療養室等」… 従来型介護医療院においては、療養室、談話室、食堂、浴室、レクリエーションル

ーム、便所等入所者が日常継続的に使用する施設 

ユニット型介護医療院においては、療養室、共同生活室、浴室及び便所等入所者

が日常継続的に使用する施設 

５ 療養病床等からの転換に係る経過措置 

（１） 療養病床等を有する病院（医療法第七条第二項に規定する精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床又

は一般病床を有する病院。以下同じ。）又は病床を有する診療所（療養病床又は一般病床を有する診療所。以

下同じ。）の開設者が、当該病院の療養病床等を令和６年３月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設

する場合における当該転換に係る療養室の床面積は、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの

間は、内法による測定で入所者１人当たり6.4 平方メートル以上とします。 

（厚労令５附則第２条・老老発0322第1号 第４-４（１）） 

（２） 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病

床を令和６年３月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該転換に係る屋内の直

通階段及びエレベーターについては、転換前の医療法による基準と同等のものでよいこととします。 

（条例附則第３項・解釈通知第４の４（２）） 

（３） 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病

床を令和６年３月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該転換に係る療養室に

隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.2メートル以上（ただし、両側に療養室等又はエレベーター室が

ある廊下の幅は、内法による測定で、1.6メートル以上）であればよいこととします。 

（条例附則第４項・解釈通知４の４（３）） 

（４） 療養病床等を有する診療所（療養病床又は一般病床を有する診療所。以下同じ。）の開設者が、当該病院の

療養病床等を令和６年３月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該転換に係る

第５条第２項第３号の規定は、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、一般浴槽のほ

か、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した設備を設けることとします。 

（条例附則第８項） 

６ 病院又は診療所と併設する場合の留意点 

病院又は診療所と併設する場合は、患者等に対する治療、介護その他のサービスに支障がないよう、表示等によ

り病院又は診療所と介護保険施設等との区分を可能な限り明確にする必要があります。 
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Ⅳ 介護医療院の運営基準 

※【共通】  …「介護医療院」「ユニット型介護医療院」共通の運営基準等 

 ※【介護医療院】  …「介護医療院」の運営基準等 

 ※【ユニット】…「ユニット型介護医療院」の運営基準等 

１ 介護保険等関連情報の活用とＰＤＣＡサイクルの推進について【共通】 

［介護医療院条例第３条］［介護医療院解釈通知第５の１］ 

 介護医療院サービスの提供に当たっては、法第118 条の２第１項に規定する介護保険等関連情報等を活用し、施設

単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進することにより、提供するサービスの質の向上に努めなければなりません。こ

の場合において、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ：Long-term care Information system For Evidence）」に情

報を提出し、当該情報及びフィードバック情報を活用することが望ましいとされています。 

２ 内容及び手続の説明及び同意【共通】        ［介護医療院条例第７条］［介護医療院解釈通知第５の２］ 

介護医療院サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要な

ど、入所申込者のサービスの選択に必要な重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、サービス提供の開始につ

いて入所申込者の同意を得なければなりません。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

（１） 以下の項目について、重要事項を記した文書に記載していなければなりません。 

    ア 法人、事業所の概要（法人名、事業所名、事業所番号、併設サービス等） 

    イ 運営規程の概要（施設概要、定員、サービス内容及び利用料その他費用の額、利用上の留意事項等） 

    ウ 従業者の勤務の体制 

    エ 事故発生時の対応 

オ 苦情処理の体制（苦情処理の体制及び手順や施設の担当、市町村・国民健康保険団体連合会などの相

談・苦情窓口等を記載） 

    カ その他入所申込者がサービスを選択するために必要な重要事項（従業者の研修、秘密保持、協力医療機

関、居宅において日常生活を営むことができるかどうかを検討する会議、入所中の病院への入院・通院の

扱い等） 

 （２） わかりやすい説明書やパンフレットなどの重要事項を記した文書を交付して懇切丁寧に説明を行ってくだ

さい。 

 （３） サービスの提供を受けることについての同意は、入所申込者及び施設双方の保護の立場から、別途契約書

等の書面によって確認することが望ましいものです。 

Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ！ 重要事項の説明・同意について 

重要事項を説明したこと、同意を得たこと、文書を交付したことが書面で確認できるようにしておくことが必要で

す。 

また、運営規程と重要事項説明書の記載内容について整合性が取れていることを必ず確認してください。 

≪介護医療院の広告について≫ 

◯ 介護医療院については、広告することができる事項が制限されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

介護保険法第百十二条 

介護医療院に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告

してはならない。 

一 介護医療院の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 

二 介護医療院に勤務する医師及び看護師の氏名 

三 前二号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣の定める事項 

（厚生労働大臣の定める事項） 

・施設及び構造設備に関する事項 

・職員の配置員数 

・提供するサービスの種類及び内容（医療の内容に関するものを除く。） 

・利用料の内容 

四 その他都道府県知事の許可を受けた事項 
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◯ 具体的な取り扱いについては次のとおりです。 

【H30.03.30付老老発0330号老健局老人保健課長通知「介護医療院に関して広告できる事項について」】 

  １ 施設及び構造設備に関する事項 

   （１）施設の概要 

     敷地面積、建築面積、床面積（延べ床、療養棟別、階層別等）、階層数（地上◯階、地下◯階等）、入所者

やエレベーター等の数、設計者・施工者の名称、免震構造や耐震構造である旨、工法、工期、竣工日、療養

棟配置図、施設内案内図その他の介護医療院の施設に関することで、客観的な事実として検証可能な事項に

ついて、広告が可能であること。敷地内の写真、建物の外観又は内装を撮影した写真や映像等についても、

広告して差し支えないこと。 

   （２）療養床の種別ごとの数（療養床数）又は療養室数 

     療養床の種類、療養棟等の数を広告して差し支えないこと。 

   （３）療養室、機能訓練室、談話室、レクリエーションルーム、食堂、浴室又は院内売店その他の設備に関す

る事項 

     これらの設備の有無、数、広さ、空調状況、利用可能時間、費用又は設置年月日等を広告して差し支えな

いこと。なお、当該構造設備で実施される「医療の内容」に関することを広告する場合には、「医業若しくは

歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針（医療広告ガイドライン）」の内容に準じる必

要があること。 

   （４）利用者等に対する構造上の配慮 

     バリアフリー構造、施設内点字ブロック、点字表示又は音声案内設備等の有無等を広告できるものであ

り、車椅子利用者、視覚障害者等への配慮をした構造である旨を示すことも差し支えないこと。 

  （５）据え置き型の医療機器等の機械器具の配置状況 

画像診断装置等の医療機器又は空気清浄機等の医療機器以外の機械器具の配置状況について、一般的な名

称（例えば単純エックス線装置等）、それらの写真・映像、導入台数又は導入日等について、広告して差し支

えないこと。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律において、承認

又は認証を得ていない医療機器（以下「未認証医療機器」という。）については、その、販売・授与等に係る

広告が禁じられている他、承認又は認証されている医療機器であっても、昭和55年10月９日薬発第 1339号

厚生省局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」により、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わ

ないものとされていることに鑑み、医療機器が特定可能となる販売名や型式番号については、広告は行わな

いものとする。 

 ２ 職員の配置員数 

    介護医療院に配置される職員の職種ごとの員数を広告できること。広告できる職員の員数は、常勤換算した

場合の員数とすること。具体的な取扱いについては、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する

広告等に関する指針（医療広告ガイドライン）」の内容に準じる必要があること。 

 ３ 提供されるサービスの種類及び内容（医療の内容に関するものを除く。） 

   （１）レクリエーション、理美容その他日常生活上のサービスの内容について広告できること。具体的には、

以下の内容について広告できること。 

      イ レクリエーションの内容 

      ロ 生活上のサービスの内容（入浴回数、機能訓練の回数等） 

   （２）指定短期入所療養介護等を実施している介護医療院については、その旨を広告できること。この場合に

おいては、指定短期入所療養介護等の定員数及びその実施時間についても広告できること。 

   （３）利用料の徴収できる「特別な療養室」を有する施設については、その旨及びその室数について広告でき

ること。 

   （４）紹介することができる他の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施

設、介護老人保健施設、病院又は診療所等の名称について広告できること。 

  （５）当該介護医療院によるサービスの提供に関する諸記録に係る情報を開示することができる旨を広告でき

ること。 

（６）医療の内容に関する事項は、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指

針（医療報告ガイドライン）」を踏まえ、広告できないこと。 

  ４ 利用料の内容 

    介護医療院において徴収する利用料（日常生活費その他の費用を含む。）の費目、金額、支払方法及び領収に

ついて広告することができる。 
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 ５ その他 

    広告の内容は、虚偽であってはならないこと。 

３ 提供拒否の禁止【共通】             ［介護医療院条例第８条］［介護医療院解釈通知第５の３］ 

 正当な理由なく、介護医療院サービスの提供を拒んではなりません。 

 Ｐｏｉｎｔ！ 

  （１）原則として、入所申込に対して応じなければなりません。 

  （２）特に要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することは禁じられています。 

  （３）入所にあたって身元保証人を求めている施設がありますが、身元保証人がいないことは、サービス提供を

拒否する正当な理由には該当しません。身元保証人がいないことのみを理由に入所を拒むことや退所を求め

ることはできません。［H28.03.07 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料］ 

≪提供を拒むことのできる正当な理由≫ 

   ① 入院治療の必要がある場合 

   ② その他入所者に対し自ら適切な介護医療院サービスを提供することが困難な場合 

    ※ 入退所等に係る説明は、入所者又はその家族が理解できるまで懇切丁寧に行うことが必要です。 

４ サービス提供困難時の対応【共通】        ［介護医療院条例第９条］［介護医療院解釈通知第５の４］ 

 入所申込者の病状等から見て、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合

（病状が重篤なために、介護医療院での対応が困難であり、病院又は診療所での入院治療が必要であると認められる

場合）には、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければなりません。 

５ 受給資格等の確認【共通】            ［介護医療院条例第 10条］［介護医療院解釈通知第５の５］ 

介護医療院サービスの提供を求められた場合（入所の申込みがあった場合）は、その者の被保険者証（介護保険）

によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認しなければなりません。 

 介護医療院サービスの利用に係る費用につき保険給付を受けることができるのは、要介護認定を受けている被保険

者に限られるものであることから、介護医療院サービスの提供の開始に際し、入所申込者の提示する被保険者証によ

って、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければなりません。 

また、被保険者証に、介護医療院サービス等の適切かつ有効な利用等に関し、当該被保険者が留意すべき事項に係

る認定審査会の意見が記載されているときは、これに配慮して介護医療院サービスを提供するよう努めなければなり

ません。 

６ 要介護認定の申請に係る援助【共通】      ［介護医療院条例第 11条］［介護医療院解釈通知第５の６］ 

入所の際に、要介護認定を受けていない入所申込者について、要介護認定の申請が既に行われているか否かを確認

するとともに、当該申請が行われていない場合には、入所申込者の意思を踏まえ、速やかに当該申請が行われるよう

必要な援助を行わなければなりません。また、継続して保険給付を受けるためには、要介護認定の更新が必要となり

ますので、遅くとも要介護認定の有効期間満了日の 30日前までに当該要介護認定の更新の申請が行われるよう、入所

者に必要な援助を行わなければなりません。 

７ 入退所【共通】                 ［介護医療院条例第 12条］［介護医療院解釈通知第５の７］ 

 介護医療院は、心身の状況、病状、置かれている環境等に照らし、療養上の管理、看護、医学的管理の下における

介護、機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる要介護者を対象に、介護医療院サービスを提供しなけ

ればなりません。 

≪入所に当たって留意すべきこと≫ 

 ◯ 入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、長期にわたる療養及び医学

的管理の下における介護の必要性を勘案し、介護医療院サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者

を優先的に入所させるように努めなければなりません。 

  ◆ 「優先的に入所」の取扱いについては、透明性及び公平性が求められることに留意しなければなりません。な

お、透明かつ公平な運用を図る観点から、入所に関する検討は、医師、薬剤師、看護職員、介護職員、介護支援

専門員等の従業者の間で協議するよう努めることとします。また、当該協議の内容を記録することとします。 

 ◯ 入所に際しては、当該入所申込者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、心身の状況、生活歴、病

歴及び指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければなりません。 
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   ◆ 入所者に対して適切な介護医療院サービスが提供されるようにするため、入所者の心身の状況、病歴、生活

歴、家族の状況等の把握に努めなければなりません。また、質の高い介護医療院サービスの提供に資する観点

から、当該入所者に係る指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければなりません。 

 ◯ 入所者の心身の状況及び病状や置かれている環境等に照らし、当該入所者が退所して居宅において日常生活を

営むことができるか否かについて、定期的に「検討」し、その内容等を記録しなければなりません。 

  ◆ これらの検討の経過及び結果は記録し、当該入所者の退所の日から２年間保存しなければなりません。 

 ◯ 上記の検討に当たっては、医師、薬剤師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等の従事者の間で協議しなけ

ればなりません。 

   ◆ 医師、薬剤師、看護・介護職員、介護支援専門員等による居宅における生活への復帰の可否の検討は、病状

及び心身の状況等に応じて適宜実施すべきものです。 

≪退所に当たって留意すべきこと≫ 

 ◯ 入所者の退所に際しては、本人又は家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援

助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供、退所後の主治の医師に情報の提供を行い、その他保

健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなりません。 

◆ 入所者の退所に際しての、本人又は家族等に対する家庭での介護方法等に関する適切な指導、病院又は診療

所の医師及び居宅介護支援事業者等に対する情報提供を行います。退所にあたっては、退所後の主治の医師、居

宅介護支援事業者、市町村等と十分連携を図ります。 

８ サービスの提供の記録【共通】          ［介護医療院条例第 13条］［介護医療院解釈通知第５の８］ 

入所に際しては、入所に際しては当該入所の年月日並びに入所する介護保険施設の種類及び名称を、退所に際して

は当該退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければなりません。また、介護医療院サービスを提供したと

きは、その具体的な内容等を記録しなければなりません。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

  サービスを提供した際の記録（サービスの提供日、具体的なサービスの内容、入所者の状況、その他必要な事

項）は、当該入所者の退所の日から５年間保存しなければなりません。 ▶「41 記録の整備【共通】」P.50  

９ 利用料等の受領【共通】    ［介護医療院条例第14条、46条］［介護医療院解釈通知第５の９、第６の４］ 

（１）介護医療院サービスに係る施設介護サービス費 

◯ 法定代理受領サービス（法第 48条第４項の規定により施設介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院

に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る介護医療院サービスをいう。）として介護医療院サービスを

提供した際には、入所者から、当該介護医療院サービスについての入所者負担として、法第 48条第２項に規定

する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の１～３割の支払いを受けるものとします。 

◯ 法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスを提供したときに入所者から支払を受ける利用料の

額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければなりません。 

   ・ 法定代理受領サービスでない介護医療院サービスを提供した際にその入所者から支払を受ける利用料の額

と法定代理受領サービスである介護医療院サービスに係る費用の額との間に、一方の管理経費の他方への転

嫁等による不合理な差額を設けてはなりません。 

（２）入所者等から徴収することができる費用について 

   介護医療院は、上記（１）の費用の他、次に掲げる費用を徴収することができます。 

※具体的な範囲や留意点等は、P.19の表「利用料等の範囲」、P.20「その他の日常生活費に関しての留意点」

をご覧ください。 

   ≪徴収可能な費用≫ 

① 食事の提供に要する費用（食費） 

② 居住に要する費用（居住費） 

③ 入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

④ 入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑤ 理美容代 

⑥ 介護医療院サービスとして提供される便宜で、日常生活において通常必要となるものに係る費用で あっ

て、入所者に負担させることが適当と認められるもの。（以下「その他の日常生活費」という｡） 

【その他の日常生活費の例】※P.18「その他の日用生活費の考え方」参照 

javascript:void(0);
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     ・ 入所者等の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを施設が提供する場合に係る費用

（歯ブラシ、化粧品等の個人の日用品費等） 

     ・ 入所者等の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを施設が提供する場合に係る費用（ク

ラブ活動の材料費等） 

・ 健康管理費（インフルエンザ予防接種に係る費用等） 

     ・ 預り金の出納管理に係る費用 

     ・ 私物の洗濯代 

    ≪徴収不可能な費用≫ 

     ◯ 介護サービスの提供に必要な標準的な福祉用具に係る費用 

     ◯ 介護サービスの提供に必要な消耗品に係る費用 

     ◯ 他の医療機関への通院に係る付き添い費用 

     ◯ 寝具、シーツ、枕カバーに係る費用 

     ◯ 入所保証金 

（３）利用料等の徴収に係る説明等［介護医療院条例第14条第４項・第５項、46条第４項・第５項］ 

  ◯ 前記（２）徴収可能な費用①～⑥の具体的な金額等は入所者と施設の契約により定められるものです。 

   当該契約の内容については、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、提供するサービスの内容及び費用を記

載した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければなりません。 

  ◯ この場合において、①～④に係る同意については、必ず文書によらなければなりません。 

記載した文書（重要事項説明書等）を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければなりません。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

  ア 食費と居住費の具体的内容、金額の設定及び変更に関しては、運営規程へ記載するとともに施設の見やすい

場所に掲示するか、いつでも関係者が自由に閲覧できるよう備え付けることとします。 

  イ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、施設の運営規程において定められなければなら

ず、また、サービスの選択に資すると認められる重要事項として、施設の見やすい場所に掲示するか、いつで

も関係者が自由に閲覧できるよう備え付けなければなりません。ただし、「その他の日常生活費」の額について

は、その都度変動する性質のものである場合は「実費」という形の定め方を認めています。 

  ウ 居住費（個室）は室料及び光熱水費、（多床室）は光熱水費に相当する額を基本とし、その水準の設定に当た

っては「施設の建設費用」「近隣地域に所在する類似施設の家賃及び光熱水費の平均的な費用」を勘案すること

になります。 

  エ 食費は食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とします。 

  オ 入所者が選定する特別な療養室・特別な食事の提供に係る利用料（消費税の課税対象となる）については、

居住費・食費と明確に区別して受領する必要があります。 

  カ 個々の費用ごとに、入所者又は家族の希望によるサービス提供であることを確認できるようにしておくこと

が必要です。 

  ※ これら介護医療院サービスの提供に要した費用について、入所者から支払いを受けたものについては、それ

ぞれ個別の費用の内訳を記載した領収書を交付することとします。 

Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ！ 
日用品の提供を業者に委託している場合であっても、運営基準の遵守等については最終的に施設が責任を有しま

す。内容の説明と文書の同意の取得等については、施設自ら行うか、施設の管理の下に委託業者に行わせることが

必要です。 

（その他の日常生活費についての考え方） 

「その他の日常生活費」は、入所者又はその家族の自由な選択に基づき、施設がサービス提供の一環として提供

する日常生活上の便宜に係る経費が該当します。 

   なお、施設により行われる便宜の供与であっても、サービスの提供と関係ないもの（入所者の嗜好品の購入等）

の費用については、「その他の日常生活費」とは区別されるべきものです。 

◯ 提供される便宜と、保険給付の対象となっているサービスとの間に重複関係があってはなりません。 

◯ 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用（お世話料、管理協

力費、共益費、施設利用補償金等）の徴収は認められません。費用の内訳が明らかにされる必要があります。 

◯ 入所者又はその家族等の自由な選択に基づいて行われなければなりません。 

◯ 「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行われるべきも

のです。 
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◯ 「身の回り品として日常生活に必要なもの」とは、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられる物品

（例：歯ブラシや化粧品等の個人用の日用品であって、入所者の希望を確認した上で提供されるものをいいま

す。 

  したがって、こうした物品を施設がすべての入所者に対して一律に提供し、すべての利用者等からその費用

を画一的に徴収することは認められません。 

◯ 個人用の日用品については、個別の品目ごとに提供する体制を整えたうえで、入所者の要望に対応した日用

品のセットを提供することも可能です。 

◯ 日用品等を選択しないことにより、施設が提供すべき介護医療院サービスに支障がないようにしてくださ

い。 

◯ 入所者又はその家族等から料金の設定に関して説明を求められた際に、品目や算定の考え方を明らかにでき

るようにしてください。 

◯ 「教養娯楽として日常生活に必要なもの」とは、例えば施設がサービス提供の一環として実施するクラブ活

動や行事における材料費等が想定されるものであり、すべての利用者等に一律に提供される教養娯楽に係る費

用（共用の談話室等にあるテレビやカラオケ施設の使用料等）について、「その他の日常生活費」として徴収す

ることは認められないものであることに注意してください。 

◯ 教養娯楽費（クラブ活動等）の内容にかかわらず日額等（「○○円／回」「○○円／日」）で設定することは、

各々のクラブ活動等に要する費用が常に同額であるとは限らず、この料金設定は実費相当額の範囲内とは認め

られないため、次のとおり料金設定を行ってください。 

・あらかじめ金額を確定できるもの（金額が明確なもの）は、当該金額とする。 

・あらかじめ金額を確定することが難しいものは、実費とする。 

◯ 入所者が希望によって参加する活動に要する費用は、全員から一律に徴収せず、利用実態に応じて徴収して

ください。 

利用料等の範囲［介護医療院条例第 14条、46条、解釈通知第５の９等］ 

項目 ポイント 

介護医療院サービス費 

（１～３割負担） 

□ 法定代理受領サービスに該当する介護医療院サービスを提供した際の、介護保険法第48条第２項に規定する厚生労

働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得られた

額 

食事の提供に要する費

用 
□ 食材料費及び調理に係る費用に相当する額 

居住に要する費用 

□ ユニット型個室・従来型個室については「室料」及び「光熱水費」相当額、多床室は「光熱水費」相当額 

□ 居住に要する費用の水準の設定に当たって勘案すべき事項は、次のとおり。 

・ 施設の建設費用（修繕費用、維持費用等を含み公的助成の有無についても勘案する。） 

・ 近隣地域に所在する類似施設の家賃及び光熱水費の平均的な費用 

入所者が選定する特別

な療養室の提供に係る

費用 

□ 定員が１人又は２人であること。 

□ 特別な療養室の施設･設備などが利用料の他に特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払いを入

所者から受けるのにふさわしいものであること。 

□ 居住に要する費用の追加的費用であることを入所者又はその家族に対し、明確に説明した上で契約を締結するこ

と。 

□ 定員のおおむね５割以内（一部ユニット型介護医療院が当該施設のユニット部分とそれ以外の部分を別々の施設と

して許可を受けた後の当該施設については、適用しない。） 

□ 特別な療養室の提供が、入所者への情報提供を前提として、入所者の選択に基づいて行われるものであり、サービ

ス提供上の必要性から行われるものではないこと。 

□ 特別な療養室の提供を行うことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定めてあること。 

□ 認知症専門棟の個室等、施設療養上の必要性から利用させる場合は徴収できない。 

□ 従来型個室の「経過措置」の対象者からは徴収はできない。 

□ 居住に要する費用と明確に区別して受領すること。 

理美容代 □ 実費相当の範囲で単価を設定しておくことが望ましい。 

利用者等が選定する特

別な食事の提供に係る

費用 

□ 利用者等が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要な費用 

□ その内容が通常の食事の提供に要する費用の額では提供が困難な高価な材料を使用し、特別な調理を行うなど、食

事の提供に係る利用料の額を超えて必要な費用につき支払いを受けるのにふさわしいものであること。 

□ 医師との連携の下に管理栄養士又は栄養士による利用者等ごとの医学的及び栄養学的な管理が行われていること。 

□ 食堂、食器等の食事の提供を行う環境についての衛生管理がなされていること。 

□ 特別な食事を提供することによって、特別な食事以外の食事の質を損なわないこと。 

□ 費用については、特別な食事を提供することに要した費用から食事の提供に要する費用を控除した額 

□ 特別な食事の提供は、あらかじめ利用者等又はその家族に対し十分な情報提供を行い、利用者等の自由な選択と同

意に基づき、特定の日に予め特別な食事を選択できるようにすることとし、利用者の意に反して提供されることがな

いようにすること。 

□ 利用者等又はその家族への情報提供に資するために、施設の見やすい場所に次の事項を掲示するか、いつでも関係

者が自由に閲覧できるよう備え付けること。 
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・ 施設等において、毎日、又はあらかじめ定められた日に、あらかじめ希望した利用者等に対して、利用者等が選

定する特別な食事を与えること。 

・ 特別な食事の内容及び料金 

□ 特別な食事を提供する場合は、当該利用者等の身体状況に鑑み支障がないことについて、医師の確認を得る必要が

あること。 

□ 特別な食事の提供に係る契約に当たっては、食事の提供に要する費用の追加的費用であることを利用者等又は家族

に対し、明確に説明した上で契約を締結すること。 

その他の日常生活費 

≪日用品費≫ 

□ 入所者の希望によって、身の回りの品として日常生活に必要なものを施設が提供したその費用 

□ 一般に日常生活に最低限必要なものであって、利用者の希望を確認せず、施設が一律に提供し、画一的に徴収する

ことは認められない。 

≪教養娯楽費≫ 

□ クラブ活動の材料費など（共用の談話室等にあるテレビ、カラオケの使用料や全員が参加する定例行事にかかる費

用などは認められない。） 

≪健康管理費≫ 

□ インフルエンザ予防接種費など 

≪預り金の出納管理費≫ 

□ 責任者及び補助者が選定され印鑑と通帳が個々に保管されていること。 

□ 適切な管理の確認を複数の者により常に行える体制にあること。                     

□ 入所者等と保管依頼書、個人別出納台帳など必要な書類が整っていること。 

≪私物洗濯代≫ 

□ 実費相当の範囲で単価を設定しておくことが望ましい。 

▶「その他の日常生活費に関しての留意点」 

利用料の明示 

□ サービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又は家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を

交付して説明を行い、入所者の同意を得ること。 

※ 「食費」「居住費」「特別な療養室」「特別な食事」の提供に関する同意については、文書によるものとする。 

利用料の掲示 
□ 当該施設における利用料の詳細を、施設の見やすい場所に掲示するか、いつでも関係者が自由に閲覧できるよう備

え付けること。 

領収書の交付 

［法48条の７、 

施行規則第82条］ 

□ 施設サービスその他サービスの提供につき、その支払いを受ける際、領収書を交付すること。 

□ 領収書には、支払いを受けた費用の額のうち、法第48条第2項の規定により算定した額、食事の提供に要した費用の

額及び居住に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用については、個別

の費用ごとに区分して記載すること。 

消費税 

［消費税法第６条の１］ 

□ 原則非課税。 

（以下の利用料については、消費税課税対象である。） 

・ 利用者の選定に基づく特別な療養室の提供に伴う費用 

・ 利用者の選定に基づく特別な食事の提供に伴う費用 

「その他の日常生活費」に関しての留意点  

【通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（老企 54）】 
 項目 ポイント 根拠規定 

１ 

｢その他の日常生活費｣を含め、｢利用料等の

受領｣に関して、入所者又はその家族等に事

前に十分な説明を行い、同意を得ている

か。 

□ 利用同意書(契約書)とは別に利用料に関しての同意書がある

か。 

条例第14条第５項 

老企54 ２③ 

２ 

｢その他の日常生活費｣の対象となる便宜

が、入所者又はその家族等の自由な選択に

基づいて行われているか。 

□ 入所者等の希望により、個人に対して個別の品目を提供するの

が望ましい。 

□ 入所者又は家族等の希望及び選択に基づき提供を行うのであれ

ばセット提供でも構わないが、セット内容に、本人が使用しな

い物や、希望しないものが含まれるべきではない。(選択肢の幅

を広げる必要がある。) 

老企54 ２③、④ 

３ 

｢日用品費｣｢教養娯楽費｣等、｢その他の日常

生活費｣に関して、積算根拠は明らかにでき

るか。 
□ 入所者等から説明を求められた際に、品目や算定の考え方を明

らかにできるか。 

□ ｢教養娯楽費｣に関しては、実際に施設で行っていないクラブ

や、レクリエーションに関して費用徴収していないか。 

老企54 ２②、③、④ 

４ 

｢日用品費｣｢教養娯楽費｣等の｢その他の日常

生活費｣の受領は、実費相当額の範囲内で行

われているか。 

老企54 ２④ 

５ 

すべての入所者に一律に提供し、すべての

入所者からその費用を画一的に徴収してい

ないか。 

≪日用品費≫ 

□ 入所者等の希望により個人に対して個別の品目を提供するのが

望ましい。 

□ 利用者全員が使用できる状況にあるもの(共用物)に関しては、

費用徴収できない。 

≪教養娯楽費≫ 

□ すべての入所者に一律に提供される共用の談話室等にあるテレ

ビ、カラオケ設備の使用料等、作業療法等機能訓練の一環とし

て行われるクラブ活動、入所者が全員参加する定例行事におけ

る材料費については徴収することはできない。 

老企54 別紙(４)の①、② 

｢その他の日常生活費｣に係る

Ｑ＆Ａ  問８ 
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 項目 ポイント 根拠規定 

６ 

｢お世話料｣｢管理協力費｣｢共益費｣｢施設利用

補償金｣といったあいまいな名目で費用徴収

をしていないか。 

 老企54 ２② 

７ 

｢その他の日常生活費｣の対象となる便宜及

びその額が、運営規程(料金表)に定めてあ

るか。 

□ ｢日用品費の内訳｣(具体的な品目)や、教養娯楽費の対象となる

便宜(クラブ活動名等)が、運営規程(料金表)に記載されている

か。 

老企54 ２②、⑤ 

８ 

｢その他の日常生活費とは区分される費用｣

に関しても、運営規程(料金表)に記載され

ているなど、｢その他の日常生活費｣同様の

取扱いがされているか。 

□ ｢その他の日常生活費とは区分される費用｣も含め、施設が徴収

する費用に関しては、すべて、運営規程(料金表)に設定してあ

るか。 

□ 外部事業者が入所者と直接契約を結び、その費用を徴収する場

合であっても、基準省令等の遵守については最終的に施設が責

任を有するものとなっていることから、そのような費用も運営

規程(料金表)への記載が必要となる。 

□ 料金表については、｢その他の日常生活費｣と｢その他の日常生

活費とは区分される費用｣で区分がされているか。 

運営基準等に係るＱ＆Ａにつ

いて［H13.03.28 振興課事

務連絡］ 

９ 
運営規定（料金表）が施設の見やすい場所

に掲示されているか。 
 老企54 ２⑤ 

※ 「日用品費」… 入所者等の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを施設が提供する場合にか

かる費用 

※ 「教養娯楽費」… 入所者等の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを施設が提供する場合にか

かる費用 

 所得税の医療費控除について 

[通知等] 

◯ 介護保険制度化での介護サービスの対価にかかる医療費控除の取扱いに係る留意点について 

（H12.11.16老振第 73号(改正：H30老振発 0928第 2号・老老発 0928第３号)） 

  ◯ 介護保険制度化での居宅サービス等の対価に係る医療費控除等の取扱いについて 

    （H25.1.25老健局総務課事務連絡） 

  ◯ 介護保険サービスに係る医療費控除について 

    （H17.12.27老健局総務課 Q&A） 

 （１）医療費控除の対象範囲 

   介護医療院において要した費用に係る医療費控除の対象範囲について、具体的には次の費用が対象となるも

のであること。  

   ア 施設介護サービスのうち、食事の提供及び居住以外のサービス提供に係る自己負担額 

   イ 介護医療院が行う訪問看護等の居住サービス及び介護予防訪問看護等の介護予防サービス並びに医療費

控除通知の要件を満たす居住サービス及び介護予防サービスの提供に係る自己負担 

   ウ 食費に係る自己負担額（介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 30年厚生労働

省省令第５号）第 14条第３項第１号及び第 46条第３項第1号に掲げる食費の提供に要する費用） 

   エ 居住に係る自己負担額（介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 30年厚生労働

省令第５号）第 14条第３項第2号及び第 46条第３項第２号に掲げる居住に要する費用） 

 介護報酬自己負担 居住費 食費 

介護医療院 対象 対象 対象 

短期入所療養介護 対象 対象 対象 

介護予防短期入所療養介護 対象 対象 対象 

（２）領収書の記載（別紙様式２参照） 

  ア 介護医療院については、利用者に対して交付する領収証において、当該施設が介護医療院であるか否かの

判別がつかない場合があるため、施設の名称に加えて当該施設が「介護医療院」である旨を明記すること。 

（例「◯◯介護医療院」） 

  イ 領収書の利用料の記載に当たっては、医療費控除対象額が明らかになるようにするため、（１）のア～エな

どの区分ごとにその金額を記載すること。なお、可能な限り利用者の利便に資するよう、医療費控除の合計

金額を記載するよう努めること。 
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10 保険給付の請求のための証明書の交付【共通】  ［介護医療院条例第 15条］［介護医療院解釈通知第５の10］ 

 法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスに係る費用の支払いを受けた場合には、提供したサービス

の内容、費用の額その他入所者が保険給付を請求する上で、必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を

入所者に交付しなければなりません。 

11 介護医療院サービスの取扱方針 

【介護医療院】［介護医療院条例第 16条］［介護医療院解釈通知第５の 11］ 

                    【ユニット】［介護医療院条例第 47条］［介護医療院解釈通知第６の５］ 

【介護医療院】 

（１） 施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該入所者の心身の

状況等を踏まえ、当該入所者の療養を適切に行わなければなりません。 

（２） 介護医療院サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければなりません。 

（３） 介護医療院サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、療養上必要な事

項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければなりません。 

【ユニット】 

（１） 入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことが

できるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うこ

とにより、入居者の日常生活を支援するものとして介護医療院サービスを行わなければなりません。 

（２） 各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して介護医療院サー

ビスを行わなければなりません。 

（３） 入居者のプライバシーの確保に配慮して介護医療院サービスを行わなければなりません。 

（４） 入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよ

う、入居者の心身の状況等を常に把握しつつ、介護医療院サービスを適切に行わなければなりません。 

（５） 介護医療院サービスの提供に当たっては、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理

解しやすいように説明を行わなければなりません。 

【共通】 

(１） 介護医療院サービスの提供に当たっては、入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等を行ってはなりません。 

（２） 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由を記録しなければなりません。また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３

つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、

その具体的な内容について記録しておくことが必要です。 

（３） 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければなりません。 

① 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テ

レビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

② 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

③ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

（４） 自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければなりません。 

※ （２）及び（３）①～③の措置を講じていない場合は、「身体拘束廃止未実施減算」の対象となります。 

▶「Ⅵ 介護医療院サービスに要する費用」P.69～ 

Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ！【介護医療院】【ユニット】 身体的拘束等の適正化を図るため講じるべき３つの措置 

（１） 身体的拘束等適正化委員会の開催［老老発 0322第１ 第５の 10（３）］ 

・ 身体的拘束等適正化検討委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護

職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

・ 委員会の構成メンバーは、施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、支援相談員

など幅広い職種により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、身体

的拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要です。なお、同一事業所内での複

数担当※の兼務や他の事業所・施設等との担当※の兼務については、担当者としての職務に支障が

なければ差し支えありません。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、入
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所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がな

いと考えられる者を選任すること。 

 ※身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発

を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するため

の措置を適切に実施するための担当者 

・ 身体的拘束等適正化検討委員会は、運営委員会などの他の委員会と独立して設置・運営するこ

とが必要ですが、事故防止委員会及び感染対策委員会等、関係する職種等が身体的拘束等適正化

検討委員会と相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合は、これと一体的に

設置・運営することも差し支えありません。また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電

話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同

じ。）を活用して行うことができるものとしますが、その際は、次のガイダンス等を遵守することと

します。 

▶個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガ  

イダンス」（https://www.mhlw.go.jp/content/000681800.pdf）  

▶厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（第 5.1版）」 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html) 

・ 身体的拘束等適正化検討委員会の責任者は、ケア全般の責任者であることが望ましいです。 

・ 委員会には、第三者や専門家（精神科専門医等の専門医）を活用することが望ましいです。 

※  報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、

施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を

目的としたものではないことに留意することが必要です。 

（想定例） 

① 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

② 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するととも

に、①の様式に従い、身体的拘束等について報告すること。 

③ 身体的拘束等適正化検討委員会において、②により報告された事例を集計し、分析すること。 

④ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原

因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

⑤ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

⑥ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

（２） 指針の整備［老老発0322第１ 第５の 10（４）］ 

   ≪指針に盛り込むべき項目≫ 

① 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

② 身体的拘束等適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

③ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

④ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

⑤ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

⑥ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

⑦ その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

（３） 研修の実施［老老発0322第１ 第４の 10（５）］ 

・ 介護職員その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容としては、身体的

拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、指針に基づき、適正化

の徹底を行うものとする。 

・ 職員教育を組織的に徹底させていくためには、指針に基づいた研修プラグラムを作成し、定期

的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束適正化の研修を実

施することが重要である。 

・ 研修の実施内容については、記録をすることが重要である。 

・ 研修の実施は、施設内での研修で差し支えない。 

Ｐｏｉｎｔ！【ユニット】 

（１） 入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮することが必要であり、このため

従業者は、１人１人の入居者について、個性、心身の状況、入居に至るまでの生活歴とその中で培われてきた

生活様式や生活習慣を具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を適切に援助しなければなりません。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000681800.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html
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（２） 入居者の意向に関わりなく集団で行うゲームや、日常生活動作にない動作を通じた機能訓棟等、家庭の中で

は通常行われないことを行うのは、サービスとして適当でありません。 

（３） 従業者は、入居者相互の信頼関係が醸成されるよう配慮することが必要ですが、同時に、入居者が他の入居

者の生活に過度に干渉し、自律的な生活を損なうことのないようにすることにも配慮が必要です。 

Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ！【介護医療院】【ユニット】 身体的拘束廃止の取組みについて ［身体拘束ゼロへの手引き］ 

１ 身体的拘束について 

（１）身体的拘束の禁止について［介護医療院条例第16条第４項、第 47条第６項］ 

   本人の行動制限を目的とした対応であれば、それは身体的拘束等に該当します。 

   （例）［身体拘束ゼロへの手引き（厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」発行）］ 

    ・ 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに四肢をひも等で縛る。 

    ・ 自分で降りられないようにベッドを柵で囲む。 

    ・ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、ミトン型の手袋をつ

ける。 

    ・ 車いすからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにＹ字型拘束帯や腰ベルトをつける。 

    ・ 脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。 

入所者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者 の行動を

制限する行為を行ってはなりません。  

（２）緊急やむを得ない場合について 

   次の３つの要件全てを満たしていることを、施設内の「身体的拘束廃止委員会」等で、組織として事前に定め

た手続きに従い、施設全体として判断していること。 

① 切迫性… 入所者本人または他の入所者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。 

② 非代替性… 身体的拘束等の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。 

③ 一時性… 身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 

（３）身体的拘束等の弊害について 

① 身体的弊害… 関節の拘縮、筋力の低下、食欲の低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下などの身体的弊

害をもたらします。 

② 精神的弊害… 人間の尊厳の侵害、認知症の進行、家族の罪悪感など、本人だけではなく家族にも精神的弊

害をもたらします。 

③ 社会的弊害… 介護保険施設等に対する社会的な不信、偏見を引き起こすだけではなく、高齢者のさらなる

医療的処置を生じさせるなどの社会的弊害をもたらします。 

（４）身体的拘束等がもたらす悪循環について 

認知症があり体力も衰えている高齢者を拘束すればますます認知症が進み、体力が衰えます。その結果、転倒

などの二次的・三次的な障害が生じ、その対応のためにさらに拘束を必要とするといった、「悪循環」をもたらし

ます。場合によっては高齢者の「死期」を早める結果にもつながりかねません。 

  ※ 身体的拘束等の廃止は、この「悪循環」を、高齢者自立促進を図る「よい循環」に変えることを意味します。 

２ 身体的拘束等を行う場合の留意点 

 ≪身体的拘束等を行う場合の留意点≫［介護医療院条例第 16条第５項、第47条第７項］ 

（１）手続きや説明者を事前に運営規程等に明文化すること。そして、実際に身体的拘束等を行う場合には、入所者

や家族に対し、身体的拘束等の内容、目的、理由、拘束時間・期間等を詳細に説明し、十分な理解を得ること。 

（２）緊急やむを得ない場合に該当するかどうか（切迫性、非代替性、一時性の３つの要件をすべて満たしている

か）を常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合には直ちに解除すること。 

（３）身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録すること。（医師が診療録に記載すること。）当該記録は２年間保存しなければなりません。 

３ 身体的拘束等のないケアの実現に向けて 

身体的拘束等のないケアを行うには、拘束等を行わざるを得ない原因を特定し、その原因を除去するためケアを

見直すことが必要です。そのためには、以下のようなことが求められます。 

  ① 身体的拘束等を誘発する原因を探り、除去すること。 

必ずその人なりの理由や原因があり、ケアする側の関わりや環境に問題があることも少なくありません。そ

うした理由や原因を徹底的に探り、除去するケアが求められます。 

  ② ５つの基本的ケアを徹底すること。 
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起きる、食べる、排泄する、清潔にする、活動する、という５つの基本的事項について、入所者１人１人の

状態に合わせた適切なケアを十分に行い、徹底することが求められます。 

  ③ 身体的拘束等の廃止を契機に、よりよいケアを実現すること。 

身体的拘束等の廃止を最終ゴールとはせず、身体的拘束等を廃止する過程で提起された様々な課題を真摯に

受け止め、よりよいケアの実現に取り組むことが求められます。 

Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ！【介護医療院】【ユニット】 高齢者虐待防止について 

 ・ 緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束等は高齢者虐待となります。 

・ 施設の職員が虐待に関する認識に欠け、虐待になりうるとの自覚に乏しいケースが見受けられるので、高齢者虐

待防止研修会を定期的に実施する等、施設職員の意識啓発を図っていくことが必要です。 

12 施設サービス計画の作成【共通】           ［介護医療院条例第 17条］［介護医療院解釈通知第５の 12］ 

介護医療院の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させます。 

施設サービス計画は入所時に作成し、入所者の状態が変化した場合には随時計画を変更しなければなりません。 

≪施設サービス計画の作成又は変更に当たって留意すべきこと≫ 

  ・ 入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該入所者に対し提供される地域の住民の自発的な活動による

サービス等の利用について施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければなりません。 

  ・ 適切な方法により、入所者について、有する能力、置かれている環境等の評価を通じて当該入所者が現に抱

える問題点を明らかにし、当該入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき

課題を把握・アセスメントをしなければなりません。 

  ・ 解決すべき課題の把握・アセスメントに当たっては、入所者及びその家族に面接を行わなければなりませ

ん。この場合、面接の趣旨を当該入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければなりません。 

  ・ 入所者の希望、当該入所者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき、当該入所者の家

族の希望を勘案し、当該入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般における解

決すべき課題、介護医療院サービスの目標及び達成時期、サービスの内容及び提供上の留意事項等を記載した

施設サービス計画の原案を作成しなければなりません。また、作成にあたっては、厚生労働省「人生の最終段

階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医

療・ケアが実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等を行うこととします。 

  ・ 「入所者に対する介護医療院サービスの提供に当たる他の担当者」を招集して行うサービス担当者会議の開

催や、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の原案の内容について、担当者の専門的な見地からの

意見を求めるものとします。なお、サービス担当者会議はテレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介した

コミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとしますが、入所者又

はその家族が参加する場合にあっては、事前に同意を得なければなりません。 

また、その際は、次のガイダンス等を遵守することとします。 

▶個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダン

ス」 (https://www.mhlw.go.jp/content/001235843.pdf) 

▶厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（第 5.1版）」 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html) 

・ 「施設サービス計画の原案」の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意

を得なければなりません。 

・ 施設サービス計画を作成したときは、当該施設サービス計画を遅滞なく入所者に交付しなければなりません。 

・ 施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握・再評価（モニタリング）を行い、必要に

応じて、計画を変更するものとします。 

・ モニタリングに当たっては、入所者及び家族並びに他の担当者との連絡を継続的に行うとともに、特段の事

情のない限り、次により行わなければなりません。 

① 定期的に入所者に面接すること。 

② 定期的にモニタリングを行い、その結果を記録すること。 

・ 次に揚げる場合は、サービス担当者会議の開催、他の担当者に対する照会等により施設サービス計画の変更

の必要性について、担当者の専門的な見地からの意見を求めるものとします。 

① 入所者が要介護更新認定を受けた場合 

② 入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html
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Ｐｏｉｎｔ！ 

 （１） 「入所者に対する介護医療院サービスの提供に当たる他の担当者」とは、医師、薬剤師、看護・介護職員、

理学療法士等、栄養士等の当該入所者の介護及び生活状況等に関係する者を指します。 

 （２） 説明及び同意を要する「施設サービス計画の原案」とは、施設サービス計画書の第１表及び第２表に相当す

るものを指します。 

 （３） 施設サービス計画の原案について、入所者の同意が義務づけられていますが、必要に応じて入所者の家族の

同意を得ることが望ましいものです。 

 （４） 交付した施設サービス計画は、当該入所者の退所の日から２年間保存しなければなりません。 

    ▶「41 記録の整備【共通】」P.51 

≪施設ケアマネジメントの流れ≫ 

 

 

13 診療の方針【共通】               ［介護医療院条例第 18条］［介護医療院解釈通知第５の 13］ 

介護医療院では、入所者に必要な日常的な医療については、施設の医師が行います。医師の診療の方針は、次に揚

げる基準によらなければなりません。 

① 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断に基づき、療養上適

切に行います。 

② 診察に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼ

す影響を十分配慮し、心理的な効果をあげることができるよう適切な指導を行います。 

③ 常に入所者の病状、心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切

な指導を行います。 

④ 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして適切に行います。 

⑤ 特殊な療法、新しい療法等については、規則で定めるもののほか行ってはなりません。 

⑥ 規則で定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方してはなりません。 
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14 必要な医療の提供が困難な場合等の措置等【共通】［介護医療院条例第 19条］［介護医療院解釈通知第５の 14］ 

・ 入所者の病状からみて、施設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力医療機

関その他の医療機関への入院のための措置を講じ、又は他の医師による診療その他の適切な措置を講じなければな

りません。 

・ みだりに入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させてはいけません。 

・  入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合には、当該往診又は通院に係る

病院若しくは診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報提供を行わなければなりませ

ん。 

・ 入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師

から当該入所者の療養上必要な情報提供を受け、当該情報に基づいて適切な診療を行わなければなりません。 

  ※ 施設の医師の指示等により通院する場合は、原則として施設の職員が付き添います。 

Ｐｏｉｎｔ！  
≪通院、往診及び薬の取扱いにおける留意点≫  

  ・ 施設の医師が判断した他の医療機関への通院は、介護医療院サービスの一環として施設が対応する必要があ

ります。 

  ・ 入所中に入所者が保険医療機関に通院した場合、介護保険と医療保険の給付調整により医療保険に請求でき

ない項目について、入所者及び家族に費用負担が生ずることはありません。 

  ・ 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護の利用者についても、介護医療院入所者と同様の扱いとなり

ます。 

  ・ 入所中に利用する「薬」の費用は、医療保険機関等の受診時に医療保険で対応できるもの等一部を除き介護

報酬に含まれます。よって、施設で提供する薬、受診時に医療保険で対応できない薬については、施設で負担

し、入所者又は家族等からその費用を徴収することはできません。 

 ≪その他の留意点≫ 

   ① 薬の持参を入所条件にすることはできません。 

   ② 薬価の高さを理由に入所を拒否することはできません。 

Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ！【介護医療院】【ユニット】 医療保険と介護保険の給付調整について 

  介護医療院の基本サービス費には、基本的な医療サービスを提供する費用も含まれています。ただし、専門の医

療を必要とする場合には他保健医療機関へ転医又は対診を求めることを原則としています。 

  介護医療院に入所中の患者の医療保険における保健医療機関への受診については、「「医療保険と介護保険の給付

調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関する事項等について」の一部改正について（R6.3.27保

医発第 0327第８号）」に次のように定められています。 

（１） 基本的な考え方 

   ① 介護医療院に入所中の患者が、当該入所の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、当該介護医療院以外で

の診療の必要が生じた場合は、他保険医療機関へ転医又は対診を求めることを原則とします。 

   ② 介護医療院サービス費を算定している患者について、当該介護医療院サービス費に含まれる診療を他保険

医療機関で行った場合には、当該他保健医療機関は当該費用を算定できません。 

   ③ 他保険医療機関は、以下のア～コまでに規定する診療を行った場合には、当該患者の入所している介護医

療院から提供される当該患者に係る診療情報に係る文書を診療録に添付するとともに、診療報酬明細書の摘

要欄に、「入所介護医療院名」、「受診した理由」、「診療科」及び「〇他〇介（受診日数：〇日」と記載してく

ださい。 

    ア 初・再診料 

    イ 短期滞在手術等基本料１ 

    ウ 検査 

    エ 画像診断 

    オ 精神科専門療法 

    カ 処置 

    キ 手術 

    ク 麻酔 

    ケ 放射線治療 

    コ 病理診断 
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（２） 介護医療院サービス費を算定する患者に対し専門的な診療が必要となった場合には、保険医療機関において

当該診療に係る費用を算定できます。算定できる費用については、「要介護被保険者等である患者について療養

に要する費用の額を算定できる場合」（平成 20年厚生労働省告示第 128号）によるものとし、次項の一覧を参

照してください。 
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区分 

ア. 介護医療院に入所中の患者 

イ. 短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護（介護医療院の療養床に限る。）を受けて

いる患者 

介護医療院サービス費のうち、他科受診時

費用（362単位）を算定しない日の場合 

介護医療院サービス費のうち、 

他科受診時費用（362単位）を算定した日の場合 

併設保険 

医療機関 

併設保険医療機関 

以外の保険医療機関 
併設保険医療機関 

併設保険医療機関 

以外の保険医療機関 

初・再診料 × 〇 〇 

 看護師等遠隔診療補助加算 × 

入院料等 × 〇（A400の1 短期滞在手術等基本料１に限る。） 

医
学
管
理
等 

通則の３ 外来感染対策向上加算 〇 

通則第３号ただし書 発熱患者等対応加算 〇 

通則の４ 連携強化加算 〇 

通則の５ サーベイランス強化加算 〇 

通則の６ 抗菌薬適正使用体制加算 〇 

Ｂ００１の１ ウイルス疾患指導料 〇 

Ｂ００１の２ 特定薬剤治療管理料 〇 

Ｂ００１の３ 悪性腫瘍特異物質治療管理料 〇 

Ｂ００１の６ てんかん指導料 〇 

Ｂ００１の７ 難病外来指導管理料 〇 

Ｂ００１の８ 皮膚科特定疾患指導管理料 〇 

Ｂ００１の９ 外来栄養食事指導料    〇 ※１ 

Ｂ００１の11 集団栄養食事指導料       〇 ※１ 

Ｂ００１の12 心臓ペースメーカー指導管理料 〇 

Ｂ００１の14 高度難聴指導管理料 〇 

Ｂ００１の15 慢性維持透析患者外来医学管理料 〇 

Ｂ００１の16 喘息治療管理料 〇 

Ｂ００１の20 糖尿病合併症管理料 × 〇 

Ｂ００１の22 がん性疼痛緩和指導管理料 〇 

Ｂ００１の23 がん患者指導管理料 〇 

Ｂ００１の24 外来緩和ケア管理料 〇 

Ｂ００１の25 移植後患者指導管理料 〇 

Ｂ００１の26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料 〇 

Ｂ００１の27 糖尿病透析予防指導管理料 × 〇 

Ｂ００１の32 一般不妊治療管理料 〇 

Ｂ００１の33 生殖補助医療管理料 〇 

Ｂ００１の34 ハ 二次性骨折予防継続管理料３ 〇 

Ｂ００１の35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料 〇 

Ｂ００１の36 下肢創傷処置管理料 × 〇 

Ｂ００１の37 慢性腎臓病透析予防指導管理料 × 〇 

Ｂ００１－２－４ 地域連携夜間・休日診療料 × 〇 × 〇 

Ｂ００１－２－５ 院内トリアージ実施料 × 〇 × 〇 

Ｂ００１－２－６ 夜間休日救急搬送医学管理料 × 〇 × 〇 

Ｂ００１－２－８ 外来放射線照射診療料 〇 

Ｂ００１－２－12 外来腫瘍化学療法診療料 〇 

Ｂ００１－３ 生活習慣病管理料（Ⅰ） 〇（注３に規定する加算に限る。） 

Ｂ００１－３ 生活習慣病管理料（Ⅱ） 〇（注３に規定する加算に限る。） 

Ｂ００１－３－２ ニコチン依存症管理料 × 〇 

Ｂ００１－７ リンパ浮腫指導管理料 

（注２の場合に限る。） 
〇 
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医
学
管
理
等 

Ｂ００５－６ がん治療連携計画策定料 〇 

Ｂ００５－６－２ がん治療連携指導料 〇 

Ｂ００５－６－３ がん治療連携管理料 〇 

Ｂ００５－７ 認知症専門診断管理料 〇 

Ｂ００５－８ 肝炎インターフェロン治療計画料 〇 

Ｂ００９ 診療情報提供料（Ⅰ）  

 

 

注１ 

〇 

注６ 

注８加算 

注10加算（認知症専門医療機関紹介加算） 

注11加算（認知症専門医療機関連携加算） 

注12加算（精神科医連携加算） 

注13加算（肝炎インターフェロン治療連携加算） 

注14加算（歯科医療機関連携加算１） 

注15加算（歯科医療機関連携加算２） 

注18加算（検査・画像情報提供加算） 

Ｂ００９－２ 電子的診療情報評価料 × 〇 × 〇 

Ｂ０１０－２ 診療情報連携共有料 × 〇 × 〇 

Ｂ０１１ 連携強化診療情報提供料 〇 

Ｂ０１１－３ 薬剤情報提供料 × × 〇 

Ｂ０１１－５ がんゲノムプロファイリング評価提供料 × 〇 

Ｂ０１２ 傷病手当金意見書交付料 〇 

上記以外 × 

在
宅
医
療 

Ｃ０００ 往診料 × 〇 × 〇 

Ｃ００４－２ 救急患者連携搬送料 〇 

Ｃ０１４ 外来在宅共同指導料 － 

Ｃ１１６ 在宅補助人工心臓（非拍動流型）指導管理料 〇 

第２節第２款に掲げる在宅療養指導管理材料加算 〇 

上記以外 × 

検査 × 〇 

画像診断 〇（単純撮影に係るものを除く。） 〇 

投薬    〇 ※２ 〇（専門的な診療に特有の薬剤に係るものに限る。） 

注射    〇 ※３ 〇（専門的な診療に特有の薬剤に係るものに限る。） 

リハビリテーション 〇（Ｈ００５視能訓練及びＨ００６難病患者リハビリテーション料に限る。） 

精
神
科
専
門
療
法 

Ｉ０００ 精神科電気痙攣療法 × 〇 

Ｉ０００－２ 経頭蓋磁気刺激療法 × 〇 

Ｉ００２ 通院・在宅精神療法 × 〇 

Ｉ００３－２ 認知療法・認知行動療法 × 〇 

精
神
科
専
門
療
法 

Ｉ００６ 通院集団精神療法 × × 
〇（同一日において特別診療

費を算定する場合を除く。） 

Ⅰ００７ 精神科作業療法 × × 〇 

Ⅰ００８－２ 精神科ショート・ケア 

（注５の場合を除く。） 
× × 〇 

Ⅰ００９ 精神科デイ・ケア（注６の場合を除く。） × × 〇 

Ⅰ１０１５ 重度認知症患者デイ・ケア料 × × 〇 

上記以外 × 

処置    〇 ※４ 〇 

手術 〇 

麻酔 〇 

放射線治療 〇 
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病理診断 〇 

そ
の
他 

Ｏ１００ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） ×    〇 ※６  〇 ※６ 

Ｏ１０１ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ） ×    〇 ※６  〇 ※６ 

上記以外 × 

Ｂ００８－２ 薬剤総合評価調整管理料 × 

Ｂ０１４ 退院時共同指導料１ × 

Ｃ００３ 在宅患者訪問薬剤管理指導料 × 

Ｃ００７ 在宅患者連携指導料 × 

Ｃ００８ 在宅患者緊急時等カンファレンス料 × 

上記以外 〇 

第１節に規定する調剤技術料 〇 

１０の２ 調剤管理料 〇 

１０の３ 服薬管理指導料 〇 

１４の２の２ 外来服薬支援料２ 〇 

１５の２ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 〇（注10に規定する場合に限る。） 

第３節に規定する薬剤料      〇 （※２） 〇（専門的な診療に特有の薬剤に係るものに限る。） 

上記以外 × 

訪問看護療養費 × 

 退院時共同指導加算 〇 ※５又は精神科訪問看護基本療養費を算定できる者 

 

15 機能訓練【共通】               ［介護医療院条例第 20条］［介護医療院解釈通知第５の15］ 

入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビ

リテーションを計画的に行わなければなりません。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

リハビリテーションの提供に当たっては、入所者の心身の状況及び家庭環境等を十分に踏まえて、日常生活の自立

を助けるため、必要に応じて提供しなければなりません。 

16 栄養管理【共通】             ［介護医療院条例第 20条の２］［介護医療院解釈通知第５の16］ 

介護医療院は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の

状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければなりません。 

入所者に対する栄養管理については、管理栄養士が、入所者の栄養状態に応じて、計画的に行うべきこととなりま

した。ただし、栄養士のみが配置されている施設や栄養士又は管理栄養士を置かないことができる施設については、

併設施設や外部の管理栄養士の協力により行うこととします。 

Ｐｏｉｎｔ！ 
栄養管理については、以下の手順により行うこととします。 

（１） 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他

の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成するこ

と。栄養ケア計画の作成に当たっては、施設サービス計画との整合性を図ること。なお、栄養ケア計画に相
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当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えること

ができるものとすること。 

（２） 入所者ごとの栄養ケア計画に従い、管理栄養士が栄養管理を行うとともに、入所者の栄養状態を定期的に

記録すること。 

（３） 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直すこと。 

（４） 栄養ケア・マネジメントの実務等については、別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について」）において示しているので、参考とすること。 

17 口腔衛生の管理【共通】          ［介護医療院条例第 20条の３］［介護医療院解釈通知第５の17］ 

介護医療院は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体

制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければなりません。入所者に対する口腔衛生

の管理については、入所者の口腔の健康状態に応じて、計画的に行うべきこととなりました。別途通知（「リハビリテ

ーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）も参考とすること。 

Ｐｏｉｎｔ！ 
口腔衛生の管理については、以下の手順により行うこととします。 

（１） 当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士（以下「歯科医師等」という。）

が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年２回以上行うこと。 

（２） 当該施設の従業者又は歯科医師等が入所者毎に施設入所時及び月１回程度の口腔の健康状態の評価を実施

すること。 

（３） (１)の技術的助言及び指導に基づき、次の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作

成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。なお、口腔衛生の管理体制に係る計画に

相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合はその記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の

作成に代えることができるものとすること。 

ア 助言を行った歯科医師 

イ 歯科医師からの助言の要点 

ウ 具体的方策 

エ 当該施設における実施目標 

オ 留意事項・特記事項 

（４） 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る技術的助言及び

指導又は(３)の計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導

の実施時間以外の時間帯に行うこと。なお、当該施設と計画に関する技術的助言若しくは指導又は口腔の健

康状態の評価を行う歯科医師等においては、実施事項等を文書で取り決めること。 

18 看護及び医学的管理の下における介護    【介護医療院】［条例第 21条］［介護医療院解釈通知第５の18］ 

                        【ユニット】［条例第 48条］［介護医療院解釈通知第６の６］ 

【介護医療院】 

  看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の病状

及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければなりません。 

 ≪看護、介護に当たっての留意点≫ 

  ・ １週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければなりません。 

  ・ 入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立のために必要な援助を行わなければな

りません。 

  ・ おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければなりません。 

  ・ 褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、「褥瘡の発生を防止するための体制」を整備しなければな

りません。 

  ・ 入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければなりません。 

・ 入所者に対し、その負担により、当該介護医療院の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはなりま

せん。 

 Ｐｏｉｎｔ！ 

（１） 入浴の実施に当たっては、入所者の自立支援に資するよう、心身の状況を踏まえて、特別浴槽を用いた

入浴や介助浴等適切な方法により行います。なお、入所者の心身の状況から入浴が困難である場合には、

清しきを実施するなどにより身体の清潔保持に努めます。 
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（２） 排せつに係る介護に当たっては、入所者の心身の状況や排せつ状況などをもとに、トイレ誘導や入所者

の自立支援に配慮した排せつ介助など適切な方法により実施します。 

（３） おむつを使用せざるを得ない場合には、入所者の心身及び活動状況に適したおむつを提供し、適切にお

むつ交換を実施します。 

【ユニット】 

  看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常

生活を営むことを支援するよう、入居者の病状、心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければなりま

せん。 

 ≪看護、介護に当たっての留意点≫ 

  ・ 入居者の「日常生活における家事」を、入居者の病状及び心身の状況等に応じ、それぞれの役割を持って行う

ことができるよう適切に支援しなければなりません。 

  ・  入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に

入浴の機会を提供しなければなりません。ただし、やむを得ない場合は、清しきを行うことをもって入浴の機

会の提供に代えることができます。 

  ・ 入居者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立のために必要な支援を行わなければな

りません。 

  ・ おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り換えなけ

ればなりません。 

  ・ 褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、「褥瘡の発生を防止するための体制」を整備しなければな

りません。  

▶「褥瘡の発生を防止するための体制」P.34  

  ・ 入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければなりません。 

  ・ 入居者に対し、入居者の負担により、当該ユニット型介護医療院の従業者以外の者による看護及び介護を受け

させてはなりません。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

（１） 入居者の日常生活上の活動への援助が過剰なものとなることのないよう留意する必要があります。 

（２） 「日常生活における家事」には、食事の簡単な下準備や配膳、後片づけ、清掃やゴミ出しなど、多様なも

のが考えられます。 

（３） 入居者が家事の中で役割を持つことを支援するにとどまらず、例えば、入居者相互の間で、頼り、頼られ

るといった精神的な面での役割が生まれることを支援することにも留意する必要があります。 

（４） 入浴は、一律の入浴回数を設けるのではなく、個浴の実施など入居者の意向に応じることができるだけの

入浴機会を設けなければなりません。なお、入所者の心身の状況から入浴が困難である場合には、清しきを

実施するなどにより身体の清潔保持に努めます。 

（５） 排せつに係る介護に当たっては、入所者の心身の状況や排せつ状況などをもとに、トイレ誘導や入居者の

自立支援に配慮した排せつ介助など適切な方法により行います。 

（６） おむつを使用せざるを得ない場合には、入所者の心身及び活動状況に適したおむつを提供し、適切におむ

つ交換を実施します。 

Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ！【介護医療院】【ユニット型】 「褥瘡の発生を防止するための体制」について 

褥瘡の予防に関わる施設における整備や褥瘡に関する基礎的知識を持ち、日常的なケアにおいて介護職員等が配

慮することにより、褥瘡発生の予防効果を向上させることを想定しています。 

  （例）① 褥瘡のハイリスク者に対する、褥瘡予防のための計画の作成、実践並びに評価 

     ② 褥瘡予防対策担当者の選定（看護師が望ましい） 

なお、同一事業所内での複数担当※の兼務や他の事業所・施設等との担当※の兼務について

は、担当者としての職務に支障がなければ差し支えありません。ただし、日常的に兼務先の

各事業所内の業務に従事しており、入所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担

当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

   ※身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその

再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防

止するための措置を適切に実施するための担当者 

     ③ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等施設の従業者からなる褥瘡対策チームの設置 

     ④ 褥瘡対策のための指針の整備 

     ⑤ 施設の従業者に対する、継続的な教育を実施     など 
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19 食事                【介護医療院】［介護医療院条例第 22条］［介護医療院解釈通知第５の19］ 

                     【ユニット】［介護医療院条例第 49条］［介護医療院解釈通知第６の７］ 

【介護医療院】 

・ 栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければなりま

せん。 

・入所者の自立の支援に配慮し、できる限り離床して食堂で食事を行えるよう努めなければなりません。 

【ユニット】 

 ・ 栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければなりません。 

・ 適切な方法により、食事の自立のために必要な支援を行わなければなりません。 

・ 入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者が心身の状況に応じてできる限り

自立して食事を行うことができるよう十分な時間を確保しなければなりません。 

 ・ 入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、共同生活室で食事を行うことを

支援しなければなりません。 

Ｐｏｉｎｔ！ 【介護医療院】 

（１）食事の提供について 

     個々の入所者の栄養状態に応じて、摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養管理を行うとともに、入

所者の栄養状態、身体の状況並びに病状及び嗜好を定期的に把握し、それに基づき計画的な食事の提供を行

います。また、入所者の自立の支援に配慮し、入所者ができる限り離床して食堂で食事を行えるよう努めな

ければなりません。 

 （２）調理について 

     調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかにしておきます。 

 （３）適時の食事の提供について 

     食事時間は適切な時間とし、夕食時間については、午後６時以降とすることが望ましく、早くても午後５

時以降とします。 

 （４）食事の提供に関する業務の委託について 

     食事の提供に関する業務は、介護医療院自らが行うことが望ましいが、栄養管理、調理管理、材料管理、

施設等管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管理について施設自らが行う等、当該施設の管理者が業務遂行

上必要な注意を果たし得るような体制と契約内容により、食事サービスの質が確保される場合には、当該施

設の最終的責任の下で第三者に委託することができます。 

 （５）療養室関係部門と食事関係部門との連携について 

     食事の提供については、入所者の嚥下や咀嚼の状況、食欲など心身の状態等を当該入所者の食事に的確に

反映させるために、療養室関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられていることが必要です。 

 （６）栄養食事相談 

     入所者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があります。 

 （７）食事内容の検討について 

     食事内容については、医師又は栄養士若しくは管理栄養士を含む会議において検討が加えられなければな

りません。 

※ 調理及び配膳に伴う衛生は、食品衛生法等関係法規に準じて取り扱います。なお、食事の提供に使用する食器

等の消毒も適正に行われなければなりません。 

Ｐｏｉｎｔ！ 【ユニット】 ※上記「Ｐｏｉｎｔ！ 【介護医療院】」に加え、次の２項目に留意してください。 
 （１） 食事は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に提供しなければなりません。また、施設側の都合で急か

せたりすることなく、入居者が自分のペースで食事をとることができるよう十分な時間を確保しなければな

りません。 

 （２） 入居者の意思を尊重し、また、その心身の状況に配慮した上で、できるだけ離床して共同生活室で食事を摂

ることができるよう支援しなければなりません。ただし、共同生活室での食事を強制してはなりません。 

20 相談及び援助【共通】                               ［介護医療院条例第 23条］ 

 常に入所者の心身の状況、病状、置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、相談に適

切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければなりません。 
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21 その他のサービスの提供       【介護医療院】［介護医療院条例第24条］ 

                    【ユニット】［介護医療院条例第 50条］［介護医療院解釈通知第６の８］ 

【介護医療院】 

  適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めます。また、常に、入所者の家族との連携を図るとと

もに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければなりません。 

【ユニット】 

  入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれら

の活動を支援しなければなりません。また、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との来

訪、宿泊等交流の機会を確保するよう努めなければなりません。 

Ｐｏｉｎｔ！【ユニット】 

（１） 入居者一人ひとりの嗜好を把握した上で、それに応じた趣味、教養又は娯楽にかかる活動の機会を提供す

るとともに、同好会やクラブ活動などを含め、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければなりま

せん。 

（２） ユニット型介護医療院の療養室は、家族や友人が来訪・宿泊して入居者と交流するのに適した個室である

ことから、これらの者ができる限り気軽に来訪・宿泊することができるよう配慮しなければなりません。 

22 入所者に関する市町村への通知【共通】       ［介護医療院条例第 25条］［介護医療院解釈通知第５の 20］ 

入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければなりません。 

 （１） 正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認め

られるとき。 

 （２） 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

23 管理者による管理、管理者の責務【共通】 

[法第 109条] ［介護医療院条例第 26条、27条］［介護医療院解釈通知第５の 21、22］ 

介護医療院の管理者は、常勤であり、原則として専ら当該介護医療院の職務に従事する者でなければなりません。 

ただし、次の場合であって、当該介護医療院の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができます。 

  （１） 当該施設の従業者としての職務に従事する場合 

  （２） 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合で

あって、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該施設の入所者

へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮命

令に支障が生じないときに、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合（こ

の場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別

に判断される場合や、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該施設に駆け付けることがで

きない体制となっている場合などは、一般的には管理業務に支障があると考えられる。） 

  （３） 当該介護医療院が本体施設であって、当該本体施設のサテライト型小規模介護老人保健施設、サテライト

型特定施設である指定地域密着型特定施設又はサテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施

設の管理者又は従業者としての職務に従事する場合 

 介護医療院の管理者は、原則、知事の承認を受けた医師でなければなりません。 

管理者は、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、利用者へのサービス提供の場

面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行

わなければなりません。また、従業者に対して運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとしま

す。 

管理者の変更がある場合は、事前に管理者承認申請を行う必要があります。  

▶「Ⅶ ２（３）管理者の変更」P.158 

  ※ 開設者が医療法人の場合、医療法の規定より介護医療院の管理者を法人の理事に加えなければならないた

め、管理者は法人の理事に就任する必要があります。［医療法第 46条の５］ 

     ただし、医療法人が病院、診療所又は介護医療院を２以上開設する場合において、都道府県知事の許可を受

けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができます。 

さらに、介護医療院には、医師を宿直させなければなりません。ただし、当該介護医療院の入所者に対するサービ

スの提供に支障がない場合は、この限りではありません。 
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≪医師の宿直を要しない場合≫ 

  ア Ⅱ型療養床のみを有する介護医療院である場合 

 イ 医療機関併設型介護医療院であり同一敷地内又は隣接する敷地にある病院又は診療所との連携が確保されて

おり、当該介護医療院の入所者の病状が急変した場合に当該病院又は診療所の医師が速やかに診察を行う体制

が確保されている場合 

  ウ その他、医療法施行規則第９条の 15の２に定める場合と同様に、介護医療院の入所者の病状が急変した場合

においても当該介護医療院の医師が速やかに診察を行う体制が確保されているものとして知事に認められてい

る場合 

 【「速やかに診療を行う体制が確保されているものとして知事に認められている場合」の取扱い】 

   ＊介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について（平成30年３月22日付医政発 0322第13号

厚生労働省医政局長通知）１（３）の扱いを準用 

   ① 隣接した場所に待機する場合 

   ア 「隣接した場所」の定義 

隣接した場所とは、その場所が事実上当該施設の敷地と同一であると認められる場合であり、次の（ア）

又は（イ）いずれかの場所を指すこととする。 

     （ア）同一敷地内にある施設（住居等） 

     （イ）敷地外にあるが隣接した場所にある施設（併設医療機関等） 

※公道等を挟んで隣接する場合も可とする。 

   イ 「待機する場所」の定義 

     待機するとは、入所者の急変時に速やかに緊急治療を行えるよう、備えていることを指すこととする。 

  ② ①に該当しない場合であっても速やかに診療が行える体制が確保されているものとして、知事が認める際の

具体的な基準は次のア～エのすべてを満たすものとする。 

   ア 入所者の病状が急変した場合に、当該施設の看護師等があらかじめ定められた医師への連絡をする体制が

常時確保されていること。 

   イ 入所者の病状が急変した場合に、当該医師が当該施設からの連絡を常時受けられること。 

   ウ 当該医師が速やかに当該施設に駆けつけられる場所にいること。 

     特別の事情があって、速やかに駆けつけられない場合においても、少なくとも速やかに電話等で看護師等

に診療に関する適切な指示を出せること。 

   エ 当該医師が適切な診療が行える状態であること。 

     当該医師は適切な診療ができないおそれがある状態で診療を行ってはならない。 

  なお、知事が認めた上記ア～エのいずれかの事項に変更があった場合は、再度知事の確認を要することとする。 

24 計画担当介護支援専門員の責務【共通】     ［介護医療院条例第 28条］［介護医療院解釈通知第５の23］ 

 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に関する業務のほか、次に掲げる業務を行います。 

 （１） 入所申込者の入所に際し、当該入所申込者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身

の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。 

 （２） 入所者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるか

否かについて定期的に検討し、その内容等を記録すること。 

 （３） 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を

提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。 

 （４） 当該施設が提供した施設サービスに関する苦情の内容等を記録すること。 

 （５） 当該施設が提供した施設サービスに関する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録す

ること。 

25 運営規程            【介護医療院】［介護医療院条例第 29条］［介護医療院解釈通知第５の 24］  

【ユニット】［介護医療院条例第 51条］［介護医療院解釈通知第６の９］ 

【介護医療院】 

  介護医療院は、施設の適正な運営及び入所者に対する適切なサービスの提供を確保するため、次に掲げる施設の

運営についての重要事項に関する規程（運営規程）を定めなければなりません。 

  （１）施設の目的及び運営の方針 

  （２）従業者の職種、員数及び職務の内容 
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     ※ 従業者の「員数」は日々変わる可能性があるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに当た

っては、条例第４条において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記載する

ことも差し支えありません。（条例第７条に規定する重要事項を記した文書に記載する場合についても、

同様とします。） 

  （３）入所定員（Ⅰ型療養床に係る入所定員の数、Ⅱ型療養床に係る入所定員の数及びその合計数をいう。） 

  （４）入所者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

  （５）施設の利用に当たっての留意事項 

介護医療院サービスの提供を受ける際に、入所者が留意すべき生活上のルール・設備の利用上の留意事項

等 

  （６）非常災害対策 

     消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための具体的な計画 

  （７）虐待の防止のための措置に関する事項 

     虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）や虐待又は虐待が

疑われる事案が発生した場合の対応方法等を指す内容であること。 

（８）その他施設の運営に関する重要事項 

     「医師の宿直の有無」について定めておくこと。Ⅱ型療養床のみを有する介護医療院である場合など医師

の宿直がない施設についてはその事由について定めておくこと。 

その他、「入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続」

について定めておくことが望ましい。 
 

   ※ 運営規程の概要を施設内の見やすい場所に掲示するか、いつでも関係者が自由に閲覧できるよう備え付けな

ければなりません。 

【ユニット】 

  ユニット型介護医療院は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければなりません。 

 （１）施設の目的及び運営の方針 

  （２）従業者の職種、員数及び職務の内容 

  （３）入居定員（Ⅰ型療養床に係る入居定員の数、Ⅱ型療養床に係る入居定員の数及びその合計数をいう。） 

 （４）ユニットの数及びユニットごとの入居定員 

 （５）入居者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

 （６）施設の利用に当たっての留意事項 

介護医療院サービスの提供を受ける際に、入居者が留意すべき生活上のルール・設備の利用上の留意事項等 

 （７）非常災害対策 

     消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための具体的な計画 

 （８）虐待の防止のための措置に関する事項 

（９）その他施設の運営に関する重要事項 

「医師の宿直の有無」について定めておくこと。Ⅱ型療養床のみを有する介護医療院である場合など医師

の宿直がない施設についてはその事由について定めておくこと。 

その他、「入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続」

について定めておくことが望ましい。 
 

  ※ 運営規程の概要を施設内の見やすい場所に掲示するか、いつでも関係者が自由に閲覧できるよう備え付けな

ければなりません。 

26 勤務体制の確保等                【介護医療院】［介護医療院条例第30条］［解釈通知第５の25］ 

                          【ユニット】［介護医療院条例第52条］［解釈通知第６の10］ 

【介護医療院】【ユニット】 

 ○ 入所(居)者に対し、適切な介護医療院サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定め、当該介護医療

院の従業者によってサ－ビスを提供しなければなりません。ただし、入所(居)者の処遇に直接影響を及ぼさない

業務（調理・洗濯等）については、第三者への委託等が認められています。 

○ 従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しなければなりません。この場合、介護に関わる全ての者の認

知症対応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現し

ていく観点から、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する

政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受

講させるために必要な措置を講じなければなりません。 
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○ 適切な介護医療院サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければなりません。 

Ｐｏｉｎｔ！【介護医療院】【ユニット】 

（１） 原則として、月ごと療養ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、看護職

員、介護職員等の配置、管理者との兼務関係等を明確にします。 

（２） 夜間の安全の確保及び入所者のニーズに対応するため、看護職員又は介護職員による夜勤体制を確保する

必要があります。 

（３） 休日・夜間等においても医師との連絡が確保される体制をとる必要があります。 

（４） 各職種にわたって、統一した運営方針のもとに介護医療院サービスの提供を行い、かつ、その向上を図る

ため、計画的に従業者の研修の機会を確保するよう努めるものとします。 

Ｐｏｉｎｔ！【ユニット】 

 従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視し

たサービスの提供に配慮する観点から、次のとおり従業者の配置を行わなければなりません。 

（１） 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

（２） 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従

事する従業者として配置すること。 

Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ！【ユニット】 

≪令和３年４月１日以降に、入居定員が 10を超えるユニットを整備する場合≫ 

当分の間、夜勤時間帯（午後10時から翌日の午前５時までを含めた連続する 16時間をいい、原則として施設

ごとに設定するものとする。以下同じ。）を含めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案し、次のとおり職員

を配置するよう努めるものとします。  

ア 日勤時間帯の介護職員及び看護職員の配置 

ユニットごとに常時１人の配置に加えて、当該ユニットにおいて日勤時間帯（夜勤時間帯に含まれない連

続する８時間をいい、原則として施設ごとに設定するものとする。以下同じ。）に勤務する別の従業者の１日

の勤務時間数の合計を８で除して得た数が、入居者の数が10を超えて１を増すごとに 0.1以上となるように

介護職員又は看護職員を配置するよう努めること。  

イ 夜勤時間帯の介護職員及び看護職員の配置 

２ユニットごとに１人の配置に加えて、当該２ユニットにおいて夜勤時間帯に勤務する別の従業者の１日

の勤務時間数の合計を16で除して得た数が、入居者の合計数が 20を超えて２又はその端数を増すごとに

0.1以上となるように介護職員又は看護職員を配置するよう努めること。 

なお、介護職員又は看護職員を配置することを努める時間については、日勤時間帯又は夜勤時間帯に属してい

ればいずれの時間でも構わず、連続する時間である必要はありません。当該ユニットにおいて行われるケアの内

容、入居者の状態等に応じて最も配置が必要である時間に充てるよう努めてください。 

 （３） ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

 （４） ユニット型介護医療院において、当該施設の従業者が、日常生活上の活動を適切に援助するためには、入居

者との間に、いわゆる「馴染みの関係」が求められます。したがって、従業者については、原則としてユニ

ットごとに固定的に配置することが望ましいです。 

 （５） ユニットごとの常勤のユニットリーダーについては、当面は、ユニットケアリーダー研修を受講した従業者

(研修受講者）を各施設に２名以上配置し、研修受講者が配置されているユニット以外のユニットでは、ユニ

ットにおけるケアに責任を持つ（研修受講者でなくても構わない）従業者（ユニットの責任者）を決めるこ

とで足りることとします。この場合、研修受講者は、研修を受講していない各ユニットの責任者に研修で得

た知識等を伝達するなど、ユニットケアの質の向上の中核となることが求められます。また、ユニットリー

ダーについて、必要とされる研修受講者の数には、当面は、ユニットリーダー以外の研修受講者で、研修を

受講していないユニットリーダーに対して研修で得た知識等を伝達し、ユニットケアに関して指導及び助言

を行うことができる者を含めても差し支えありません。ユニット型介護医療院とユニット型の指定短期入所

生活介護事業所が併設されている場合には、研修受講者をそれぞれに２名以上配置する必要はなく、一体の

ものとみなして、合計２名以上の研修受講者が配置されていればよいこととします（ただし、ユニット数の

合計が２ユニット以下のときには、１名でよいこととする。）。なお、今後の研修受講者の状況等を踏まえた

上で、厚生労働省により配置基準が再検討される予定であるため、多くの従業者について研修の受講の機会

を与えるよう配慮してください。 
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Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ！【介護医療院】【ユニット】 勤務表の作成における留意点について 

（１）勤務表の作成について 

    ・ 原則として月ごと療養ごとに勤務表を作成する必要があります。勤務実績の管理は暦月（毎月１日から末

日）で行います。 

    ・ 勤務表には従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、看護職員及び介護職員等の配置を明確に定めな

ければなりません。 

    ※ 夜勤シフト勤務の時間については、勤務時間数の記載に加え、実際の勤務時間（16：00～24：00等）を

凡例等で欄外に記載し明示してください。 

（２）勤務表における勤務時間について 

    ・ 勤務時間は、休憩時間を除いた実労働時間を記載してください。ただし、残業時間は除きます。 

    ・ 職員の出張や休暇に係る時間は常勤・非常勤職員により取扱いが異なります。 

① 常勤職員については、暦月で１月を超えるものでない限り、勤務したものとみなすことができ、常勤

換算の計算に含めることができます。 

     ② 非常勤職員については、常勤換算の計算に含めることができません。 

    ・ 併設される他事業や同一敷地内の他職種等と兼務する場合、勤務時間を職種毎に按分する必要がありま

す。 

     ※ 医師が、入所者の処遇に支障がない範囲で施設の職務と同時並行的に行われる（介護予防）通所リハビ

リテーション、（介護予防）訪問リハビリテーションの事業所を兼務している場合は、按分する必要はあ

りません。 

     ※ 介護支援専門員が、入所者の支障のない範囲で施設内の他職種を兼務する場合は、按分する必要はあり

ません。 

労働関係法令の遵守について 

職員の勤務体制の確保等にあたっては、労働関係法令（労働基準法、労働安全衛生規則等）に定めるところによ

り適切に行う必要があります。労働関係法令の詳細については、所轄の労働基準監督署に確認してください。 

Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ！【介護医療院】【ユニット】 職場におけるハラスメント防止のための雇用管理上の措置 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47年法律第113号）第 11条第１項

及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和 41年法律第132

号）第 30条の２第１項の規定に基づき、事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメン

ト（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられて

いることを踏まえ、事業主が講ずべき措置の具体的内容、講ずることが望ましい取組については、次のとおりとし

ます。 

なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、入所者やその家族等から受けるものも含ま

れることに留意してください。 

ア 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平

成 18年厚生労働省告示第615号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題

に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラス

メント指針」という。）において規定のとおりです。 

特に留意していただきたい内容は次のとおりです。 

(ア)  事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化

し、従業者に周知・啓発すること。 

(イ)  相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、

労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第 24号）附則第３条の規定により

読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 30

条の２第１項の規定により、中小企業（資本金が３億円以下又は常時使用する従業員の数が 300人以下の企

業）は、令和４年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされていますが、適切な勤務体制

の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努めてください。 

イ 事業主が講じることが望ましい取組について 
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パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止の

ために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に応じ、適切に対応

するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者

に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業

態等の状況に応じた取組）が規定されています。 

介護現場では特に、入所者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることか

ら、「ア（事業主が講ずべき措置の具体的内容）」の必要な措置を講じるにあたっては、可能な限り「介護現

場におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考にした取組

を行うことが望ましいです。この際、上記マニュアルや手引きについては、次の厚生労働省ホームページに

掲載しているので、参考にしてください。（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

勤務表を国の標準様式で作成される場合は「記入方法」のシートをご確認のうえ作成してください。 

 

変更届などで標準様式を提出される場合は、シフト記号表も併せてご提出ください。 

 

（参考様式1） 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表　 サービス種別（ ）
令和 ( ) 年 月 事業所名（ ）

(1)
(2)

(3) 事業所における常勤の従業者が勤務すべき時間数 時間/週 時間/月

当月の日数 日

(4) 入所者数 （前年度の平均値または推定数） Ⅰ型 人 Ⅱ型 人

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

シフト記号 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 b b b b b b b b b b b b b b b b
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 h i a a d h i a a d d h i a a d h i a a
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 h i d a d d h i d a d a h i d d a h i d
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 d h i d a a d h i d a d h i a a d a h i
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 a d h i a d d a h i d d d h i d a d d h
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 a d d d a d d a a a d d d d d a
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 d d h i a a d d h i a a d h i a a a d d
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 a d d h i d d d h i d d d a a h i a d a
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 a a d h i d d a a d h i a d d h i a d d
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 i d a a a h i a d d h i a d d d h i a d
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 d d d d d d a a d d d a a d d a
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 h i a a d h i a a d d h i a a d h i a a
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 h i d a d d h i d a d a h i d d a h i d
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 d h i d a a d h i d a d h i a a d a h i
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 a d h i a d d a h i d d d h i d a d d h
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 a d d d a d d a a a d d d d d a
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 d d h i a a d d h i a a d h i a a a d d
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 a d d h i d d d h i d d d a a h i a d a
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 a a d h i d d a a d h i a d d h i a d d
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 i d a a a h i a d d h i a d d d h i a d
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

(13)【任意入力】人員基準の確認（医師・薬剤師・看護職員・介護職員）

①医師 ②薬剤師 （勤務形態の記号）

常勤換算方法対象外の 常勤換算方法対象外の

常勤の従業者の人数 常勤の従業者の人数

■ 常勤換算方法による人数 基準： ■ 常勤換算方法による人数 基準：

常勤換算の 常勤の従業者が 常勤換算の 常勤の従業者が

対象時間数（週平均） 週に勤務すべき時間数 常勤換算後の人数 対象時間数（週平均） 週に勤務すべき時間数 常勤換算後の人数

÷ ＝ ÷ ＝

（小数点第2位以下切り捨て） （小数点第2位以下切り捨て）

■ 医師の常勤換算方法による人数 ■ 薬剤師の常勤換算方法による人数

常勤換算方法対象外の 常勤換算方法対象外の

常勤の従業者の人数 常勤換算方法による人数 常勤の従業者の人数 常勤換算方法による人数

＋ ＝ ＋ ＝

③看護職員 ④介護職員

常勤換算方法対象外の 常勤換算方法対象外の

常勤の従業者の人数 常勤の従業者の人数

■ 常勤換算方法による人数 基準： ■ 常勤換算方法による人数 基準：

常勤換算の 常勤の従業者が 常勤換算の 常勤の従業者が

対象時間数（週平均） 週に勤務すべき時間数 常勤換算後の人数 対象時間数（週平均） 週に勤務すべき時間数 常勤換算後の人数

÷ ＝ ÷ ＝

（小数点第2位以下切り捨て） （小数点第2位以下切り捨て）

■ 看護職員の常勤換算方法による人数 ■ 介護職員の常勤換算方法による人数

常勤換算方法対象外の 常勤換算方法対象外の

常勤の従業者の人数 常勤換算方法による人数 常勤の従業者の人数 常勤換算方法による人数

＋ ＝ ＋ ＝

合計 合計

8 1.6 9.6人 8 1.6 9.6人

256 64 8

週 週

64 40 1.6 64 40 1.6

合計 1,536 384 256 64 8 合計 1,536 384

256 64 -

D 0 0 0 0 - D 0 0 0 0 -

C 256 64 256 64 - C 256 64

0 0 8

B 0 0 0 0 0 B 0 0 0 0 0

A 1,280 320 0 0 8 A 1,280 320

勤務形態
勤務時間数合計 常勤換算の対象時間数

勤務形態
勤務時間数合計 常勤換算の対象時間数

当月合計 週平均 当月合計 週平均 当月合計 週平均 当月合計 週平均

27

28

(8) 氏　名

厚労　太郎

○○　A男

○○　B子

○○　C太

○○　D美

○○　E夫

○○　F子

○○　G太

○○　H美

○○　J太郎

○○　K子

○○　L太

○○　M子

○○　N男

○○　P子

○○　R次郎

○○　S子

○○　T太

○○　U子19

20

21

22

23

24

25

26

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A

A

看護師

看護師

160 40

160 40

3

4

5

6

7

8

9 C 看護師

A

A

看護師

看護師

A

A

医師

薬剤師

32

160

C 看護師

A
160 40

准看護師

ー

40
A

看護師

准看護師

A
160 40

准看護師

A
160 40

128 32
C

160 40

A
160 40

介護福祉士 ○○　V男

160 40

160

介護職員 A ー ○○　Y子

○○　Z男

A 介護福祉士

A ー

○○　W子

○○　X太郎

介護職員

介護職員

介護福祉士 ○○　BB子

○○　CC次郎

介護職員 C ー

160 40
介護職員 A 介護福祉士 ○○　AA三郎

介護職員 A

合計

介護職員 A ー

160 40
介護職員 A ー

160 40

○○　DD子

非常勤で専従

非常勤で兼務

A 常勤で専従

B 常勤で兼務

合計 320 80 0 0 2

0 0 0 0 -

0 0 -

B 0 0 0 0 0

合計 合計

3 0.0 3.0人 2 0.0 2.0人

C

D

0 40 0.0 0 40 0.0

480 120 0 0 3

DD 0 0 0 0 -

C 0 0C 0 0 0 0 -

B 0 0 0 0 0

0 0 2A 480 120 0 0 3 A 320 80

当月合計 週平均 当月合計 週平均 当月合計 週平均
勤務形態

勤務時間数合計

160

常勤換算の対象時間数
勤務形態

勤務時間数合計 常勤換算の対象時間数

当月合計 週平均

160 40

40

記号 区分

128 32

160 40

128 32

40

128

A

A

理学療法士

介護支援専門員
160 40

A 薬剤師
160 40

160 40

160 40

160 40

160 40

No
(5)

職種

(6)
勤務
形態

(7) 資格

(9)

160 40
A

A

ー

医師
160 40

1

2

(10)1～4週
目の勤務時
間数合計

(11)
週平均

勤務時間数

(12) 兼務状況
（兼務先/兼務する職

務の内容）等

40 160

30

介護医療院（従来型）
3 2021 4 ○○○○

４週
予定

1週目 2週目 3週目 4週目 5週目

A 医師

3020

週 週

管理者

医師

医師

医師

薬剤師

薬剤師

理学療法士

介護支援専門員

看護職員

看護職員

看護職員

看護職員

看護職員

看護職員

看護職員

看護職員

看護職員

看護職員

介護職員

介護職員

【記載例】

≪要 提出≫
■シフト記号表（勤務時間帯）
※24時間表記 休憩時間1時間は「1:00」、休憩時間45分は「00:45」と入力してください。

No 記号 始業時刻 終業時刻 うち、休憩時間 勤務時間
1 a ： 7:00 ～ 16:00 （ 1:00 ） 8
2 b ： 9:00 ～ 18:00 （ 1:00 ） 8
3 c ： 10:00 ～ 19:00 （ 1:00 ） 8
4 d ： 12:00 ～ 21:00 （ 1:00 ） 8
5 e ： 9:00 ～ 13:00 （ 0:00 ） 4
6 f ： 13:00 ～ 18:30 （ 0:00 ） 5.5
7 g ： 14:00 ～ 20:00 （ 0:00 ） 6
8 h ： 16:00 ～ 0:00 （ 0:00 ） 8 （夜勤）16:00～翌9:00勤務
9 i ： 0:00 ～ 9:00 （ 1:00 ） 8 （夜勤）16:00～翌9:00勤務
10 j ： ～ （ 0:00 ）

勤務時間
自由記載欄

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
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介護医療院は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続的に実施す

るため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継

続計画に従い必要な措置（研修及び訓練（シミュレーション））を実施しなければなりません。 

また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するととも

に、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとします。 

なお、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実

施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましいです。 

Ｐｏｉｎｔ！業務継続計画の記載項目 

各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施

設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照してください。また、想定される災害等は地域

によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定することとします。なお、感染症及び災害の

業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではありません。さらに、感染症に係る業務継続計画、感染症の

予防及びまん延の防止のための指針、災害に係る業務継続計画並びに非常災害に関する具体的計画については、それ

ぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定することとして差し支えありません。 

ア 感染症に係る業務継続計画 

(ア) 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

(イ) 初動対応 

(ウ) 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

イ 災害に係る業務継続計画 

(ア) 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄

等） 

(イ) 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

(ウ) 他施設及び地域との連携 

○ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の

必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとします。職員教育を組織的に浸透させていくために、定

期的（年２回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することとします。また、研修の

実施内容についても記録することとします。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及

びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えありません。 

○ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続

計画に基づき、施設内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年２回

以上）に実施するものとします。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の

防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えありません。また、災害の業務継続計画に係る訓練について

は、非常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し支えありません。訓練の実施は、机上を含めその実施

手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切です。 

※ 研修及び訓練を他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えありません。 

28 定員の遵守      【介護医療院】［介護医療院条例第 31条］、【ユニット】［介護医療院条例第 53条］ 

【介護医療院】 

 入所定員及び療養室の定員を超えて入所させることはできません。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情

がある場合は、この限りではありません。 

【ユニット】 

 ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて入居させることはできません。ただし、災害、虐待その他のや

むを得ない事情がある場合は、この限りではありません。 

29 非常災害対策【共通】                [介護医療院条例第 32条］［介護医療院解釈通知第５の 27］ 

 「非常災害に関する具体的な計画」を定め、非常災害時における「関係機関への通報体制及び関係機関との連携体

制」を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わ

なければなりません。また、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければなりませ

ん。  

27 業務継続計画の策定【共通】          ［介護医療院条例第 30条の２］［介護医療院解釈通知第５の26］ 
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Ｐｏｉｎｔ！ 

（１） 「非常災害に関する具体的な計画」とは、消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害、地震等

の災害に対処するための計画をいいます。 

（２） 「関係機関への通報体制及び関係機関との連携体制」の整備とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ

速やかに通報する体制をとるよう従業者に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図

り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものです。 

（３） 消防法第８条に規定する防火管理者又は防火管理に関する責任者を定め、消防計画の策定及びこれに基づ

く消防業務を行わせるものとします。 

 （４） 消防法その他の法令等に規定された設備（消火設備その他の非常災害に際して必要な設備）を確実に設置

しなければなりません。 

※ 消防関係法令についての詳細は、所轄の消防署に確認してください。 

 （５） 介護医療院の開設者が避難、救出その他の訓練の実施に当たっては、できるだけ地域住民の参加が得られ

るよう努めることとしたものであり、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に

協力を得られる体制づくりに努めることが必要です。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、

具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとしてください。 

30 衛生管理等【共通】                    ［介護医療院条例第 33条］［介護医療院解釈通知第５の28］ 

 入所者の使用する施設、食器、その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要

な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければなりません。 

  Ｃｈｅｃｋ！ 

 （例）□ 汚物処理室内に清潔な未使用のおむつ等を保管していませんか？ 

    □ 汚物の運搬を蓋のない容器で行っていませんか？ 

    □ 入浴後の身支度に共用のヘアブラシ等を使用していませんか？   など 

  ※ 清潔区域と不潔区域の区分を常に意識することが重要です。 

  ※  清潔なものと不潔なものをきちんと区別し、共用、混在しないようにしてください。 

 また、施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に揚げる措置を講じなければなりま

せん。 

（１） 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する「感染対策委員会」を概ね３月に１回以

上定期的に開催（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）するとともに、その結果につ

いて、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２） 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための「指針」を整備すること。 

（３） 介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための「研修」並びに感染症

の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。 

（４） 規則で定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の「対処等に関する手順」に沿った対応を行うこと。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

 ≪「感染対策委員会」について≫ 

管理者、事務長、医師、看護職員、介護職員、栄養士又は管理栄養士、支援相談員、介護支援専門員などの幅

広い職種により構成します。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、感染対策を担当する者

（感染対策担当者）を決めておくことが必要です。なお、同一事業所内での複数担当※の兼務や他の事業

所・施設等との担当※の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えありません。

ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、入所者や施設の状況を適切に把握してい

る者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 
※身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防

止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を

適切に実施するための担当者 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができますが、その際は、次のガイダンス等を遵守

してください。 

▶個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」 

（https://www.mhlw.go.jp/content/000681800.pdf） 

▶厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（第 5.1版）」 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000681800.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html
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なお、この委員会は、施設の他の委員会と独立して設置運営することが必要（事故発生防止検討委員会等相互

に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することも差し支えな

い。）であり、感染対策担当者は看護師であることが望ましいものです。また、施設外の感染管理等の専門家を委

員として積極的に活用することが望ましいものです。 

 ≪「指針」について≫ 

平常時の対策及び発生時の対応を規定します。平常時の対策としては、施設内の衛生管理、日常のケアにかか

る感染対策等が、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村におけ

る施設関係課等の関係機関との連携、医療措置、行政への報告等が想定されます。また、発生時における施設内

の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要です。 

 ▶「介護現場における感染対策の手引き」（厚生労働省老健局 令和５年９月版） 

 （https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf） 

 ≪「研修」について≫ 

研修の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施設における指針に基

づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとします。 

従業者教育を組織的に浸透させていくためには、当該施設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的

な研修（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず感染対策研修を実施することが重要です。ま

た、調理や清掃などの業務を委託する場合には、受託者に対しても、施設の指針が周知されるようにする必要が

あります。 

研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用する

など、職員研修施設内での研修で差し支えありませんが、研修の実施内容については記録が必要です。 

 ≪「感染症の予防及びまん延の防止のための訓練」について≫ 

平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期

的（年２回以上）に行うことが必要です。訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生

時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、施設内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習な

どを実施するものとします。訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問いませんが、机上及び実地で実施する

ものを適切に組み合わせながら実施することが適切です。 

≪「対処等に関する手順」について≫ 

▶「H18.03.31 厚労告第268号 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する

手順」」 

（１） 施設の従業者が、入所者、入居者又は入院患者について、感染症又は食中毒の発生を疑ったときは、速や

かに管理者に報告する体制を整えること。 

（２） 管理者は、感染症若しくは食中毒の発生を疑ったとき又は前号の報告を受けたときは、従業者に対して必

要な指示を行わなければならないこと。 

（３） 感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止する観点から、従業者の健康管理を徹底し、従業者、来訪者等

の健康状態によっては利用者との接触を制限する等の措置を講ずるとともに、従業者及び利用者に対して手

洗いやうがいを励行するなど衛生教育の徹底を図ること。 

（４） 医師及び看護職員は、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときは、速やかな対

応を行わなければならないこと。 

（５） 管理者及び医師、看護職員その他の従業者は、感染症若しくは食中毒の患者又はそれらの疑いのある者

（有症者等）の状態に応じ、協力医療機関をはじめとする地域の医療機関等との連携を図ることその他の適

切な措置を講じなければならないこと。 

（６） 施設は、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの有症者等の状況及び各有症

者等に講じた措置等を記録しなければならないこと。 

（７） 管理者は、次の場合には、有症者等の人数、症状、対応状況等を市町村及び保健所に迅速に報告するとと

もに、市町村又は保健所からの指示を求めることその他の措置を講じなければならないこと。 

① 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤な患者が１週間内に２

名以上発生した場合 

② 同一の有症者等が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 

③ ①及び②場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必 要と

認めた場合 

（８） （７）の報告を行った施設は、その原因の究明に資するため、当該有症者等を診察する医師等と連携の

上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めなければならないこと。 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf
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≪上記以外の留意点≫ 

   ア 調理及び配膳に伴う衛生管理は、食品衛生法等関係法規に準じて行われなければならないこと。 

なお、食事の提供に使用する食器等の消毒も適正に行われなければならないこと。 

イ 感染症及び食中毒の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求 め、常

に密接な連携を保つこと。 

ウ インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、発生及びまん延を防

止するための措置について、別途厚生労働省から通知等が発出されているので、これに基づき、適切な措置

を講じること。 

エ 空調設備等により、施設内の適温の確保に努めること。 

オ 施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要ですが、その結果感染症

や既往であっても一定の場合を除き、サービス提供を断る正当な理由には該当しません。こうした者が入所

する場合には、感染対策担当者は、介護職員その他の従事者に対し、当該感染症に関する知識、対応等につ

いて周知することが必要です。 

  Ｃｈｅｃｋ！ 

   感染症対策のために施設として必要なこと 

    □ 高齢者の特性、高齢者介護施設の特性、施設における感染症の特徴の理解 

    □ 感染症対策に対する知識（予防、発生時の対応）の習得 

    □ 施設内活動の着実な実施（感染対策委員会の設置、指針とマニュアルの策定、従業者等を対象と 

     した研修の実施、施設整備など） 

    □ 関係機関との連携の推進（情報収集、発生時の行政への届出など） 

    □ 職員の労務管理（従業者の健康管理、従業者が罹患したときに療養に専念できる人的環境の整備など） 

≪各種マニュアル等について≫ 

    厚生労働省より、衛生管理に関する各種マニュアルが発行されています。 

    是非ご覧いただき、施設の衛生管理対策に役立ててください。 

    ▶介護現場における感染対策の手引き［厚生労働省］ 

     介護現場で必要な感染症の知識や対応方法などが示されています。 

     （https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf） 

▶介護職員のための感染対策マニュアル(施設系)［厚生労働省］ 

介護現場で必要な基礎的な感染症の知識や対応方法の概要が示されています。 

（https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001199341.pdf） 

    ▶インフルエンザ（総合ページ）［厚生労働省］ 

インフルエンザＱ＆Ａ、啓発ツール、報道発表資料、新型インフルエンザ情報など、各種情報が掲載され

ています。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou/infulenza/index.html） 

    ▶食品等事業者の衛生管理に関する情報［厚生労働省］ 

     衛生管理に関するガイドラインなど、各種情報が掲載されています。 

     （https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/01.html） 

    ▶大量調理施設衛生管理マニュアル［厚生労働省］ 

集団給食施設等における食中毒を予防するために、ＨＡＣＣＰ(※)の概念に基づき、調理過程における重要

管理事項をまとめたものです。 

     （※）ＨＡＣＣＰ（ハサップ） 

食品の原料の受入から製造・出荷までのすべての工程において、危害の発生を防止するための重要ポ

イントを継続的に監視・記録する衛生管理手法のこと。  

     （https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000168026.pdf） 

    ▶レジオネラ対策のページ［厚生労働省］ 

      不特定多数の人々が利用する施設として生活衛生対策の一環として、公衆浴場や旅館等の施設におけるレ

ジオネラ症の蔓延を防止するための対策について掲載されています。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html）  

▶「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアル（医療提供を目的とした介護保険施設版）［一般

社団法人 日本病院薬剤師会］（平成 31年３月） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001199341.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/01.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000168026.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html
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（https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190422_1.pdf） 

▶高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））［厚生労働省］（令和元年６月） 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05217.html） 

31 協力医療機関【共通】             ［介護医療院条例第 34条］［介護医療院解釈通知第５の29］ 

入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めなければなりません。 

また、新興感染症の診療等を行う医療機関と新興感染症発生時等における対応を取り決めること、協力歯科医療機

関を定めるよう努めなければなりません。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

 （１） 協力医療機関の選定には、次の点に留意します。 

① 入所者の病状の急変時等に、相談対応や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関及びに緊急時 に原

則入院できる体制を確保した協力病院であること。なお、複数の医療機関を定めることにより要件を満たす

こととしても差し支えありません。 

② 在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟（200床未満）を持つ医療機関、在宅療養後方

支援病院等の在宅医療を支援する地域の医療機関（以下、在宅療養支援病院等という）が想定されるが、令和

６年度診療報酬改定において新設される地域包括医療病棟を持つ医療機関は、前述の在宅療養支援病院等を

除き、想定される医療機関には含まれません。 

③ 協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、令和６年改正省令附則第６条において、３年

間の経過措置を設けており、令和９年３月31日までの間は、努力義務とされているが、経過措置期限を待た

ず、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましい。 

④ 年に１回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当 該医療

機関との取り決めの内容等を開発許可を行った都道府県知事、指定都市又は中核市の市長に届け出ること。 

⑤ 入所者における新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築してお

くこと。 

 （２） 協力病院の選定は、必要に応じて地域の関係団体の協力を得て行うものとします。 

32 掲示【共通】                 ［介護医療院条例第 35条］［介護医療院解釈通知第５の30］  

施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に

資すると認められる重要事項（苦情処理の概要等）を掲示する、若しくは記載したファイル等を施設内の見やすい場

所（＝重要事項を伝えるべき介護サービスの入所申込者、入所者又はその家族に対して見やすい場所。）に備え付け、

かつ、原則として、重要事項等の情報をウェブサイト（法人のホームページ等又は情報公表システム上）に掲載し、

関係者に自由に閲覧させることができるようにする必要があります。（令和７年３月31日までの間は、努力義務。） 

掲 示 す べ き 事 項 留意事項 

運 営 規 程 の 概 要 

□ 掲示が必要な場所 

①玄関、ロビーなど入所者の目に触れやすい場所。 

②職員の勤務表は、各フロアに掲示するなど利用者の便宜に配慮。 

従業者の勤務体制 

□ 組織図およびその日の職員の勤務体制が分かるもの等。 

（職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、従業者の氏名まで掲載す

ることを求めるものではありません。） 

事故発生時の対応 □ 事故発生時の対応の手順、報告体制等、措置の概要について記載 

協 力 医 療 機 関 □ 利用者・外部の人が見ても、分かりやすい内容であること。 

利 用 料 □ 利用料は曖昧な表示をせず、項目ごとに設定された金額を明示する。 

苦 情 処 理 の 概 要 

□ 相談窓口、苦情処理の体制及び手順等、当該介護医療院における苦情を処理するために

講ずる措置の概要について明らかにし、入所者に介護医療院サービスの内容を説明する

文書に苦情に対する措置の概要についても合わせて記載する。 

□ 市町村及び国民健康保険団体連合会等の相談窓口についても明示する。 

提供するサービスの

第三者評価の実施状

況 

□ 実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況

等を明示する。 

 

https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190422_1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05217.html
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33 秘密保持等【共通】              ［介護医療院条例第 36条］［介護医療院解釈通知第５の 31］ 

従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはいけません。 

過去に従業者であった者が正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよ

う、「必要な措置」を講じなければなりません。また、居宅介護支援事業者等に対し、退所後の居宅における居宅介護

支援計画の作成等に資するために、入所者に関する情報を提供するときは、あらかじめ文書により当該入所者の同意

を得なければなりません。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

≪退職者の秘密保持について「必要な措置」について≫ 

具体的には、従業者でなくなった後においても業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持すべき旨を、従業

者の雇用時等に取り決め、例えば、違約金についての定めを置くなどの措置を講じます。 

34 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止【共通】 

［介護医療院条例第37条］［介護医療院解釈通知第５の32］ 

居宅介護支援事業者による介護保険施設の紹介が公正中立に行われるよう、居宅介護支援事業者又はその従業者に

対し、要介護被保険者に対して介護医療院を紹介する対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはなりませ

ん。また、入所者による退所後の居宅介護支援事業者の選択が公正中立に行われるよう、居宅介護支援事業者又はそ

の従業者から、当該施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはなりま

せん。 

35 苦情処理等【共通】                           ［介護医療院条例第 38条］［介護医療院解釈通知第５の 33］ 

 提供した介護医療院サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、苦情を

受け付けるための窓口の設置その他の「必要な措置」を講じなければなりません。また、苦情を受け付けた場合に

は、当該苦情の内容等を記録しなければなりません。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

 （１） 「必要な措置」とは、苦情を受け付けるための窓口を設置することのほか、相談窓口、苦情処理の体制及び

手順等、当該施設における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、これを入所者又は

その家族にサービスの内容を説明する文書に記載するとともに、施設に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載

すること等です。 

 （２） 苦情に対し施設が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付日、内容等を記録しなければな

りません。また、介護医療院は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立

ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきです。 

 （３） 苦情の内容等の記録は、２年間保存しなければなりません。 

 （４） 介護医療院は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を

踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを自ら行わなければなりません。 

≪市町村に苦情があった場合≫ 

・ 提供した介護医療院サービスに関して、市町村から文書その他の物件の提出若しくは提示の求め若しくは依頼

又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会があった場合は、その調査に協力しなければなりません。 

 ・ 市町村から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って、必要な改善を行わなければなりませ

ん。 

 ・ 市町村からの求めがあった場合には、指導又は助言に従って行った改善の内容を市町村に報告しなければなり

ません。 

≪国民健康保険団体連合会に苦情があった場合≫ 

・ 提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力す

るとともに、指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければなりません。 

・ 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、指導又は助言に従って行った改善の内容を国民健康保

険団体連合会に報告しなければなりません。 
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36 地域との連携等【共通】              ［介護医療院条例第 39条］［介護医療院解釈通知第５の34］ 

 運営に当たっては、地域に開かれたものとして運営されるよう、地域住民、地域において自発的な活動を行うもの

等との連携、協力等により地域との交流に努めなければなりません。また、提供した施設サービスに関する入所者か

らの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業、その他の「市町村が実施する事業」に協力す

るよう努めなければなりません。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

 ≪「市町村が実施する事業」について≫ 

介護サービス相談員派遣事業のほか、市町村が老人クラブ、婦人会、その他の非営利団体や住民の協力を得て

行う事業が含まれます。 

37 事故発生の防止及び発生時の対応【共通】     ［介護医療院条例第 40条］［介護医療院解釈通知第５の 35］ 

○ 事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければなりません。 

（１）事故が発生した場合の対応、事故が発生した場合等の報告の方法等が記載された事故発生防止のための「指

針」を整備すること。 

（２）事故が発生した場合又は事故の発生に至る危険性がある事態が生じた場合に、これらの事実が報告され、その

分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 

（３）事故発生の防止のための対策を検討する「事故防止検討委員会」を定期的に開催すること。（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド

ライン」等を遵守すること。） 

（４）従業者に対し、事故発生の防止のための「研修」を定期的に実施すること。 

（５）事故発生防止等の措置を適切に実施するための担当者 

介護医療院における事故発生を防止するための体制として、⑴から⑷までに掲げる措置を適切に実施するた

め、担当者を置くこと。なお、同一事業所内での複数担当※の兼務や他の事業所・施設等との担当※の兼務

については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えありません。ただし、日常的に兼務先の各

事業所内の業務に従事しており、入所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者としての

職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 
※身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止

するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切

に実施するための担当者 

○ 入所者に対する介護医療院サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、入所者の家族等

に連絡するとともに、必要な措置を講じなければなりません。 

○ 事故の状況及び当該事故に際して採った処置について記録しなければなりません。 

○ 入所者に対する介護医療院サービスの提供により賠償すべき事態が発生した場合には、速やかに損害賠償を行

わなければなりません。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

 ≪「指針」に盛り込むべき項目≫ 

  ① 施設における介護事故防止に関する基本的考え方 

  ② 介護事故発生の防止のための対策を検討する委員会その他の施設内の組織に関する事項 

  ③ 介護事故発生の防止のための従業者研修に関する基本方針 

  ④ 施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった場合（ヒヤリ・ハッ

ト事例）及び現状を放置しておくと介護事故に結び付く可能性が高いもの（介護事故等）の報告方法等の介護

に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針 

  ⑤ 介護事故等発生時の対応に関する基本方針 

  ⑥ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

  ⑦ その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針 

 ≪報告、改善のための方策を周知徹底する目的≫ 

介護事故等について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の

懲罰を目的としたものではないことに留意する必要があります。 

  （例）① 介護事故等について報告するための様式を整備すること。 
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     ② 介護職員その他の従業者は、介護事故等の発生、又は発見ごとにその状況、背景等を記録するととも

に、介護事故等について報告するための様式に従い介護事故等について報告すること。 

     ③ 事故防止検討委員会において、報告された事例を集計し、分析すること。 

     ④ 事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、介護事故等の発生原因、結果等をと

りまとめ、防止策を検討すること。 

     ⑤ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

     ⑥ 防止策を講じた後に、その効果について評価すること。 

 ≪「事故防止検討委員会」について≫ 

管理者、事務長、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員などの幅広い職種により構成された介護事故発

生の防止及び再発防止のための対策を検討する委員会のこと。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にすると

ともに、専任の安全対策を担当する者を決めておく必要があります。 

事故発生防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができますが、その際は、次のガイダンス

等を遵守してください。 

▶個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」 

（https://www.mhlw.go.jp/content/001235843.pdf） 

▶厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（第 5.1版）」 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html） 

なお、委員会は他の委員会と独立して設置・運営することが必要（感染対策委員会と一体的に設置・運営する

ことも差し支えない）であり、責任者はケア全般の責任者であることが望ましいものです。 

 ≪「研修」について≫ 

研修の内容は、事故発生防止の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施設における指針

に基づき、安全管理の徹底を行うものとします。従業者教育を組織的に浸透させていくためには、当該施設が指

針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず

事故発生の防止の研修を実施することが重要です。また、研修の実施内容については記録が必要です。 

※ 賠償すべき事態が発生した場合には、速やかに賠償しなければなりません。そのためにも損害賠償保険 に加

入しておくか、若しくは賠償資力を有することが望ましいものです。 

≪「事故発生防止等の措置を適切に実施するための担当者」について≫ 

      介護医療院における事故発生を防止するための体制として、⑴から⑷までに掲げる措置を適切に実施するた

め、専任の担当者を置くことが必要です。当該担当者としては、事故防止検討委員会において安全対策を担当す

る者と同一の従業者が務めることが望ましいものとします。 

※ 賠償すべき事態が発生した場合には、速やかに賠償しなければなりません。そのためにも損害賠償保険 に加

入しておくか、若しくは賠償資力を有することが望ましいものです。 

38 虐待の防止【共通】                   ［介護医療院条例第 40条の２］［介護医療院解釈通知第５の36］ 

介護医療院は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければなりません。 

(１) 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(２) 虐待の防止のための指針を整備すること。 

(３) 介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

(４) 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて

高く、介護医療院は虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。虐待を未然に防止するための対策及

び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成17年

法律第 124号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されているところであり、その実効性を高め、入所者の尊

厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとします。 

≪虐待の未然防止≫ 

介護医療院は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあたる必要があり、

研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要があります。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規

定する養介護施設の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要です。 

≪虐待等の早期発見≫ 

https://www.mhlw.go.jp/content/001235843.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html


50 

介護医療院の従業者は、虐待等を発見しやすい立場にあることから、虐待等を早期に発見できるよう、必要な措

置（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましいです。また、入所者及

びその家族からの虐待等に係る相談、入所者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすることとしま

す。 

≪虐待等への迅速かつ適切な対応≫ 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、介護医療院は当該通報の手続が迅速

かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることとします。以上の観点を踏ま

え、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を

実施するものとします。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

ア 虐待の防止のための対策を検討する委員会 

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）は、虐待等の発生の防

止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であ

り、管理者を含む幅広い職種で構成します。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的

に開催することが必要です。また、施設外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい

ものです。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定される

ため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応

することが重要です。なお、虐待防止検討委員会は、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認

められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えません。また、

他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えません。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとします。この際、個人

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。 

▶個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」 

（https://www.mhlw.go.jp/content/001235843.pdf） 

▶厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（第 5.1版）」 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html） 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとします。その際、そこで得た結

果（施設における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必要があります。 

(ア) 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること 

(イ) 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

(ウ) 虐待防止のための職員研修の内容に関すること 

(エ) 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

(オ) 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること 

(カ) 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 

(キ) 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

イ 虐待の防止のための指針 

介護医療院が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととします。 

(ア) 施設における虐待の防止に関する基本的考え方 

(イ) 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

(ウ) 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

(エ) 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

(オ) 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

(カ) 成年後見制度の利用支援に関する事項 

(キ) 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

(ク) 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

(ケ) その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

ウ 虐待の防止のための従業者に対する研修 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識

を普及・啓発するものであるとともに、各介護医療院における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものと

します。職員教育を組織的に徹底させていくためには、各介護医療院が指針に基づいた研修プログラムを作成

https://www.mhlw.go.jp/content/001235843.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html
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し、定期的な研修（年２回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施す

ることが重要です。また、研修の実施は、施設内での研修で差し支えありませんが、研修の実施内容について

は記録することが必要です。 

 

エ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者 

介護医療院における虐待を防止するための体制として、アからウまでに掲げる措置を適切に実施するため、

専任の担当者を置くことが必要です。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務

めることが望ましいものとします。なお、同一事業所内での複数担当※の兼務や他の事業所・施設等との

担当※の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えありません。ただし、日常

的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、入所者や施設の状況を適切に把握している者など、

各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 
※身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防

止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を

適切に実施するための担当者 

39 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会【共通】 

［介護医療院条例第40条の３］［介護医療院解釈通知第５の 37］ 

 介護現場の生産性向上の取組を促進する観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応

じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整

備するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会

を開催すること。なお、令和６年改正省令附則第４条において、３年間の経過措置を設けており、令和９年３月31日

までの間は、努力義務としています。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

 本委員会の開催に当たっては、次の点に留意します。 

 ① 管理者やケア等を行う職種を含む幅広い職種により構成することが望ましく、各事業所の状況に応じ、必要な

構成メンバーを検討すること。なお、生産性向上の取組に関する外部の専門家を活用することも差し支えありま

せん。 

 ② 定期的に開催することが必要であるが、開催する頻度については、本委員会の開催が形骸化することがないよ

う留意した上で、各事業所の状況を踏まえ、適切な開催頻度を決めることが望ましい。 

③ 厚生労働省老健局高齢者支援課「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」等を参考に取

組を進めること。また、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとし、この際、個人情報保護委員

会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 ④ 他に事業運営に関する回議（事故発生の防止のための委員会等）を開催している場合、これと一体的に設置・

運営することとして差し支えありません。また、事業所毎に実施が求められるものであるが、他のサービス事業

者との連携等により行うことも差し支えありません。 

40 会計の区分【共通】                   ［介護医療院条例第41条］［解釈通知第５の 38］ 

介護医療院は、介護医療院サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければなりません。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

具体的な会計処理等の方法については、「介護医療院会計・経理準則の制定について（H30.03.22 老発0322第８号

厚生労働省老健局長通知）」及び「介護保険の給付対象事業における会計の区分について（H13.03.28 老振発第18

号）」により取り扱うこととします。 

41  記録の整備【共通】                   ［介護医療院条例第42条］［解釈通知第５の 39］ 

介護医療院は、従業者、施設、構造設備及び会計に関する記録を整備しなければなりません。 

 （１）従業者に関する記録 

    （例）・ 勤務状況に関する記録（雇用契約書、出勤簿・タイムカード、勤務割表など） 

       ・ 給与に関する記録（賃金台帳、社会保険料等の控除書類など） 

       ・ 職員研修の記録（研修計画、受講者名簿など） 

       ・ 職員健康診断の記録 
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 （２）施設及び構造設備に関する記録 

    （例）・ 建築設備、備品のメンテナンス等に関する記録 

       ・ 電気設備、空調設備、給排水衛生設備、エレベーターの点検記録など 

       ・ 害虫駆除実施報告書、貯水槽清掃実施証明書など 

 （３）会計に関する記録 

    （例）・ 予算書、決算書、事業計画書、事業報告書など 

 （４）防災に関する記録 

    （例）・ 消防計画書、防災訓練計画表、避難訓練実施記録など 

 また、次に掲げる入所者に対する介護医療院サービスの提供に関する記録を整備し、当該入所者の退所の日から①②

④⑤⑥⑦については、２年間、③⑧については５年間保存しなければなりません。なお、その「完結の日」とは、個々

の入所者につき、契約終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、入所者の死亡、入所者の自立等）により一連のサ

ービス提供が終了した日を指すものとします。 

  ① 施設サービス計画 

  ② 入所者が居宅において日常生活を営むことができるか否かについての検討の内容等の記録 

  ③ 提供した介護医療院サービスの具体的な内容等の記録 

  ④ 身体的拘束等を行う場合は、態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  ⑤ 介護医療院条例第23条の規定による市町村への通知（入所者が正当な理由なしに介護医療院サービスの利用

に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき、又は、入所者が偽り

その他の不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたときに、施設が市町村に行う通知）に係る

記録 

  ⑥ 提供した介護医療院サービスに関する入所者及びその家族からの苦情の内容等の記録 

  ⑦ 提供した介護医療院サービスに関する事故の状況及び当該事故に際して採った処置についての記録 

  ⑧ 医師法第 24条第２項の規定による診療録 

42  電磁的記録等について、電磁的方法について【共通】   

［介護医療院条例第55条］［介護医療院解釈通知第７の１、２］ 

 介護医療院及び介護医療院サービスの提供に当たる者（以下「施設等」という。）の書面の保存等に係る負担の軽

減を図るため、介護医療院及びその従業者は、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副

本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以

下この条において同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの並びに次項に規定するものを除く。）について

は、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことが

できます。また、入所者及びその家族等（以下「入所者等」という。）の利便性向上並びに施設等の業務負担軽減等

の観点から、介護医療院及びその従業者は、この条例の規定による交付、説明、同意、承諾その他これらに類するも

の（以下「交付等」という。）のうち、この条例において書面で行うことが規定され、又は想定されるものについて

は、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっ

て認識することができない方法をいう。）によることができます。 

≪電磁的記録等について≫ 

  施設等は、この省令で規定する書面（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録

により行うことができることとします。  

（１）電磁的記録による作成は、施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気

ディスク等をもって調製する方法によること。   

（２）電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。  

ア 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク 等を

もって調製するファイルにより保存する方法 

イ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の使用に係る電子

計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法  

（３）その他、電磁的記録により行うことができるとされているものは、（１）及び（２）に準じた方法によること。  

（４）また、電磁的記録により行う場合は、次のガイダンス等を遵守すること。 

▶個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」 

（dhttps://www.mhlw.go.jp/content/001235843.pdf） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001235843.pdf
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▶厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（第 5.1版）」 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html） 

 

 

 

≪電磁的方法について≫ 

施設等は、書面で行うことが規定されている又は想定される交付等（交付、説明、同意、承諾、締結その他これ

に類するものをいう。）について、事前に入所者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができるこ

ととします。  

（１）電磁的方法による交付は、条例第７条第２項から第６項までの規定に準じた方法によること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 （略） 

２ 介護医療院は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で

定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記載すべき重要事項を電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)により提供する

ことができる。この場合において、当該介護医療院は、当該文書を交付したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 

ア 介護医療院の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通 

じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 介護医療院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じ 

て入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに 

当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介護 

医療院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第55条第1項において同じ。)に係る記録媒体をい

う。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができ

るものでなければならない。 

４ 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、介護医療院の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係

る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 介護医療院は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者

又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なけれ

ばならない。 

(1) 第2項各号に規定する方法のうち介護医療院が使用するもの 

(2)ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た介護医療院は、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法によ 

る提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁 

的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限 

りでない。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html
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（２）電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより入所者等が同意の意思表示をした場合等が考えられるこ

と。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月 19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。  

（３）電磁的方法による締結は、入所者等・施設等の間の契約関係を明確にする観点から、書面における署名又は

記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月

19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。  

（４） その他、条例第55条第２項において電磁的方法によることができるとされているものは、⑴から⑶までに

準じた方法によること。ただし、条例又はこの通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当

該定めに従うこと。  

（５）また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱のためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

 

  

「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内閣府・法務省・経済産業省）」抜粋 

問６ 文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、どのようなものが考えられるか。 

○次のような様々な立証手段を確保しておき、それを利用することが考えられる。 

 ①継続的な取引関係がある場合 

 ・ 取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日次等、送受信記録の保存（請求書、納品書、検収書、領収書、確認書等

は、このような方法の保存のみでも、文書の成立の真正が認められる重要な一事情になり得ると考えられる。） 

 ②新規に取引関係に入る場合 

 ・ 契約締結前段階での本人確認情報（指名・住所等及びその根拠資料としての運転免許証など）の記録・保存 

 ・ 本人確認情報の入手家庭（郵便受付やメールでのPDF送付）の記録・保存 

 ・ 文書や契約の成立過程（メールやＳＮＳ上のやり取り）の保存 

 ③電子署名や電子認証サービスの活用（利用時のログインＩＤ・日時や認証結果などを記録・保存できるサービスを含む。） 

○上記①・②については、文書の成立の真正が争われた場合であっても、例えば下記の方法により、その立証が更に容易になり

得ると考えられる。また、こういった方法は技術進歩によりさらに多様化していくことが想定される。 

（ａ） メールにより契約を締結することを事前に合意した場合の当該合意の保存 

（ｂ） ＰＤＦにパスワードを設定 

（ｃ） （ｂ）のＰＤＦをメールで送付する際、パスワードを携帯電話等の別経路で伝達 

（ｄ） 複数者宛のメール送信（担当者に加え、法務担当部長や取締役等の決裁権者を宛先に含める等） 

（ｅ） ＰＤＦを含む送信メール及びその送受信記録の長期保存 
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Ⅴ 介護医療院併設短期入所療養介護、 

介護医療院併設介護予防短期入所介護 

１ 趣旨、基本方針              ［居宅条例第 171、187、188条］［予防条例第 155、172、173条］ 

要介護又は要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並

びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を

図るものでなければなりません。 

２ 人員、設備に関する基準            ［居宅条例第 172、173、189条］［予防条例第 156、157条］ 

 介護医療院として満たすべき人員、施設基準を満たしていることで足ります。 

３ 運営に関する基準 

（１）対象者：［居宅条例第174条］［予防条例第 158条］ 

利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は

利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下にお

ける介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象とします。 

（２）心身の状況等の把握：［居宅条例第 14条準用］［予防条例第 46条の７準用］ 

利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置

かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければなりません。 

（３）短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の開始及び終了： 
［居宅条例第140条第２項準用］［予防条例第122条第２項準用］ 

 指定短期入所療養介護事業者（指定介護予防短期入所療養介護事業者）は、居宅介護支援事業者その他保健

医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、サービス提供の開始前から終了後に至る

まで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければなりま

せん。 

（４）居宅サービス計画（介護予防サービス計画）に沿ったサービスの提供： 

［居宅条例第 17条準用］［予防条例第 46条の 10準用］ 

居宅サービス計画（介護予防サービス計画）が作成されている場合には、当該居宅サービス計画に沿ったサ

ービスを提供しなければなりません。 

（５）サービスの提供の記録： 

  ［居宅条例第 20条準用］［予防条例第 46条の 13準用］ 

サービスを提供したときは、サービスの提供日及び内容、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の居宅

サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければなりません。 

また、サービスを提供したときは、その具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があっ

た場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければなりません。 

Ｐｏｉｎｔ！ 

サービスを提供した際の記録（サービスの提供日、具体的なサービスの内容、利用者の状況、その他必要 な事

項）は、当該利用者の退所の日から５年間保存しなければなりません。 

（６）短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護の取扱方針： 

［居宅条例第 176条、191条］［予防条例第165条］ 

 【短期入所療養介護】 

  ・ 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等の利用者の心身の状況等を踏まえ、

当該利用者の療養を適切に行わなければなりません。 

  ・ 相当期間にわたり継続して入所する利用者については、短期入所療養介護計画に基づき、適切に行うととも

に、サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければなりません。 

  ・ 事業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上

必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければなりません。 

  ・ 自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければなりません。 

 【介護予防短期入所療養介護】 

  ・ 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければなりません。 
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  ・ 主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を

図らなければなりません。 

  ・ 利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的と

するものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければなりません。 

  ・ 利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければな

りません。 

  ・ 利用者との意思疎通を十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切

な働きかけに努めなければなりません。 

（７）身体的拘束等の禁止： 

［居宅条例第 176条、191条］［予防条例第160条］ 

身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければなりません。 

① 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹

底を図ること。 

② 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

③ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

（８）短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画の作成： 

［居宅条例第 177条］［予防条例第 166条］ 

・ 相当期間（概ね４日以上）にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の

状況、病状、希望及び置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、サービス提供の開始前から終了

後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮し、他の従業者と協議の上、サービスの目標、当

該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介

護）計画を作成しなければなりません。 

   ・ 既に居宅サービス計画が作成されている場合には、当該居宅サービス計画の内容に沿って短期入所療養介護

計画を作成しなければなりません。 

   ・ 短期入所療養介護計画（介護予防短期入所療養介護）の作成に当たっては、その内容について利用者又はそ

の家族に対して説明し、利用者の同意を得なければなりません。 

   ・ 短期入所療養介護計画（介護予防短期入所療養介護）を作成したときは、当該計画を利用者に交付しなけれ

ばなりません。 

（９）運営規程： 

［居宅条例第183条、195条］［予防条例第161条、176条］ 

  次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければなりません。 

   ① 事業の目的及び運営の方針 

   ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 

   ③ 指定短期入所療養介護（指定介護予防短期入所療養介護）の内容及び利用料その他の費用の額 

   ④ 通常の送迎の実施地域 

   ⑤ 施設の利用に当たっての留意事項 

   ⑥ 非常災害対策 

   ⑦ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑧ その他運営に関する重要事項 

「利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続」「従業者の

研修」「従業者及び従業者の退職後の秘密保持」「苦情処理の体制・相談窓口」「事故発生時の対応」について

定めておくことが望ましい。  

（10）定員の遵守： 

［居宅条例第 184条、197条］［予防条例第162条、178条］ 

利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において、入所定員及び療養室の定員を超えることとなる

利用者に対してサービス提供を行ってはなりません。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場

合は、この限りではありません。 

（11）居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止： 

  ［居宅条例第 37条準用］［予防条例第 50条の７準用］ 

居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサー

ビスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはなりません。 

（12）短期入所療養介護における食費の設定 
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≪留意事項≫ 

   ・ H24.03.30 平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａvol.2 問 42において、「原則として１食ごとに設定

する。」とされています。 

   ・ 料金の徴収に当たっては、提供した食事の費用のみを徴収してください。 

（13）その他 

上記にない運営基準については、本誌Ⅳの本体施設となる介護医療院の基準を満たすよう運営してくださ

い。 

    なお、本誌Ⅳの運営基準については、介護医療院の基準を基本として編成しており、短期入所療養介護及び

介護予防短期入所療養介護には、適用されない事項や本誌に掲載していない独自の規定もありますので、P.57

以降の「介護医療院、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護の運営基準等一覧」を参照の上、基準

等を確認の上、運営に当たるようにしてください。 

 

 

 

＜参考１＞ 介護医療院、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護の運営基準等一覧 

ここでは、介護医療院、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護の人員、施設及び設備、運営に係る基準

等の根拠を参考までに一覧として提示しています。 

 ※ 【 】… 準用規定等  
※ （ ）… 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護の該当ページ 
※ （－）… 記載省略部分 

項目 介護医療院 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 頁 

基本方針 

趣旨、基本方針 

基準 
条例第1、2、3、43、44

条 

居宅条例第171、187、188

条 
予防条例第155、172、173条 1 

(60) 通知 
解釈通知第1、第6の

1、2 

  

人員基準 

人員基準 

基準 
条例第4条、 

厚令5第4条 
居宅条例第172条 予防条例第156条 

5 

(60) 
通知 

解釈通知第3、 

老老１第3 
 — 

施設及び設備基準 

施設基準 

基準 
条例第5条、45条、厚令

5第5条、45条 
－ － 

11 

(60) 
通知 

解釈通知第4の1、2、

4、第6の3、老老１第4

の1、2、第6の3 

－ － 

設備基準 

基準 
条例第6、45条、厚令5

第4条 
居宅条例第173、189条 予防条例第157条、174条 

15 

(60) 
通知 

解釈通知第4の1、3、４

第6の3、老老１第4の

1、3、第6の３ 

 － 

運営基準 

介護保険等関連情報

の活用とＰＣＤＡサ

イクルの推進につい

て 

基準 条例第３条 － － 
17 

(－) 
通知 解釈通知第5の１ － － 

内容及び手続の説明

及び同意 

基準 条例第7条 
居宅条例第186条 

【居宅条例第139条準用】 

予防条例第163条 

【予防条例第121条準用】 
17 

(－) 
通知 解釈通知第5の２  － 

対象者 
基準 － 居宅条例第174条 予防条例第158条 2 

(60) 通知 － － － 

項目 介護医療院 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 頁 

運営基準 

提供拒否の禁止 

基準 条例第8条 
居宅条例第186条 

【居宅条例第10条準用】 

予防条例第163条 

【予防条例第46条の3準用】 19 

(－) 
通知 解釈通知第5の3 

 

 
－ 
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サービス提供困難時

の対応 

基準 条例第9条 
居宅条例第186条 

【居宅条例第11条準用】 

予防条例第163条 

【予防条例第46条の4】準用 
19 

(－) 
通知 解釈通知第5の4  － 

受給資格等の確認 
基準 条例第10条 

居宅条例第186条 

【居宅条例第12条準用】 

予防条例第163条 

【予防条例第46条の5準用】 
19 

(－) 
通知 解釈通知第5の5  － 

要介護(支援）認定の

申請に係る援助 

基準 条例第11条 
居宅条例第186条 

【居宅条例第13条準用】 

予防条例第163条 

【予防条例第46条の6準用】 
19 

(－) 
通知 解釈通知第5の6  － 

心身の状況等の把握 
基準 — 

居宅条例第186条 

【居宅条例第14条準用】 

予防条例第163条 

【予防条例第46条の7準用】 (60) 

通知 — － － 

入退所 
基準 条例第12条 － － 

20 
通知 解釈通知第5の７ － － 

指定（介護予防）短

期入所療養介護の開

始及び終了 

基準 － 

居宅条例第186条 

【居宅条例第140条第2項準

用】 

予防条例第163条 

【予防条例第122条第2項準

用】 
(60) 

通知 －  － 

法定代理受領サービ

スの提供(介護予防サ

ービス費の支給）を

受けるための援助 

基準 － 
居宅条例第186条 

【居宅条例第16条準用】 

予防条例第163条 

【予防条例第46条の9準用】 
(-) 

通知 －  － 

居宅サービス計画(介

護予防サービス計

画）に沿ったサービ

スの提供 

基準 － 
居宅条例第186条 

【居宅条例第17条準用】 

予防条例第163条 

【予防条例第46条の10準用】 
(60) 

通知 － － － 

サービスの提供の記

録 

基準 条例第13条 
居宅条例第186条 

【居宅条例第20条準用】 

予防条例第163条 

【予防条例第46条の13準用】 
20 

(60) 
通知 解釈通知第5の8  － 

利用料等の受領 

基準 条例第14条、46条 居宅条例第175条、190条 予防条例第159条、193条 
20 

(－) 通知 
解釈通知第5の9、第6の

4 
  

保険給付の請求のた

めの証明書の交付 

基準 条例第15条 
居宅条例第186条 

【居宅条例第22条準用】 
予防条例第47条の２ 27 

(－) 
通知 解釈通知第5の10  － 

項目 介護医療院 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 頁 

運営基準 

介護医療院サービ

ス、指定短期入所療

養介護、指定介護予

防短期入所療養介護

の取扱方針 

基準 条例第16条、47条 居宅条例第176条、191条 

予防条例第160条（身体的拘束

等の禁止）、第165条、第166

条、 
27 

(60) 

通知 
解釈通知第5の11、第6

の5 
  

ユニット型指定介護

予防短期入所療養介

護の提供に当たって

の留意事項 

基準 － － 予防条例第180条 
(-) 

通知 － － － 

施設サービス計画の

作成 

基準 条例第17条 － － 
30 

通知 解釈通知第5の12 － － 

短期入所療養介護

（指定介護予防短期

入所療養介護）計画

の作成 

基準 － 居宅条例第177条 予防条例第166条 

(61) 
通知 －   

診療の方針 
基準 条例第18条 居宅条例第178条 予防条例第167条 31 

(－) 通知 解釈通知第5の13   

必要な医療の提供が

困難な場合等の措置

等 

基準 条例第19条 － － 
32 

通知 解釈通知第5の14 － － 

機能訓練 
基準 条例第20条 居宅条例第179条 予防条例第168条 36 

(－) 通知 解釈通知第5の15   

栄養管理 
基準 条例第20条の２ － － 36 

(－) 通知 解釈通知第5の16 － － 

口腔衛生の管理 基準 条例第20条の３   37 
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通知 解釈通知第5の17   (－) 

看護及び医学的管理

の下における介護 

基準 条例第21条、48条 居宅条例第180条、192条 予防条例第169条、181条 
37 

(－) 通知 
解釈通知第5の18、第6

の6 
  

食事 

基準 条例第22条、49条 居宅条例第181条、193条 予防条例第170条、第182条 
39 

(－) 通知 
解釈通知第5の19、第6

の7 
  

相談及び援助 
基準 条例第23条 － － 

40 
通知 － － － 

その他のサービスの

提供 

基準 条例第24条、50条 居宅条例第182条、194条 予防条例第171条、183条 40 

(－) 通知 解釈通知第6の8  － 

入所者に関する市町

村への通知 

基準 条例第25条 
居宅条例第186条【居宅条例

第27条準用】 

予防条例第164条【予防条例第

47条の3準用】 
40 

(－) 
通知 解釈通知第5の20  － 

管理者による管理、

管理者の責務 

基準 条例第26条、27条 
居宅条例第186条【居宅条例

第51条準用】 

予防条例第164条【予防条例第

49条準用】 40 

(－) 
通知 

解釈通知第5の２１、２

２ 
 － 

計画担当介護支援専

門員の責務 

基準 条例第28条 － － 
42 

通知 解釈通知第5の2３ － － 

運営規程 

基準 条例第29条、51条 居宅条例第183条、195条 予防条例第161条、176条 
42 

(61) 通知 
解釈通知第5の24、第6

の9 
 － 

勤務体制の確保等 基準 条例第30条、52条 
居宅条例第186条【居宅条例

第99条準用】、第196条 

予防条例第164条【予防条例第

108条の2準用】、第177条 

43 

(－) 

      

項目 介護医療院 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 頁 

運営基準 

勤務体制の確保等 通知 
解釈通知第5の25、第6

の10 
 － 

43 

(－) 

業務継続計画の策定

等 

基準 条例第30条の2 
居宅条例第186条【居宅条例

第32条の2準用】 

予防条例第164条【予防条例第

50条の2の2準用】 
47 

(－) 
通知 解釈通知第5の26 － － 

定員の遵守 
基準 条例第31条、53条 居宅条例第184、197条 予防条例第162、178条 47 

(61) 通知 －   

非常災害対策 
基準 条例第32条 

居宅条例第186条【居宅条例

第101条準用】 

予防条例第164条 

【予防条例第108条の4準用】 
48 

(－) 
通知 解釈通知第5の27  － 

衛生管理等 
基準 条例第33条 

居宅条例第186条【居宅条例

第131条準用】 

予防条例第164条 

【予防条例第109条準用】 
48 

(－) 
通知 解釈通知第5の28  － 

協力医療機関 
基準 条例第34条 － － 

51 
通知 解釈通知第5の29 － － 

掲示 
基準 老例第35条 

居宅条例第186条【居宅条例

第34条準用】 

予防条例第164条【予防条例第

50条の4準用】 
51 

(－) 
通知 解釈通知第5の30 － － 

秘密保持等 
基準 条例第36条 

居宅条例第186条【居宅条例

第35条準用】 

予防条例第164条【予防条例第

50条の5準用】 
52 

(－) 
通知 解釈通知第5の31  － 

居宅介護支援事業者

（介護予防支援事業

者）に対する利益供

与等の禁止 

基準 条例第37条 
居宅条例第186条 

【居宅条例第37条準用】 

予防条例第164条 

【予防条例第50条の7準用】 52 

(62) 
通知 解釈通知第5の32  － 

苦情処理等 
基準 条例第38条 

居宅条例第186条 

【居宅条例第38条準用】 

予防条例第164条 

【予防条例第50条の8準用】 
52 

(－) 
通知 解釈通知第5の33  － 

地域との連携等 
基準 条例第39条 

居宅条例第186条【居宅条例

第39、153条準用】 

予防条例第164条【予防条例第

50条の9準用、第128条準用】 
53 

(－) 
通知 解釈通知第5の34  － 

事故発生の防止及び

発生時の対応 

基準 条例第40条 
居宅条例第186条 

【居宅条例第40条準用】 

予防条例第164条 

【予防条例第50条の10準用】 
53 

(－) 
通知 解釈通知第5の35  － 
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虐待の防止 
基準 条例第40条の2 

居宅条例第186条 

【居宅条例第40条の2準用】 

予防条例第164条【予防条例第

50条の10の2準用】 54 

通知 解釈通知第5の36 － － 

項目 介護医療院 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 頁 

運営基準 

生産性の向上 
基準 条例第40条の３ 

居宅条例第186条【居宅条例

第153条の２準用】 
－ 

 

通知 解釈通知第5の37  － 

会計の区分 
基準 条例第41条 

居宅条例第186条【居宅条例

第41条準用】 

予防条例第164条【予防条例第

50条の11準用】 
56 

(－) 
通知 解釈通知第5の38  － 

記録の整備 
基準 条例第42条 居宅条例第185条 予防条例第163条 56 

(－) 通知 解釈通知第5の39  － 

電磁的記録等 
基準 条例第55条  － 57 

(－) 通知 解釈通知第7の1、7の2  － 

 本誌は、介護医療院の基準等を基本として作成してあるため、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護の

基準等については部分的に掲載しています。 

 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護の基準等で記載を省略している部分については、介護医療院の基

準等を満たすよう運営することとしていますが、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護には適用されない

規定や本誌に記載されていない独自の規定等もありますので、上記一覧を参照し、該当する基準等を確認した上、運

営に当たるようにしてください。 

＜参考２＞高齢者虐待防止について 

   高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（高齢者虐待防止法）について 

高齢者虐待防止法の制定 

・ 介護保険制度の普及、活用が進む中、一方では高齢者に対する身体的・心理的虐待、

介護や世話の放棄・放任等が、家庭や介護施設などで表面化し、社会的な問題となって

いることを背景に平成18年４月１日に施行された。 

高齢者虐待防止法による定義 

・ 高齢者虐待防止法では、「高齢者」とは６５歳以上の者と定義されている。ただし、65

歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又は養介護事業

に係るサービスの提供を受ける障害者については、「高齢者」とみなして養介護施設従

事者等による虐待に関する規定が適用される。 

・ 高齢者虐待を「養護者による高齢者虐待」及び「養介護施設従事者等による高齢者虐

待」に分けて定義している。 

養介護施設従事者等による高齢者虐待 

養
介
護
施
設
等
の
範
囲 

養介護施設 

・ 老人福祉法に規定される老人福祉施設、有料老人ホーム 

・ 介護保険法に規定される地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人

保健施設、介護医療院、地域包括支援センター 

養介護事業 

・ 老人福祉法に規定される老人居宅生活支援事業 

・ 介護保険法に規定される居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援

事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、介護予防支援事業 

養介護施設従事者等 ・ 「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者 

高
齢
者
虐
待
行
為 

身体的虐待 ・ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴力を加えること。 

介護・世話の放棄・ 

放任（ネグレクト） 

・ 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐

待行為の放置等、養護を著しく怠ること。 

心理的虐待 
・ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外

傷を与える言動を行うこと。 

性的虐待 ・ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

経済的虐待 
・ 当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益

を得ること。 

 

通報等の対象 

・ 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施

設又は養介護事業において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受け

たと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに市町村に通報することが義務づけられ

ている。 
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・ その他の者で、養介護施設従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した

者に対し、市町村への通報努力義務が規定されている。 

・ 特に当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、市町村

に通報しなければならないとの義務が課されている。 

相
談
・
通
報
・
届
出 

高齢者の居所と家族等の 

住所地が異なる場合 

・ 高齢者が入所している養介護施設の所在地と通報等を行った家族等の住所地が異なる

場合、通報等への対応は、養介護施設の所在地の市町村が行うことになる。 

・ 施設に入所している高齢者が住民票を移していない場合にも、通報等への対応は施設

所在地の市町村が行う。 

通報等による 

不利益取扱いの禁止 

・ 高齢者虐待の事例を施設等の中で抱えてしまうことなく、早期発見・早期対応を図る

ために、以下のことが規定されている。 

① 刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務に関する法律の規定は、養介護施設従事者等に

よる高齢者虐待の通報を妨げるものと解釈してはならないこと（この旨は、養介護者

による高齢者虐待についても同様）。 

② 養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報等を行った従業者等は、通報等をしたこ

とを理由に、解雇その他不利益な取扱いを受けないこと。 

責
務 

保健・医療・福祉関係者の

責務 

・ 高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めな

ければならない。 

・ 国及び地方公共団体が構ずる高齢者虐待防止のための啓発活動及び高齢者虐待を受け

た高齢者の保護のための施策に協力するよう努める必要がある。 

養介護施設の設置者の責務 

・ 養介護施設の設置者は従事者に対する研修実施ほか、利用者や家族からの苦情処理体

制の整備その他従事者による高齢者虐待防止のための以下の措置を講じなければならな

い。 

 ① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従事者に周

知すること。 

 ② 虐待の防止のための指針を整備すること。 

 ③ 従事者に対し虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

 ④ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

高
齢
者
虐
待
の
防
止 

高齢者虐待の背景要因 

 ① 組織運営 

 ② チームアプローチ 

 ③ ケアの質 

 ④ 倫理観とコンプライアンス（法令遵守） 

 ⑤ 負担・ストレスと組織風土 

身体拘束に対する考え方 

・ 高齢者が、他者からの不適切な扱いにより権利を侵害される状態や生命、健康、生活

が損なわれるような状態に置かれることは許されるものではなく、身体拘束は原則とし

てすべて高齢者虐待に該当する行為と考えられる。 

・ ただし、高齢者本人や他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる場合など、「身体

拘束ゼロへの手引き」（厚生労働省 身体拘束ゼロ作戦推進会議編）等において「緊急や

むを得ない場合」とされているものについては、例外的に高齢者虐待にも該当しないと

考えられている。 

・ 身体拘束については、運営基準に則って運用することが基本となる。 

・ 「緊急やむを得ない」場合に身体拘束を行う場合は、その態様及び時間、その際の入

所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し、保存することが必要。 

※ 市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について（R5.03 厚生労働省 老健局）等より引用 

＜参考３＞身体的拘束廃止の取組について 

［H13.04.06 老発 155 老健局長通知「「身体拘束ゼロ作戦」の推進について」］ 

［厚生省身体拘束ゼロへの手引き］ 

身
体
拘
束
の
問
題
点 

身体拘束の弊害 

① 身体的障害 

(1) 関節拘縮、筋力低下、四肢の廃用症候群といった身体機能の低下や圧迫部位の褥瘡

の発生等の外的弊害 

(2) 食欲の低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下等の内的弊害 

(3) 拘束から逃れるために転倒や転落事故、窒息等の大事故を発生させる危険性 

② 精神的弊害 

 (1) 本人は縛られる理由も分からず、人間としての尊厳を侵害 
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 (2) 不安、怒り、屈辱、あきらめ等の精神的苦痛、認知症の進行やせん妄の頻発 

 (3) 拘束されている本人の姿を見た家族に与える精神的苦痛、混乱、罪悪感や後悔 

③ 社会的障害 

(1) 看護・介護職員自身の士気の低下 

(2) 施設・事業所に対する社会的な不信、偏見を引き起こす 

(3) 身体拘束による本人の心身機能の低下は、そのひとのQOLを低下させるだけでなく、

更なる医療的処置を生じさせ、経済的にも影響を及ぼす 

身体拘束による悪循環 

・ 認知症があり体力も低下している高齢者を拘束すれば、ますます体力は衰え、認知症

が進み、二次的・三次的な障害が生じ、さらに拘束を必要とする状況が生み出される。

「一時的」として始めた身体拘束が、時間の経過とともに「常時」の拘束となってしま

い、場合によっては身体機能の低下とともに高齢者の「死期」を早める結果にもつなが

りかねない。 

・ 身体拘束廃止は、この「悪循環」を、高齢者の自立促進を図る「よい循環」に変える

ことを意味している。 

身体拘束の対象となる 

具体的な行為 

① 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

③ 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。 

④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 

⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、また皮膚をかきむしらないように、

手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 

⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型拘束帯や腰ベ

ルト、車椅子テーブルをつける。 

⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 

⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するため、介護着（つなぎ服）を着せる。 

⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。 

⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

⑪ 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。 

身
体
拘
束
廃
止
に
向
け
て
ま
ず
行
う
こ
と 

身
体
拘
束
廃
止
に
向
け
た
４
つ
の
方
針 

(1)トップが決意

し、施設が一丸

となって取り組

む 

・ 組織のトップである法人理事長や施設長、管理者等の責任者が「身体拘束廃止」を決

意し、現場をバックアップする方針を徹底することがまず重要である。介護医療院にお

いては、医師による診療録への記録等医師の指示が絶対であるため、管理者は施設全部

門の取り組み状況を把握している必要がある。その上で、たとえば、管理者をトップと

して、医師、看護、介護職員等全部門をカバーする「身体拘束廃止委員会」を設置する

等、施設全体で身体拘束廃止に向けて現場をバックアップする体制を整えることが考え

られる。 

(2)身体拘束を必要

としないケアの実

現 

・本人についてもう一度心身の状態を正確にアセスメントし、 身体拘束を必要としない

ケアを作り出す方向を追求していくことが重要である 。 認知症の行動・心理症状があ

る場合も、そこには何らかの原因があるのであり、その原因を探り、取り除くことが大

切である。認知症の行動・心理症状の原因は、 本人の過去の生活歴等にも関係する

が、次のようなことが想定される 。 

① 職員の行為や言葉かけが不適当か、またはその意味が理解できない場合 

② 自分の意志にそぐわないと感じている場合 

③ 不安や孤独を感じている場合 

④ 身体的な不快や苦痛を感じている場合 

⑤ 身の危険を感じている場合 

⑥ 何らかの意思表示をしようとしている場合 

したがって、こうした原因を除去する等の状況改善に努めることが重要である。 

(3) 本人・家族・施

設や事業所等での

共通意識の醸成 

・個人それぞれの意識の問題でもある。身体拘束の弊害をしっかり認識し、どう

すれば廃止できるかを、トップも含めた組織全体、そして本人家族、本人にか

かわっている関係者・関係機関で十分に議論し、みんなで課題意識を共有し、

チームケアを実現していく努力が求められる。在宅介護においては、複数法

人・事業所で協議することも有用である。その際に最も大事なのは「本人中

心」という考え方である。中には消極的になっている人もいるかもしれない

が、そうした人も一緒に実践することによって理解が進むのが常である。本人
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や家族の理解も不可欠である。特に家族に対しては、ミーティングの機会を設

け、身体拘束に対する基本的な考え方や事故の防止策や対応方針を十分説明

し、理解と協力を得なければならない。 

(4)常に代替的な方

法を考え、身体

拘束するケース

は極めて限定的

に 

身体拘束せざるを得ない場合についても、本当に代替する方法はないのかを常に検討す

ることが求められる。「 仕方がない 」「どうしようもない」とみなされて拘束されている

人はいないか、拘束されている人については「なぜ拘束されているのか」を考え、まず、

いかに拘束を解除するかを検討することから始める必要がある。検討もなく「漫然」と拘

束している場合は、直ちに拘束の解除を試みる。 

また、身体拘束の解除に困難が伴う場合であっても、ケア方法の改善や環境の整備等創

意工夫を重ね、解除を実行する。解決方法が得られない場合には、外部の研究会に参加し

たり、相談窓口を利用し、必要な情報を入手し参考にする。 

運営基準上「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」は身体拘束が認めら

れているが、この例外規定は極めて限定的に考えるべきであり、すべての場合について身

体拘束を廃止していく姿勢を堅持することが重要である。 

身
体
拘
束
廃
止
に
向
け
て
ま
ず
行
う
こ
と 

身
体
拘
束
を
行
わ
ず
ケ
ア
を
行
う
た
め
の
３
つ
の
原
則 

(1)身体拘束を誘発

する原因を探り

除去する 

≪身体拘束をやむを得ず行う理由≫ 

・ 一人歩きや興奮状態での周囲への迷惑行為 

・ 転倒のおそれのある不安定な歩行や、胃ろう・経鼻経管栄養・点滴等のチューブ類の

抜去などの危険な行動 

・ かきむしりや体をたたき続けるなどの自傷行為 

・ 姿勢が崩れ、体位保持が困難であること     など 

しかし、それらの状況には必ずその人なりの理由等の要因があり、職員のかかわり方や環

境に課題があることも少なくない。したがって、その人なりの理由等の要因を徹底的に探

り、除去あるいは改善する工夫が必要であり、 そうすれば身体拘束を行う必要もなくな

るのである 。 

(2)５つの基本的ケ

アを徹底する 

① 起きる ② 食べる ③ 排泄する ④ 清潔にする ⑤ 活動する（アクティビティー） 

これらの５つの基本的事項について、その人に合った十分なケアを徹底することであ

る。例えば、「③排せつする」ことについては、「自分で排せつできる」、「声かけ、見守り

があれば排せつできる」、「尿意、便意はあるが、部分的に介助が必要」、「ほとんど自分で

排せつできない」といった基本的な状態と、その他の状態のアセスメントを行いつつ、そ

れをもとに個人ごとの適切なケアを検討する。こうした基本的事項について、一人一人の

状態に合わせた適切なケアを行うことが重要である。また、これらのケアを行う場合に

は、一人一人を見守り、接し、触れ合う機会を増やし、伝えたくてもうまく伝えられない

気持ちやサインを受け止め、不安や不快、孤独を少しでも緩和していくことが求められ

る。また、生活リズムを整えることに加えて、健康状態を整えることも重要である。医療

専門職と連携しながらアセスメントを行い、本人に応じた最適なケアを行っていきたい。 

(3)身体拘束をきっ

かけに「よりよ

いケア」の実現

を 

・ 身体拘束廃止を実現していく取り組みは、介護保険施設等におけるケア全体の

向上や生活環境の改善のきっかけとなりうる。「身体拘束廃止」を最終ゴールと

せず、身体拘束を廃止していく過程で提起された様々な課題を真摯に受け止

め、よりよいケアの実現に取り組んでいくことが期待される。また、身体拘束

禁止規定の対象になっていない行為でも、例えば「言葉による拘束」など虐待

的な行為があってはならないことは言うまでもない。 

緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
の
対
応 

３
つ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要 

(1)切迫性 

・ 利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされている可能性が著しく

高いこと。 

※ 身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもな

お身体拘束が必要となる程度まで生命又は身体が危険にされている可能性が高いこと

を、確認する必要がある。 

(2)非代替性 

・ 身体拘束その他行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。 

・「非代替性」の判断を行う場合には、いかなるときでも、まずは身体拘束を行わずに介

護するすべての方法の可能性を検討し、本人等の生命または身体を保護するという観点

から、他に代替手法が存在しないことを、組織で確認する必要がある。例えば、点滴を

自分で抜いてしまう方に対して、点滴が視界に入らないように位置を工夫する、かゆみ

を減じるためにガーゼの種類を工夫する、 といった方法が考えられる。認知症の行動・
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心理症状がある場合も、そこには何らかの原因があるため、身体拘束を行わずに介護す

るすべての方法の可能性を検討することが重要である。 

・また、拘束の方法自体も、本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法により行われ

なければならない。 

・身体拘束を行わない方法について事前に研修等で検討したり、外部の有識者等からの助

言を得たりすることも有用である。代替方法を考えるスキルを事業所全体で高めあうこ

とが重要となる。 

・介護に関する専門的知識を有していないことが多い家族が介護を担うことが多い在宅に

おいては、専門職であれば可能な代替方法であっても家族には実施できない場合がある

ことに留意したうえで、家族でも可能な代替方法について提案または助言することが重

要となる。また、家族による介護の限界にも留意し、状況に応じて、介護サービスの追

加または変更について提案または助言することも必要である 。 

(3)一時性 

・ 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 

※ 「一時性」の判断を行う場合は、本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘

束時間を想定する必要がある。 

緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
に
求
め
ら
れ
る
手
続
き 

本人・家族、本人に

かかわる関係者・関

係機関全員での検討 

・「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかの判断は、担当の職員個人または数名で

は行わず、事業所全体としての判断が行われるように、あらかじめルールや手続きを定

めておく。 

・「緊急やむを得ない場合」の要件に該当しなくなった場合の解除についても組織として

取り決めをしておくことが重要である。 

・特に、事業所内の「身体的拘束等適正化検討委員会」といった組織において事前に手続

き等を定め、具体的な事例についても関係者が幅広く参加したカンファレンスで判断す

る体制を整える 。 

緊急やむを得ない場

合の三つの要件と照

らし合わせた慎重な

検討 

・介護現場において、「切迫性」「非代替性」「一時性」を満たすケースは極めて少ない。 

・身体拘束が例外的に許容されるのは、「緊急やむを得ない場合」に該当する客観的な状況

が存在する場合であって、本人の意思によるものではない。 

・それぞれの要件について、本人・家族、本人に関わっている関係者・関係機関全員におい

て、慎重に検討を行うことが求められる 。 

・検討にあたっては、職員や家族等、本人に関わる関係者の気持ちや安全面にも配慮するこ

とも重要である。 

本人や家族に対する

詳細な説明 

・本人や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期

間等をできる限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう努める。 

・その際には、施設長や医師、その他現場の責任者から説明を行う等、説明手続

きや説明者について事前に明文化しておく。 

・仮に、事前に身体拘束について施設としての考え方を本人や家族に説明し、理

解を得ている場合であっても、実際に身体拘束を行う時点で、必ず個別に説明

を行う。 

三つの要件の再検討

および該当しなくな

った場合の解除 

・緊急やむを得ず身体拘束を行う場合について、「緊急やむを得えない場合」に該

当するかどうかを常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合は直ちに

解除することが重要である。 

・身体拘束を実施している時間帯において、本人の様子を定期的・継続的に観察

する。 

・実際に身体拘束を一時的に解除して、本人の状態を観察し、身体拘束の継続が

本当に必要なのか、慎重に検討する。 

・一時的に身体拘束を解除して要件に該当しなくなった場合の解除の要件につい

て、事前に本人・家族、本人にかかわっている関係者・関係機関全員で、事前

に話し合っておくことが有用となる。 

記
録
の
義
務
付
け 

医師による診療録 

への記録 

・ 介護医療院条例により介護医療院においては、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合

には、「その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録しなければならない」とされ、介護医療院条例においてこの記録は「医師が診療

録に記載されなければならない」とされている。 

・ なお、記録が行われない場合は、身体拘束廃止未実施減算における減算要件に該当す

ることに留意が必要である。 
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記録の作成 

・まずはアセスメントを行った内容を記録したうえで、日々の心身の状態等の観察、拘束

の必要性や方法にかかわる再検討を行うごとに逐次その記録を加えるとともに、それに

ついて情報を開示し、職員間、施設全体、家族等関係者の間で直近の情報を共有する。 

・身体拘束に関する説明書・経過観察記録は、施設・事業所において保存する。 記録

は、行政担当部局の運営指導や監査が行われる際に提示できるようにしておく必要があ

る。また、身体的拘束等の適正化のための指針を整備することが求められているサービ

ス種別においては、指針も記録の一つである。 

・また、家族への説明の確認は、同意ではないことに留意する。家族の同意は、 身体拘

束を認める根拠にはならない 。 

転
倒
事
故
な
ど
法
的
責
任
の
考
え
方 

身
体
拘
束
廃
止
で
事
故
責
任
を
問
わ
れ
る
か 

ケアマネジメントと

事故防止 

・ 介護保険制度では、基本的には身体拘束によって事故防止を図るのではなくアセスメ

ントの実施から施設サービス計画の作成、サービス提供、評価まで一貫したマネジメン

トの手続きを導入し、この過程において事故発生の防止対策を尽くすことにより事故防

止を図ろうとする考え方である。 

事故発生防止のため

の対策を 

尽くしているか 

・ 仮に転倒事故等が発生した場合でも、「身体拘束」をしなかったことのみを理由として

法的責任を問うことは通常は想定されていない。むしろ、施設としてケアのマネジメン

ト過程において身体拘束以外の事故発生防止のための対策を尽くしたか否かが重要な判

断基準となると考えられる。 

身体拘束の取り扱い

そのもので 

損害賠償の責任が生

ずることがある 

・ 身体拘束は、他の事故防止の対策を尽くした上でなお必要な場合、前述した３

つの要件を満たすごく限定された場合にのみ許容され、緊急やむを得ないもの

として身体拘束をすべき義務が施設等に生ずることがあると解される。 

・ なお、身体拘束自体によって利用者に精神的苦痛を与えたり、身体機能を低下

させ、その結果転倒、転落等の事故等を招いた場合には「身体拘束をしたことを

理由に、損害賠償等の責任を問われることもある」ことに留意した上で、身体拘

束を行う場合は必要最小限度とする配慮も必要である。 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
過
程
で
の
注
意 

アセスメント 

・ 利用者それぞれのアセスメントの上で、転倒事故などの可能性や要因を探り、把握さ

れた場合には、利用者の尊厳保持を基本に、生活や行動の自由、自立の促進といった価

値と、身体の安全という価値のバランスをきめ細かくとるという観点が重要である。ま

た、必要に応じて再アセスメントを行い、新たな事故発生要因の発見に努めることも重

要である。 

施設の設備・構造面

のアセスメント 

・ 事故の可能性や要因をアセスメントする際には、利用者状況のみでなく、居室の床の

凸凹や照明の配置や明るさなどのアセスメントも不可欠である。 

一連の過程を 

利用者本人、家族に

十分説明 

・ マネジメントの目的や意義、重要性を家族に十分理解してもらうために、利用者本

人、家族に十分に説明を行い、アセスメントの実施から施設サービス計画等の作成まで

一連の過程に利用者や家族の参加を促すことが必要である。サービス提供に至るまでの

過程と根拠が不明確であるならば、利用者や家族は事故という結果をもってサービスを

評価せざるを得ないのである。 

サービス提供に係る

記録の整備 

・ アセスメントの実施から施設サービス計画等の作成まで一連の過程やそれに基づくサ

ービス提供の過程と根拠を常に確認できるように、記録として整備しておく必要があ

る。 

事故発生に係る事前

の対策を講じておく 

① どのような場合に、どのような事故が起きやすいのか。そのパターンの把握に努め、

事故防止を図る。 

② 緊急時の対応マニュアルを作成し、かつ、実際に対応できるように訓練しておく。 

③ 損害保険に加入し、その内容を十分に確認しておく。 

等の事前の対策を施設として講じておくことが最低限必要となる。 

 

 

① 事故発生（発見）直後は、救急搬送の要請等、利用者の生命・身体の安全を最優先に対応する。 

② 速やかに家族に連絡を取り、その時点で明らかになっている範囲で事故の状況を説明し、当面の対応を協議す

る。なお、事故の状況によっては事故現場等を保存する必要、さらに市町村等への連絡を行う必要な場合もあ

る。 



66 

事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応 

③ 事故に至る経緯、事故の態様、事故後の経過、事故の原因等を整理・分析する。その際には、アセスメントの

実施から施設サービス計画等の作成までの一連の過程やそれに基づくサービス提供に関する記録等に基づいて行

う必要がある。 

④ 利用者や家族に対し、③の結果に基づいて事故にいたる経緯その他の事情を説明する。 

⑤ 事故の原因に応じて、将来の事故防止対策を検討する。また、事故責任が当該施設にあると判明している場合

は、損害賠償を速やかに行う。 

※ 施設側の責任の有無に関わらず、各市町村の定める手順・書式により事故報告書の提出すること。 

 

＜参考４＞厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 
［厚告 29］短入療：第２号ハ 介護医療院：第７の２号(第2号ハ（１）及び（２）を準用)  

介護予防短入療：第９号ハ(第2号ハ（１）及び（２）を準用)  

施設の種類 内容 ［厚告 29より抜粋］ 

介護医療院サービス費を算定する施

設（Ⅰ型、Ⅱ型、特別介護医療院サ

ービス費） 

(1)  夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該介護医療院における指

定短期入所療養介護の利用者の数及び入所者の数の合計数が三十又はそ

の端数を増すごとに一以上であり、かつ、二以上であること。 

(2)  当該介護医療院における夜勤を行う看護職員の数が一以上であるこ

と。 

(3)  (1)及び(2)にかかわらず、次のいずれにも適合している介護医療院で

あって、常時、緊急時における併設される医療機関との連絡体制を整備

しているものにあっては、夜勤を行う看護職員又は介護職員を置かない

ことができる。 

①  当該介護医療院が、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に

関する基準第四条第七項に規定する併設型小規模介護医療院であるこ

と。 

②  当該併設型小規模介護医療院に併設される医療機関で夜勤を行う看

護職員又は介護職員の数が一以上であること。 

③  当該併設型小規模介護医療院の入所者、指定短期入所療養介護の利

用者及び併設医療機関の入院患者の数の合計が十九人以下であるこ

と。 

ユニット型介護医療院サービス費を

算定する施設（Ⅰ型、Ⅱ型、特別介

護医療院サービス費） 

２ユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、一以上であ

ること。 

夜間勤務等看護(Ⅰ)を算定する施設

（介護医療院、ユニット型介護医療

院、特別介護医療院サービス費） 

夜勤を行う看護職員の数が、当該介護医療院における指定短期入所療養

介護の利用者の数及び入所者の数の合計数が十五又はその端数を増すご

とに一以上であり、かつ、二以上であること。 

夜間勤務等看護(Ⅱ)を算定する施設

（介護医療院、ユニット型介護医療

院、特別介護医療院サービス費） 

夜勤を行う看護職員の数が、当該介護医療院における指定短期入所療養

介護の利用者の数及び入所者の数の合計数が二十又はその端数を増すご

とに一以上であり、かつ、二以上であること。 

夜間勤務等看護(Ⅲ)を算定する施設

（介護医療院、ユニット型介護医療

院、特別介護医療院サービス費） 

(1) 夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該介護医療院における指

定短期入所療養介護の利用者の数及び入所者の数の合計数が十五又はそ

の端数を増すごとに一以上であり、かつ、二以上であること。 

(2) 夜勤を行う看護職員の数が一以上であること。 

夜間勤務等看護(Ⅳ)を算定する施設

（介護医療院、ユニット型介護医療

院、特別介護医療院サービス費） 

夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該介護医療院における指定

短期入所療養介護の利用者の数及び入所者の数の合計数が二十又はその

端数を増すごとに一以上であり、かつ、二以上であること。 

≪保険医療機関と併設する介護医療院における夜勤職員の員数の算定について≫ 

[平成30年９月28日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡] 

１ 保険医療機関と併設する介護医療院における夜勤職員の員数の算定について 

保険医療機関とこれに併設する介護医療院における夜勤職員の員数は、それぞれの人員に関する要件を満たすこと

が原則である。 

しかしながら、保険医療機関が病床の一部を当該保険医療機関に併設する介護医療院に転換させ、かつ、転換後の

保険医療機関の病床数及び併設する介護医療院の入所定員（保険医療機関から転換した病床（以下「転換病床」とい

う。）を活用するものに限る。）の合計が転換前の保険医療機関の病床数以下である場合には、実態として、転換後の

施設（保険医療機関と介護医療院を併せた全体をいう。以下同じ。）全体の医療と介護の内容は、転換前の保険医療機

関の医療と介護の提供の内容を超えないと考えられる。 
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そのため、適切な医療と介護を提供する観点から、転換後の施設が全体で一体性を確保していると認められる場合

であって、次に掲げる要件のすべてを満たすときには、転換後の介護医療院における夜勤職員は必要数が確保されて

いるものとして取り扱うものとする。 

① 転換前の保険医療機関（病院に限る。以下同じ。）の療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律（平成18 年

法律第83 号）附則第130 条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26 条の規定によ

る改正前の介護保険法第８条第26 項に規定する療養病床等に係る病棟をいう。以下同じ。）において、「医療保険

と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」（平成18 年4 

月28 日老老発第0428001 号・保医発第0428001 号）の第２の２に定める夜間勤務の体制を採用していること。 

② 転換前に療養病棟を２病棟以下しか持たない保険医療機関であること。 

③ 転換後の介護医療院の入所定員は転換病床数以下であること。 

④ 転換後の当該療養病棟に介護保険適用の療養病床を有していないこと。 

⑤ 転換後の保険医療機関の療養病床数及び介護医療院の入所定員の合計が転換前の保険医療機関の療養病床数以下

であること。 

⑥ 転換後の保険医療機関における夜勤職員の員数と転換後の介護医療院における夜勤職員の員数の合計数が、転換

前の保険医療機関における夜勤職員の員数以上であること。 

⑦ 転換後の当該病棟の医療保険適用の療養病床の夜勤職員との連携が確保されており、介護医療院の入所者に対す

るサービスの提供に支障がないこと。 

２ 留意点 

上記の取扱いは、転換後の介護医療院において夜勤職員の人員数が最低数である２名を下回らないよう求められる場

合に生じる支障事例に対処するために整理しているものであることに留意されたい。 
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Ⅵ 介護医療院サービスに要する費用等 

H12.2.10 厚生省告示第19号 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

H12.2.10 厚生省告示第21号 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準 
H18.3.14 厚生労働省告示第127号 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

H12.2.10 厚生省告示第27号 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法 

H12.2.10 厚生省告示第29号 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

H12.2.10 厚生省告示第30号 厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数 
H12.2.10 厚生省告示第31号 厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る施設基準等 

H27.3.23 厚生労働省告示第94号 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等 
H27.3.23 厚生労働省告示第95号 厚生労働大臣が定める基準 

H27.3.23 厚生労働省告示第96号 厚生労働大臣が定める施設基準 

H12.3.8  老企第40号 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係
る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい
て 

H30.4.25  老老発0425第2号 特別診療費の算定に関する留意事項について 
等からの抜粋 

１ 介護医療院サービス費 

（１）療養室の種類と算定する介護医療院サービス費 
◯厚告第96号 68の２ 介護医療院サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準 

療養室の種類 算定するサービス費 

イ 

【従来型個室】 

ユニットに属さない療養室 

（定員が１人のものに限る。） 

Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）のⅠ型介護医療院

サービス費（ⅰ） 

Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）のⅡ型介護医療院

サービス費（ⅰ） 

Ⅰ型特別介護医療院サービス費のⅠ型特別介護医療院サービス費

（ⅰ） 

Ⅱ型特別介護医療院サービス費のⅡ型特別介護医療院サービス費

（ⅰ） 

ロ 

【多床室】 

ユニットに属さない療養室 

（定員が２人以上のものに限る。） 

Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）のⅠ型介護医療院

サービス費（ⅱ） 

Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）のⅡ型介護医療院

サービス費（ⅱ） 

Ⅰ型特別介護医療院サービス費のⅠ型特別介護医療院サービス費

（ⅱ） 

Ⅱ型特別介護医療院サービス費のⅡ型介護医療院サービス費

（ⅱ） 

ハ 

【ユニット型個室】 

ユニットに属する療養室（介護医療院基準第45条

第２項第１号イ(3)(ⅰ)を満たすものに限る。） 

※介護医療院基準第45条第２項第１号イ(3)(ⅰ) 

療養室の床面積1.65㎡以上（入居者への介護医療

院サービスの提供上必要と認められる場合の２人定

員は21.3㎡以上） 

ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ) 、（Ⅱ）のユニット型

Ⅰ型介護医療院サービス費 

ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型介護医療

院サービス費（ⅰ） 

ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費ユニット型Ⅰ型特別介

護医療院サービス費（ⅰ） 

ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費ユニット型Ⅱ型特別介

護医療院サービス費（ⅰ） 

二 

【経過的ユニット型個室的多床室】 

ユニットに属する療養室（介護医療院基準第45条

第２項第１号イ(3)(ⅱ)を満たすものに限り、同号

イ(3)(ⅰ)を満たすものを除く。） 

※介護医療院基準第45条第２項第１号イ(3)(ⅱ) 

 ユニットに属さない療養室を改修したものについ

ては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした

上で、療養室を隔てる壁について、天井との間に一

定の隙間が生じていても差し支えない。 

ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)、（Ⅱ）の経過的ユニ

ット型Ⅰ型介護医療院サービス費 

ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費の経過的ユニット型Ⅱ型介

護医療院サービス費 

ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費の経過的ユニット型Ⅰ

型特別介護医療院サービス費 

ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費の経過的ユニット型Ⅱ

型特別介護医療院サービス費 
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＜従来型個室のサービス費を算定しない取扱いについて＞ 
  次に該当する場合は、従来型個室に入所していても、個室のサービス費を算定しません。 

◆従来型個室に入所していた者の取扱いについて［留意通知：老企40号第２ ８(25)（５(26)を準用）］ 

   (注22)に規定する措置については、介護医療院サービスを受ける者であって、平成17年９月30日以前に従来型個

室に入所し、平成17年10月１日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続して当該従来型個室へ入所して

おり、併せて、当該期間中に、特別な居室の提供を受けたことに伴う特別な室料を払っていないものが対象とな

ること。ただし、当該者が、当該従来型個室を一旦退所した後、再度、当該従来型個室に入所して介護医療院サ

ービスを受ける場合にあっては、(注22)に規定する措置の対象とはならないこと。 

多床室のサービス費を算定する場合[告示第 21号 別表４ 注 13] 

次のいずれかに該当する者に対して、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)・（Ⅱ)・(Ⅲ)、Ⅱ型介護医療院サービス

費(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)、Ⅰ型特別介護医療院サービス費又はⅡ型特別介護医療院サービス費を支給する場合はそれ

ぞれ、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)・（Ⅱ）・(Ⅲ)のⅠ型介護医療院サービス費（ⅱ）、Ⅱ型介護医療院サービス

費(Ⅰ)・（Ⅱ)・（Ⅲ）のⅡ型介護医療院サービス費（ⅱ）、Ⅰ型特別介護医療院サービス費のⅠ型特別介護医療院

サービス費（ⅱ）又はⅡ型特別介護医療院サービス費のⅡ型介護医療院サービス費（ⅱ）を算定する。 

イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって、従来型個室への入所期

間が30日以内であるもの 

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する(※３）従来型個室に入所する者 

 ⇒転換前の介護療養型医療施設の時から引き続き6.4㎡/人以下の従来型個室に入院 

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従

来型個室への入所が必要であると医師が判断した者 

（２）介護医療院サービス費の算定基準等 
 [厚告21 別表４ 注1] 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に

関する基準を満たすものとして県知事に届け出た介護医療院における当該届出に係る療養棟において、介護医療

院サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従

い、入所者の要介護状態区分に応じて、所定単位数を算定する。 

 人員基準 入所者要件その他の基準 

Ⅰ型介護医療院サービス費 

ユニット型Ⅰ型介護医療院

サービス費 

※ユニット型は 

（Ⅰ）（Ⅱ）のみ 

 

(Ⅰ) 

看護６：１ 

看護職員の必要最低数の

２割は看護師 

介護４：１ 

〇次のいずれにも該当 

・重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する

認知症高齢者の割合が50%以上 

・喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施され

た者の割合が50％以上 

・ターミナルケアの実施 入所者の10％以上 

・入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所

者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の

上対応していること 

・生活機能を維持改善するリハビリテーション実施 

・地域貢献活動の実施 

(Ⅱ) 

看護６：１ 

看護職員の必要最低数の

２割は看護師 

介護４：１ 

〇次のいずれにも該当 

・重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する

認知症高齢者の割合が50%以上 

・喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施され

た者の割合が30％以上 

・ターミナルケアの実施 入所者の５％以上 

・入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所

者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の

上対応していること 

・生活機能を維持改善するリハビリテーション実施 

・地域貢献活動の実施 

(Ⅲ) 

看護６：１ 

看護職員の必要最低数の

２割は看護師 

介護５：１ 

Ⅱ型介護医療院サービス費 

ユニット型Ⅱ型介護医療院

サービス費 

※ユニット型は 

（Ⅰ）の基準に該当 

(Ⅰ) 
看護６：１ 

介護４：１ 

〇次のいずれかに該当 

・著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患

がみられ専門医療を必要とする認知症高齢者の割合

が20％以上 
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(Ⅱ) 
看護６：１ 

介護５：１ 

・著しい精神症状、周辺症状もしくは重篤な身体疾患

又は日常生活に支障を来すような症状、行動若しく

は意思疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必

要とする認知症高齢者の占める割合が25％以上 

・喀痰吸引、経管栄養が実施された者の割合が15％以  

上 

〇ターミナルケアを行う体制であること。その際、入

所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者

本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の

上、同意を得てターミナルケア計画を作成し、他の

関係者が共同して、入所者等の状態又は家族等の求

めに応じ時事説明を行う体制であること 

(Ⅲ) 
看護６：１ 

介護６：１ 

Ⅰ型特別介護医療院サービス費 

ユニット型Ⅰ型特別介護医療院 

サービス費 

看護６：１ 

介護５：１ 

(ユニット型４：１) 

看護職員の必要最低数の

２割は看護師 

 

Ⅱ型特別介護医療院サービス費 

ユニット型Ⅱ型特別介護医療院 

サービス費 

看護６：１ 

介護６：１ 

ユニット型６：1 

 

〇併設型小規模介護医療院が算定可能な区分は次のとおり。 

どの区分も介護職員配置基準は６：１になる。看護師２割の要件もなし。 

Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ）（Ⅱ） 

Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅰ）、ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費 

Ⅰ型特別介護医療院サービス費、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費 

Ⅱ型特別介護医療院サービス費、ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費 
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① Ⅰ型介護サービス費 

ア Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ） 
Ⅰ型介護医療院サービス費（ⅰ）【従来型個室】 Ⅰ型介護医療院サービス費（ⅱ）【多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

７２１単位（日額） 

８３２単位（日額） 

１０７０単位（日額） 

１１７２単位（日額） 

１２６３単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８３３単位（日額） 

９４３単位（日額） 

１１８２単位（日額） 

１２８３単位（日額） 

１３７５単位（日額） 

基
準 

 [厚告96 68イ］ 

(１) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

(一) 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいず

れにも適合していること。 

ａ Ⅰ型療養床を有する介護医療院であること。 

ｂ 当該介護医療院サービスを行うⅠ型療養棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数

が六又はその端数を増すごとに一以上であること。 

ｃ Ⅰ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が四又はその端数を増すごとに

一以上であること。 

ｄ ｂにより算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。 

ｅ 通所介護費等の算定方法第十五号に規定する基準に該当しないこと。 

ｆ 入所者等に対し、生活機能を維持改善するリハビリテーションを実施していること。 

ｇ 地域に貢献する活動を行っていること。 

ｈ 次のいずれにも適合していること。 

① 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、重篤な身体疾病を有する者及び身体合併症を有する

認知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。（重度者の割合） 

② 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された

者の占める割合が百分の五十以上であること。（医療措置の実施状況） 

ｉ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以

上であること。（ターミナルケアの実施状況） 

① 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

② 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。 

③ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入

所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。 

ｊ 施設サービスの計画の作成や提供に当たり、入所者の意思を尊重した医療及びケアが実施できるよう、入所者

本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。 

(二) 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合してい

ること。 

ａ (一)ａ、ｂ、ｆ及びｇに該当するものであること。 

ｂ Ⅰ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに

一以上であること。 

ｃ 通所介護費等の算定方法第十五号に規定する基準に該当しないこと。 

ｄ 次のいずれにも適合していること。 

① 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、重篤な身体疾病を有する者及び身体合併症を有する

認知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。（重度者の割合） 

② 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された

者の占める割合が百分の五十以上であること。(医療措置の実施状況) 

ｅ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以

上であること。（ターミナルケアの実施状況） 

① 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

② 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。 

③ 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所

者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。 

f 施設サービスの計画の作成や提供に当たり、入所者の意思を尊重した医療及びケアが実施できるよう、入所者本

人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。 
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イ Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅱ） 

Ⅰ型介護医療院サービス費（ⅰ）【従来型個室】 Ⅰ型介護医療院サービス費（ⅱ）【多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

７１１単位（日額） 

  ８２０単位（日額） 

１０５５単位（日額） 

１１５５単位（日額） 

１２４５単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８２１単位（日額） 

９３０単位（日額） 

１１６５単位（日額） 

１２６４単位（日額） 

１３５５単位（日額） 

基
準 

[厚告96 68イ］  

(２) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)の介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

(一) 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいず

れにも適合していること。 

ａ (１)(一)ａからｇまでに該当するものであること。（※①ア Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)参照） 

ｂ 次のいずれにも適合していること。 

① 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、重篤な身体疾病を有する者及び身体合併症を有する認

知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。（重度者の割合） 

② 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された

者の占める割合が百分の三十以上であること。（医療措置の実施状況） 

ｃ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以上

であること。（ターミナルケアの実施状況） 

① 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

② 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。 

③ 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所

者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。 

ｄ 施設サービスの計画の作成や提供に当たり、入所者の意思を尊重した医療及びケアが実施できるよう、入所者

本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。 

(二) 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合してい

ること。 

ａ (１)(二)ａからｃまでに該当するものであること。（※①ア Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)参照） 

ｂ 次のいずれにも適合していること。 

① 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、重篤な身体疾病を有する者及び身体合併症を有する認

知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。（重度者の割合） 

② 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された

者の占める割合が百分の三十以上であること。（医療措置の実施状況） 

ｃ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以

上であること。（ターミナルケアの実施状況） 

① 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

② 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。 

③ 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入所者等

又はその家 族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。 

ｄ 施設サービスの計画の作成や提供に当たり、入所者の意思を尊重した医療及びケアが実施できるよう、入所者本

人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。 

ウ Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅲ） 

Ⅰ型介護医療院サービス費（ⅰ）【従来型個室】 Ⅰ型介護医療院サービス費（ⅱ）【多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

６９４単位（日額） 

  ８０４単位（日額） 

１０３９単位（日額） 

１１３８単位（日額） 

１２２８単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８０５単位（日額） 

９１４単位（日額） 

１１４８単位（日額） 

１２４８単位（日額） 

１３３８単位（日額） 

基

準 

[厚告96 68イ］  

(３) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準(併設型小規模介護医療院以外の介護医

療院が行う介護医療院サービスに限る。) 

(一)(１)(一)ａ、ｂ及びｄからｇまで並びに(２)(一)ｂからｄまでに該当するものであること。 

（※①ア Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)、①イ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)参照） 

(二) Ⅰ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一

以上であること。 
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② Ⅱ型介護医療院サービス費 

ア Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅰ） 
Ⅱ型介護医療院サービス費（ⅰ）【従来型個室】 Ⅱ型介護医療院サービス費（ⅱ）【多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

６７５単位（日額） 

  ７７１単位（日額） 

９８１単位（日額） 

１０６９単位（日額） 

１１４９単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

７８６単位（日額） 

８８３単位（日額） 

１０９２単位（日額） 

１１８１単位（日額） 

１２６１単位（日額） 

基

準 

[厚告96 68ロ］  

(１) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

(一) 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいず

れにも適合していること。 

ａ Ⅱ型療養床を有する介護医療院であること。 

ｂ 当該介護医療院サービスを行うⅡ型療養棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数

が六又はその端数を増すごとに一以上であること。 

ｃ Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が四又はその端数を増すごとに

一以上であること。 

ｄ 通所介護費等の算定方法第十五号に規定する基準に該当しないこと。 

ｅ 次のいずれかに適合していること。 

① 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患

が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百分の二十以上であること。(重度者の割合) 

② 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰吸引又は経管栄養が実施された者の占める割合

が百分の十五以上であること。（医療措置の実施状況） 

③ 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患

又は日常生活に支障を来たすような症状、行動若しくは意思疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要と

する認知症高齢者の占める割合が百分の二十五以上であること。(重度者の割合) 

f  医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に対し、他の関係者と連

携の上、入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画を作成し、医師、看

護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はそ

の家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアを行う体制であること。 

ｇ 施設サービスの計画の作成や提供に当たり、入所者の意思を尊重した医療及びケアが実施できるよう、入所者

本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。 

(二）併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの施設基準 

ａ (一)ａ、ｂ、ｆ及びｇに該当するものであること。 

ｂ Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに

一以上であること。 

ｃ 通所介護費等の算定方法第十五号に規定する基準に該当しないこと。 

ｄ 次のいずれかに適合していること。 

① 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患

が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合に、十九を当該併設型小規模介護医療院におけるⅡ

型療養床の数で除した数との積が百分の二十以上であること。 

② 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰吸引又は経管栄養が実施された者の占める割合

に、十九を当該併設型小規模介護医療院におけるⅡ型療養床の数で除した数との積が百分の十五以上であるこ

と。 

③ 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患

又は日常生活に支障を来たすような症状、行動若しくは意思疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要と

する認知症高齢者の占める割合に、十九を当該併設型小規模介護医療院におけるⅡ型療養床の数で除した数と

の積が百分の二十五以上であること。 

[厚告21 別表４ 注９]※令和７年８月１日から 

 Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅰ）のⅡ型介護医療院サービス費（ⅱ）、Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅱ）のⅡ型介護医

療院サービス費（ⅱ）、Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅲ）のⅡ型介護医療院サービス費（ⅱ）及びⅡ型特別介護医療院サ

ービス費のⅡ型特別介護医療院サービス費（ⅱ）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護医療院に

ついては、室料相当額控除として、１日につき26単位を所定単位数から控除する。 

[老企40 第２の８（16）] 

 令和７年８月以降、当該介護医療院の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が８以上である場合、多床室の

利用者に係るⅡ型介護医療院サービス費及びⅡ型特別介護医療院サービス費について、室料相当額を控除することとす

る。なお、療養室に係る床面積の合計については、内法による測定とすること。 
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イ Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅱ） 

Ⅱ型介護医療院サービス費（ⅰ）【従来型個室】 Ⅱ型介護医療院サービス費（ⅱ）【多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

６５９単位（日額） 

  ７５５単位（日額） 

９６３単位（日額） 

１０５３単位（日額） 

１１３３単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

７７０単位（日額） 

８６７単位（日額） 

１０７５単位（日額） 

１１６５単位（日額） 

１２４５単位（日額） 

基

準 

[厚告96 68ロ］ 

(２) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)の介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準（併設型小規

模介護医療院以外の介護医療院サービスに限る。） 

(一) (１)(一)ａ、ｂ及びｄからｇまでに該当するものであること。（※②ア Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)参照） 

（二）Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が５又はその端数を増すごとに一

以上であること。 

[厚告21 別表４ 注９]※令和７年８月１日から 

 Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅰ）のⅡ型介護医療院サービス費（ⅱ）、Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅱ）のⅡ型介護医

療院サービス費（ⅱ）、Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅲ）のⅡ型介護医療院サービス費（ⅱ）及びⅡ型特別介護医療院サ

ービス費のⅡ型特別介護医療院サービス費（ⅱ）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護医療院に

ついては、室料相当額控除として、１日につき26単位を所定単位数から控除する。 

[老企40 第２の８（16）] 

令和７年８月以降、当該介護医療院の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が８以上である場合、多床室の

利用者に係るⅡ型介護医療院サービス費及びⅡ型特別介護医療院サービス費について、室料相当額を控除することとす

る。なお、療養室に係る床面積の合計については、内法による測定とすること。 

ウ Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅲ） 

Ⅱ型介護医療院サービス費（ⅰ）【従来型個室】 Ⅱ型介護医療院サービス費（ⅱ）【多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

６４８単位（日額） 

  ７４３単位（日額） 

９５２単位（日額） 

１０４２単位（日額） 

１１２１単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

７５９単位（日額） 

８５５単位（日額） 

１０６４単位（日額） 

１１５４単位（日額） 

１２３４単位（日額） 

基

準 

[厚告96 68ロ］  

(３) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準(併設型小規模介護医療院以外の介護

医療院が行う介護医療院サービスに限る。) 

(一) (１)(一)ａ、ｂ及びｄからｇまでに該当するものであること。（※②ア Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)参照） 

(二) Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が６又はその端数を増すごとに一以

上であること。 

[厚告21 別表４ 注９]※令和７年８月１日から 

 Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅰ）のⅡ型介護医療院サービス費（ⅱ）、Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅱ）のⅡ型介護医

療院サービス費（ⅱ）、Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅲ）のⅡ型介護医療院サービス費（ⅱ）及びⅡ型特別介護医療院サ

ービス費のⅡ型特別介護医療院サービス費（ⅱ）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護医療院に

ついては、室料相当額控除として、１日につき26単位を所定単位数から控除する。 

[老企40 第２の８（16）] 

令和７年８月以降、当該介護医療院の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が８以上である場合、多床室の

利用者に係るⅡ型介護医療院サービス費及びⅡ型特別介護医療院サービス費について、室料相当額を控除することとす

る。なお、療養室に係る床面積の合計については、内法による測定とすること。 

③ 特別介護医療院サービス費 

ア Ⅰ型特別介護医療院サービス費 
Ⅰ型特別介護医療院サービス費（ⅰ）【従来型個室】 Ⅰ型特別介護医療院サービス費（ⅱ）【多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

６６１単位（日額） 

  ７６３単位（日額） 

９８８単位（日額） 

１０８１単位（日額） 

１１６８単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

７６４単位（日額） 

８６９単位（日額） 

１０９１単位（日額） 

１１８６単位（日額） 

１２７１単位（日額） 

基

準 

[厚告96 68ハ］  

(１) Ⅰ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

(一) 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいず

れにも適合していること。 

ａ イ(１)(一)ａ、ｂ、ｄ、ｅ及びｊ並びにイ(３)(二)に該当するものであること。 

（※①ア Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)、①ウ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)参照） 

ｂ イ(１)から(３)までのいずれにも該当しないものであること。（他のⅠ型のいずれにも該当しないもの。） 
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(二) 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合してい

ること。 

ａ イ(１)(一)ａ、ｂ、ｅ及びｊ並びにイ（１)(二)ｂに該当するものであること。 

（※①ア Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)参照） 

ｂ イ(１)から(３)までのいずれにも該当しないものであること。（他のⅠ型のいずれにも該当しないもの。） 

イ Ⅱ型特別介護医療院サービス費 

Ⅱ型特別介護医療院サービス費（ⅰ）【従来型個室】 Ⅱ型特別介護医療院サービス費（ⅱ）【多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

６１４単位（日額） 

  ７０７単位（日額） 

９０５単位（日額） 

９９１単位（日額） 

１０６６単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

７２１単位（日額） 

８１４単位（日額） 

１０１２単位（日額） 

１０９６単位（日額） 

１１７２単位（日額） 

基

準 

[厚告96 68ハ］  

(２) Ⅱ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

(一) 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいず

れにも適合していること。 

ａ  ロ(１)(一)ａ、ｂ、ｄ及びｇ並びにロ(１)(二)ｂに該当するものであること。 

（※②ア Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)参照） 

ｂ  ロ(１)から(３)までのいずれにも該当しないものであること。（他のⅡ型のいずれにも該当しないもの。） 

(二) 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合してい

ること。 

ａ ロ(１)(一)ａ、ｂ及びｇ並びにロ(１)(二)ｂ及びｃに該当するものであること。 

（※②ア Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)参照） 

ｂ ロ(１)から(３)までのいずれにも該当しないものであること。（他のⅡ型のいずれにも該当しないもの。） 

[厚告21 別表４ 注９]※令和７年８月１日から 

 Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅰ）のⅡ型介護医療院サービス費（ⅱ）、Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅱ）のⅡ型介護医

療院サービス費（ⅱ）、Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅲ）のⅡ型介護医療院サービス費（ⅱ）及びⅡ型特別介護医療院サ

ービス費のⅡ型特別介護医療院サービス費（ⅱ）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護医療院に

ついては、室料相当額控除として、１日につき26単位を所定単位数から控除する。 

[老企40 第２の８（16）] 

令和７年８月以降、当該介護医療院の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が８以上である場合、多床室の

利用者に係るⅡ型介護医療院サービス費及びⅡ型特別介護医療院サービス費について、室料相当額を控除することとす

る。なお、療養室に係る床面積の合計については、内法による測定とすること。 

④ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費 

ア ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ） 

ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費 

【ユニット型個室】 

経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費 

【ユニット型個室的多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８５０単位（日額） 

  ９６０単位（日額） 

１１９９単位（日額） 

１３００単位（日額） 

１３９２単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８５０単位（日額） 

９６０単位（日額） 

１１９９単位（日額） 

１３００単位（日額） 

１３９２単位（日額） 

基

準 

[厚告96 68二］  

(１) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

(一) 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、

次に掲げる規定のいずれにも適合していること。 

ａ イ(１)(一)ａからｄまで及びｆからｊまでに該当するものであること。 

（※①ア Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)参照） 

ｂ 通所介護費等の算定方法第十五号に規定する基準に該当しないこと。 

(二) 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれに

も適合していること。 

ａ イ(１)(二)ａ、ｂ、ｄ、ｅ及びｆに該当するものであること。 

（※①ア Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)参照） 

ｂ 通所介護費等の算定方法第十五号に規定する基準に該当しないこと。 
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イ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅱ） 

ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費 

【ユニット型個室】 

経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費 

【ユニット型個室的多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８４０単位（日額） 

  ９４８単位（日額） 

１１８４単位（日額） 

１２８３単位（日額） 

１３７４単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８４０単位（日額） 

９４８単位（日額） 

１１８４単位（日額） 

１２８３単位（日額） 

１３７４単位（日額） 

基

準 

[厚告96 68二］  

(２) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

(一) 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、

次に掲げる規定のいずれにも適合していること。 

ａ  イ(１)(一)ａからｄまで、ｆ及びｇ並びにイ(２)(一)ｂからｄまでに該当するものであること。 

（※①ア Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ）、①イ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)参照） 

ｂ 通所介護費等の算定方法第十五号に規定する基準に該当しないこと。 

(二) 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、イ(２)(二)ａからｄまでに

該当するものであること。（※①イ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)参照） 

⑤ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費 

ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費 

【ユニット型個室】 

経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費 

【ユニット型個室的多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８４９単位（日額） 

  ９５１単位（日額） 

１１７３単位（日額） 

１２６７単位（日額） 

１３５３単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８４９単位（日額） 

９５１単位（日額） 

１１７３単位（日額） 

１２６７単位（日額） 

１３５３単位（日額） 

基

準 

[厚告96  68ホ］ 

(１) 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次

に掲げる規定のいずれにも適合していること。 

(一) ロ(１)(一)ａからｃまで、ｅからｇまでに該当していること。（※②ア Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)参照） 

(二) 通所介護費等の算定方法第十五号に規定する基準に該当しないこと。 

(２) 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適

合していること。 

(一) ロ(１)(二)ａ、ｂ及びｄに該当するものであること。（※②ア Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)参照） 

(二) 通所介護費等の算定方法第十五号に規定する基準に該当しないこと。 

⑥ ユニット型特別介護医療院サービス費 

ア ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費 
ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費 

【ユニット型個室】 

経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費 

【ユニット型個室的多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

７９８単位（日額） 

  ９０１単位（日額） 

１１２６単位（日額） 

１２２０単位（日額） 

１３０４単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

７９８単位（日額） 

９０１単位（日額） 

１１２６単位（日額） 

１２２０単位（日額） 

１３０４単位（日額） 

基

準 

[厚告96 68へ］  

(１) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

(一) 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、

次に掲げる規定のいずれにも適合していること。 

ａ イ(１)(一)ａからｅまで及びｊに該当するものであること。（※①ア Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)参照） 

ｂ ニに該当しないものであること。（ユニット型Ⅰ型に該当しないもの。） 

(二) 併設型小規模ユニット型介護医療院が行うユニット型介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定の

いずれにも適合していること。 

ａ イ(１)(一)ａ、ｂ、ｅ及びｊ並びにイ(１)(二)ｂに該当するものであること。 

（※①ア Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)参照） 

ｂ ニに該当しないものであること。（ユニット型Ⅰ型に該当しないもの。） 
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イ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費 

ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費 

【ユニット型個室】 

経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費 

【ユニット型個室的多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８０８単位（日額） 

  ９０４単位（日額） 

１１１４単位（日額） 

１２０５単位（日額） 

１２８４単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８０８単位（日額） 

９０４単位（日額） 

１１１４単位（日額） 

１２０５単位（日額） 

１２８４単位（日額） 

基

準 

[厚告96 68へ］  

(２) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

(一) 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、

次に掲げる規定のいずれにも適合していること。 

ａ ロ(１)(一)ａ、ｂ及びｄ並びにロ(１)(二)ｂに該当するものであること。 

（※②ア Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)参照） 

ｂ ホに該当しないものであること。（ユニット型Ⅱ型に該当しないもの。） 

(二）併設型小規模ユニット型介護医療院が行うユニット型介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定の

いずれにも適合していること。 

ａ ロ(１)(一)ａ及びｂ並びにロ(１)(二)ｂ及びｃに該当するものであること。 

（※②ア Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)参照） 

ｂ  ホに該当しないものであること。（ユニット型Ⅱ型に該当しないもの。） 
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留

意

事

項 

[老企40 第２ １通則］ 

(１) 算定上における端数処理について(訪問通所サービス通知第２ １(１)準用) 

① 単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、

小数点以下の端数処理(四捨五入)を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算になる 

② 金額換算の際の端数処理 

   算定された単位数から金額に換算する際に生ずる1円未満(小数点以下)の端数については、「切り捨て」とする。 

   なお、サービスコードについては、介護職員処遇改善加算を除く加算等を加えた一体型の合成コードとして作成し

ており、その合計単位数は、既に端数処理をした単位数（整数値）である。 

(２) 入所等の日数の考え方 

① 短期入所、入所の日数については、原則として、入所した日及び退所等した日の両方を含むものとする。 

② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設

（以下「介護保険施設等」という。）の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互

に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が１の介護保険施設等から退所等をしたその日

に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、

例えば、短期入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場合は、入所に切り替えた

日については短期入所生活介護費は算定しない。 

③ なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床

であって医療保険の診療報酬が適用されるもの（以下「医療保険適用病床」という。）又は当該介護保険施設等と隣

接若しくは近接する敷地における病院若しくは診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相

互の職員の兼務や施設の共用等が行われているもの（以下③において「同一敷地内等の医療保険適用病床」とい

う。）に入院する場合（同一医療機関内の転棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては退所等の日は算定さ

れず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合（同一医療機

関内の転棟を含む。）は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。 

④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員の基準並びに通所介護等の算定方法（平成12年厚生省告

示第27号。以下「通所介護費等の算定方法」という。）の適用に関する平均利用者数の算定においては、入所等した

日を含み、退所等した日は含まないものとする。 

(３) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について ⇒「定員超過利用による減算」の欄に記載 

(４) 常勤換算方法による職員数の算定方法について 

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除すことによって

算定するものとし、小数点第2位以下を切捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数

が一時的に１割の範囲内で減少した場合は１月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったも

のとみなすこととする。 ⇒「11 用語の定義（１）常勤換算方法、（３）常勤」参照（P.６） 

(５) 人員欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について ⇒「人員基準欠如による減算」の欄に記載 

(６) 夜勤体制による減算について ⇒「夜間勤務体制減算」の欄に記載 

(７) 新設、増設又は減床の場合の利用者数等について 

人員基準欠如および夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、 

イ 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において１年未満の実績しかない場合（前年度の実績が全くない場

合を含む）の利用者数等は、新設又は増床の時点から６月未満の間は便宜上、ベッド数の90%を利用者数等とし、

新設又は増床の時点から６月以上１年未満の間は、直近６月における全利用者等の延数を６月間の日数で除して

得た数とし、新設又は増床の時点から１年以上経過している場合は、直近１年における全利用者等の延数を１年

間の日数で除して得た数とする。 

ロ 減床の場合には、減床後の実績が３月以上あるときは、減床後の延利用者数を延日数で除して得た数とする。 

ただし、病院又は診療所の医師の人員基準欠如の運用における利用者数等については、医療法の取扱いの例による

ものであり、医事担当部局と十分連携を図るものとする。また、短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護につ

いては、イ又はロにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用者数を推定するものとする。 

(８) 短期入所的なサービス利用について ⇒短期入所療養介護の該当ページに記載 

(９) 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について 

① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成５年10月26日老健第1 

35号厚生省老人保健福祉局長通知)に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」以下「日常生活自立度」とい

う。）を用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書（以下この号において

「判定結果」という。）を用いるものとする。 

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載する

ものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」（平成21年９月30日老発0930第５号厚生労

働省老健局長通知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」

中「３心身の状態に関する意見(1)日常生活の自立度等について・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいう

ものとする。なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。 

③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含む。）にあっては、

「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「２(4)認定調査員」に規定する「認定

調査票」の「認定調査票（基本調査）」７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。 

(10) 文書の取扱いについて ⇒[老企36 第２(９)参照] 

[老企40 第２ ８介護医療院サービス] 

(１) 介護医療院サービス費の対象となるサービスの範囲については、医療保険の診療報酬点数表における入院基本料

（入院診療計画、院内感染対策、褥瘡対策に係る費用分を除く。）、夜間勤務等看護加算及び療養病棟療養環境加算に

相当するもの並びにおむつ代を含むものであること。 
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(２) 所定単位数の算定単位について 

介護医療院においては、療養棟ごとに看護・介護サービスを提供することとしているが、所定単位数の算定に当た

っては、各療養床の種類ごとの介護医療院サービス費のうち、看護職員等の配置等によって各１種類を選定し届け出

ることとする。Ⅰ型療養床とⅡ型療養床の両方を有する場合は、それぞれの療養床ごとに１種類を選定して届け出る

こと。 

(３) 「療養棟」について 

① 療養棟の概念は、「病棟」の概念に準じて、介護医療院において看護・介護体制の１単位として取り扱うものであ

ること。なお、高層建築等の場合であって、複数階（原則として２つの階）を１療養棟として認めることは差し支

えないが、３つ以上の階を１療養棟とすることは、④の要件を満たしている場合に限り、特例として認められるも

のであること。  

② １療養棟当たりの療養床数については、効率的な看護・介護管理、夜間における適正な看護・介護の確保、当該療

養棟に係る建物等の構造の観点から、総合的に判断した上で決定されるものであり、原則として60床以下を標準と

する。  

③ ②の療養床数の標準を上回っている場合については、２以上の療養棟に分割した場合には、片方について１療養

棟として成り立たない、建物構造上の事情で標準を満たすことが困難である、近く建物の改築がなされることが確

実である等、やむを得ない理由がある場合に限り、認められるものであること。  

④ 複数階で１療養棟を構成する場合についても前記②及び③と同様であるが、いわゆるサブサービス・ステーショ

ンの設置や看護・介護職員の配置を工夫すること。 

(４) 看護職員又は介護職員の数の算定について  

① 看護職員の数は、療養棟において実際に入所者の看護に当たっている看護職員の数である。併設医療機関又は事

業所の職務に従事する場合は、当該介護医療院において勤務する時間が勤務計画表によって管理されていなければ

ならず、介護医療院の職員の常勤換算方法における勤務延時間に、併設医療機関又は事業所の職務に従事する時間

は含まれないものであること。  

② 介護職員の数は、療養棟において実際に入所者の介護に当たっている介護職員の数である。併設医療機関又は事

業所の職務に従事する場合は、当該介護医療院において勤務する時間が勤務計画表によって管理されていなければ

ならず、介護医療院の職員の常勤換算方法における勤務延時間に、併設医療機関又は事業所の職務に従事する時間

は含まれないものであること。  

(５) 夜勤体制による減算及び加算の特例について ⇒夜勤勤務体制減算、夜間勤務等看護に記載 

(６) 人員基準欠如による所定単位数の減算について ⇒人員基準欠如による減算に記載 

(７) 所定単位数を算定するための施設基準について  

介護医療院サービス費の所定単位数を算定するためには、看護職員及び介護職員の員数が所定の員数以上配置され

ることのほか、医師、薬剤師、及び介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要であることに加

えて、次に掲げる基準を満たす必要があること。 

① 介護医療院サービス費（施設基準第68号イからヘまで）  

イ Ⅰ型介護医療院、ユニット型Ⅰ型介護医療院においては、看護職員の最少必要数の２割以上が看護師であること。  

ロ 療養室が、次の基準を満たすこと。  

ａ ユニット型でない場合  

(a) １の療養室の療養床数が４床以下であること。  

(b) 入所者１人当たりの療養床の平均床面積が8.0平方メートル以上であること。  

(c) 隣接する廊下の幅が、内法による測定で1.8メートル（両側に居室がある廊下については、2.7メートル）以

上であること。  

ｂ ユニット型の場合  

(a) １の療養室の定員は、１人とすること。ただし、入所者への介護医療院サービスの提供上必要と認められる

場合は、２人とすることができること。  

(b) 療養室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けるこ

と。ただし、１のユニットの入所者の定員は、おおむね10人以下としなければならないこと。 ただし、各ユニ

ットにおいて入所者が相互に社会的関係を築き、自立的な日常生活を営むことを支援するのに支障がないと認

められる場合には、入居定員が15人までのユニットも認める。 

(c) １の療養室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただし(a)ただし書の場合にあっては、21.3

平方メートル以上とすること。 

(d) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。  

ハ 機能訓練室が内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有すること。ただし、併設型小規模介護医療院の場

合は、機能訓練を行うのに十分な広さを有することで足りるものとする。  

ニ 入所者一人につき１平方メートル以上の広さを有する食堂、及び浴室を有すること（ユニット型個室及びユニット

型個室的多床室を除く。）。  

② Ⅰ型介護医療院サービス費又はユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費を算定するための基準について  

３（６－１）[介護医療院短期入所療養介護］②及び③(※)を準用すること。この場合において、「当該基準を満た

す利用者については、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの状態に適合するものであるかについ

て、記載要領に示す記号を用いてその状態を記入すること。」とあるのは、「当該基準を満たす入所者については、給

付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの状態に適合するものであるかについて、記載要領に示す記号を

用いてその状態を記入すること。また、すべての入所者（短期入所療養介護の利用者を除く。）について、医療資源を

最も投入した傷病名を、医科診療報酬における診断群分類（ＤＰＣ）コードの上６桁を用いて記載すること。」と読み

替えるものとする。 
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※３（６－１）②[介護医療院短期入所療養介護Ⅰ型（併設型小規模以外）] 

イ 当該介護医療院における短期入所療養介護について、適用すべき所定単位数の算定区分については、月の末日に

おいてそれぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなくなった月の翌々月に変

更の届出を行い、届出を行った月から当該届出に係る短期入所療養介護費を算定することとなる。（ただし、翌月の

末日において当該基準を満たしている場合を除く。） 

ロ 施設基準第14号ヨ(1)㈠ｈi又は施設基準14号ヨ(2)㈠ｂiについては、ハに示す重篤な身体疾患を有する者とニに

示す身体合併症を有する認知症高齢者の合計についてトに示す方法で算定した割合が、基準を満たすものであるこ

と。ただし、同一の者について、重篤な身体疾患を有する者の基準及び身体合併症を有する認知症高齢者の基準の

いずれにも当てはまる場合は、いずれかの一方にのみ含めるものとする。なお、当該基準を満たす利用者について

は、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの状態に適合するものであるかについて、記載要領に示

す記号を用いてその状態を記入すること。 

ハ 施設基準第14号ヨ⑴㈠ｈi又は施設基準第第14号ヨ⑵㈠biの「重篤な身体疾患を有する者」とは、次のいずれかに

適合する者をいう。 

ａ HYHA分類Ⅲ以上の慢性心不全の状態 

ｂ Hugh-Jones分類Ⅳ以上の呼吸困難の状態又は連続する１週間以上人工呼吸器を必要としている状態 

ｃ 各週２日以上の人工腎臓の実施が必要であり、かつ、次に掲げるいずれかの合併症を有する状態。なお、人工

腎臓の実施については、他科受診によるものであっても差し支えない。 

(a）常時低血圧（収縮期血圧が90mmHg以下） 

(b）透析アミロイド症で毛根管症候群や運動機能障害を呈するもの 

(c）出血性消化器病変を有するもの 

(d）骨折を伴う二次性副腎甲状腺機能亢進症のもの 

ｄ Child-Pugh分類C以上の肝機能障害の状態 

ｅ 連続する３日以上、JCS100以上の意識障害が継続している状態 

ｆ 単一の凝固因子活性が40％未満の凝固異常の状態 

ｇ 現に経口により食事を摂取している者であって、著しい摂食機能障害を有し、造営撮影（医科診療報酬点数表

中「造影剤使用撮影」という。）又は内視鏡検査（医科診療点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう。）によ

り誤嚥が認められる（喉頭侵入が認められる場合を含む。）状態 

ニ 施設基準第14号ヨ⑴㈠hi又は施設基準第14号ヨ⑵㈠biの「身体合併症を有する認知症高齢者」とは、次のいずれ

かに適合する者をいう。 

ａ 認知症であって、悪性腫瘍と診断された者 

ｂ 認知症であって、次に掲げるいずれかの疾病と診断された者 

(a) パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質其底核変性症、パーキンソン病） 

(b) 多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群） 

(c) 筋委縮性側索硬化症 

(d） 脊髄小脳変性症 

(e） 広範脊柱管狭窄症 

(f） 後縦靭帯骨化症 

(h） 悪性関節リウマチ 

ｃ 認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢｂ、Ⅳ又はMに該当する者 

ホ 施設基準14号ヨ⑴㈠hⅱ又は施設基準第14号ヨ⑵㈠ｂⅱについては、喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実

施された者の合計についてトに示す方法で算出した割合が、基準を満たすものであること。 

へ 施設基準第14号ヨ⑴㈠hⅱ又は施設基準第14号ヨ⑵㈠ｂⅱの「経管栄養」の実施とは、経鼻経管又は胃ろう若しく

は腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし、過去１年間に経管栄養が実施されていた者（入所期間が１年以上であ

る入所者にあっては、当該入所期間中（入所時を含む。）に経管栄養が実施されていた者）であって、経口維持加算

を算定している者又は管理栄養士が栄養ケアマネジメントを実施する（令和２年度以前においては、経口維持加算

又は栄養マネジメント加算を算定されていた者）は、経管栄養が実施されている者として取り扱うものとするこ

と。「喀痰吸引」の実施とは、、過去１年間に喀痰吸引が実施されていた者（入所期間が１年以上である入所者にあ

っては、当該入所期間中（入所時を含む。）に喀痰吸引が実施されていた者）であって、口腔衛生管理加算を算定さ

れている者又は平成３０年度から令和２年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている者（平成３０年度

から令和２年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者）については、喀痰吸

引が実施さている者として取り扱うものとすること。「インスリン注射」の実施においては、自ら実施する者は除く

ものであること。同一の者について、例えば「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方を実施している場合、２つの処置

を実施しているため、喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数に含めること。 

ト 施設基準第14号ヨ⑴㈠hⅰ及びⅱ又は施設基準第14号ヨ⑵㈠ｂのⅰ及びⅱの基準については、次のいずれかの方法

によるものとし、小数点第３位以下は切り上げることとする。なお、ここにおいて入所者等（当該介護医療院にお

ける指定短期入所療養介護の利用者及び入所者をいう。以下３〔短期入所療養介護の規定〕において同じ。）とは、

毎日24時現在当該施設に入所している者をいい、当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含むも

のであること。 

a 月の末日における該当者の割合によることとし、算定日が属する月の前３月において当該割合の平均値が当該基

準に適合していること。 

ｂ 算定日が属する月の前３月において、当該基準を満たす入所者等の入所延べ日数が全ての入所者等の入所延べ

日数に占める割合によることとし、算定月の前３月において当該割合の平均値が当該基準に適合していること。 
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チ 施設基準第14号ヨ⑴㈠ⅰ又は施設基準第14号ヨ⑵㈠ｃの基準については、同号ⅰからⅲまでのすべてに適合する

入所者等の入所延べ日数が、全ての入所者等の入所延べ日数に占める割合が、基準を満たすものであること。当該

割合の算出にあたっては、小数点第３位以下は切り上げるものとする。ただし、本人が十分に判断をできる状態に

なく、かつ、家族の来所が見込めないような場合も、医師、看護職員、介護職員等が入所者等の状態等に応じて随

時、入所者等に対するターミナルケアについて相談し、共同してターミナルケアを行っていると認められる場合を

含む。この場合には、適切なターミナルケアが行われていることが担保されるよう、職員間の相談日時、内容等を

記録するとともに、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来所がなかった旨を記載しておくことが必

要である。ターミナルケアにあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関す

るガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携

し、本人及びその家族と必要な情報の共有等の支援に努めること。 

リ 施設基準第14号ヨ⑴㈠ｆにおける「生活機能を維持改善するリハビリテーション」とは、以下の考え方によるも

のとする。 

a 可能な限りその入所者等の居宅における生活への復帰を目指し、日常生活動作を維持改善するリハビリテーショ

ンを、医師の指示を受けた作業療法士を中心とする多職種の共同によって、医師の指示に基づき、療養生活の中

で随時行うこと。 

ｂ 生活機能を維持改善するリハビリテーションについても、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び

口腔管理の実施に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」第２のⅢの考え方は適用

されるものである。具体的には、入所者等ごとに解決すべき日常生活動作上の課題の把握(アセスメント)を適切

に行い、改善に係る目標を設定し、計画を作成した上で、当該目標を達成するために必要なリハビリテーション

を、機能訓練室の内外を問わず、また時間にこだわらず療養生活の中で随時行い、入所者等の生活機能の維持改

善に努めなければならないこと。 

ヌ 施設基準第14号ヨ⑴㈠ｇにおける「地域に貢献する活動」とは、以下の考え方によるものとする。 

a 地域との連携については、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成30年厚労省令第５号

以下「介護医療院基準」という。）第39条において、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等

の地域との交流に努めなければならないと定めているところであるが、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護（Ⅰ）

を算定すべき介護医療院においては、自らの創意工夫によって更に地域に貢献する活動を行うこと。 

ｂ 当該活動は、地域住民への介護予防を含む健康教室、認知症カフェ等、地域住民相互及び地域住民と当該介護

医療院の入所者等との交流に資するなど地域の高齢者に活動と参加の場を提供するものであるよう努めること。 

ｃ 当該基準については、平成30 年度に限り、平成31 年度中に当該活動を実施する場合を含むものとしていると

ころであるが、各施設において地域の実情に合わせた検討を行い、可能な限り早期から実施することが望ましい

ものであること。また、既に当該基準に適合する活動を実施している介護医療院においては、更に創意工夫を行

うよう努めることが望ましい。 

※３（６－１）③[介護医療院短期入所療養介護Ⅰ型（併設型小規模）] 

②[3(6-1)②]を準用する。この場合において、②ヘ中「経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施」と

あるのは「経鼻経管、胃ろう若しくは腸ろう又は中心静脈栄養による栄養の実施」と、同チ中「同号ⅰからⅳまでの

すべてに適合する入所者等の入所延べ日数が、全ての入所者等の入所延べ日数に占める割合」とあるのは「同号ⅰか

らⅲまでのすべてに適合する入所者等の入所延べ日数が、全ての入所者等の入所延べ日数に占める割合と、19 を当該

併設型小規模介護医療院におけるⅠ型療養床数で除した数で除した数との積」と読み替えるものとする。 

③ Ⅱ型介護医療院サービス費又はユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費を算定するための基準について  

３（６－１）[介護医療院短期入所療養介護］を準用すること。 

※３（６－１）④[介護医療院短期入所療養介護Ⅱ型（併設型小規模以外）] 

イ 当該介護医療院における短期入所療養介護について、適用すべき所定単位数の算定区分については、月の末日に

おいてそれぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなくなった月の翌々月に変

更の届出を行い、届出を行った月から当該届出に係る短期入所療養介護を算定することとなる。（ただし、翌月の末

日において当該施設基準をみたしている場合を除く。） 

ロ 施設基準第14号タ⑴㈠eⅰについては、認知症高齢者の日常生活自立度のランクMに該当する者の合計についてヘ

に示す方法で算出した割合が、基準を満たすものであること。 

ハ 施設基準第14号タ⑴㈠eⅱについては、喀痰吸引又は経管栄養が実施された者の合計についてヘに示す方法で算出

した割合が、基準を満たすものであること。 

ニ 施設基準第14号タ⑴㈠eⅱの「経管栄養」の実施とは、経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指

す。ただし、過去１年間に経管栄養が実施されていた者（入所期間が１年以上である入所者であっては、当該入所

期間中（入所時を含む。）に経管栄養が実施されていた者）であって、経口維持加算を算定している者又は管理栄養

士が栄養ケアマネジメントを実施する（令和２年度以前においては、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算

定されていた者）については、経管栄養が実施されている者として取り扱うものとすること。「喀痰吸引」の実施と

は、過去１年間に喀痰吸引が実施されていた者（入所期間が１年以上であるものであって、口腔衛生管理加算を算

定されている者又は平成30年度から令和２年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている者（平成30年度

から令和２年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者）については、喀痰吸

引が実施されている者として取り扱うものとすること。同一のものについて、例えば「喀痰吸引」と「経管栄養」

の両方を実施している場合、２つの処置を実施しているため、喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数

に含める。 

ホ 施設基準第14号タ⑴㈠eⅲについては、認知症高齢者の日常生活自立度ランクⅣ又はMに該当する者の合計につい

てヘに示す方法で算出した割合が、基準を満たすものであること。 
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ヘ 施設基準第14号タ⑴㈠eのⅰからⅲの基準については、次のいずれかの方法によるものとし、小数点以下切り上げ

ることとする。なお、ここにおいて入所者等（当該介護医療院における指定短期入所料よウ介護の利用者及び入所

者をいう。以下３［短期入所療養介護の規定］において同じ）とは、毎日24時現在当該施設に入所しているものを

いい、当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含むものであること。 

a 月の末日における当該者の割合によることとし、算定日が属する月の前３月において当該割合の平均値が当該基

準に適合していること 

ｂ 算定日が属する月の前３月において、当該基準を満たす入所者等の入所延べ日数が全ての入所者等の入所延べ

日数に示す割合によることとし、算定月の前３月において当該割合の平均値が当該基準に適合していること。 

④ 特別介護医療院サービス費又はユニット型特別介護医療院サービス費について 

３（６－１）⑤を準用すること。 

※３（６－１）⑤[介護医療院短期入所療養介護Ⅱ型（併設型小規模）] 

イ ④[3(6-1)④]イを準用する。 

ロ 施設基準第14号タ⑴㈠ｄⅰについては、認知症高齢者の日常生活自立度のランクMに該当する者の合計についてヘ

に示す方法で算出した割合と19を当該小規模介護医療院におけるⅡ型療養床数で除した数との積が基準を満たすも

のであること。 

ハ 施設基準第14号タ⑴㈠ｄⅱについては、喀痰吸引又は経管栄養が実施された者の合計についてヘに占める方法で算

出した割合と19を当該小規模介護医療院におけるⅡ型療養床数で除した数との積が基準を満たすものであること。 

ニ 施設基準14号タ⑴㈡ｄⅱの「経管栄養」の実施とは、経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指

す。ただし、過去1年間に経管栄養が実施されていた者（入所期間が１年以上である入所者にあっては、当該入所期

間中（入所時を含む。）に経管栄養が実施されていた者）であって、経口維持加算を算定している者又は管理栄養士

が栄養ケアマネジメントを実施する（令和２年度以前においては、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定

されていた者）については、経管栄養が実施されている者として取り扱うものとすること。「喀痰吸引」の実施と

は、過去１年間に喀痰吸引が実施されていた者（入所期間が１年以上である入所者にあっては、当該入所期間中

（入所時を含む。）に喀痰吸引が実施されていた者）であって、口腔衛生管理加算を算定されている者又は平成30年

度から令和２年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている者（平成30年度から令和２年度においては口

腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者）については、喀痰吸引が実施されている者として

取り扱うものとすること。同一の者について、例えば「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方を実施している場合、２

つの処置を実施しているため、喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数に含める。 

ホ 施設基準第14号タ⑴㈡ｄⅲについては、認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅣ又はMに該当する者の合計につ

いて、ヘに示す方法で算出した割合と19を当該小規模介護医療院におけるⅡ型療養床数で除した数との積が基準を

満たすものであること。 

ヘ 施設基準第14号タ⑴㈡ｄのⅰからⅲの基準については、次のいずれかの方法によるものとし、小数点第３位以下

は切り上げることとする。なお、ここにおいて入所者等（当該介護医療院における指定短期入所療養介護の利用者

及び入所者をいう。以下３［短期入所療養介護の規定］において同じ。）とは、毎日24時現在当該施設に入所してい

る者をいい、当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含むものであること。 

a 月の末日における当該者の割合によることし、算定日が属する月の前３月において当該割合の平均値が当該基準

に適合していること。 

ｂ 算定日が属する月の前３月において、当該基準を満たす入所者等の入所延べ日数が全ての入所者等の入所延べ

日数に占める割合によることとし、算定月の前３月において当該割合の平均値が当該基準に適合していること。 

(８) 介護医療院サービス費を算定するための基準について  

① 介護医療院サービス費は、施設基準第68号の２に規定する基準に従い、以下の通り、算定すること。  

イ 施設基準第68号の２イに規定する介護医療院サービス費  

介護医療院サービスが、ユニットに属さない療養室（定員が１人のものに限る。）（「従来型個室」という。）の入所

者に対して行われるものであること。  

ロ 施設基準第68号の２ロに規定する介護医療院サービス費  

介護医療院サービスが、ユニットに属さない療養室（定員が２人以上のものに限る。）（「多床室」という。）の入所

者に対して行われるものであること。  

ハ 施設基準第68号の２ハに規定する介護医療院サービス費  

介護医療院サービスが、ユニットに属する療養室（介護医療院基準第45条第２項第１号イ(３)(ⅰ)を満たすものに

限る。）（「ユニット型個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。  

ニ 施設基準第68号の２ニに規定する介護医療院サービス費  

介護医療院サービスが、ユニットに属する療養室（令和３年改正省令による改正前の介護医療院基準第45条第２項

第１号イ(３)(ⅱ)を満たすものに限るものとし、介護医療院基準第４５条第２項第１号イ(３)を満たすものを除く。）

（「ユニット型個室的多床室」という。）の入居者に対して行われるものであること。  

② ユニットに属する療養室であって、介護医療院サービス費の注１による届出がなされているものについては、ユニ

ット型介護医療院サービス費を算定するものとすること。 
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（３）減算 

定員超過利用による減算（届出） 所定単位数の 70/100を算定 

基

準 

[厚告21 別表４ 注１]   

なお、入所者の数又は医師、薬剤師、看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基

準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

[厚告 27 十五 イ］ 

イ 介護医療院の月平均の入所者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護医療院サービス費につい

ては、同表の下欄に掲げるところにより算定する。 

留

意

事

項 

[老企40 第２ １通則] 

(３) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービ

スについては、当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を入所等させているいわゆる定員超過利

用に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、定員超過利用の基準及び単位

数の算定方法を明らかにしているところであるが、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超

過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。 

② この場合の利用者等の数は、１月間(歴月)の利用者等の数の平均を用いる。この場合、1月間の利用者等の数の

平均は、当該月の全利用者等の延数を当該月の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定にあたっ

ては、小数点以下を切り上げるものとする。 

③ 利用者等の数が、通所介護費の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当することとなった事業所又は施

設については、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について、所定単位数

が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月

から通常の所定単位数が算定される。 

④ 都道府県知事は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に対しては、その解消を行うよう指導するこ

と。当該指導に従わず、定員超過利用が２月以上継続する場合は、特別な事情がある場合を除き、指定又は許可

の取消しを検討するものとする。 

⑤ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末であっ

て、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位

数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続し

ている場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。 

 

人員基準欠如による減算（届出） 

・看護・介護職員の配置に応じた所定単位数の70/100 

・看護師比率20％未満（Ⅰ型、ユニットⅠ型、特別Ⅰ

型・特別ユニットⅠ型のみ） 

＝Ⅰ型(Ⅲ)、ユニットⅠ型(Ⅱ)、Ⅰ型特別・ユニット

型Ⅰ型特別の 90/100 

基

準 

[厚告21 別表４ 注１]   

入所者の数又は医師、薬剤師、看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該

当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

[厚告 27 十五 ロ、ハ］ 

ロ 介護医療院の医師、薬剤師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該

当する場合における介護医療院サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。 

厚生労働大臣が定める医師、薬剤師、看護職員、介護職員 

又は介護支援専門員の員数の基準 
厚生労働大臣が定める介護医療院サービス費の算定方法 

療養床の種類ごとに、介護医療院サービスを行う療養棟に介護医療

院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成三十年厚生

労働省令第五号。以下「介護医療院基準」という。）第四条に定め

る員数を置いていないこと。 

指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の

配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用い

て、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例

により算定する。 

⇒看護・介護職員の欠員の場合は、最も配置基準の低い配置区分の

所定単位の70/100。 

介護医療院基準第四条に定める員数の介護支援専門員を置いてお

り、かつ、介護医療院サービスを行う療養棟に同条に定める員数の

看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数

に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。（看護

職員の２割が看護師）【Ⅰ型のみ】 

指定施設サービス等介護給付費単位数表のⅠ型介護医療院サービス

費(Ⅲ)又はⅠ型特別介護医療院サービス費の所定単位数に百分の九

十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用

の額の算定に関する基準の例により算定する。 
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ハ ユニット型介護医療院の医師、薬剤師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数

の基準に該当する場合におけるユニット型介護医療院サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定す

る。 

厚生労働大臣が定める医師、薬剤師、看護職員、介護職員 

又は介護支援専門員の員数の基準 
厚生労働大臣が定める介護医療院サービス費の算定方法 

療養床の種類ごとに、常勤換算方法で、入居者の数の合計数が六又

はその端数を増すごとに一以上の看護職員の数を置いておらず、若

しくは五又はその端数を増すごとに一以上の介護職員の数を置いて

おらず、又は介護医療院基準第四条に定める員数の医師若しくは介

護支援専門員を置いていないこと。 

指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の

配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用い

て、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例

により算定する。 

介護医療院基準第四条に定める員数の介護支援専門員を置いてお

り、かつ、介護医療院サービスを行う療養棟に同条に定める員数の

看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数

に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。（看護

職員の２割が看護師）【Ⅰ型のみ】 

指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型Ⅰ型介護医

療院サービス費(Ⅱ)又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費

の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設

サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定す

る。 
 

留

意

事

項 

[老企40 第２ １通則] 

(５) 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について 

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス

及び介護医療院サービスについては、当該事業所又は施設の看護師等の配置数が、人員基準上満たすべき人員を下回

っているいわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護等の算定方法において、人員基

準欠如の基準及び算定方法において明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するた

めの規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。 

② 人員基準上満たすべき看護師等の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌

年３月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数に

より。）。この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。こ

の平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。 

③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、 

イ 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至っ

た月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、 

ロ １割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員に

ついて所定単位数が通所介護費等算定方法に規定する算定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人

員基準を満たすに至っている場合を除く。） 

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用

者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に従って減算される。（ただし、翌月の末日において人員

基準を満たすに至っている場合を除く。） 

⑤ 看護・介護職員については、最も低い所定単位数を算定するために必要な員数を満たさない場合にはじめて人員基

準欠如となるものであり、最も低い所定単位数を基にして減算を行うものであること（したがって、例えば看護６：

１、介護４：１の職員配置に応じた所定単位数を算定していた指定介護療養型医療施設において、看護６：１、介護

４：１を満たさなくなったが看護６：１、介護５：１は満たすという状態になった場合は、看護６：１．介護４：１

の所定単位数に１００分の７０を乗じて得た単位数ではなく、看護６：１、介護５：１の所定単位数を算定するもの

であり、看護６：１．介護６：１を下回ってはじめて人員基準減算となるものであること）。なお、届け出ていた看

護・介護職員の職員配置を満たせなくなった場合には、事業者又は施設は該当することとなった職員配置を速やかに

知事に届け出なければならないこと。また、より低い所定単位数の適用については、③の例によるものとすること。

ただし、ユニット型短期入所療養介護事業所については、看護６：１、介護４：１を下回る職員配置は認められてい

ないため、看護６：１、介護５：１、看護６：１、介護６：１の職員配置に応じた所定単位数を定めておらず、職員

配置が看護６：１、看護４：１を満たさない場合は人員基準欠如となるものであり、看護６：１、介護４：１の所定

単位数に100分の70を乗じて得た単位数を算定する。 

⑥ 知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導するこ

と。当該指導に従わない場合はには、特別な事情がある場合を除き、指定又は許可の取消しを検討するものとする。 

[老企40 第２ ８介護医療院サービス] 

(６) 人員基準欠如による所定単位数の減算について  

介護医療院の人員基準欠如による所定単位数の減算の基準は、通所介護費等の算定方法第15号において規定している

ところであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであること。  

① 介護医療院サービスを行う療養棟における看護職員又は介護職員の員数が、介護医療院の人員、施設及び設備並び

に運営に関する基準（平成30年厚生労働省令第５号。以下「介護医療院基準」という。）に定める員数を満たさない

場合は、他の職種の配置数とは関係なく、各類型の介護医療院サービス費のうち、看護・介護職員の配置に応じた所

定単位数に100分の70を乗じて得た単位数が算定される。  

② 介護支援専門員の員数が、介護医療院基準に定める員数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、各

類型の介護医療院サービス費のうち、看護・介護職員の配置に応じた所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数が

算定される。  
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③ 介護支援専門員及び介護医療院サービスを行う看護・介護職員の員数については介護医療院基準に定める員数を満

たすが、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合が２割未満である場合は、  

イ Ⅰ型介護医療院サービス費及び特別介護医療院サービス費については、それぞれⅠ型介護医療院サービス費(Ⅲ)及

びⅠ型特別介護医療院サービス費の所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数が算定される。  

ロ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費及びユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費については、それぞれユニ 

ット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)及びユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費の所定単位数に100分の90を乗

じて得た単位数が算定される。 

 

夜間勤務体制減算（届出） 25単位減算 

基

準 

[厚告21 別表４ 注１] 

当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定す

る。 ⇒P.67 ＜参考４＞厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準［厚告29］ 

留

意

事

項 

[老企40 第２ １通則] 

(６) 夜勤体制による減算について 

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスに

ついては、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の所定単位数の減算に係る規定（厚生労働大臣が定める夜勤

を行う職員の勤務条件に関する基準(以下、「夜勤職員基準」という。)を置いているところであるが、これらの規定

は、夜間の安全の確保及び利用者等のニーズに対応し、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、夜勤を

行う看護職員又は介護職員の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。 

② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、ある月（歴月）において以下のいずれかの事態が

発生した場合に、その翌月において利用者等の全員について、所定単位数が減算されることとする。 

イ 夜勤時間帯（午後10時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する16時間をいい、原則として事業所又は施設

ごとに設定するものとする。）において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が２日以上連

続して発生したばあい 

ロ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が４日以上発生した場合 

③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数については、(５）②を準用すること。この場合において「小

数点第２位以下」とあるのは、「小数点以下」と読み替えるものとすること。 

[(５）②] 

人員基準上満たすべき看護師等の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始ま

り翌年３月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又は再開の場合は推

定数により。）。この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数

とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。 

④ 夜勤職員基準に定められる夜勤を行う職員の員数は、夜勤時間帯を通じて配置されるべき職員の員数であり、複数

の職員が交代で勤務することにより当該基準を満たして構わないものとする。また、夜勤職員基準に定められる員数

に小数が生じる場合においては、整数部分の員数の職員の配置に加えて、夜勤時間帯に勤務する別の職員の勤務時間

数の合計を16 で除して得た数が、小数部分の数以上となるように職員を配置することとする。なお、この場合にお

いて、整数部分の員数の職員に加えて別の職員を配置する時間帯は、夜勤時間帯に属していればいずれの時間でも構

わず、連続する時間帯である必要はない。当該夜勤時間帯において最も配置が必要である時間に充てるよう努めるこ

ととする。 

⑤ 知事は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤を行う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は

指定取消しを検討すること。 

[老企40 第２ ８介護医療院サービス] 

(５) 夜勤体制による減算及び加算の特例について  

介護医療院サービス費については、所定単位数及び夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定するための基準を夜勤職

員基準において定めているところであるが、その取扱いについては、以下のとおりとすること。  

① 夜勤を行う職員の勤務体制については、施設単位で職員数を届け出ること。  

② 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後10時か

ら翌日の午前５時までの時間を含めた連続する16時間をいう。）における延夜勤時間数を、当該月の日数に16を乗じ

て得た数で除することによって算定し、小数点第３位以下は切り捨てるものとする。 

③ １日平均夜勤職員数又は月平均夜勤時間数が以下のいずれかに該当する月においては、入所者の全員について、所

定単位数が減算される。夜間勤務等看護加算を算定している介護医療院において、届け出ていた夜勤を行う職員数を

満たせなくなった場合も同様に取り扱うものとする。  

イ 前月において１日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から１割を超えて不足していたこと。 

ロ １日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から１割の範囲内で不足している状況が過去３月

間（暦月）継続していたこと。  

④ 夜勤体制による減算が適用された場合は夜勤体制による加算は算定しないものとする。  

⑤ 当該施設ユニット部分又はユニット部分以外について所定の員数を置いていない場合について施設利用者全員に対

して行われるものであること。具体的には、ユニット部分について夜勤体制による要件を満たさずユニット以外の部

分について夜勤体制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行われること。 
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ユニットにおける職員に係る減算（届出） 所定単位数の 97/100を算定 

基

準 

[厚告21 別表４ 注２] 

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。 

[厚告96 68の３] 

イ 日中については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

ロ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。  

留

意

事

項 

[老企40 第２ ８介護医療院サービス] 

(９) ５の(４)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(４) ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満たない場合の減算については、ある月（歴月）に

おいて基準に満たない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所

者全員について、所定単位数が減算されることとする（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を

除く。） 

 

身体拘束廃止未実施減算（届出） 所定単位数の 10/100を減算 

基

準 

[厚告21 別表４ 注３] 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当す

る単位数を所定単位数から減算する。  

留

意

事

項 

[老企40 第２ ８介護医療院サービス] 

(10) ５の(５)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(５) 身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、指定介護老人福祉施

設基準第11条第５項又は第42条第７項の記録（指定介護老人福祉施設基準第11条第４項又は第42条第６項に規定する

身体的拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合及び指定介護老人福祉施設基準第11条第６項又は第42条第８項

に規定する措置を講じていない場合に、入所者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録

を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催していない、身体的拘

束等の適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実

が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善

状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入所者

全員について所定単位数から減算することとする。 

※（参考）事実が生じた月とは、県知事に改善計画が提出された月となる(H18.9.4Ｑ＆Ａ 問10) 

[老発0322第1号 第５運営に関する基準 11介護医療院サービスの取扱方針] 

(１) 基準省令(厚令５) 第16条第５項に規定する記録の記載は、介護医療院の医師が診療録に記載しなければならないも

のとすること。 

(２) 同条第４項及び第５項は、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時

間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。な

お、基準省令第42 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存しなければならない。 

(３) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（第６項第１号） 

同条第６項第１号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体的拘束適正化検討委

会」という。）とは、身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会であり、幅広い職種（例えば、施設長（管

理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、支援相談員） により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を

明確にするとともに、専任の身体的拘束適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要である。なお、身体的

拘束適正化検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要であるが、関係する職

種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営

することとして差し支えない。身体的拘束適正化検討委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。

また、身体的拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用することが望ましく、その方策として、精神科専

門医等の専門医の活用等が考えられる。また、身体的拘束適正化検討委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイム

での画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。

この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

介護医療院が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束適正化について、施設全体で情

報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留

意することが必要である。具体的には、次のようなことを想定している。 

① 身体的拘束について報告するための様式を整備すること。 

② 介護職員その他の従業者は、身体的拘束の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、①の様式に従

い、身体的拘束について報告すること。 

③ 身体的拘束適正化のための委員会において、②により報告された事例を集計し、分析すること。 

④ 事例の分析に当たっては、身体的拘束の発生時の状況等を分析し、身体的拘束の発生原因、結果等をとりまと

め、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

⑤ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

⑥ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

javascript:void(0);
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(４) 身体的拘束適正化のための指針（第６項第２号） 

介護医療院が整備する「身体的拘束適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

① 施設における身体的拘束適正化に関する基本的考え方 

② 身体的拘束適正化のための委員会その他施設内の組織に関する事項 

③ 身体的拘束適正化のための職員研修に関する基本方針 

④ 施設内で発生した身体的拘束の報告方法等のための方策に関する基本方針 

⑤ 身体的拘束発生時の対応に関する基本方針 

⑥ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

⑦ その他身体的拘束適正化の推進のために必要な基本方針 

(５) 身体的拘束適正化のための従業者に対する研修（第６項第３号） 

介護職員その他の従業者に対する身体的拘束適正化のための研修の内容としては、身体的拘束適正化の基礎的内容

等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該介護医療院における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとす

る。職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該介護医療院が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定

期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束適正化の研修を実施することが重

要である。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員研修施設内での研修

で差し支えない。 

 

安全管理体制未実施減算（届出） ５単位減算/日 

基

準 

[厚告21 別表４ 注４] 

 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、１日につき５単位を所定単位数

から減算する。 

留

意

事

項 

[老企40 第２ ８介護医療院サービス] 

(11) 安全管理体制未実施減算については、介護医療院基準第40 条第１項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合

に、その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数から減算する

こととする。 

 

高齢者虐待防止未実施減算（届出） 所定単位数の１/100を減算 

基

準 

[厚告21 別表４ 注５] 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の１

に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

留

意

事

項 

[老企40 第２ ８介護医療院サービス] 

(12) ５の(６)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(６) 高齢者虐待防止措置未実施減算については、施設において高齢者虐待が発生した場合ではなく、 指定介護老人福祉施

設基準第35条の２（指定介護老人福祉施設基準第49条において準用している場合も含む。）に規定する措置を講じてい

ない場合に、入所者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、虐待の防止のための対策を検討す

る委員会を定期的に開催していない、虐待の防止のための指針を整備していない、虐待の防止のための研修を年２回以

上実施していない又はこれらを適切に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都

道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することと

し、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算するこ

ととする。 

 

業務継続計画未策定減算（届出） 所定単位数の３/100を減算 

基

準 

[厚告21 別表４ 注６] 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の３に相当

する単位数を所定単位数から減算する。 

留

意

事

項 

[老企40 第２ ８介護医療院サービス] 

(13) ５の(７)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(７) 業務継続計画未策定減算については、指定介護老人福祉施設基準第24条の２第１項（指定介護老人福祉施設基準第49条

において準用する場合を含む。）に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実

が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の入所

者全員について、所定単位数から減算することとする。なお、経過措置として、令和７年３月31日までの間、感染症の

予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、当該減算は適用しない

が、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること 。 

  



88 

栄養ケア・マネジメント実施の有無に係る減算(届出) 14単位減算/日 

基

準 

[厚告21 別表４ 注７] 

栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、１日につき14単位を所定単位数から減算す

る。 

留

意

事

項 

[老企40 第２ ８介護医療院サービス] 

(14) 栄養管理の基準を満たさない場合の減算については、介護医療院基準第４条に定める栄養士又は管理栄養士の員数

若しくは介護医療院基準第20条の２（介護医療院基準第54 条において準用する場合を含む。）に規定する基準を満た

さない事実が生じた場合に、その翌々月から基準を満たさない状況が解決されるに至った月まで、入所者全員につい

て、所定単位数が減算されることとする（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。）。 

 

療養環境減算(届出) (Ⅰ),(Ⅱ) 25単位減算/日 

基

準 

[厚告21 別表４ 注８] 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護医療院について、療養環境減算として、当該施設基準に掲げる区分

に従い、１日につき上記に掲げる単位数を所定単位数から減算する。 

留

意

事

項 

[老企40 第２ ８介護医療院サービス] 

(15)① ３の(６－１)⑦を準用する。 

② 療養棟ごとの適用について  

療養環境減算(Ⅰ)については、各療養棟を単位として評価を行うものであり、設備基準を満たす療養棟とそうで

ない療養棟がある場合には、同一施設であっても、基準を満たさない療養棟において、療養環境減算(Ⅰ)を受ける

こととなること。 

[老企40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(６－１)⑦イ 療養環境減算(Ⅰ)は、介護医療院における短期入所療養介護を行う場合に、当該介護医療院の療養室に隣

接する廊下幅が、内法による測定で壁から測定して、1.8ｍ未満である場合に算定するものである。なお、

両側に療養室がある場合の廊下の場合にあっては、内法による測定で壁から測定して、2.7ｍ未満である場

合に算定することとする。 

ロ 療養環境減算(Ⅱ)は、介護医療院における短期入所療養介護を行う場合に、当該介護医療院の療養室に係

る床面積の合計を入所定員で除した数が８未満である場合に算定すること。療養室に係る床面積の合計につ

いては、内法による測定とすること。 

 

（４）加算等 

夜間勤務等看護（届出） (Ⅰ) 23単位、(Ⅱ),(Ⅲ) 14単位、(Ⅳ) ７単位 /日 

基

準 

[厚告21 別表４ 注９] 

別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準に満たすものとして、電子情報処理組織を使用する

方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院については、当該基準に掲げる

区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

⇒P.67＜参考４＞厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準［厚告29］ 

留

意

事

項 

[老企40 第２ ８介護医療院サービス] 

(５) 夜勤体制による減算及び加算の特例について  

介護医療院サービス費については、所定単位数及び夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定するための基準を夜勤職

員基準において定めているところであるが、その取扱いについては、以下のとおりとすること。  

① 夜勤を行う職員の勤務体制については、施設単位で職員数を届け出ること。 

② 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後10時か

ら翌日の午前５時までの時間を含めた連続する16時間をいう。）における延夜勤時間数を、当該月の日数に16を乗じ

て得た数で除することによって算定し、小数点第３位以下は切り捨てるものとする。  

③ １日平均夜勤職員数又は月平均夜勤時間数が以下のいずれかに該当する月においては、入所者の全員について、所

定単位数が減算される。夜間勤務等看護加算を算定している介護医療院において、届け出ていた夜勤を行う職員数を

満たせなくなった場合も同様に取り扱うものとする。  

イ 前月において１日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から１割を超えて不足していた

こと。 

ロ １日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から１割の範囲内で不足している状況が過去

３月間（暦月）継続していたこと。  

④ 夜勤体制による減算が適用された場合は夜勤体制による加算は算定しないものとする。 

⑤ 当該施設ユニット部分又はユニット部分以外について所定の員数を置いていない場合について施設利用者全員に対

して行われるものであること。具体的には、ユニット部分について夜勤体制による要件を満たさずユニット以外の部

分について夜勤体制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行われること。 
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若年性認知症入所者受入加算（届出） 120単位/日 

基

準 

[厚告21 別表４ 注10] 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、若年性認知症患者（介護保険法施行令第２条第６

号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入院患者をいう。）に対して介護医療院サービスを行った

場合は、若年性認知症患者受入加算として、１日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症行動・心理症

状緊急対応加算を算定している場合は算定しない。 

留

意

事

項 

[老企40 第２ ８介護医療院サービス] 

(17) ２の(18)を準用する。 

[老企40 第２ ２短期入所生活介護費] 

(18) 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じた

サービス提供を行うこと。 

 

外泊時の費用の算定 362単位/日 

基

準 

[厚告21 別表４ 注11] 

入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、１月に６日を限度として、所定単位数に代えて１日につき362単位

を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定できない。 

留

意

事

項 

[老企40 第２ ８介護医療院サービス] 

(18) ５の(20)(④のニを除く。)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(20)① 外泊時の費用の算定について、外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して７泊の外泊を行う場合

は、６日と計算されること。 

(例) 外泊期間：３月１日～３月８日（８日間） 

      ３月１日 外泊の開始 …………… 所定単位数を算定 

      ３月２日～３月７日（６日間） … 1日につき362単位を算定可 

      ３月８日 外泊の終了 …………… 所定単位数を算定 

② 入所者の外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所した日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外

泊の期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊時の費用は算定できない。 

③ 入所者の外泊の期間中で、かつ、外泊時の費用の算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッドを他

のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該入所者の同意があれば、そのベッドを短期

入所療養介護に活用することは可能であること。ただし、この場合に、外泊時の費用は算定できないこと。 

④ 外泊時の取扱い 

  イ 外泊時の費用の算定にあたって、１回の外泊で月をまたがる場合は、最大で連続13泊（12日分）まで外泊時の費

用の算定が可能であること。 

(例) 外泊期間：１月25日～３月８日 

      １月25日 外泊の開始 …………… 所定単位数を算定 

      １月26日～１月31日（６日間） … 1日につき362単位を算定可 

      ２月１日～２月６日（６日間） … 1日につき362単位を算定可 

      ２月７日～３月７日 ……………… 費用算定不可 

      ３月８日 外泊の終了 …………… 所定単位数を算定 

  ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものである

こと。 

  ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は算定されないものであること。 

 

試行的退所したときの費用の算定 800単位/日 

基

準 

[厚告21 別表４ 注12] 

入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護医療院が居宅サービスを提供する場

合は、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき800単位を算定する。ただし、試行的な退所に係る初日及

び最終日は算定せず、外泊時費用を算定する場合は算定しない。 

留

意

事

項 

[老企40 第２ ８介護医療院サービス] 

(19)① 試行的退所サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び身体の状況に照らし、医師、薬剤師、看護・介護

職員、支援相談員、介護支援専門員等により、退所して、その居宅において療養を継続する可能性があるかどうか

検討すること。 

② 当該入所者又は家族に対し、この加算の趣旨を十分説明し、同意を得た上で実施すること。 

③ 試行的退所サービスによる居宅サービスの提供に当たっては、介護医療院の介護支援専門員が、試行的退所サー

ビスに係る居宅サービスの計画を作成するとともに、従業者又は指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行

い、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができる

ように配慮した計画を作成すること。 

④ 家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましいこと。 
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  イ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 

  ロ 当該入所者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、

起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指導 

 ハ 家屋の改善の指導 

  ニ 当該入所者の介助方法の指導 

⑤ 試行的退所サービス費の算定期間中は、施設の従業者又は指定居宅サービス事業者等により、計画に基づく適切

な居宅サービスを提供することとし、居宅サービスの提供を行わない場合はこの加算は対象とならないこと。 

⑥ 加算の算定期間は、１月につき６日以内とする。また、算定方法は、５の(20)の①及び②を準用する。（※「外

泊時の費用算定」参照）１回の試行的退所サービス費が月をまたがる場合であっても、連続して算定できるのは

６日以内とする。 

⑦ 利用者の試行的退所期間中は、当該利用者の同意があれば、そのベッドを短期入所療養介護に活用することは可

能であること。この場合において試行的退所サービス費を併せて算定することは可能であること。 

⑧ 試行的退所期間が終了してもその居宅に退所できない場合においては、介護医療院で療養を続けることになる

が、居宅において療養が続けられない理由等を分析した上で、その問題解決に向けたリハビリ等を行うため、施

設サービス計画の変更を行うとともに適切な支援を行うこと。 

 

入所者が他医療機関へ受診した時の費用の算定 362単位/日 

基

準 

[厚告21 別表４ 注13] 

入所者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、当該入所者に対し病院又は診療所において当該診療が行われた

場合は、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき362単位を算定する。 

留

意

事

項

通

知 

[老企40 第２ ８介護医療院サービス] 

(20)① 介護医療院の入所者が、入所者の症状からみて当該介護医療院において自ら必要な医療を提供することが困難である

と認めた場合には、協力医療機関その他の医療機関へ転医又は対診を求めることを原則とする。 

   ② 介護医療院サービス費を算定している入所者について、当該介護医療院サービス費に含まれる診療を他医療機関で行

った場合には、当該他医療機関は当該費用を算定できない。 

③ ②にかかわらず、介護医療院サービス費を算定する入所者に対し眼科等の専門的な診療が必要となった場合(当該介

護医療院に当該診療に係る診療科がない場合に限る。)であって、当該入所者に対し当該診療が行われた場合（当該

診療に係る専門的な診療科を標榜する他医療機関において、別途定める診療行為が行われた場合に限る。）は、当該

他医療機関において診療が行われた日に係る介護医療院サービス費は、１月に４日を限度として所定単位数に代えて

１日につき362単位を算定するものとする。当該所定単位数を算定した日においては、特別診療費に限り別途算定で

きる。 

④ 他医療機関において③の規定により費用を算定することのできる診療が行われた場合には、当該患者が入所してい

る介護医療院において、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な情報（当該介護医療院での介護医療院サービス費

及び必要な診療科を含む。）を文書により提供する（これらに要する費用は患者の入所している介護医療院が負担す

る。）とともに、診療録にその写しを添付する。 

 

初期加算 30単位/日 

基

準 

[厚告21 別表４ ト] 

入所した日から起算して30日以内の期間については、１日につき所定単位数を加算する。 

留

意

事

項 

[老企40 第２ ８介護医療院サービス] 

(21) ６の(21)の①から③までを準用する。 

[老企40 第２ ６介護保険施設サービス] 

(21)① 入所者については、介護医療院へ入所した当初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすること

から、入所日から30日間に限って１日につき30単位を加算すること。 

② 「入所日から30日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行っている間は、初期加算を算定できないこと。 

③ 当該入所者が過去３月間（ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去１月間とす

る。）の間に、当該施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。なお、当該施設の短期入所療養

介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合については、初期加算は入所直前

の短期入所療養介護の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定するものとする。 

 

退所時栄養情報連携加算 70単位/回 

基

準 

[厚告21 別表４ チ］ 

別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、介護医療院か

ら退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対し

て、病院、診療所又は他の介護保険施設（以下、「医療機関等」という。）に入院又は入所する場合は当該医療機関等に対

して、当該入所者の同意を得て、管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときは、１月につき１回を

限度として所定単位数を加算する。ただし、栄養ケア・マネジメント実施の有無に係る減算又は栄養マネジメント強化加

算を算定している場合は、算定しない。 

［厚告94 12］ 
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疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓

病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための

濃厚流動食及び特別な場合の検査食（単なる流動食及び軟食は除く。） 

留

意

事

項 

[老企40 第２ ８介護医療院サービス] 

(22) ５の(23)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(23)① 指定介護老人福祉施設と医療機関等の有機的連携の強化等を目的としたものであり、入所者の栄養に関する情報

を相互に提供することにより、継続的な栄養管理の確保等を図るものである。 

② 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、指定介

護老人福祉施設からその居宅に退所する場合、当該入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専

門員に対して、当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときに

算定できる。また、当該入所者が病院、診療所若しくは他の介護保険施設（以下、「医療機関等」という。）に入

院若しくは入所する場合、当該医療機関等に対して、当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該入所者の栄

養管理に関する情報を提供したときに算定できる。なお、当該加算は、当該入所者が退所した日の属する月にお

いて、１月に１回を限度として算定できる。 

③ 栄養管理に関する情報とは、提供栄養量、必要栄養量、食事形態（嚥下食コード含む。）、禁止食品、栄養管理に

係る経過等をいう。 

④ 栄養管理に関する情報の提供については 別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及

び一体的取組について」を参照されたい。 

⑤ 退所時栄養情報連携加算の対象となる特別食は、別に厚生労働大臣が定める特別食に加え、 心臓疾患等の入所

者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の入所者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の入所者に対する潰瘍

食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者に対する低残渣食並びに高度肥満症

（肥満度がプラス40％以上又はＢＭＩが30以上）の入所者に対する治療食をいう。 

 

再入所時栄養連携加算 200単位/回 

基

準 

[厚告21 別表４ リ] 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院に入所している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した

場合であって、当該者が退院した後に再度当該介護医療院に入所する際、当該者が別に厚生労働大臣が定める特別食等を

必要とする者であり、当該介護医療院の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア

計画を策定したときに、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、栄養ケア・マネジメント実施

の有無に係る減算を算定している場合は算定しない。 

留

意

事

項 

[老企40 第２ ８介護医療院サービス] 

(23) ５の(24)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(24)① 介護医療院に入所していた者が、医療機関に入院し、当該者について、医師が別に厚生労働大臣が定める特別食

又は嚥下調整食を提供する必要性を認めた場合であって、当該者が退院した後、直ちに再度当該施設に入所（以下

「二次入所」という。）した場合を対象とすること。 

② 嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した食事であって、日本接食嚥下リハビリテーション学会の分

類に基づくものをいう。また、心臓疾患等の者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の者に対する潰瘍食、侵襲の大き

な消化管手術後の入所者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している者に

対する低残渣食並びに高度肥満症（肥満度がプラス40％以上又はＢМＩが30以上）の者に対する治療食を含む。

なお、高血圧の者に対する減塩食（食塩相当量の総量が6.0グラム未満のものに限る。）及び嚥下困難者（そのた

めに接触不良となった者も含む。）のための流動食は、介護福祉施設サービス、介護保険施設サービス、介護医療

院サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の療養食加算の場合と異なり、再入所時栄養連携加

算の対象となる特別職に含まれる。 

③ 当該施設の管理栄養士が当該者の入院する医療機関を訪問の上、当該医療機関での栄養に関する指導又はカンフ

ァレンスに同席し、当該医療機関の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養ケア計画を作成すること。指導又

はカンファレンスへの同席は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、当該者又は

その家族（以下この③において「当該者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用につ

いて当該者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員

会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守していること。 

④ 当該栄養ケア計画について、二次入所後に入所者又はその家族の同意が得られた場合に算定すること。 

 

退所前訪問指導加算 

（退所時指導等加算（１）退所時等指導加算） 
460単位/回 

基

準 

[厚告21 別表４ ヌ] 

(１)(一) 入所期間が１月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当

該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中１回（入所後早期に退所前訪問

指導の必要があると認められる入所者にあっては２回）を限度として算定する。入所者が退所後にその居宅でな
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く、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て当該社会福祉施設等を訪問し、連絡

調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(24)①イ 入所期間が１月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、在宅療養に向けた最終調整を目的として入所

者が退所後生活する居宅を訪問して退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中１回に限り算定するものであ

る。なお、入所後早期に退所に向けた訪問指導の必要があると認められる場合については、２回の訪問指導につ

いて加算が行なわれるものであること。この場合にあっては、１回目の訪問指導は退所を念頭に置いた施設サー

ビス計画の策定及び診療の方針の決定に当たって行われるものであり、２回目の訪問指導は在宅療養に向けた最

終調整を目的として行われるものであること。 

   ハ 当該加算は退所日に算定すること。 

     ニ 次の場合は算定できないものであること。 

    ａ 退所して病院又は診療所へ入院する場合 

    ｂ 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 

     ｃ 死亡退所の場合 

     ホ 退所前訪問指導は、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、管理栄養士、介護支援専門員

等が協力して行うこと。 

   ヘ 退所前訪問指導は、入所者及びその家族等のいずれにも行うこと。 

   ト 退所前訪問指導を行った場合は、指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載すること。 

 

退所後訪問指導加算 

（退所時指導等加算（１）退所時等指導加算） 
460単位/回 

基

準 

[厚告21 別表４ ヌ] 

(１)(二) 入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して療養上の指導を行

った場合に、退所後１回を限度として算定する。入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等（病

院、診療所、他の介護保険施設を除く。）に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施

設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(24)①ロ 入所者の退所後30日以内に入所者の居宅を訪問して療養上の指導を行った場合に、１回に限り加算を行うもの

であること。 

   ハ 当該加算は、訪問日に算定すること。 

   ニ 次の場合には算定できないものであること。 

    ａ 退所して病院又は診療所へ入院する場合 

    ｂ 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 

    ｃ 死亡退所の場合 

    ホ 退所後訪問指導は、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、管理栄養士、介護支援専門員

等が協力して行うこと。 

     ヘ 退所後訪問指導は、入所者及びその家族等のいずれにも行うこと。 

   ト 退所後訪問指導を行った場合は、指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載すること。 

 

退所時指導加算 

（退所時指導等加算（１）退所時等指導加算） 
400単位/回 

基

準 

[厚告21 別表４ ヌ] 

(１)(三) 入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所

時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に、入所者１人につき１回を限

度として算定する。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(24)②イ 退院時指導の内容は、次のようなものであること。 

    ａ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 

ｂ 退院する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓

練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指導 

ｃ 家屋の改善の指導 

    ｄ 退所する者の介助方法の指導 

      ロ ①の二からトまで準用する。（※退所前訪問指導加算及び退所後訪問指導加算参照） 

 

退所時情報提供加算 

（退所時指導等加算（１）退所時等指導加算） 
(Ⅰ) 500単位、(Ⅱ) 250単位 /回 

基

準 

[厚告21 別表４ ヌ 注４] 

(Ⅰ)については、入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所後の主治の医師

に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況、心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者

の紹介を行った場合に、入所者１人につき１回に限り算定する。入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等
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に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況、心身の状況、

生活歴等の当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。 

[厚告21 別表４ ヌ 注５] 

(Ⅱ)については、入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得

て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者１人につき１

回に限り算定する。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(24)③ ６の(25)②を準用する。 

(24)④ ６の(25)③を準用する。 

[老企40 第２ ６介護保険施設サービス] 

(25)② 退所時情報提供加算(Ⅰ) 

入所者が居宅又は他の社会福祉施設等へ対処する場合、退所後の主治の医師に対して入所者を紹介するに当たって

は、事前に主治の医師と調整し、別紙様式２及び別紙様式13の文書に必要な事項を記載の上、入所者又は主治の医師

に交付するとともに、交付した文書の写しを診療録に添付すること。また、当該文書に入所者の諸検査の結果、薬

歴、退所後の治療計画等を示す書類を添付すること。 

   ③ 退所時情報提供加算(Ⅱ) 

  イ 入所者が退所して医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して、入所者を紹介するに当たっては、別紙様式

13の文書に必要な事項を記載の上、当該医療機関に交付するとともに、交付した文書の写しを診療録に添付するこ

と。 

  ロ 入所者が医療機関に入院後、当該医療機関を退院し、同一月に再度当該医療機関に入院する場合には、本加算は

算定できない。 

 

退所前連携加算 

（退所時指導等加算（１）退所時等指導加算） 
500単位/回 

基

準 

[厚告21 別表４ ヌ] 

(１)(五) 入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービスを利用する場合において、当該入所

者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、

当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指

定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合に、入所者１人につき

１回を限度として算定する。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(24)⑤イ ５の(25)の③イ及びロを準用する。 

   ロ ①のニ及びホを準用する。（※退所前訪問指導加算及び退所後訪問指導加算参照） 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(25)③イ 入所期間が一月を超える入所者の退所に先立って、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員と連携し、退所

後の居宅における居宅サービスの利用上必要な調整を行った場合に、入所者一人につき一回に限り退所日に加算

を行うものであること。 

   ロ 退所前連携を行った場合は、連携を行った日及び連携の内容の要点に関する記録を行うこと。 

 

訪問看護指示加算 

（退所時指導等加算（２）訪問看護指示加算） 
300単位/回 

基

準 

[厚告21 別表４ ヌ] 

(２) 入所者の退所時に、介護医療院の医師が、診療に基づき、指定訪問看護、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(訪問看護サービスを行う場合に限る。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(看護サービスを行う場合に限る。)の利用

が必要であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して、当該入所者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合に、入

所者1人につき1回を限度として算定する。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(24)⑥イ 介護医療院から交付される訪問看護指示書に指示期間の記載がない場合は、その指示期間は１月であるものと

みなすこと。 

ロ 訪問看護指示書は、診療に基づき速やかに作成・交付すること。 

ハ 訪問看護指示書は、特に退所する者の求めに応じて、退所する者又はその家族等を介して訪問看護ステーショ

ン、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所に交付しても差し支えな

いこと。 

ニ 交付した訪問看護指示書の写しを診療録等に添付すること。 

ホ 訪問看護の指示を行った介護医療院は、訪問看護ステーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又

は看護小規模多機能型居宅介護事業所からの訪問看護の対象者についての相談等に懇切丁寧に応じること。 
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協力医療機関連携加算 

(1) 当該協力医療機関が、介護医療院の人員、施設及

び設備並びに運営に関する基準第34条第１項各号に

掲げる要件を満たしている場合    50単位/月 

(2) (1)以外の場合           ５単位/月 

基

準 

[厚告21 別表４ ル] 

介護医療院において、協力医療機関（介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第34条第１項本文（同

令第54条において準用する場合を含む。）に規定する協力医療機関をいう。）との間で、入所者の同意を得て、当該入所者

の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、上記に掲げる区分に応じ、１月につきに上記に掲げる単

位数を所定単位数に加算する。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(26) ５の(27)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(27)① 高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、入所者の急変時等に備えた関係者

間の平時からの連携を強化するため、入所者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議を定

期的に開催することを評価するものである。 

  ② 会議では、特に協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる可能性が高い入所者や新規入所者を中心に情

報共有や対応の確認等を行うこととし、毎回の会議において必ずしも入所者全員について詳細な病状等を共有しな

いこととしても差し支えない。 

③ 協力医療機関が指定介護老人福祉施設基準第28条第１項第１号から第3号までに規定する要件（以下、３要件と

いう。）を満たしている場合には(1)の50単位（令和７年３月31日までの間は100単位）、それ以外の場合は(2)の５

単位を加算する。(1)について、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより３要件を満たす場合に

は、それぞれの医療機関と会議を行う必要がある。(1)を算定する場合において、指定介護老人福祉施設基準第28

条第２項に規定する届出として３要件を満たす医療機関の情報を県に届け出ていない場合には、速やかに届け出

ること。 

④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に１回以上開催されている必要がある。ただし、電子的システムにより当

該協力医療機関において、当該施設の入所者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年

３回以上開催することで差し支えないこととする。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可能性が高い入所者が

いる場合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。 

⑤ 会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同

じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガ

イドライン」等を遵守すること。 

⑥ 本加算における会議は、指定介護老人福祉施設基準第28条第２項に規定する、入所者の病状が急変した場合の対

応の確認と一体的に行うこととしても差し支えない。 

⑦ 会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。 

[指定介護老人福祉施設基準第28条第１項] 

１ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。 

２ 当該指定介護福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医

師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

 

栄養マネジメント強化加算（届出） 11単位/日 

基

準 

[厚告21 別表４ ヲ] 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対

し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した

場合、栄養マネジメント強化加算として、１日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養ケア・マネジメント実施の有

無に係る減算を算定している場合は、算定しない。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(27) ５の(28)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(28)① 栄養マネジメント強化加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第65 号の３に掲げる要件

を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

② 大臣基準第65 号の３イに規定する常勤換算方法での管理栄養士の員数の算出方法は、以下のとおりとする。な

お、当該算出にあたり、調理業務の委託先において配置される栄養士及び管理栄養士の数は含むことはできないこ

と。また、給食管理を行う常勤の栄養士が１名以上配置されている場合は、管理栄養士が、給食管理を行う時間を栄

養ケア・マネジメントに充てられることを踏まえ、当該常勤の栄養士１名に加えて、管理栄養士を常勤換算方式で、

入所者の数を70 で除して得た数以上配置していることを要件とするが、この場合における「給食管理」とは、給食

の運営を管理として行う、調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理及び労働衛生管理を指すものであ
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り、これらの業務を行っている場合が該当すること。なお、この場合においても、特別な配慮を必要とする場合な

ど、管理栄養士が給食管理を行うことを妨げるものではない。 

イ 暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算出する

ものとし、小数点第２位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一

時的に減少した場合は、１月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすことと

する。 

ロ 員数を算定する際の入所者数は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月31 日をもって終わる年度と

する。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。）。この場合、入所者数の

平均は、前年度の全入所者の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均入所者の算定に当たっては、

小数点第２位以下を切り上げるものとする。 

③ 当該加算における低栄養状態のリスク評価は、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実

施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」第４に基づき行うこと。ただし、低栄養

状態のリスクが中リスク者のうち、経口による食事の摂取を行っておらず、栄養補給法以外のリスク分類に該当しな

い場合は、低リスク者に準じた対応とすること。 

④ 低栄養状態のリスクが、中リスク及び高リスクに該当する者に対し、管理栄養士等が以下の対応を行うこと。 

イ 基本サービスとして、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成す

る栄養ケア計画に、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法や食事の観察の際に特に確認すべき点等を示すこ

と。 

ロ 当該栄養ケア計画に基づき、食事の観察を週３回以上行い、当該入所者の栄養状態、食事摂取量、摂食・嚥下の状

況、食欲・食事の満足感、嗜好を踏まえた食事の調整や、姿勢、食具、食事の介助方法等の食事環境の整備等を実施

すること。食事の観察については、管理栄養士が行うことを基本とし、必要に応じ、関連する職種と連携して行うこ

と。やむを得ない事情により、管理栄養士が実施できない場合は、介護職員等の他の職種の者が実施することも差し

支えないが、観察した結果については、管理栄養士に報告すること。なお、経口維持加算を算定している場合は、当

該加算算定に係る食事の観察を兼ねても差し支えない。 

ハ 食事の観察の際に、問題点が見られた場合は、速やかに関連する職種と情報共有を行い、必要に応じて栄養ケア計

画を見直し、見直し後の計画に基づき対応すること。 

ニ 当該入所者が退所し、居宅での生活に移行する場合は、入所者又はその家族に対し、管理栄養士が退所後の食事に

関する相談支援を行うこと。また、他の介護保険施設や医療機関に入所（入院）する場合は、入所中の栄養管理に関

する情報（必要栄養量、食事摂取量、嚥下調整食の必要性（嚥下食コード）、食事上の留意事項等）を入所先（入院

先）に提供すること。 

⑤ 低栄養状態のリスクが低リスクに該当する者については、④ロに掲げる食事の観察の際に、あわせて食事の状況を

把握し、問題点がみられた場合は、速やかに関連する職種と情報共有し、必要に応じて栄養ケア計画を見直し、見直

し後の計画に基づき対応すること。 

⑥ 大臣基準第65 号の３ニに規定する厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。Ｌ

ＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え

方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの

提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた栄養ケア計画の作成（Plan）、当該計画に基づく

支援の提供（Do）、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の

一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の

健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

 

経口移行加算 28単位/日 

基

準 

[厚告21 別表４ ワ] 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、

看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事

の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は

栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して

180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養ケア・マネジメント実施の有無に係る減算を算

定している場合は算定しない。 

経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又

は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口に

よる食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及

び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。 



96 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(28) ５の(29)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(29)① 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に係るものについては、次に掲げるイからハま

での通り、実施するものとすること。 

イ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要

であるとして、医師の指示を受けた者を対象とすること。医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、言語聴覚士、

介護支援専門員その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理の方法等を示した

経口移行計画を作成すること（栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、当該計画については、

経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を

得ること。なお、介護医療院サービスにおいては、経口移行計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載

する場合は、その記載をもって経口移行計画の作成に代えることができるものとすること。 

ロ 当該計画に基づき、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援を実施すること。経口移行加算の算

定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂取を終了した日までの期間とするが、その期

間は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して、180日以内の期間に限るものとし、それを超えた場合にお

いては、原則として当該加算は算定しないこと。 

ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が、入所者又はその家族の同意を得られた日から起算し

て、180日を超えて実施される場合でも、経口による食事の摂取が一部可能なものであって、医師の指示に基づ

き、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされる場合にあっては、引き続き

当該加算を算定できるものとすること。ただし、この場合において、医師の指示はおおむね２週間ごとに受ける

ものとすること。 

② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤嚥性肺炎の危険も生じうることから、次のイからハ

までについて確認した上で実施すること。 

イ 全身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定しており、現疾患の病態が安定していること。）。 

ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。 

ハ 嚥下反射が見られること（唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激による喉頭挙上が認められること。）。 

ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がないこと。 

③ 経口移行加算を180日間にわたり算定した後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取

に移行するための栄養管理及び支援を実施した場合は、当該加算は算定できないものとすること。 

④ 入所者の口腔の状態によっては、歯科医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介

護支援専門員を通じて主治の歯科医師への情報提供を実施するなどの適切な措置を講じること。 

⑤ なお、当該加算に係る計画の作成に当たっては別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の

実施及び一体的取組について」）を参照されたい。 

 

経口維持加算 (Ⅰ) 400単位、(Ⅱ) 100単位 /月 

基

準 

[厚告21 別表４ カ] 

１ 経口維持加算（Ⅰ）については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、現に経口により食

事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づ

き、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするた

めの食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成

している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示（歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示

を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。）を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場

合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して６月以内の期間に限り、１月につき所定単位数を加算する。た

だし、経口移行加算を算定している場合又は栄養ケア・マネジメント実施の有無に係る減算を算定している場合は算定

しない。 

２ 経口維持加算（Ⅱ）については、協力歯科医療機関を定めている介護医療院が、経口維持加算（Ⅰ）を算定している

場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師（介護医療院

の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第４条第１項第１号に規定する医師を除く。）、歯科医師、歯科衛生士又

は言語聴覚士が加わった場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

[厚告95 67]  

イ 通所介護費等算定方法第13号に規定する基準（定員超過・人員基準欠如）のいずれにも該当しないこと。 

ロ 入所者の摂食又は嚥下機能が医師の判断により適切に評価されていること。  

ハ 誤嚥等が発生した場合の管理体制が整備されていること。 

ニ 食形態に係る配慮など誤嚥防止のための適切な配慮がされていること。 

ホ ロからニまでについて、医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門員その他職種の者が共同して実施するための体

制が整備されていること 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(29) ５の(30)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(30)① 経口維持加算(Ⅰ)については、次に掲げるイからニまでの通り、実施するものとすること。 

  イ 現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害(食事の摂取に関する認知機能の低下を含む。以下

同じ。)を有し、水飲みテスト（「氷砕片飲み込み検査」、「食物テスト（food test）」、「改訂水飲みテスト」などを
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含む。以下同じ。）、頸部聴診法、造影撮影（医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。以下同じ。）、内視

鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう。以下同じ。）等により誤嚥が認められる（喉

頭侵入が認められる場合及び食事の摂取に関する認知機能の低下により誤嚥の有無に関する検査を実施することが

困難である場合を含む。以下同じ。）ことから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要

であるものとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。ただし、歯科医師が指示を行う場合

にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養の指導を行う

に当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限る（以下同じ。）。 

  ロ 月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種の者が共同し

て、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、継続して経口による食事の摂取を進めるための

特別な管理の方法等を示した経口維持計画の作成を行うとともに、必要に応じた見直しを行うこと。また、当該経

口維持計画の作成及び見直しを行った場合においては、特別な管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、そ

の同意を得ること。なお、介護医療院サービスにおいては、経口維持計画に相当する内容を施設サービス計画の中

に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代えることができるものとすること。入所者の栄養管

理をするための会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員

会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

  ハ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別な管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継続し

て経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮のことをいう。 

 ② 経口維持加算(Ⅱ)における食事の観察及び会議等の実施に当たっては、医師（介護医療院の人員、施設及び設備並

びに運営に関する基準第４条第１項第１号に規定する医師を除く。）、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士のいずれ

か１名以上が加わることにより、多種多様な意見に基づく質の高い経口維持計画を策定した場合に算定されるもので

あること。 

 ③ 経口維持加算（Ⅰ）及び経口維持加算（Ⅱ）の算定に当たり実施する食事の観察及び会議等は、関係職種が一堂に

会して実施することを想定しているが、やむを得ない理由により、参加するべき者の参加が得られなかった場合は、

その結果について終了後速やかに情報共有を行うことで、算定を可能とする。 

 ④ 管理体制とは、食事の中止、十分な排痰、医師又は歯科医師との緊密な連携等が迅速に行われる体制とすること。 

 ⑤ なお、当該加算に係る計画の作成に当たっては別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施

及び一体的取組について」）を参照されたい。 

 

口腔衛生管理加算 (Ⅰ) 90単位、(Ⅱ) 110単位 /月 

基

準 

［厚告21 別表４ ヨ］ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、入所者に対し、歯科衛生士が口腔衛生の管理を行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき所定単位数を加算する。ただし、いずれかの加算を算定している

場合においては、その他の加算は算定しない。 

［厚告95 69］ 

イ 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生管理に係る計

画が作成されていること。 

(２) 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月２回以上行うこと。 

(３) 歯科衛生士が(１)における入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指

導を行うこと。 

(４) 歯科衛生士が(１)における入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応すること。 

(５) 定員超過利用・人員欠如基準に該当していないこと。 

ロ 口腔衛生管理加算（Ⅱ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) イ(１)から(５)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(２) 入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理の実施に当たって、当該情報そ

の他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(30) ５の(31)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(31)① 口腔衛生管理加算については、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行い、

当該入所者に係る口腔清掃等について介護職員へ具体的な技術的助言及び指導をした場合において、当該入所者ごと

に算定するものである。 

② 当該施設が当該加算に係るサービスを提供する場合においては、当該サービスを実施する同一月内において医療

保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者又はその家族等に確認するとともに、当該サービスについて

説明し、その提供に関する同意を得た上で行うこと。 

③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、

歯科医師からの指示内容の要点（ただし、歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に対す
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る口腔衛生の管理を行うにあたり配慮すべき事項とする。）、当該歯科衛生士が実施した口腔衛生の管理の内

容、当該入所者に係る口腔清掃等について介護職員への具体的な技術的助言及び指導の内容及びその他必要と思

われる事項に係る記録を別紙様式３「口腔衛生管理に関する実施記録」を参考として作成し、当該施設に提出す

ること。当該施設は、当該記録を保管するとともに、必要に応じてその写しを当該入所者に対して提供するこ

と。 

④ 当該歯科衛生士は、介護職員から当該入所者の口腔に関する相談等に必要に応じて対応するとともに、当該入所

者の口腔の状態により医療保険における対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供されるよう

当該歯科医師及び当該施設への情報提供を行うこと。 

⑤ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等

については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバ

ック情報を活用し、入所者の状態に応じた口腔衛生の管理の内容の決定（Plan）、当該決定に基づく支援の提供

（Do)、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該支援内容の見直し・改善（Action）の一連

のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の

健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

⑥ 本加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であっても算定できるが、訪問歯科衛生

指導料が算定された日の属する月においては、訪問歯科衛生指導料が３回以上(令和６年６月以降、診療報酬の算

定方法（平成 20年厚生労働省告示第 59号）別表第２歯科診療報酬点数表の区分番号 C001に掲げる訪問歯科衛生

指導料の「注２」に規定する緩和ケアを実施する者の場合は、７回以上)算定された場合には算定できない。 

 

療養食加算（届出） ６単位/回 

基

準 

[厚告21 別表４ タ] 

次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老

健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、１日につき

３回を限度として、所定単位数を加算する。 

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 

ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。 

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において行われていること。 

[厚告94 74] 

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓

病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食 

[厚告95 35]  

通所介護費等算定方法第15号（定員超過・人員基準欠如（看護師比率に係る部分等を除く））のいずれにも該当しない

こと。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(31) ５の(32)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(32) ２の(21)を準用する。なお、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が行われている場合にあって

は、経口移行加算又は経口維持加算を併せて算定することが可能である。 

[老企40 第２ ２短期入所生活介護費] 

(21)① 利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事箋に基づき、

利用者等告示に示された療養食が提供された場合に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表

が作成されている必要があること。 

  ② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づいて提供される利用者

の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食（流動食は

除く。）、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食）及び特別な場合の検査食をいうものであること。 

  ③ 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わないこと。 

  ④ 減塩食療法等について 

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができるものであるが、高血圧症

に対して減塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。また、腎臓病食に準じて取り扱うことができ

る心臓疾患等の減塩食については、総量6.0ｇ未満の減塩食をいうこと。 

⑤ 肝臓病食について 

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食（胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合を含

む。）等をいうこと。 

⑥ 胃潰瘍食について 

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこと。手術前後に与える高カロリー食は加算の対

象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は、療養食の加算
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が認められること。また、クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残

さ食については、療養食として取り扱って差し支えないこと。 

⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について 

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビン濃度が10ｇ/dℓ 以下であり、その原

因が鉄分の欠乏に由来する者であること。 

⑧ 高度肥満症に対する食事療法について 

高度肥満症（肥満度が＋70％以上又はＢＭＩ（Body Mass Index）が35以上）に対して食事療法を行う場合は、

脂質異常症食に準じて取り扱うことができること。 

⑨ 特別な場合の検査食について 

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ｘ線検査・大腸内視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食

品を使用した場合は、「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。 

⑩ 脂質異常症食の対象となる入所者等について 

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空腹時定常状態におけるLDL-コレステロール値

が140㎎/dℓ 以上である者又はHDL-コレステロール値が40㎎/dℓ 未満 若しくは血清中性脂肪値が150㎎/dℓ 以上で

ある者であること。 

 

在宅復帰支援機能加算 10単位/日 

基

準 

[厚告21 別表４ レ] 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっ

ては、1日につき所定単位数を加算する。 

イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。 

ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供及び退

所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。 

[厚労告95 71] 

イ 算定日が属する月の前６月間において当該施設から退所した者の総数のうち、当該期間内に退所し、在宅において

介護を受けることとなったもの（当該施設における入所期間が１月間を超えていた退所者に限る。）の占める割合が

100分の30を超えていること。 

ロ 退所者の退所後30日以内に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問すること又は指定居宅介護支援事業所か

ら情報提供を受けることにより、当該退所者の在宅における生活が１月以上継続する見込みであることを確認し、記

録していること。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(32) ５の(36)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(36)①「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所するに当たり、当該入所者及びその家族に対して次に掲

げる支援を行うこと。退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行う

こと。また必要に応じ、当該入所者の同意を得て退所後の居住地を管轄する市町村及び地域包括支援センター又は

老人介護支援センターに対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な

情報を提供すること。 

② 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであること。 

イ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助 

ロ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談助言 

ハ 家屋の改善に関する相談援助 

ニ 退所する者の介助方法に関する相談援助 

③ 在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠等の関係書類を整備しておくこと。 

 

緊急時治療管理（緊急時施設診療費） 518単位/日 

基

準 

[厚告21 別表４ ツ] 

入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。 

(１)１ 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、

処置等を行ったときに算定する。 

２ 同一の入所者について１月に１回、連続する３日を限度として算定する。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(34) 入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合には、速やかに協力病院等の病院へ入院させる

ことが必要であるが、こうした場合であっても、介護医療院において緊急その他やむを得ない事情により施設診療を

行うときがあるので、緊急時施設診療費は、このような場合に行われる施設診療を評価するために設けられているこ

と。 

① ６の(37)①を準用する。 

[老企40 第２ ６介護保健施設サービス] 

(37)①イ 緊急時治療管理は、入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が必要となる入所者に対し、応急的な治療管理

として投薬、注射、検査、処置等が行われた場合に算定すること。 

ロ 緊急時治療管理は、１回に連続する３日を限度とし、月１回に限り算定するものであるので、例えば、１月に

連続しない１日を３回算定することは認められないものであること。 
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ハ 緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはできないこと。 

ニ 緊急時治療管理の対象となる入所者は、次のとおりであること。 

ａ 意識障害又は昏睡 

ｂ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 

ｃ 急性心不全（心筋梗塞を含む。） 

ｄ ショック 

ｅ 重篤な代謝障害 

ｆ その他薬物中毒等で重篤なもの 

 

特定治療（緊急時施設診療費） 
医科診療報酬点数表第１章及び第２章に定める点数に

10円を乗じて得た額 

基

準 

[厚告21 別表４ ツ] 

入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。 

(２) 医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律第57条第3項に規定する保険医療機

関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定め

るものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た

額を算定する。 

＜算定できないもの＞ 

[厚告94 74の２]  

第二十八号に規定するリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療 

[厚告94 28] 

医科診療報酬点数表第二章第七部により点数の算定されるリハビリテーション、同章第九部により点数の算定される処置

（同部において医科診療報酬点数表の例によるとされている診療のうち次に掲げるものを含む。）、同章第十部により点数

の算定される手術及び同章第十一部により点数の算定される麻酔のうち、次に掲げるものとする。 

イ 第七部リハビリテーションに掲げるリハビリテーションのうち次に掲げるもの 

(１) 脳血管疾患等リハビリテーション料（言語聴覚療法に係るものに限る。） 

(２) 摂食機能療法 

(３) 視能訓練 

ロ 第九部処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

(１) 一般処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

(一) 創傷処置（六千平方センチメートル以上のもの（褥瘡に係るものを除く。）を除く。） 

(二) 熱傷処置（六千平方センチメートル以上のものを除く。） 

(三) 重度褥瘡処置 

(四) 長期療養患者褥瘡等処置 

(五) 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置 

(六) 爪甲除去（麻酔を要しないもの） 

(七) 穿刺排膿後薬液注入 

(八) 空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置 

(九) ドレーン法（ドレナージ） 

(十) 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺 

(十一) 胸腔穿刺（洗浄、注入及び排液を含む。） 

(十二) 腹腔穿刺（人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む。） 

(十三) 喀痰吸引 

(十四) 干渉低周波去痰器による喀痰排出 

(十五) 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸 

(十六) 摘便 

(十七) 腰椎麻酔下直腸内異物除去 

(十八) 腸内ガス排気処置（開腹手術後） 

(十九) 酸素吸入 

(二十) 突発性難聴に対する酸素療法 

(二十一) 酸素テント 

(二十二) 間歇的陽圧吸入法 

(二十三) 体外式陰圧人工呼吸器治療 

(二十四) 肛門拡張法（徒手又はブジーによるもの） 

(二十五) 非還納性ヘルニア徒手整復法 
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(二十六) 痔核嵌頓整復法（脱肛を含む。） 

(２) 救急処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

(一) 救命のための気管内挿管 

(二) 体表面ペーシング法又は食道ペーシング法 

(三) 人工呼吸 

(四) 非開胸的心マッサージ 

(五) 気管内洗浄 

(六) 胃洗浄 

(３) 皮膚科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

(一) 皮膚科軟膏処置 

(二) いぼ焼灼法 

(三) イオントフォレーゼ 

(四) 臍肉芽腫切除術 

(４) 泌尿器科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

(一) 膀胱洗浄（薬液注入を含む。） 

(二) 後部尿道洗浄（ウルツマン） 

(三) 留置カテーテル設置 

(四) 嵌頓包茎整復法（陰茎絞扼等） 

(５) 産婦人科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

(一) 膣洗浄（熱性洗浄を含む。） 

(二) 子宮頸管内への薬物挿入法 

(６) 眼科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

(一) 眼処置 

(二) 義眼処置 

(三) 睫毛抜去 

(四) 結膜異物除去 

(７) 耳鼻咽喉科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

(一) 耳処置（点耳、耳浴、耳洗浄及び簡単な耳垢栓除去を含む。） 

(二) 鼻処置（鼻吸引、鼻洗浄、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。） 

(三) 口腔、咽頭処置 

(四) 関節喉頭鏡下喉頭処置（喉頭注入を含む。） 

(五) 鼻出血止血法（ガーゼタンポン又はバルーンによるもの） 

(六) 耳垢栓塞除去（複雑なもの） 

(七) ネブライザー 

(八) 超音波ネブライザー 

(８) 整形外科的処置に掲げる処置（鋼線等による直達牽引を除く。） 

(９) 栄養処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

(一) 鼻腔栄養 

(二) 滋養浣腸 

ハ 第十部手術に掲げる手術のうち次に掲げるもの 

(１) 創傷処理（長径五センチメートル以上で筋肉、臓器に達するものを除く。） 

(２) 皮膚切開術（長径二十センチメートル未満のものに限る。） 

(３) デブリードマン（百平方センチメートル未満のものに限る。） 

(４) 爪甲除去術 

(５) ［ひょう］疽手術 

(６) 風棘手術 

(７) 外耳道異物除去術（極めて複雑なものを除く。） 

(８) 咽頭異物摘出術 

(９) 顎関節脱臼非観血的整復術 

(10) 血管露出術 

ニ 第十一部麻酔に掲げる麻酔のうち次に掲げるもの 
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(１) 静脈麻酔、筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔 

(２) 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入 

ホ イからニまでに掲げるリハビリテーション、処置、手術又は麻酔に最も近似するものとして医科診療報酬点数表によ

り点数の算定される特殊なリハビリテーション、処置、手術及び麻酔 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(34) 入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合には、速やかに協力病院等の病院へ入院させる

ことが必要であるが、こうした場合であっても、介護医療院において緊急その他やむを得ない事情により施設診療を

行うときがあるので、緊急時施設診療費は、このような場合に行われる施設診療を評価するために設けられているこ

と。 

②イ 特定治療は、介護医療院においてやむを得ない事情により行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は

放射線治療について、診療報酬の算定方法（平成20 年厚生労働省告示第59号）別表第１医科診療報酬点数表によ

り算定する点数に10 円を乗じた額を算定すること。 

ロ 算定できないものは、利用者等告示第74の２号に示されていること。 

ハ ロの具体的取扱いは、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第１医科診療報酬点数表の取

扱いの例によること。 

 

認知症専門ケア加算（届出） (Ⅰ) ３単位、(Ⅱ) ４単位 /日 

基

準 

[厚告21 別表４ ネ] 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして県知事に届け出た介護医療院において、別に厚生労働大臣が

定める者に対して、専門的な認知症ケアを行なった場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき所定単位数を加算

する。ただし、いずれかの加算（Ⅰ又はⅡ）を算定している場合においてはその他の加算は算定せず、認知症チームケア

推進加算を算定している場合においては算定しない。 

[厚告95 42] 

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 入所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要と

する認知症の者(以下「対象者」という。)の占める割合が２分の１以上であること。 

(２) 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が20人未満である場合にあっては、１以上、当

該対象者の数が20人以上である場合にあっては、１に、当該対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 

(３) 当該施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催して

いること。 

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定する場合 

  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 (１) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準のいずれにも適合すること。 

 (２) 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、施設全体の認知症ケアの指導等を実

施していること。 

 (３) 当該施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実

施又は実施を予定していること。 

[厚告94 七十四の三] 

日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(35) ５の(38)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(38)① 対象者は、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する入所者を指すものとする。 

②「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成18年３月31日老

発第0331010号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成18年

３月31日老計第0331007号厚生労働省労働計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症

看護に係る適切な研修を指すものとする。 

③ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切

な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する

こと。 

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症

介護実践者等養成事業の円滑な運営についてに規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係る適切な

研修を指すものとする。 
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認知症チームケア推進加算（届出） (Ⅰ) 150単位、(Ⅱ) 120単位 /月 

基

準 

[厚告21 別表４ ナ] 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、別に厚生労働大臣が定める者に対して、認知症の

行動・心理症状の予防等に資するチームケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定

単位数を加算する。ただし、いずれかの加算を算定している場合においては、もう片方の加算は算定しない。 

[厚告95 58の５の２] 

イ 認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 (１) 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知

症の者（以下この号において「対象者」という。）の占める割合が二分の一以上であること。 

 (２) 認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応（以下「予防等」という。）に資する認知症介護の指摘に係

る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資す

るケアプログラムを含んだ研修を修了している者を一名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行

動・心理症状に対応するチームを組んでいること。 

 (３) 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症の行

動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施していること。 

 (４) 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行

動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること。 

ロ 認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 (１) イ(１)、(３)及び(４)に掲げる基準に適合すること。 

 (２) 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置し、か

つ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(36) ５の(39)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

別途通知（「認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項について」）を参照すること。 

[認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について] 

第１ 認知症チームケア推進加算に関する基本的な考え方 

 (１) 認知症ケアについては、認知症である入所者等の尊厳を保持した適切な介護を提供することが、その目指すべき方向

性である。入所者等に日頃から適切な介護が提供されることより、BPSDの出現を予防し、出現時にも早期対応し重症

化を防ぐことが可能となる。 

 (２) 本加算は、上記の目指すべき方向性を実現するため、配置要件になっている者が中心となった複数人の介護職員等か

ら構成するチームを組んだうえで、日頃から認知症の入所者等に対して適切な介護を提供し、それにより、BPSDの予

防及び出現時の早期対応に資するチームケアを実施していることを評価するものである。 

 (３) チームは、本加算の対象者である入所者等個人に対し計画的にBPSDの評価指標を用いて評価を実施し、その評価に基

づき、チームケアの計画を作成・実施すること。計画の作成にあたっては、評価の結果と整合性が取れた計画を、

個々の入所者等の状態に応じて個別に作成することとし、画一的な計画とならないよう留意すること。また、ケアに

おいて入所者等の尊厳が十分保持されるよう留意すること。 

 (４) チームは、ケアの質の向上を図る観点から、チームケアを実施するにあたっては、対象者１人につき月１回以上の定

期的なカンファレンスを開催し、BPSDを含めて個々の入所者等の状態を評価し、ケア計画策定、ケアの振り返り、状

態の再評価、計画の見直し等を行うこと。なお、入所者等の状態の評価、ケア方針、実施したケアの振り返り等は別

紙様式の「認知症チームケア推進加算・ワークシート」及び介護記録等に詳細に記録すること。その他、日々のケア

の場面で心身の状態や環境等の変化が生じたとき等は、その都度カンファレンスを開催し、再評価、ケア方針の見直

し等を行うこと。 

第２ 加算対象者 

本加算の対象者である「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランク

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ又はМに該当する入所者等を指す。 

第３ 加算要件 

 (１) 認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 

認知症チームケア推進加算（Ⅰ）の要件にある「認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応（以下「予防

等」という。）に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症の行動・心理症状の予防等

に資する認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を

修了している者」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な

運営について」に規定する「認知症介護指導者養成研修」を終了し、かつ、認知症チームケア推進研修（認知症である

入所者等の尊厳を保持した適切な介護、BPSDの出現・重症化を予防するケアの基本的考え方を理解し、チームケアを実

践することを目的とした研修をいう。以下同じ。）を終了した者を指す。 

 (２) 認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 

認知症チームケア推進加算（Ⅱ）の要件にある「認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的

な研修を修了している者」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業
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の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を終了し、かつ、認知症チームケア推進研修を修

了した者を指す。 

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日 

基

準 

[厚告21 別表４ ラ] 

医師が認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判

断した者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、入所した日から起算して７日を限度として、１日につき所定単位

数を加算する。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(37) ５の(40)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(40)① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指

すものである。 

  ② 本加算は、在宅で療養を行っている利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められた際に、介護医療院に一時

的に入所することにより、当該利用者の在宅での療養が継続されることを評価するものである。 

③ 本加算は、在宅で療養を行っている要介護被保険者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に介護医療

院への入所が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ施設の職員と連携し、利用

者又は家族の同意の上、当該施設に入所した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又は

その次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとする。この際、当該施設への入所ではなく、医療機関

における対応が必要であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うこと

により、適切な医療が受けられるように取り計らう必要がある。 

④ 本加算は、当該利用者の在宅での療養が継続されることを評価するものであるため、入所後速やかに退所に向け

た施設サービス計画を策定し、当該入所者の「認知症の行動・心理症状」が安定した際には速やかに在宅復帰が

可能となるようにすること。 

⑤ 次に掲げる者が、直接、当該施設へ入所した場合には、当該加算は算定できないものであること。 

   ａ 病院又は診療所に入院中の者 

   ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

   ｃ 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護、認知症

対応型共同生活介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び短期利用地

域密着型特定施設入居者生活介護を利用中の者 

  ⑥ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、施設も判断を行った医師名、日

付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。 

⑦ 当該加算の算定にあたっては、個室等、認知症の行動・心理症状の増悪した者の療養に相応しい設備を整備するこ

と。 

⑧ 当該加算は、当該入所者が入所前１月の間に、当該介護医療院に入所したことがない場合及び過去１月の間に 

当該加算（他サービスを含む）を算定したことがない場合に限り算定できることとする。 

 

重度認知症疾患療養体制加算（届出） 

(Ⅰ) 要介護１又は２    140単位/日 

要介護３，４又は５   40単位/日 

(Ⅱ) 要介護１又は２    200単位/日 

要介護３，４又は５  100単位/日 

基

準 

[厚告21 別表４ ム] 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、入所者に対して、介護医療院サービスを行っ

た場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ1日につき次に掲げる所定単

位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

ない。（Ⅰ又はⅡいずれかを算定。） 

[厚労告96 21の３] 

イ 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)の基準 

(１) 看護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護医療院における指定短期入所療養介護の利用者及び入所者（以下こ

の号において「入所者等」という。）の数の合計数が４はその端数を増すごとに１上であること。ただし、そのう

ち当該介護医療院における入所者等の数を４をもって除した数（その数が１に満たないときは、１とし、その数に

１に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。）から当該介護医療院における入所者等の数を６

をもって除した数（その数が１に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。）を減じた数の範囲

内で介護職員とすることができる。 

(２) 当該介護医療院に専任の精神保健福祉士（精神保健福祉士法（平成九年法律第百三十一号）第二条に規定する精

神保健福祉士をいう。ロにおいて同じ。）又はこれに準ずる者及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれ

ぞれ１名以上配置されており、各職種が共同して入所者等に対し介護医療院短期入所療養介護を提供しているこ

と。 

(３) 入所者等が全て認知症の者であり、届出を行った日の属する月の前３月において日常生活に支障を来すおそれの

ある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の割合が二分の一以上であること。 
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(４) 近隣の精神科病院（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第十九条の五

に規定する精神科病院をいう。以下この(４)及びロにおいて同じ。）と連携し、当該精神科病院が、必要に応じ入

所者等を入院（同法に基づくものに限る。ロにおいて同じ。）させる体制及び当該精神科病院に勤務する医師の入

所者等に対する診察を週四回以上行う体制が確保されていること。 

(５) 届出を行った日の属する月の前３月間において、身体拘束廃止未実施減算を算定していないこと。 

ロ 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)の基準 

(１) 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数が四又はその端数を増すごとに一以上 

(２) 当該介護医療院に専ら従事する精神保健福祉士又はこれに準ずる者及び作業療法士がそれぞれ一名以上配置され

ており、各職種が共同して入所者等に対し介護医療院短期入所療養介護を提供していること。 

(３) 六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えた生活機能回復訓練室を有していること。 

(４) 入所者等が全て認知症の者であり、届出を行った日の属する月の前三月において日常生活に支障を来すおそれの

ある症状又は行動が認められることから特に介護を必要とする認知症の者の割合が二分の一以上であること。 

(５) 近隣の精神科病院と連携し、当該精神科病院が、必要に応じ入所者等を入院させる体制及び当該精神科病院に勤

務する医師の入所者等に対する診察を週四回以上行う体制が確保されていること。 

(６) 届出を行った日の属する月の前三月間において、身体拘束廃止未実施減算を算定していないこと。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(38) ３の(6-1)⑦及び⑧を準用する。 

[老企40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(6-1)イ 重度認知症疾患療養体制加算については、施設単位で体制等について届け出ること。 

ロ 施設基準第 21 号の３イ(３)及び施設基準第 21 号の３ロ(４)の基準において、入所者等が全て認知症の者とあ

るのは、入所者等が全て認知症と確定診断されていることをいう。ただし、入所者については、入所後３か月間

に限り、認知症の確定診断を行うまでの間はＭＭＳＥ（Mini Mental State Examination）において 23 点以下の

者又はＨＤＳ―Ｒ（改訂長谷川式簡易知能評価スケール）において 20 点以下の者を含むものとする。短期入所療

養介護の利用者については、認知症と確定診断を受けた者に限る。なお、認知症の確定診断を行った結果、認知

症でないことが明らかになった場合には、遅滞なく適切な措置を講じなければならない。 

ハ 施設基準第 21 の３号イ(３)の基準において、届出を行った日の属する月の前三月において日常生活に支障を来

すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の割合については、以下の式に

より計算すること。 

(a) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 届出を行った日の属する月の前三月における認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢb 以上に該当する

者の延入所者数 

(ⅱ) 届出を行った日の属する月の前三月における認知症の者の延入所者数 

ニ 施設基準第 21 の３号ロ(４)の基準において、届出を行った日の属する月の前三月において日常生活に支障を来

すおそれのある症状又は行動が認められることから特に介護を必要とする認知症の者の割合については、以下の

式により計算すること。 

(a) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 届出を行った日の属する月の前三月における認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅣ以上に該当する

者の延入所者数 

(ⅱ) 届出を行った日の属する月の前三月における認知症の者の延入所者数 

ホ 施設基準第 21 の３号ロ(３)の基準における生活機能回復訓練室については、「介護医療院の人員、設備及び運

営に関する基準について」（平成 30 年 3 月 22 日老老発 0322 第１号）のとおり、機能訓練室、談話室、食堂及

びレクリエーション・ルーム等と区画せず、１つのオープンスペースとすることは差し支えない。また、生活機

能回復訓練室については、入所者に対する介護医療院サービスの提供に支障を来さない場合は、他の施設と兼用

して差し支えない。 

ヘ 施設基準第21 の３号イ(４)及び施設基準第21 の３号ロ(５)の基準で規定している医師が診察を行う体制につ

いては、連携する近隣の精神科病院に勤務する医師が当該介護医療院を週四回以上訪問し、入所者等の状況を把

握するとともに、必要な入所者等に対し診察を行っていること。ただし、老人性認知症疾患療養病棟（介護保険

法施行令（平成十年政令第四百十二号）第四条第二項に規定する病床により構成される病棟を有する病院の当該

精神病床）の全部又は一部を転換し開設した介護医療院にあっては、当該介護医療院の精神科医師又は神経内科

医師が入所者等の状況を把握するとともに、必要な入所者等に対し診察を週四回以上行うことで差し支えない。

なお、その場合であっても、近隣の精神科病院と連携し、当該精神科病院が、必要に応じ入所者等を入院させる

体制が確保されている必要がある。 

 

排せつ支援加算（届出） (Ⅰ) 10単位、(Ⅱ) 15単位、(Ⅲ) 20単位 /月 

基

準 

[厚告21 別表４ ウ] 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき所定単位数を加算する。ただし、いずれかの加算を算定している場合におい

ては、その他の加算は算定しない。 

［厚告95 71の３］ 

イ 排せつ支援加算（Ⅰ） 

  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
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(１) 入所者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時に評価し、その後

少なくとも３月に１回評価するとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、排せつ支援の実施に当たっ

て、当該情報その他排せつ支援の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

(２) (１)の評価の結果、排せつ介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込ま

れるものについて、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、当該入所者が排せつに介護を要す

る原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、該当支援計画に基づく支援を継続して実施していること。 

(３) (１)の評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者毎に支援計画を見直していること。 

ロ 排せつ支援加算（Ⅱ） 

  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 (１) イ(１)から(３)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 (２) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

(一) イ(１)の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時と比較して、排尿又は排便の状態

の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がないこと。 

(二) イ(１)の評価の結果、施設入所時におむつを使用していた者であって要介護状態の軽減が見込まれるものについ

て、おむつを使用しなくなったこと。 

(三) イ(１)の評価の結果、施設入所時又は利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者であって要介護状態の軽

減が見込まれるものについて、尿道カテーテルが抜去されたこと。 

ハ 排せつ支援加算（Ⅲ） 

 イ(１)から(３)まで並びにロ(２)(一)及び(二)に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(39) ５の(42)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(42)① 排せつ支援加算は、排せつ支援の質の向上を図るため、多職種の共同により、入所者が排せつに介護を要する要

因の分析を踏まえた支援計画の作成（Plan）、当該支援計画に基づく排せつ支援の実施（Do）、当該支援内容の評

価（Check）とその結果を踏まえた当該支援計画の見直し（Action）といったサイクル（以下この(36)において

「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継続的に排せつ支援の質の管理を行った場合に加算するものである。 

② 排せつ支援加算(Ⅰ)は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第 71 号の３に掲げる要件を満

たした場合に、当該施設の入所者全員（排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する者を除く。）に対して算定できる

ものであること。 

③ 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ適切な介護が提供されていることを前提としつつ、さらに特別な

支援を行うことにより、施設入所時と比較して排せつの状態が改善することを評価したものである。したがって、

例えば、施設入所時において、入所者が尿意・便意を職員へ訴えることができるにもかかわらず、職員が適時に排

せつを介助できるとは限らないことを主たる理由としておむつへの排せつとしていた場合、支援を行って排せつの

状態を改善させたとしても加算の対象とはならない。 

④ 大臣基準第 71 号の３イ⑴の評価は、別紙様式６を用いて、以下の(ｱ)から(ｳ)について実施する。 

(ｱ) 排尿の状態 

(ｲ) 排便の状態 

(ｳ) おむつの使用 

(ｴ) 尿道カテーテルの留置 

⑤ 大臣基準第 71 号の３イ⑴の施設入所時の評価は、大臣基準第 71 号の３イ⑴から⑶までの要件に適合しているも

のとして都道府県知事に届け出た日の属する月及び当該月以降の新規入所者については、当該者の施設入所時に評

価を行うこととし、届出の日の属する月の前月以前から既に入所している者（以下「既入所者」という。）につい

ては、介護記録等に基づき、施設入所時における評価を行うこと。 

⑥ ④又は⑤の評価を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容を支援の開始前に医師へ報告することとす

る。また、医師と連携した看護師が④の評価を行う際、入所者の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合等は、

医師へ相談することとする。 

⑦ 大臣基準第 71 号の３イ⑴の評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへ

の提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並び

に事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。提出された情報については、国民の健康の保持増進

及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

⑧ 大臣基準第 71 号の３イ⑵の「排せつに介護を要する入所者」とは、④の(ｱ)若しくは(ｲ)が「一部介助」又は「全

介助」と評価される者又は(ｳ)若しくは(ｴ)が「あり」の者をいう。 

⑨ 大臣基準第 71 号の３イ⑵の「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」とは、特別な支援

を行わなかった場合には、④の(ｱ)から(ｴ)の評価が不変又は低下となることが見込まれるものの、適切な対応を行

った場合には、④の(ｱ)から(ｴ)の評価が改善することが見込まれることをいう。 

⑩ 支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排せつに介護を要する要因を多職

種が共同して分析し、それに基づいて、別紙様式６の様式を用いて支援計画を作成する。要因分析及び支援計画の

作成に関わる職種は、④の評価を行った医師又は看護師、介護支援専門員、及び支援対象の入所者の特性を把握し

ている介護職員を含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、食生活、生活機能の状態等に応じ薬剤師、管

理栄養士、理学療法士、作業療法士等を適宜加える。なお、介護福祉施設サービスにおいては、支援計画に相当す

る内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって支援計画の作成に代えることができるものと

するが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。 
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⑪ 支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計画を、個々の入所者の特性に配慮しながら個

別に作成することとし、画一的な支援計画とならないよう留意する。また、支援において入所者の尊厳が十分保持

されるよう留意する。 

⑫ 当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、入所者及びその家族に対し、排せつの状態及び

今後の見込み、支援の必要性、要因分析並びに支援計画の内容、当該支援は入所者及びその家族がこれらの説明を

理解した上で支援の実施を希望する場合に行うものであること、及び支援開始後であってもいつでも入所者及びそ

の家族の希望に応じて支援計画を中断又は中止できることを説明し、入所者及びその家族の理解と希望を確認した

上で行うこと。 

⑬ 大臣基準第 71 号の３イ⑶における支援計画の見直しは、支援計画に実施上の問題（排せつ支援計画の変更の必要

性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに実施すること。その際、ＰＤＣＡの

推進及び排せつ支援の質の向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用すること。 

⑭ 排せつ支援加算(Ⅱ)は、排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、施設入所時と比較して、④に掲

げる(ｱ)若しくは(ｲ)の評価の少なくとも一方が改善し、かつ、いずれにも悪化がない場合又は(ｳ)若しくは(ｴ)の評

価が改善した場合に、算定できることとする。 

⑮ 排せつ支援加算(Ⅲ)は、排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、施設入所時と比較して、④に掲げ

る(ｱ)若しくは(ｲ)の評価の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がなく、かつ、(ｳ)の評価が改善した場合に、

算定できることとする。 

 

自立支援促進加算（届出） 300単位/月 

基

準 

[厚告21 別表４ ヰ］ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、

１月につき所定単位数を加算する。 

［厚労告95 71の４］ 

次に掲げるいずれにも適合すること。 

イ 医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、その後少なくとも６月に１回医学的評価の

見直しを行うとともに、その医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、自立支援の促進に当たって、当該情

報その他自立支援の適切かつ有効な促進のために必要な情報を活用していること。 

ロ イの医学的評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ごとに、医師、看護職員、介護職員、介護支援

専門員その他職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。 

ハ イの医学的評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに支援計画を見直していること。 

二 医師が自立支援に係る支援計画の策定に参加していること。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(40) ５の(43)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(43)① 自立支援促進加算は、入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図るため、多職種共同による、

入所者が自立支援の促進を要する要因の分析を踏まえた支援計画の作成（Plan）、当該支援計画に基づく自立支援

の促進（Do）、当該支援内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該支援計画の見直し（Action）といったサイ

クル（以下この(37)において「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継続的に入所者の尊厳を保持し、自立支援

に係る質の管理を行った場合に加算するものである。 

② 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ、適切な介護が提供されていることを前提としつつ、介護保険制

度の理念に基づき、入所者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

特に必要な支援を実施していることを評価するものである。このため、医師が、定期的に、全ての入所者に対す

る医学的評価及びリハビリテーション、日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施するとともに、医師、

看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種が、医学的評価、アセスメント及び支援実績に基づき、特に

自立支援のための対応が必要とされた者について、生活全般において適切な介護を実施するための包括的な支援

計画を策定し、個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組や本人を尊重する個別ケア、寝た

きり防止に資する取組、自立した生活を支える取組、廃用性機能障害に対する機能回復・重度化防止のための自

立支援の取組などの特別な支援を行っている場合に算定できるものである。なお、本加算は、画一的・集団的な

介護又は個別的ではあっても画一的な支援計画による取組を評価するものではないこと、また、リハビリテーシ

ョンや機能訓練の実施を評価するものではないことから、個別のリハビリテーションや機能訓練を実施すること

のみでは、加算の対象とはならないこと。 

③ 本加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第71 号の４に掲げる要件を満たした場合

に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

④ 大臣基準第71 号の４イの自立支援に係る医学的評価は、医師が必要に応じて関連職種と連携し、別紙様式７を

用いて、当該時点における自立支援に係る評価に加え、特別な支援を実施することによる入所者の状態の改善可

能性等について、実施すること。 

⑤ 大臣基準第71 号の４ロの支援計画は、関係職種が共同し、別紙様式７を用いて作成すること。作成にあたって

は、④の医学的評価及び支援実績等に基づき、個々の入所者の特性に配慮しながら個別に作成することとし、画

一的な支援計画とならないよう留意すること。 

⑥ 当該支援計画の各項目は原則として以下のとおり実施すること。その際、入所者及びその家族の希望も確認し、

入所者の尊厳が支援に当たり十分保持されるように留意すること。 
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ａ 寝たきりによる廃用性機能障害の防止や改善へ向けて、離床、座位保持又は立ち上がりを計画的に支援する。 

ｂ 食事は、本人の希望に応じ、居室外で、車椅子ではなく普通の椅子を用いる、本人が長年親しんだ食器や箸を

施設に持ち込み使用する等、施設においても、本人の希望を尊重し、自宅等におけるこれまでの暮らしを維持で

きるようにする。食事の時間や嗜好等への対応について、画一的ではなく、個人の習慣や希望を尊重する。 

ｃ 排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プライバシーに配慮したトイレを使用することとし、特

に多床室においては、ポータブルトイレの使用を前提とした支援計画を策定してはならない。 

ｄ 入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重

すること。 

ｅ 生活全般において、画一的・集団的な介護ではなく個別ケアの実践のため、入所者本人や家族と相談し、可能

な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるようにする。 

ｆ リハビリテーション及び機能訓練の実施については、本加算において評価をするものではないが、④の評価に

基づき、必要な場合は、入所者本人や家族の希望も確認して施設サービス計画の見直しを行う。 

ｇ 入所者の社会参加につなげるために、入所者と地域住民等とが交流する機会を定期的に設ける等、地域や社会

とのつながりを維持する。 

⑦ 大臣基準第71 号の４ロにおいて、支援計画に基づいたケアを実施する際には、対象となる入所者又はその家族

に説明し、その同意を得ること。 

⑧ 大臣基準第71 号の４ハにおける支援計画の見直しは、支援計画に実施上に当たっての課題（入所者の自立に係

る状態の変化、支援の実施時における医学的観点からの留意事項に関する大きな変更、関連職種が共同して取り

組むべき事項の見直しの必要性等）に応じ、必要に応じた見直しを行うこと。その際、ＰＤＣＡの推進及びケア

の向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報とフィードバック情報を活用すること。 

⑨ 大臣基準第第71 号の４ニの評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥ

への提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並

びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。提出された情報については、国民の健康の保持

増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

＜参考＞令和３年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ（Ｖｏｌ.10 自立支援促進加算） 

本加算の目的にある「入所

者の尊厳の保持及び自立支援

に係るケアの質の向上を図る

こと」とはどのような趣旨

か。 

※第185 回社会保障審議会介

護給付費分科会資料123 ペー

ジ等を参照 

 

これまで、 

－寝たきりや不活発等に伴う廃用性機能障害は、適切なケアを行うことによ

り、回復や重度化防止が期待できること 

－中重度の要介護者においても、離床時間や座位保持時間が長い程、ＡＤＬ

が改善すること等が示されており（※）さらに、日中の過ごし方を充実した

ものとすることで、本人の生きがいを支援し、生活の質を高めていくこと、

さらには、機能障害があってもＡＤＬおよびＩＡＤＬを高め、社会参加につ

なげていくことが重要である。 

介護保険は、尊厳を保持し、その有する能力に応じ、自立した日常生活を

営むことができるよう、必要なサービス提供することを目的とするものであ

り、本加算は、これらの取組を強化し行っている施設を評価することとし、

多職種で連携し、「尊厳の保持」、「本人を尊重する個別ケア」、「寝たき

り防止」、「自立生活の支援」等の観点から作成した支援計画に基づき、適

切なケアを行うことを評価することとしたものである。 

R3介護報酬改

定に関するＱ

ＡVol10問４ 

「個々の入所者や家族の希

望に沿った、尊厳の保持に資

する取組」とは、どのような

取組か。また、希望の確認に

あたっては、どのようなこと

が求められるか。 

具体的には、要介護状態となる以前の生活にどれだけ近づけるかという観

点から、個々の入所者や家族の希望を聴取し、支援計画を作成し、計画に基

づく取組を行うなど本人を尊重する個別ケア等により、入所者や家族の願い

や希望に沿った、人生の最期までの尊厳の保持に資する取組を求めるもので

ある。 

なお、個々の入所者の希望の確認にあたっては、改善の可能性等を詳細に

説明する必要があり、例えば、入所者がおむつを使用している状態に慣れ

て、改善の可能性があるにも関わらず、おむつの使用継続を希望しているよ

うな場合は、本加算で求める入所者や家族の希望とはいえないことに留意が

必要である。 

R3介護報酬改

定に関するＱ

ＡVol10問５ 

支援計画の実施にあたって

は、原則として「寝たきりに

よる廃用性機能障害を防ぐた

めに、離床、座位保持又は立

ち上がりを計画的に支援す

る」こととされるが、具体的

にはどのような取組が求めら

れるのか。また、離床時間の

目安はあるか。 

具体的には、廃用性機能障害は、基本的に回復が期待できるものであるこ

とを踏まえ、いわゆる「寝たきり」となることを防止する取組を実施するに

あたり、計画的に行う離床等の支援を一定時間実施することを求めるもので

ある。 

したがって、治療のための安静保持が必要であることやターミナルケア等

を行っていることなど医学的な理由等により、やむを得ずベッド離床や座位

保持を行うべきではない場合を除き、原則として、全ての入所者がベッド離

床や座位保持を行っていることが必要である。 

R3介護報酬改

定に関するＱ

ＡVol10問６ 

支援計画の実施にあたって

は、原則として「食事の時間

や嗜好等への対応について、

画一的ではなく、個人の習慣

や希望を尊重する」こととさ

具体的には、入所者が要介護状態となる以前の生活にどれだけ近づけるかと

いう観点から、 

・個人の習慣や希望を踏まえた食事の時間の設定 

・慣れ親しんだ食器等の使用 

R3介護報酬改

定に関するＱ

ＡVol10問７ 
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れるが、具体的にはどのよう

な取組が求められるのか。 

・管理栄養士や調理員等の関係職種との連携による、個人の嗜好や見栄え等

に配慮した食事の提供 など、入所者毎の習慣や希望に沿った個別対応を行

うことを想定している。 

また、経管栄養といった医学的な理由等により、ベッド離床を行うべきで

はない場合を除き、ベッド上で食事をとる入所者がいないようすること、入

所者の体調や食欲等の本人の意向等に応じて、配膳・下膳の時間に配慮する

こと 

といった取組を想定している。 

なお、衛生面に十分配慮のうえ、本人の状況を踏まえつつ、調理から喫食

まで120 分以内の範囲にできるように配膳することが望ましいが、結果的に

喫食出来なかった場合に、レトルト食品の常備食を提供すること等も考えら

れること。 

支援計画の実施にあたって

は、原則として「排せつは、

入所者ごとの排せつリズムを

考慮しつつ、プライバシーに

配慮したトイレを使用するこ

と」とされているが、具体的

にはどのような取組が求めら

れるのか。 

排せつは、プライバシーへの配慮等の観点から本来はトイレで行うもので

あり、要介護状態であっても、適切な介助により、トイレで排せつを行える

場合も多いことから、多床室におけるポータブルトイレの使用は避けること

が望ましい。 

このため、本加算は、日中の通常のケア（※）において、多床室でポータ

ブルトイレを使用している利用者がいないことを想定している。 

 ※通常のケアではないものとして、特定の入所者について、在宅復帰の際

にポータブルトイレを使用するため、可能な限り多床室以外での訓練を実

施した上で、本人や家族等も同意の上で、やむを得ず、プライバシー等に

も十分に配慮して一時的にポータブルトイレを使用した訓練を実施する場

合が想定される 

なお、「入所者ごとの排せつリズムを考慮」とは、トイレで排せつするた

めには、生理的な排便のタイミングや推定される膀胱内の残尿量の想定に基

づき、入所者ごとの排せつリズムを考慮したケアを提供することが必要であ

り、全ての入所者について、個々の利用者の排せつケアに関連する情報等を

把握し、支援計画を作成し定期的に見直すことや、入所者に対して、例え

ば、おむつ交換にあたって、排せつリズムや、本人のQOL、本人が希望する時

間等に沿って実施するものであり、こうした入所者の希望等を踏まえず、夜

間、定時に一斉に巡回してすべての入所者のおむつ交換を一律に実施するよ

うな対応が行われていないことを想定している。 

R3介護報酬改

定に関するＱ

ＡVol10問８ 

支援計画の実施にあたって

は、原則として「入浴は、特

別浴槽ではなく、一般浴 

槽での入浴とし、回数やケア

の方法について、個人の習慣

や希望を尊重すること」とさ

れるが、具体的にはどのよう

な取組が求められるのか。 

尊厳の保持の観点から、すべての入所者が、特別浴槽でなく、個人浴槽等

の一般浴槽で入浴していることが原則である。やむを得ず、特別浴槽（個人

浴槽を除く。）を利用している入所者がいる場合についても、一般浴槽を利

用する入所者と同様であるが、入浴時間を本人の希望を踏まえた時間に設定

することや、本人の希望に応じて、流れ作業のような集団ケアとしないた

め、例えば、マンツーマン入浴ケアのように、同一の職員が居室から浴室ま

での利用者の移動や、脱衣、洗身、着衣等の一連の行為に携わること、脱衣

所や浴室において、プライバシーの配慮に十分留意すること等の個人の尊厳

の保持をより重視したケアを行うことが必要である。 

また、自立支援の観点から、入所者の残存能力及び回復可能性のある能力

に着目したケアを行うことが重要である。 

なお、重度の要介護者に対して職員１人で個浴介助を行う場合には技術の

習得が必要であり、事業所において組織的に研修等を行う取組が重要であ

る。なお、両側四肢麻痺等の重度の利用者に対する浴室での入浴ケアは２人

以上の複数の職員で行うことを想定している。 

R3介護報酬改

定に関するＱ

ＡVol10問９ 

支援計画の実施にあたって

は、原則として「生活全般に

おいて、入所者本人や家 

族と相談し、可能な限り自宅

での生活と同様の暮らしを続

けられるようにする」とされ

るが、具体的にはどのような

取組を行うことが求められる

のか。 

個々の入所者や家族の希望等を叶えるといった視点が重要であり、例え

ば、起床後着替えを行い、利用者や職員、家族や来訪者とコミュニケーショ

ンをとること、趣味活動に興じることや、本人の希望に応じた外出をするこ

と等、本人の希望等を踏まえた、過ごし方に対する支援を行うことを求める

ものである。 

例えば、認知症の利用者においても、進行に応じて、その時点で出来る能

力により社会参加することが本人の暮らしの支援につながると考えられる。 

なお、利用者の居室について、本人の愛着ある物（仏壇や家具、家族の写

真等）を持ち込むことにより、本人の安心できる環境づくりを行うとの視点

も重要であり、特に、認知症の利用者には有効な取組であると考えられる。 

R3介護報酬改

定に関するＱ

ＡVol10問10 

   

科学的介護推進体制加算（届出） (Ⅰ) 40単位、(Ⅱ) 60単位 /月 

基

準 

［厚告21 別表４ ノ］ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し介護医療院サービスを行った場合は、当該

基準に掲げる区分に従い、１月につき所定単位数を加算する。ただし、いずれかの加算を算定している場合においては、

その他の加算は算定しない。 



110 

［厚労告95 92の２］ 

イ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状態その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、

厚生労働省に提出していること。 

(２) 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、(１)に規定する情報その他サービスを

適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

ロ 科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) イ(１)に加えて、入所者ごとの疾病、服薬の状況等の情報を、厚生労働省に提出していること。 

(２) 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、イ(１)に規定する情報、(１)に規定

する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(41) ５の(44)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(44)① 科学的介護推進体制加算は、原則として入所者全員を対象として、入所者ごとに大臣基準第 71 号の５に掲げる

要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

② 大臣基準第 71 号の５イ⑴及びロ⑴の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提

出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事

務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

③ 施設は、入所者に提供する施設サービスの質を常に向上させていくため、計画（Plan）、実行（Do）、評価

（Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高いサービスを実施する体制を構築する

とともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。したが

って、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。 

イ 入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するための施設サービス計画を作成

する（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、施設サービス計画に基づいて、入所者の自立支援や重度化防止に資する介護を実

施する（Do）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、施設の特性やサービス提供の在

り方について検証を行う（Check）。 

ニ 検証結果に基づき、入所者の施設サービス計画を適切に見直し、施設全体として、サービスの質の更なる向上に

努める（Action）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用され

るものである。 

 

安全対策体制加算（届出） 20単位/回 

基

準 

［厚告21 別表４ オ］ 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合、

安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。 

［厚告95 68の７］  

イ 介護医療院基準第四十条第一項に規定する基準に適合していること。 

ロ 介護医療院基準第四十条第一項第四号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。  

ハ 当該介護医療院内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(42) ５の(45)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(45) 安全対策体制加算は、事故発生の防止のための指針の作成・委員会の開催・従業者に対する研修の実施及びこれら

を適切に実施するための担当者の配置を備えた体制に加えて、当該担当者が安全対策に係る外部の研修を受講し、組

織的に安全対策を実施する体制を備えている場合に評価を行うものである。安全対策に係る外部の研修については、

介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、施設のマネジメント等の内容を含むものであるこ

と。また、組織的な安全対策を実施するにあたっては、施設内において安全管理対策部門を設置し、事故の防止に係

る指示や事故が生じた場合の対応について、適切に従業者全員に行き渡るような体制を整備していることが必要であ

ること。 
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高齢者施設等感染対策向上加算（届出） (Ⅰ) 10単位、(Ⅱ) ５単位 /月 

基

準 

［厚告21 別表４ ク］ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、入所者に対して介護医療院サービスを行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(43) ４の(20)を準用する。 

(44) ４の(21)を準用する。 

[老企40 第２ ４特定施設入居者生活介護費] 

(20) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について 

① 高齢者施設等における平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制

を評価するものであること。 

② 高齢者施設等において感染対策を担当する者が、医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に少なく

とも１年に１回以上参加し、指導及び助言を受けること。院内感染対策に関する研修又は訓練については、診療

報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第１医科診療報酬点数表の区分番号A234-2に規定する感

染対策向上加算（以下、感染対策向上加算という。）又は医科診療報酬点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注

11及び再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策に関

するカンファレンス又は訓練や職員向けに実施する院内感染対策に関する研修、地域の医師会が定期的に主催す

る院内感染対策に関するカンファレンス又は訓練を対象とする。 

③ 居宅サービス基準第192条により準用する第104条第２項に基づき、介護職員その他の従業員に対して実施する感

染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の内容について、上記の医療機関等における研修又は訓練の

内容を含めたものとすること。 

④ 居宅サービス基準第191条第４項において、指定特定施設は、施設の入居者が新興感染症に感染した際に、感染

者の診療等を行う第二種協定指定医療機関と連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努める

こととしており、加算の算定に当たっては、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を

行う体制を確保していること。新興感染症発生時等の対応としては、感染発生時等における相談、感染者の診

療、入院の要否の判断等が求められることから、本加算における連携の対象となる第二種協定指定医療機関は診

療所、病院に限る。なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨

げるものではない。 

⑤ 季節性インフルエンザやノロウイルス感染症、新型コロナウイルス感染症など特に高齢者施設等において流行を

起こしやすい感染症について、協力医療機関等と連携し、感染した入居者に対して適切に医療が提供される体制

が構築されていること。特に新型コロナウイルス感染症については、「高齢者施設等における医療機関との連携体

制等にかかる調査の結果について（令和５年12月７日付事務連絡）」のとおり新型コロナウイルス感染症の対応を

行う医療機関との連携状況等を調査しており、引き続き感染者の対応が可能な医療機関との連携体制確保してい

ること。 

(21) 高齢者施設等感染症対策向上加算（Ⅱ）について 

① 感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、少なくとも３年に１回以上、施設内で感染者が発生した場

合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合に、月１回算定するもの。 

② 実地指導については、感染対策向上加算に係る届出に行った医療機関において設置された感染制御チームの専任

の医師又は看護師等が行うことが想定される。 

③ 居宅サービス基準第192条により準用する第104条第２項に基づき、介護職員その他の従業員に対して実施する感

染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の内容について、上記の医療機関による実地指導の内容を含め

たものとすること。 

 

新興感染症等施設療養費 240単位/日 

基

準 

［厚告21 別表４ ヤ］ 

介護医療院が、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機

関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、介護医療院サービスを行った場

合に、１月に１回、連続する５日を限度として算定する。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(45) ４の(22)を準用する。 

[老企40 第２ ４特定施設入居者生活介護費] 

(22)① 新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観

点や、感染拡大にともなう病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で

感染した高齢者の療養を施設内で行うことを評価するものである。 

② 対象の感染症については、今後のパンデミック発生時等に必要の応じて厚生労働大臣が指定する。令和６年４月

時点においては、指定している感染症はない。 

③ 適切な感染対策とは、手洗いや個人防護具の着用等の標準予防策（スタンダード・プリコーション）の徹底、ゾ

ーニング、コホーティング、感染者以外の入所者も含めた健康観察等を指し、具体的な感染対策の方法について

は、「介護現場における感染対策の手引き（第３版）」を参考とすること。 

 



112 

生産性向上推進体制加算（届出） (Ⅰ) 100単位、(Ⅱ) 10単位 

基

準 

[厚告21 別表４ マ] 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、入所者に対して介護医療院サービスを行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数に加算する。ただし、いずれかの加算を算定してい

る場合においては、その他の加算は算定しない。 

[厚告95 100の５の２] 

第三十七号の三の規定を準用する。 

[厚告95 37の３] 

イ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 

 (１) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において、

次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。 

 (一) 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減委資する機器（以下「介護機器」という。）を活用する場合にお

ける利用者の安全及びケアの質の確保 

 (二) 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

 (三) 介護機器の定期的な点検 

 (四) 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修 

 (２) (１)の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する実績がある

こと。 

 (３) 介護機器を複数種類活用していること。 

 (４) (１)の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの質の確保並びに負担軽減につい

て必要な検討を行い、当該検討を踏まえ、必要な取組を実施し、及び当該取組の実施を定期的に確認すること。 

 (５) 事業年度ごとに(１)、(３)及び(４)の取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。 

ロ 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 

 (１) イ(１)に適合していること。 

 (２) 介護機器を活用していること。 

 (３) 事業年度ごとに(２)及びイ(１)の取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(46) ５の(49)を準用する。 

[老企40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(49) 生産性向上推進体制加算の内容については、別途通知（「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処

理手順及び様式例等の提示について」）を参照すること。 

 

サービス提供体制強化加算（届出） (Ⅰ) 22単位、(Ⅱ) 18単位、(Ⅲ) ６単位 /日 

基

準 

［厚告21 別表４ ケ］ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し介護医療院サービスを行なった場合は、当

該基準に掲げる区分に従い、１日につき所定単位数を加算する。ただし、いずれかの区分の加算を算定している場合にお

いては、その他の区分の加算は算定しない。 

［厚告95 93］ 

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

  (一) 当該介護医療院の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の80以上であること。 

(二) 当該介護医療院の介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士が占める割合が100分35以上であるこ

と。  

(２) 提供する介護医療院サービスの質の向上に資する取組を実施していること。 

 (３) 通所介護費等算定方法第15号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 (１) 介護医療院の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の60以上であること。 

 (２) イ(３)に該当するものであること。 

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 次のいずれかに適合すること。   

(一) 当該介護医療院の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上であること。   

(二) 当該介護医療院の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の75以上であること。 

(三) 指定短期入所療養介護又は介護医療院サービスの利用者又は入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数

７年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。 

(２) イ(３)に該当するものであること。 
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留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(47)① ２の(28)①から④まで及び⑥並びに４の(24)③を準用する。 

② 介護医療院サービスを利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。 

⇒（Ⅲ）の算定要件は、「介護職員の総数のうち勤続年数３年以上の者の割合」だが、介護職員として勤務する前

に上記に示す職種での勤務歴があった場合に、その勤続年数に上記に示す職種における勤続年数に含めてよい

ということ。（R.2.3.30 老健局老人保健課確認） 

[老企 40 第２ ２短期入所生活介護費] 

(28)① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(三月を除く。)の平均を用いることとする。

なお、この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所者への介護業務(計画作成等介護を行うに当た

って必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。)に従事している時間を用いても差し支え

ない。ただし、前年度の実績が六月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)につい

ては、届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、

新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四月目以降届出が可能となるものであること。なお、介護

福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。 

② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近三月間の職員の割合につき、毎月継続的

に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下

回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知第一の5の届出（変更の加算届）を提出しなければならな

い。 

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介護サービス事

業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることが

できるものとする。 

⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所生活介護を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一

体的に行うこととする。 

[老企40 第２ ４特定施設入居者生活介護費] 

(24)③ 提供する指定特定施設入居者生活介護の質の向上に資する取組については、サービスの質の向上や利用者の尊厳

の保持を目的として、事業所として継続的に行う取組を指すものとする。 

(例)・ＬＩＦＥを活用したＰＤＣＡサイクルの構築  

・ＩＣＴ・テクノロジーの活用 

・高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介

護業務以外の業務の提供）等による役割分担の明確化 

・ケアに当たり、居室の定員が２以上である場合、原則としてポータブルトイレを使用しない方針を立てて

取組を行っていること。実施に当たっては、当該取組の意義・目的を職員に周知するとともに、適時のフ

ォローアップや職員間の意見交換等により、当該取組の意義・目的に則ったケアの実現に向けて継続的に

取り組むものでなければならない。 

 

介護職員等処遇改善加算 

１ 基本的考え方 

令和６年度介護報酬改定において、従来の介護職員処遇改善加算（以下「旧処遇改善加算」といいます。）、介護職員等特定処遇改

善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算（以下「旧ベースアップ等加算」といい、「旧処遇改善加算」及び「介護職員等特定

処遇改善加算」と合わせて「旧３加算」といいます。）を一本化し、介護職員等処遇改善加算（以下「新加算」といいます。）が創設

されました。 

介護サービス事業者等は、新加算及び旧３加算（以下「新加算等」といいます。）の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃

金の改善（以下「賃金改善」といいます。）を実施する必要があります。 

詳細は、令和６年３月15日付け老発0315第２号「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式

例の提示について」を御参照ください。 
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２ 新加算の要件 

【取得要件】令和７年度以降の新加算Ⅰ～Ⅳの算定要件（賃金改善以外の要件） 

 
令和６年度中の新加算Ⅰ～Ⅳ及び新加算Ⅴ（経過措置区分）の算定要件（賃金改善以外の要件） 

 
① 月額賃金改善要件Ⅰ（月給による賃金改善） 

新加算Ⅳを算定する場合に見込まれる加算額の２分の１以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当（以下「基本給等」

といいます。）の改善に充てる必要があります。令和６年度中は適用を猶予するため、本要件を満たす必要はありませんが、令

和７年度以降の新加算の算定に向け、計画的に準備を行う観点から、令和６年度の処遇改善計画書においても任意の記載項目

として求めることとします。 

② 月額賃金改善要件Ⅱ（旧ベースアップ等加算相当の賃金改善） 

令和６年５月31日時点で現に旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧ベースアップ等加算を算定していない事業所が、令

和８年３月31日までの間において、新規に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合には、初めて新加算ⅠからⅣまでの

いずれかを算定し、旧ベースアップ等加算相当の加算額が新たに増加する事業年度において、当該事業所が仮に旧ベースアッ

プ等加算を算定する場合に見込まれる加算額の３分の２以上の基本給等の引上げを新規に実施する必要があります。その際、

当該基本給等の引上げは、ベースアップにより行うことを基本とします。また、令和６年５月以前に旧３加算を算定していな

かった事業所及び令和６年６月以降に開設された事業所が、新加算ⅠからⅣまでのいずれかを新規に算定する場合には、月額

賃金改善要件Ⅱの適用を受けません。 

③ キャリアパス要件Ⅰ（任用要件・賃金体系の整備等） 

次の(1)から(3)までをすべて満たす必要があります。 

(1) 介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件（介護職員の賃金に関するものを含む。）を

定めていること。 

(2) (1)に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の臨時的に支払われるものを除く。）について定めてい

ること。 

(3) (1)及び(2)の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、すべての介護職員に周知していること。ただ

し、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業

規則の代わりに内規等の設備・周知により満たすこととしても差し支えない。 
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④ キャリアパス要件Ⅱ（研修の実施等） 

次の(1)及び(2)を満たす必要があります。 

(1) 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びａ又はｂに掲げる事項に関する具

体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保すること。 

ａ 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等（OJT、OFF-JT等）を実施するとともに、介護職員の

能力評価を行うこと。 

ｂ 資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用（交通費、受講料等）の援助等）を実

施すること。 

(2) (1)について、すべての介護職員に周知していること。 

⑤ キャリアパス要件Ⅲ（昇給の仕組みの整備等） 

次の(1)及び(2)を満たす必要があります。 

(1) 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを

設けていること。具体的には、次のａからｃまでのいずれかに該当する仕組みであること。 

ａ 経験に応じて昇給する仕組み 

「勤務年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。 

ｂ 資格等に応じて昇給する仕組み 

介護福祉士等の資格の取得や実務研修等の終了状況に応じて昇給する仕組みであること。ただし、別法人等で介護福祉

士資格を取得した上で当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。 

ｃ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 

「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が

明文化されていることを要する。 

(2) (1)の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、すべての介護職員に周知していること。ただし、常

時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代

わりに内規等の整備・周知により要件を満たすこととしても差し支えない。 

⑥ キャリアパス要件Ⅳ（改善後の年額賃金要件） 

経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善後の陳儀の見込額（新加算等を算定し実施される賃金改善の見込額を

含む。）が年額440万円以上であることが必要です。（新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上ある者を除く。）た

だし、以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難で場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではありません。 

・小規模事業所等で加算額全体が少額である場合 

・職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合 

⑦ キャリアパス要件Ⅴ（介護福祉士等の配置要件） 

サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していることが必要です。具体的には、新加算等を算定する事業所又は

併設する本体事業所においてサービス類型ごとに次表に掲げる各加算の届出を行っていること。 

キャリアパス要件Ⅴ（介護福祉士等の配置要件）を担保するものとして算定が必要な加算の種類及び加算区分 
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⑧ 職場環境等要件 

〇令和７年度以降 

・介護職員等処遇改善加算 Ⅲ・Ⅳ  

以下の区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上）取り組んでいる 

・介護職員等処遇改善加算 Ⅰ・Ⅱ  

以下の区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上うち⑰又は⑱は必須）取り組んでいる。 

情報公表システム等で職場環境等要件の項目ごとの具体的な取組内容の公表を求める。 

〇令和６年度 

・介護職員等処遇改善加算 Ⅲ・Ⅳ  

令和６年度中は全体で１以上 

・介護職員等処遇改善加算 Ⅰ・Ⅱ  

令和６年度中は区分ごと１つ以上（取組の具体的な内容の公表は不要） 
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２ 短期入所療養介護費 

（１）介護医療院短期入所療養介護費 

  ① Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費 

   ア Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ) 
Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)【従来型個室】 Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（ⅱ）【多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

７７８単位（日額） 

８９３単位（日額） 

１１３６単位（日額） 

１２４０単位（日額） 

１３３３単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８９４単位（日額） 

１００６単位（日額） 

１２５０単位（日額) 

１３５３単位（日額） 

１４４６単位（日額） 

イ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ) 
Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)【従来型個室】 Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（ⅱ）【多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

７６８単位（日額） 

８７９単位（日額） 

１１１９単位（日額） 

１２２２単位（日額） 

１３１４単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８８０単位（日額） 

９９３単位（日額） 

１２３３単位（日額) 

１３３４単位（日額） 

１４２６単位（日額） 

ウ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ) 
Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)【従来型個室】 Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（ⅱ）【多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

７５２単位（日額） 

８６３単位（日額） 

１１０３単位（日額） 

１２０５単位（日額） 

１２９７単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８６４単位（日額） 

９７５単位（日額） 

１２１５単位（日額) 

１３１７単位（日額） 

１４０９単位（日額） 

  ② Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費 

   ア Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ) 
Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)【従来型個室】 Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（ⅱ）【多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

７３１単位（日額） 

８２９単位（日額） 

１０４４単位（日額） 

１１３５単位（日額） 

１２１７単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８４６単位（日額） 

９４５単位（日額） 

１１５７単位（日額) 

１２４９単位（日額） 

１３３１単位（日額） 

イ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ) 
Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)【従来型個室】 Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（ⅱ）【多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

７１５単位（日額） 

８１３単位（日額） 

１０２７単位（日額） 

１１１７単位（日額） 

１２００単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８２８単位（日額） 

９２７単位（日額） 

 １１４１単位（日額) 

１２３３単位（日額） 

１３１４単位（日額） 

ウ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ) 
Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)【従来型個室】 Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（ⅱ）【多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

７０４単位（日額） 

８０２単位（日額） 

１０１５単位（日額） 

１１０６単位（日額） 

１１８８単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８１７単位（日額） 

９１６単位（日額） 

 １１２９単位（日額) 

１２２１単位（日額） 

１３０２単位（日額） 

③ 特別介護医療院短期入所療養介護費 

ア Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費 

Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)【従来型個室】 Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)【多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

７１７単位（日額） 

８２１単位（日額） 

１０５１単位（日額） 

１１４７単位（日額） 

１２３６単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８２２単位（日額） 

９２９単位（日額） 

１１５６単位（日額) 

１２５４単位（日額） 

１３４１単位（日額） 
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イ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費 

Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)【従来型個室】 Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)【多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

６７０単位（日額） 

７６４単位（日額） 

９６７単位（日額） 

１０５４単位（日額） 

１１３２単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

７７８単位（日額） 

８７３単位（日額） 

１０７６単位（日額) 

１１６１単位（日額） 

１２４０単位（日額） 

④ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費 

ア ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費 

【ユニット型個室】 

経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護 

【ユニット型個室的多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

９１１単位（日額） 

１０２３単位（日額） 

１２６８単位（日額） 

１３７１単位（日額） 

１４６４単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

９１１単位（日額） 

１０２３単位（日額） 

１２６８単位（日額) 

１３７１単位（日額） 

１４６４単位（日額） 

イ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費 

【ユニット型個室】 

経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護 

【ユニット型個室的多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

９０１単位（日額） 

１０１１単位（日額） 

１２５２単位（日額） 

１３５３単位（日額） 

１４４５単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

９０１単位（日額） 

１０１１単位（日額） 

 １２５２単位（日額) 

１３５３単位（日額） 

１４４５単位（日額） 

⑤ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費 

ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費 

【ユニット型個室】 

経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費 

【ユニット型個室的多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

９１０単位（日額） 

１０１４単位（日額） 

１２４１単位（日額） 

１３３７単位（日額） 

１４２４単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

９１０単位（日額） 

１０１４単位（日額） 

 １２４１単位（日額) 

１３３７単位（日額） 

１４２４単位（日額） 

⑥ ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費 

ア ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費 

ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費 

【ユニット型個室】 

経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護 

【ユニット型個室的多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８５９単位（日額） 

９６３単位（日額） 

１１９３単位（日額） 

１２８９単位（日額） 

１３７６単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８５９単位（日額） 

９６３単位（日額） 

１１９３単位（日額） 

１２８９単位（日額） 

１３７６単位（日額） 

イ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費 

ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費 

【ユニット型個室】 

経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護 

【ユニット型個室的多床室】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８６７単位（日額） 

９６６単位（日額） 

１１８１単位（日額） 

１２７３単位（日額） 

１３５４単位（日額） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

８６７単位（日額） 

９６６単位（日額） 

 １１８１単位（日額) 

１２７３単位（日額） 

１３５４単位（日額） 
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①  ～ ⑥ 

基

準 

［厚告19 別表９ ホ］ 

１ ①～⑥までについて、介護医療院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準

に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして県知事に届け

出たものにおける当該届出に係る療養棟（指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する療養棟をいう。）におい

て、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区

分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。 

13 (＊ユニット型以外対象：個室利用でも多床室のサービス費を算定する場合) 

次のいずれかに該当する者に対して、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費

(Ⅱ)若しくはⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)、Ⅱ型介護医療院短期

入所療養介護費(Ⅱ)若しくはⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)又はⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費若し

くはⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費を支給する場合は、それぞれⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅠ

型介護医療院短期入所療養介護費（ⅱ）、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護

費（ⅱ）若しくはⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費（ⅱ）、Ⅱ型介護医療

院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費（ⅱ）、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅡ

型介護医療院短期入所療養介護費（ⅱ）若しくはⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院短期入所療

養介護（ⅱ）又はⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費（ⅱ）若しくはⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費

（ⅱ）を算定する。 

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者 

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準(※)に適合する従来型個室を利用する者 

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個

室の利用の必要があると医師が判断した者 

14 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１及び注８（＊夜勤勤務等看護）に相当する介護医療院サ

ービスに係る届出があったときは、注１及び注８の規定による届出があったものとみなす。 

15 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指

定短期入所療養介護については、介護医療院における短期入所療養介護費は算定しない。 

16 (3)[特別介護医療院]又は(6)[ユニット型特別介護医療院]を算定している介護医療院である短期入所療養介護事業所

については、特別診療費を算定しない。 

［厚告96 21及び21の２］ 

21 従来型個室を利用する者に対する指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準 

イ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の療養室（介護老人保健施設基準第三条第二項第一号に掲げる

療養室をいう。）又は介護医療院である指定短期入所療養介護事業所の療養室（介護医療院基準第五条第二項第一号

に掲げる療養室をいう。）における利用者一人当たりの面積が、8.0㎡以下であること。 
21の２ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のロ(１)から(５)までの注14ロ又はハ(１)から(３)ま

での注13ロ又に掲げる者が利用する指定短期入所療養介護事業所である病院又は診療所が、介護医療院基準附則第

二条に規定する転換を行って指定短期入所療養介護事業所である介護医療院を開設し、当該者が当該介護医療院の従

来型個室を利用している場合の当該者に対する指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準 

介護医療院である指定短期入所療養介護事業所の療養室における利用者の一人当たりの面積が6.4㎡以下であること。 

[厚告19 別表９ ホ 注８]※令和７年８月１日から 

 Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅰ）のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費（ⅱ）、Ⅱ型介護医療院費短期入所療

養介護費（Ⅱ）のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費（ⅱ）及びⅡ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅲ）のⅡ型介護医

療院短期入所療養介護費（ⅱ）並びにⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費（ⅱ）について、別に厚生労働大臣が定め

る施設基準に該当する介護医療院については、室料相当額控除として、１日につき26単位を所定単位数から控除する。 

[老企40 第２の３（13）] 

 介護老人保健施設が行う短期入所療養介護に係る室料相当額の控除については６の(12)を、介護医療院が行う短期入所

療養介護に係る室料相当額の控除については８の(16)を準用する。 

[老企40 第２の８（16）] 

令和７年８月以降、当該介護医療院の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が８以上である場合、多床室の

利用者に係るⅡ型介護医療院サービス費及びⅡ型特別介護医療院サービス費について、室料相当額を控除することとす

る。なお、療養室に係る床面積の合計については、内法による測定とすること。 
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[老企 40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(6-1)② Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う短期入所療養介護の場

合）又はユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型

介護医療院が行う短期入所療養介護の場合）を算定するための基準について 

⇒介護医療院の本体部分もこの規定を準用しているため、本体部分の基準と同じ。 

③ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模介護医療院が行う短期入所療養介護の場合）又はユニット型

Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模ユニット型介護医療院が行う短期入所療養介護の場合）を算

定するための基準について 
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⇒介護医療院の本体部分もこの規定を準用しているため、本体部分の基準と同じ。 

④ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う短期入所療養介護の場

合）又はユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型

介護医療院が行う短期入所療養介護の場合）を算定するための基準について 

⇒介護医療院の本体部分もこの規定を準用しているため、本体部分の基準と同じ。 

⑤ Ⅱ介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模介護医療院が行う短期入所療養介護の場合）又はユニット型Ⅱ

型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模ユニット型介護医療院が行う短期入所療養介護の場合）を算定

するための基準について 

⇒介護医療院の本体部分もこの規定を準用しているため、本体部分の基準と同じ。 

⑥ 特別介護医療院短期入所療養介護費又はユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費を算定するための基準に

ついて 

⇒介護医療院の本体部分もこの規定を準用しているため、本体部分の基準と同じ。 

 

⑦ 特定介護医療院短期入所療養介護費 

３時間以上４時間未満  684単位/日 

４時間以上６時間未満  948単位/日 

６時間以上８時間未満  1316単位/日 

基

準 

［厚告19 別表９ ホ］ 

２ 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都

道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る療養棟において、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）に

対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付け

られた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。 

15 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指

定短期入所療養介護については、介護医療院における短期入所療養介護費は算定しない。 

［厚告96 14 ナ］ 

ヨからネまでのいずれかに該当するものであること。 

※ ①Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費から⑥ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費までのいずれかの施設

基準に該当するもの。 

［厚告94 24］ 

難病等を有する中重度者又は末期の悪性腫瘍の利用者であって、サービス提供に当たり、常時看護師による観察を必要

とするもの。 
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[老企 40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(７) ① 利用対象者は、在宅において生活しており、当該サービスを提供するに当たり常時看護職員による観察を必要と

する難病等を有する重度者又はがん末期の利用者を想定している。 

② 所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置づけられた内容の短期

入所療養介護を行うための標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日のサービス進行状況や利用

者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、短期入所療養介護のサービ

スが提供されているとは認められないものであること。したがって、この場合は当初計画に位置づけられた所要時

間に応じた所定単位数が算定されるものであること（このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」サービス

については、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない。）。また、ここでいう短期入所療養介護を行うのに要

する時間には、送迎に要する時間は含まれないものであること。これに対して、短期入所療養介護計画上、６時間

以上８時間未満の短期入所療養介護を予定していたが、当日の利用者の心身の状況から、５時間の短期入所療養介

護を行った場合には、６時間以上８時間未満の短期入所療養介護の単位数を算定できる。 

 

① ～ ⑦ 
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[老企 40 第２ １通則] 

(８) 短期入所的な施設サービスの利用について 

短期入所サービスについては、その運営に関する基準において「サービスの内容及びその利用期間等について利用

申込者の同意を得なければならない」とされており、あらかじめ利用期間（退所日）を定めて入所するものであ

る。よって、あらかじめ退所日を決めて入所する場合（ただし、施設の介護支援専門員と在宅の居宅介護支援事業

者が密接な連携を行い、可能な限り対象者が住宅生活を継続できることを主眼として実施される介護福祉施設サー

ビス費及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費の在宅・入所相互利用加算の対象者を除く。）、そのサー

ビスは短期入所サービスであり、このようなサービス利用を「施設入所」とみなすことは、短期入所サービスを含

む居宅サービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却するため、認められない。 

[老企 40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(6-1)① 介護医療院短期入所療養介護費を算定するための基準について 

イ この場合の短期入所療養介護には、介護医療院の空きベッドを利用して行われるものであることから、所定単

位数の算定（職員の配置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係るものを除く。）・夜勤

体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算については、介護医療院の本体部分と常に一体的な取扱い
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が行われるものであること。したがって、緊急時施設診療費については、介護医療院の緊急時施設診療費を準

用すること。また、注11により、施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出については、本体施設である

介護医療院について行われていれば、短期入所療養介護については行う必要がないこと。 

（２）減算 

定員超過利用による減算 所定単位数の 70/100を算定 

基

準 

[厚告19 別表９ ホ 注１] 

なお、利用者の数又は医師、薬剤師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場

合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する 

[厚告27 ４ ニ] 

(１) 指定短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所療養介護

費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。 

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準 厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法 

指定短期入所療養介護の利用者の数及び入所者の数の合計

数が施行規則第百二十二条の規定に基づき知事に提出した

入所者の定員を超えること。 

指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分

の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに

要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 
 

留

意

事

項 

[老企40 第２ １通則] 

(３) ※介護医療院参照 

[老企 40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(6-1)① 介護医療院短期入所療養介護費を算定するための基準について 

イ この場合の短期入所療養介護には、介護医療院の空きベッドを利用して行われるものであることから、所定

単位数の算定（職員の配置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係るものを除く。）・

夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算については、介護医療院の本体部分と常に一体的な取

扱いが行われるものであること。したがって、緊急時施設診療費については、介護医療院の緊急時施設診療費

を準用すること。また、注11により、施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出については、本体施設で

ある介護医療院について行われていれば、短期入所療養介護については行う必要がないこと。 

 

人員基準欠如による減算（届出） 

・看護・介護職員の配置に応じた所定単位数の70/100 

・看護師比率20％未満（Ⅰ型、ユニットⅠ型、特別Ⅰ

型・特別ユニットⅠ型のみ） 

＝Ⅰ型(Ⅲ)、ユニットⅠ型(Ⅱ)、Ⅰ型特別・ユニット

型Ⅰ型特別の 90/100 

基

準 

[厚告19 別表９ ホ 注１] 

なお、利用者の数又は医師、薬剤師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場

合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する 

[厚告27 ４ ニ] 

(２) 指定短期入所療養介護事業所の医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該

当する場合における短期入所療養介護費（Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費及

び特定介護医療院短期入所療養介護費（ユニット型指定短期入所療養介護事業所において算定される場合を除く。）に

限る。）については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。（ユニット型以外） 

厚生労働大臣が定める医師、薬剤師、看護職員 

又は介護職員の員数の基準 
厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法 

療養床の種類ごとに、指定居宅サービス基準第百四十二条

に定める員数（＝介護医療院の必要員数）を置いていない

こと。 

指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介

護職員の配置に応じた所定単位数又は特定介護医療院短期

入所療養介護費の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単

位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定

に関する基準の例により算定する。 

⇒看護・介護職員の欠員の場合は、最も配置基準の低い配

置区分の所定単位の70/100。 

指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の看護職

員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員

数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこ

と。（看護職員のうち２割が看護師）【Ⅰ型のみ】 

指定居宅サービス等介護給付費単位数表のⅠ型介護医療院

短期入所療養介護費(Ⅲ)又はⅠ型特別介護医療院短期入所

療養介護費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数

を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関

する基準の例により算定する。 

(３) 指定短期入所療養介護事業所の医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当

する場合における短期入所療養介護費（ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院短

期入所療養介護費及び特定介護医療院短期入所療養介護費（ユニット型指定短期入所療養介護事業所において算定され

る場合に限る。）に限る。）については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。（ユニット型） 

厚生労働大臣が定める医師、薬剤師、看護職員 

又は介護職員の員数の基準 
厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法 
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療養床の種類ごとに、指定居宅サービス基準第百四十二条

に定める員数（＝介護医療院の必要員数）を置いていない

こと。 

指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護

職員の配置に応じた所定単位数又は特定介護医療院短期入

所療養介護費の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位

数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に

関する基準の例により算定する。 

⇒看護・介護職員の欠員の場合は、最も配置基準の低い配

置区分の所定単位の70/100。 

指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の看護職

員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員

数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこ

と。【Ⅰ型のみ】 

指定居宅サービス等介護給付費単位数表のユニット型Ⅰ型

介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)又はユニット型Ⅰ型特

別介護医療院短期入所療養介護費の所定単位数に百分の九

十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 
 

留

意

事

項 

[老企40 第２ １通則] 

(５) ※介護医療院参照 

[老企 40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(6-1)① 介護医療院短期入所療養介護費を算定するための基準について 

イ この場合の短期入所療養介護には、介護医療院の空きベッドを利用して行われるものであることから、所定

単位数の算定（職員の配置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係るものを除く。）・

夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算については、介護医療院の本体部分と常に一体的な取

扱いが行われるものであること。したがって、緊急時施設診療費については、介護医療院の緊急時施設診療費

を準用すること。また、注11により、施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出については、本体施設で

ある介護医療院について行われていれば、短期入所療養介護については行う必要がないこと。 

ロ 介護医療院である短期入所療養介護事業所の人員基準欠如による所定単位数の減算の基準は、通所介護費等

の算定方法第四号ニ（2）において規定しているところであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであるこ

と。 

       a 医師、薬剤師、看護職員及び介護職員の員数が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合は、所定単

位数に100分の70を乗じて得た単位数が算定される。 

      ｂ 短期入所療養介護を行う療養棟において、看護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数

を満たすが、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合が２割未満である場合は、Ⅰ型介護医療院短期

入所療養介護費の(Ⅲ)、Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型短期入所療養介護費Ⅰ型介護

医療院短期入所療養介護費の（Ⅱ）、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費に100分の90を乗じ

て得た単位数が算定される。 

 

夜間勤務体制減算（届出） 25単位減算 

基

準 

[厚告19 別表９ ホ 注１] 

当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から２５単位を控除して得た単位数を算

定する。 

留

意

事

項 

[老企40 第２ １通則] 

(６) ※介護医療院参照 

 

ユニットにおける職員に係る減算（届出） 

※特定介護医療院短期入所療養介護を除く 
所定単位数の 97/100に相当する単位数を算定 

基

準 

[厚告19 別表９ ホ 注３] 

(４)から(６)まで(※ユニット型)について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、１日につき所定単位数

の100分の97に相当する単位数を算定する。 

[厚告96 16] 

イ 日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

ロ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(８) ５の(4)を準用する。 

[老企 40 第２ ５介護福祉施設サービス] 

(４) ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満たない場合の減算については、ある月（暦月）

において基準に満たない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所

者全員について、所定単位数が減算されることとする（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除

く。）。 

※ ユニットケア体制に係る施設基準等については、P.10～13、76～83を参照 
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身体拘束廃止未実施減算（届出） 所定単位数の 1/100を減算 

基

準 

[厚告19 別表９ホ 注４] 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の１に相当す

る単位数を所定単位数から減算する。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(９) ２の(６)を準用する。 

[老企 40 第２ ２短期入所生活介護費] 

(６) 身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体的拘束等が行われていた場合ではなく、居宅サービス基

準第第128条第５項の記録（同条第４項に規定する身体的拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合及び同上第

６項に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、

記録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催していない、身体

的拘束等の適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない

事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく

改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利

用者全員について所定単位数から減算することとする。 

 

高齢者虐待防止措置未実施減算（届出） 所定単位数の 1/100を減算 

基

準 

[厚告19 別表９ホ 注５] 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の１

に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(10) ２の(７)を準用する。 

[老企 40 第２ ２短期入所生活介護費] 

(７) 高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、指定居宅サービス基

準第140条(指定居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む。)又は第140条の15において準用する第

37条の２に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的に

は、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備し

ていない、高齢者虐待防止のための年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するため

の担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかにかいぜんけいかくを都道府県知事に提出した後、事実が生じた月

から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認めら

れた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。 

 

業務継続計画未策定減算（届出） 所定単位数の１/100を減算 

基

準 

[厚告19 別表９ホ 注６] 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に相当

する単位数を所定単位数から減算する。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(11) ２の(８)を準用する。 

[老企 40 第２ ２短期入所生活介護費] 

(８) 業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準第140条(指定居宅サービス等基準第140条の13において

準用する場合を含む。)又は第140条の15において準用する指定居宅サービス等基準第30条の２第１項に規定する基準を

満たさない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準

に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事務所の利用者全員について、所定単位数から減算することとす

る。なお、経過措置として、令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に

関する具体的計画を策定している場合には、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成

すること。 

 

療養環境減算（届出） (Ⅰ) 、(Ⅱ) 25単位 /日 

基

準 

[厚告19 別表９ホ 注７] 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所について、療養環境減算として、当該施設基

準に掲げる区分に従い、１日につき上記に掲げる単位数を所定単位数から減算する。 

［厚告96 19の３］ 

イ 療養環境減算（Ⅰ） 

介護医療院の療養室に隣接する廊下の幅が、内法による測定で、1.8ｍ未満であること。（両側に療養室がある廊下の場

合にあっては、内法による測定で2.7ｍ未満であること。） 

ロ 療養環境減算（Ⅱ） 

介護医療院の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が８未満であること。 

留

意

[老企 40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(6-1)⑦イ 療養環境減算(Ⅰ)は、介護医療院における短期入所療養介護を行う場合に、当該介護医療院の療養室に隣接す

る廊下幅が、内法による測定で壁から測定して、1.8ｍ未満である場合に算定するものである。なお、両側に療

javascript:void(0);
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事

項 

養室がある場合の廊下の場合にあっては、内法による測定で壁から測定して、2.7ｍ未満である場合に算定する

こととする。 

ロ 療養環境減算(Ⅱ)は、介護医療院における短期入所療養介護を行う場合に、当該介護医療院の療養室に係る床

面積の合計を入所定員で除した数が８未満である場合に算定すること。療養室に係る床面積の合計について

は、内法による測定とすること。 

（３）加算等 

夜間勤務等看護(届出) 

※特定介護医療院短期入所療養介護を除く 
(Ⅰ) 23単位、(Ⅱ),(Ⅲ) 14単位、(Ⅳ) ７単位 /日 

基

準 

[厚告19 別表９ホ 注８] 

(１)から(６)までについて、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準に満たすものとして、

電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所

療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

[厚告19 別表９ホ 注14] 

指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１及び注８の規定による届出に相当する介護医療院サービスに

係る届出があったときは、注１及び注８の規定による届出があったものとみなす。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(6-1)① 介護医療院短期入所療養介護費を算定するための基準について 

イ この場合の短期入所療養介護には、介護医療院の空きベッドを利用して行われるものであることから、所定

単位数の算定（職員の配置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係るものを除く。）・

夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算については、介護医療院の本体部分と常に一体的な取

扱いが行われるものであること。（中略）また、注11により、施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出

については、本体施設である介護医療院について行われていれば、短期入所療養介護については行う必要がな

いこと。 

ニ 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看護（Ⅰ）から（Ⅳ）までを算定するための

届出については、本体施設である介護医療院について行われていれば、短期入所療養介護については行う必要

はないこと。 

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 

※特定介護医療院短期入所療養介護費を除く 
200単位/日 

基

準 

[厚告19 別表９ホ 注９] 

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用

することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して７日

を限度として、１日につき所定単位数に加算する。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(14) ２の(17)を準用する。 

[老企 40 第２ ２短期入所生活介護費] 

(17)① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指

すものである。 

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期入所療養介護が必要であると医師が判

断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、指定短期

入所療養介護の利用を開始した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に

利用を開始した場合に限り算定できるものとする。この際、短期入所療養介護ではなく、医療機関における対応

が必要であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切

な医療が受けられるように取り計らう必要がある。 

③ 次に掲げる者が、直接、短期入所療養介護の利用を開始した場合には、当該加算は算定できないものであるこ

と。 

   ａ 病院又は診療所に入院中の者 

   ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

   ｃ 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介

護、短期入所療養介護、短期利用共同生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定

施設入居者生活介護を利用中の者 

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所も判断を行った医師名、

日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。 

⑤ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が認められる利用者を受け入

れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後８日目以降の短期入所療養介護の利用の継続を

妨げるものではないことに留意すること。 
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緊急短期入所受入加算 90単位/日 

基

準 

[厚告19 別表９ホ 注10] 

別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療

養介護を緊急に行った場合は、利用を開始した日から起算して７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむ

を得ない事情がある場合は、14日）を限度として１日につき所定単位数に加算する。ただし、認知症行動・心理症状緊急

対応加算を算定している場合は算定しない。 

[厚告94 25] 

利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所療養介護を受

けることが必要と認めた利用者 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(15)① 本加算は、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により短期入所が必要となった場合

であって、かつ、居宅サービス計画において当該日に短期入所を利用することが計画されていない居宅要介護者に

対して、居宅サービス計画を担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、その必要性を認め緊急に短期入所

療養介護が行われた場合に算定できる。 

② やむを得ない事情により、当該介護支援専門員との事前の連携が図れない場合に、利用者又は家族の同意の上、t

短期入所療養介護事業所により緊急に短期入所療養介護が行われた場合であって、事後に当該介護支援専門員によ

って、当該サービス提供が必要であったと判断された場合についても、当該加算を算定できる。 

③ 本加算の算定対象期間は原則として７日以内とし、その間に緊急受入れ後に適切な介護を受けられるための方策

について、担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と密接な連携を行い、相談すること。ただし、利用

者の介護を行う家族等の疾病が当初の予想を超えて長期間に及んだことにより在宅への復帰が困難となったこと等

やむを得ない事情により、７日以内に適切な方策が立てられない場合には、その状況を記録した上で14 日を限度

に引き続き加算を算定することができること。その場合であっても、利用者負担軽減に配慮する観点から、機械的

に加算算定を継続するのではなく、随時、適切なアセスメントによる代替手段の確保等について、十分に検討する

こと。 

④ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。また、緊急利用

者にかかる変更前後の居宅介護サービス計画を保存するなどして、適正な緊急利用に努めること。 

⑤ 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定した場合には、当該加算は算定できないものであること。 

⑥ 緊急受入に対応するため、居宅介護支援事業所や近隣の他事業所との情報共有に努め、緊急的な利用ニーズの調

整を行うための窓口を明確化すること。また、空床の有効活用を図る観点から、情報公表システム、当該事業所の

ホームページ又は地域包括支援センターへの情報提供等により、空床情報を公表するよう努めること。 
 

若年性認知症利用者受入加算（届出） 
特定介護医療院短期入所療養介護費  60単位/日 

上記以外             120単位/日  

基

準 

[厚告19 別表９ホ 注11] 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指

定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、１日につき所定単位数に加算する。ただし、

認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定しない。 

[厚告95 18] 

受け入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は

要支援者となった者をいう。）ごとに個別の担当者を定めていること。 
留

意

事

項 

[老企 40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(16) ２の(18)を準用する。 

[老企40 第２ ２短期入所生活介護費] 

(18) 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じた

サービス提供を行うこと。 
 

送迎加算（届出） 184単位/片道 

基

準 

[厚告19 別表９ホ 注12] 

利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎が必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養

介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき所定単位数に加算する。 
 

  

javascript:void(0);
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口腔連携強化加算（届出） 50単位/月 

基

準 

[厚告19 別表９ホ] 

(８) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評

価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報

提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、１月に１回に限り所定単位数を加算する。 

[厚告95 39の６] 
イ 指定短期入所療養介護事業所（指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する指定短期入所療養介護事

業所をいう。以下同じ。）の従業者が利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、歯科診療報酬点数表の

区分番号Ｃ０００に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた

歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。 

ロ 次のいずれにも該当しないこと。 

(1) 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、栄養状態のスクリーニングを行い、口腔・栄養スク

リーニング加算(Ⅱ)を算定している場合を除き、口腔・栄養スクリーニング加算を算定していること。 

⑵ 当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断し、初回の

居宅療養管理指導を行った日の属する月を除き、指定居宅療養管理指導事業所が歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅

療養管理指導費を算定していること。 

(3) 当該事業所以外の介護サービス事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定していること。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(17) ２の(20)を準用する。 

[老企40 第２ ２短期入所生活介護費] 

(20)① 口腔連携強化加算の算定に係る口腔の健康状態の評価は、利用者に対する適切な口腔管理につなげる観点から、利用

者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

  ② 口腔の健康状態の評価の実施に当たっては、必要に応じて、厚生労働大臣が定める基準における歯科医療機関（以下

「連携歯科医療機関」という。）の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に口腔の健康状態の評価の方法

や在宅歯科医療の提供等について相談すること。なお、連携歯科医療機関は複数でも差し支えない。 

  ③ 口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情報を歯科医療機関及び当該利用者を担当する介護

支援専門員に対し、別紙様式11等により提供すること。 

  ④ 歯科医療機関への情報提供に当たっては、利用者又は家族等の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見

等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれか又は両方に情報提供を行うこと。 

  ⑤ 口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト及びチについては、利用者の状態に応じ

て確認可能な場合に限って評価を行うこと。 

   イ 開口の状態 

   ロ 歯の汚れの有無 

   ハ 舌の汚れの有無 

   ニ 歯肉の腫れ、出血の有無 

   ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態 

   ヘ むせの有無 

   ト ぶくぶくうがいの状態 

   チ 食物のため込み、残留の有無 

  ⑥ 口腔の健康状態の評価を行うに当たっては、別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及

び一体的取組について」）及び「入院（所）中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関

する基本的な考え方」（令和６年３月日本歯科医学会）等を参考にすること。 

  ⑦ 口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて介護支援専門員を通じて主治

医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。 

  ⑧ 口腔連携強化加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議等を活用し決定すること 
 

療養食加算（届出） ８単位/回 

基

準 

[厚告19 別表９ホ] 

(９) 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対

し、老健局長が定める様式による届出を行った当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別

に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、１日につき３回を限度として所定単位数を加算する。 

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。 

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。 

[厚告94 23] 

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓

病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食 

[厚告95 35] 

厚告第27号通所介護費等算定方法第十五規定する基準（定員超過・人員基準欠如（看護師比率に係る部分等を除く））

のいずれにも該当しないこと。 
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留

意

事

項 

[老企 40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(18) ２の(21)を準用する。 

[老企40 第２ ２短期入所生活介護費] 

(21)① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発

行された食事箋に基づき、利用者等告示に示された療養食が提供された場合に算定すること。なお、当該加算を行

う場合は、療養食の献立表が作成されている必要があること。 

② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づいて提供される利用者

の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食（流動食は

除く。）、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食）及び特別な場合の検査食をいうものであること。 

③ 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わないこと。 

④ 減塩食療法等について 

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができるものであるが、高血圧症

に対して減塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。また、腎臓病食に準じて取り扱うことができ

る心臓疾患等の減塩食については、総量6.0ｇ未満の減塩食をいうこと。 

⑤ 肝臓病食について 

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食（胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合を含

む。）等をいうこと。 

⑥ 胃潰瘍食について 

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこと。手術前後に与える高カロリー食は加算の対

象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は、療養食の加算

が認められること。また、クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残

さ食については、療養食として取り扱って差し支えないこと。 

⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について 

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビン濃度が10ｇ/dℓ 以下であり、その原

因が鉄分の欠乏に由来する者であること。 

⑧ 高度肥満症に対する食事療法について 

高度肥満症（肥満度が＋70％以上又はＢＭＩ（Body Mass Index）が35以上）に対して食事療法を行う場合は、

脂質異常症食に準じて取り扱うことができること。 

⑨ 特別な場合の検査食について 

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ｘ線検査・大腸内視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食

品を使用した場合は、「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。 

⑩ 脂質異常症食の対象となる入所者等について 

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空腹時定常状態におけるLDL-コレステロール値

が140㎎/dℓ 以上である者又はHDL-コレステロール値が40㎎/dℓ 未満 若しくは血清中性脂肪値が150㎎/dℓ 以上で

ある者であること。  
 

緊急時施設療養費（緊急時治療管理、特定治療） 

緊急時治療管理 581単位/日 

特定治療    医科診療報酬点数表第１章及び第２章

に定める点数に 10円を乗じて得た額 

基

準 

[厚告19 別表９ホ] 

(10) 利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定

する。 

   イ 緊急時治療管理 

 １ 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、

処置等を行ったときに算定する。 

    ２ 同一の利用者について１月に１回、連続する３日を限度として算定する。 

   ロ 特定治療 

医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律第57条第3項に規定する保険医療

機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療（別に厚生労働大

臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円

を乗じて得た額を算定する。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ８介護医療院サービス] 

(34) 入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合には、速やかに協力病院等の病院へ入院させる

ことが必要であるが、こうした場合であっても、介護医療院において緊急その他やむを得ない事情により施設診療

を行うときがあるので、緊急時施設診療費は、このような場合に行われる施設診療を評価するために設けられてい

ること。 

① ６の(37)①を準用する。 

②イ 特定治療は、介護医療院においてやむを得ない事情により行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又

は放射線治療について、診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59号）別表第１医科診療報酬点数表

により算定する点数に 10 円を乗じた額を算定すること。 

ロ 算定できないものは、利用者等告示第74の２号に示されていること。 
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ハ ロの具体的取扱いは、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第１医科診療報酬点数表の

取扱いの例によること。 

[老企40 第２ ６介護保健施設サービス] 

(37)①イ 緊急時治療管理は、入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が必要となる入所者に対し、応急的な治療管理

として投薬、注射、検査、処置等が行われた場合に算定すること。 

ロ 緊急時治療管理は、１回に連続する３日を限度とし、月１回に限り算定するものであるので、例えば、１月に

連続しない１日を３回算定することは認められないものであること。 

ハ 緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはできないこと。 

ニ 緊急時治療管理の対象となる入所者は、次のとおりであること。 

ａ 意識障害又は昏睡 

ｂ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 

ｃ 急性心不全（心筋梗塞を含む。） 
 

認知症専門ケア加算（届出） (Ⅰ) ３単位、(Ⅱ) ４単位 /日 

基

準 

[厚告19 別表9ホ] 

(11) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、

別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につ

き次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、いずれかの加算（Ⅰ又はⅡ）を算定している場合においてはその他の

加算は算定しない。（いずれか一方のみを算定） 
[厚告95 ３の５] 

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 入所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要

とする認知症の者(以下「対象者」という。)の占める割合が２分の１以上であること。 

(２) 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、事業所又は施設における対象者の数が20人未満である場

合にあっては、１以上、当該対象者の数が20人以上である場合にあっては、１に、当該対象者の数が19を超え

て10又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施してい

ること。 

(３) 当該施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催し

ていること。 

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準のいずれにも適合すること。 

(２) 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、施設全体の認知症ケアの指導等を

実施していること。 

(３) 当該施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修

（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定していること。 

[厚告94 28の２] 

日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(19) ２の(24)①から⑥を準用する。 

[老企40 第２ ２短期入所生活介護費] 

(24)① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」と

は、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。 

② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が１/２以上の算定方法は、算出日が属する月の前３月間の利用者

実 人員数又は利用延人員数（要支援者を含む）の平均で算定すること。また、届出を行った月以降において

も、直近３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であること

が必要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直

ちに訪問通所サービス通知第１の５の届出（加算の取下げの届出）をしなければならない。 

③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成18年３月31日老

発第0331010号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成18年

３月31日老計第0331007号厚生労働省労働計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症

看護に係る適切な研修を指すものとする。 

④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切

な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する

こと。  

⑤ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について（平成18年３月31日老

計第0331010号厚生労働省老健局長通知）」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する

「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。   
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重度認知症疾患療養体制加算（届出） 

(Ⅰ) 要介護１又は２    140単位/日 

要介護３，４又は５   40単位/日 

(Ⅱ) 要介護１又は２    200単位/日 

要介護３，４又は５  100単位/日 

基

準 

[厚告19 別表9ホ] 

(12) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所におい

て、利用者に対して、指定入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い利用者の要介護状態区分

に応じて、それぞれ１日につき所定単位数を加算する。ただし、いずれかの加算（Ⅰ又はⅡ）を算定している場合に

おいては、その他の加算は算定しない。（いずれか一方のみ算定。） 
留

意

事

項 

※介護医療院参照 

  

生産性向上推進体制加算（届出） (Ⅰ) 100単位、(Ⅱ) 10単位 

基

準 

[厚告19 別表9ホ] 

(14) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している者として県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、

利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき所定単位数をかさんす

る。ただし、いずれかの加算（Ⅰ又はⅡ）を算定している場合においては、その他の加算は算定しない。（いずれか一方

のみ算定。） 
留

意

事

項 

[老企 40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(20) ２の(25)を準用する。 

[老企40 第２ ２短期入所生活介護費] 

(25) 生産性向上推進体制加算の内容については、別途通知（「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処

理手順及び様式例等の提示について」）を参照すること。 
 

サービス提供体制強化加算（届出） (Ⅰ) 22単位、(Ⅱ) 18単位、(Ⅲ) ６単位 /日 

基

準 

[厚告19 別表9ホ] 

(15) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者

に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を

加算する。ただし、いずれかの区分の加算を算定している場合においては、その他の区分の加算は算定しない。 

留

意

事

項 

[老企 40 第２ ３短期入所療養介護費] 

(21)① ２の(28)①から④まで及び⑥を準用する。※介護医療院参照 

  ② 指定短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、支援相談員、理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。 

   ⇒（Ⅲ）の算定要件は、「介護職員の総数のうち勤続年数３年以上の者の割合」だが、介護職員として勤務する前

に上記に示す職種での勤務歴があった場合に、その勤続年数に上記に示す職種における勤続年数に含めてよいと

いうこと。（R.2.3.30 老健局老人保健課確認） 
 

介護職員等処遇改善加算 

※介護医療院参照 
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３ 介護予防短期入所療養介護費 

(１) 介護予防短期入所療養介護費 

  ① Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費 

   ア Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 
Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

【従来型個室】 

Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

【多床室】 
要支援１ 

要支援２ 
６０３単位（日額） 

７４１単位（日額） 
要支援１ 

要支援２ 
６６６単位（日額） 

８２７単位（日額） 

イ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 
Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

【従来型個室】 

Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

【多床室】 
要支援１ 

要支援２ 
５９１単位（日額） 

７３１単位（日額） 
要支援１ 

要支援２ 
６５４単位（日額） 

８１５単位（日額） 

ウ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) 
Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

【従来型個室】 

Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

【多床室】 
要支援１ 

要支援２ 
５７５単位（日額） 

７１５単位（日額） 
要支援１ 

要支援２ 
６３６単位（日額） 

７９８単位（日額） 

  ② Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費 

   ア Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 
Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

【従来型個室】 

Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

【多床室】 
要支援１ 

要支援２ 
   ５７４単位（日額） 

７０３単位（日額） 
要支援１ 

要支援２ 
６３７単位（日額） 

７８７単位（日額） 

イ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 
Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

【従来型個室】 

Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

【多床室】 
要支援１ 

要支援２ 
   ５５８単位（日額） 

６８５単位（日額） 
要支援１ 

要支援２ 
   ６２１単位（日額） 

７７１単位（日額） 

ウ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) 
Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

【従来型個室】 

Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

【多床室】 
要支援１ 

要支援２ 
   ５４６単位（日額） 

６７４単位（日額） 
要支援１ 

要支援２ 
   ６１０単位（日額） 

７６０単位（日額） 

  ③ 特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費 

   ア Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費 
Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

【従来型個室】 

Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

【多床室】 
要支援１ 

要支援２ 
５４７単位（日額） 

６７９単位（日額） 
要支援１ 

要支援２ 
６０６単位（日額） 

７５９単位（日額） 

イ Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費 
Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

【従来型個室】 

Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

【多床室】 
要支援１ 

要支援２ 
５２１単位（日額） 

６４２単位（日額） 
要支援１ 

要支援２ 
５８１単位（日額） 

７２４単位（日額） 

  ④ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費 

   ア ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 
ユニット型Ⅰ型介護医療院 

介護予防短期入所療養介護費【ユニット型個室】 

経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院 

介護予防短期入所療養介護費【ユニット型個室的多床室】 

要支援１ 

要支援２ 
６８７単位（日額） 

８５２単位（日額） 
要支援１ 

要支援２ 
６８７単位（日額） 

８５２単位（日額） 
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イ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 
ユニット型Ⅰ型介護医療院 

介護予防短期入所療養介護費【ユニット型個室】 

経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院 

介護予防短期入所療養介護費【ユニット型個室的多床室】 
要支援１ 

要支援２ 
６７７単位（日額） 

８４１単位（日額） 
要支援１ 

要支援２ 
６７７単位（日額） 

８４１単位（日額） 

  ⑤ ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費 
ユニット型Ⅱ型介護医療院 

介護予防短期入所療養介護費【ユニット型個室】 

経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院 

介護予防短期入所療養介護費【ユニット型個室的多床室】 
要支援１ 

要支援２ 
７０３単位（日額） 

８５６単位（日額） 
要支援１ 

要支援２ 
７０３単位（日額） 

８５６単位（日額） 

⑥ ユニット型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費 

   ア ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費 
ユニット型Ⅰ型特別介護医療院 

介護予防短期入所療養介護費【ユニット型個室】 

経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院 

介護予防短期入所療養介護費【ユニット型個室的多床室】 

要支援１ 

要支援２ 
６４３単位（日額） 

７９９単位（日額） 
要支援１ 

要支援２ 
６４３単位（日額） 

７９９単位（日額） 

   イ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費 
ユニット型Ⅱ型特別介護医療院 

介護予防短期入所療養介護費【ユニット型個室】 

経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院 

介護予防短期入所療養介護費【ユニット型個室的多床室】 

要支援１ 

要支援２ 
６７０単位（日額） 

８１４単位（日額） 
要支援１ 

要支援２ 
６７０単位（日額） 

８１４単位（日額） 

 

① ～ ⑥ 

基

準 

[厚告127 別表７ホ] 

１ 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、か

つ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして知事に届け出たものにおけ

る当該届出に係る療養棟（指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する療養棟をいう。）において、指定介護予

防短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従

い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。 

11 次のいずれかに該当する者に対して、Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、Ⅱ型介護医療院介護予防短

期入所療養介護費(Ⅰ)、介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護

費又はⅡ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費を支給する場合は、それぞれⅠ型介護医療院介護予防短期入所

療養介護費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

のⅡ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護医療院介護予

防短期入所療養介護費(ⅱ)、Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費のⅠ型特別介護医療院介護予防短期入所

療養介護費(ⅱ)又はⅡ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費のⅡ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護

費(ⅱ)を算定する。 

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者 

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準(※)に適合する従来型個室を利用する者 

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室

の利用の必要があると医師が判断した者 

12 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１及び夜間勤務等看護の規定による届出に相当する介護医

療院サービス（法第８条第29項に規定する介護医療院サービスをいう。）に係る届出があったときは、注１及び夜間勤

務等看護の規定による届出があったものとみなす。 

13 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に

受けた指定介護予防短期入所療養介護については、介護医療院における介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。 

14 ホ(３)又は特別介護医療院又はユニット型特別介護医療院を算定している介護医療院である指定介護予防短期入所療

養介護事業所については、特別療養費は算定しない。 

[厚告96 21及び21の２] 

21 従来型個室を利用する者に対する指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準 

イ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の療養室（介護老人保健施設基準第三条第二項第一号に掲げる

療養室をいう。）又は介護医療院である指定短期入所療養介護事業所の療養室（介護医療院基準第五条第二項第一号に

掲げる療養室をいう。）における利用者一人当たりの面積が、8.0㎡以下であること。 

21の２ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のロ(１)から(５)までの注14ロ又はハ(１)から(３)ま

での注13ロに掲げる者が利用する指定短期入所療養介護事業所である病院又は診療所が、介護医療院基準附則第二条

に規定する転換を行って指定短期入所療養介護事業所である介護医療院を開設し、当該者が当該介護医療院の従来型

個室を利用している場合の当該者に対する指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準 

介護医療院である指定短期入所療養介護事業所の療養室における利用者の一人当たりの面積が6.4㎡以下であること。 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


132 

[厚告127 別表７ ホ 注７]※令和７年８月１日から 

 Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）のⅡ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ⅱ）、Ⅱ型介護医

療院費介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）のⅡ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ⅱ）、Ⅱ型介護医療院介護予

防短期入所療養介護費（Ⅲ）のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費（ⅱ）及びⅡ型特別介護医療院介護予防短期入所療養

介護費（ⅱ）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護医療院については、室料相当額控除として、

１日につき26単位を所定単位数から控除する。 

[老企40 第２の８（11）②] 

令和７年８月以降、当該介護医療院の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が８以上である場合、多床室の

利用者に係るⅡ型介護医療院サービス費及びⅡ型特別介護医療院サービス費について、室料相当額を控除することとす

る。なお、療養室に係る床面積の合計については、内法による測定とすること。 

留

意

事

項 

[指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（以下、「予防留意

事項」という。） 第２ １通則] 

(１) 算定上における端数処理について 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小

数点以下の端数処理（四捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算になる。

この計算の後、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示（令和３年厚生労働

省告示第73 号）附則第12 条に規定する単位数の計算を行う場合も、小数点以下の端数処理（四捨五入）を行うが、

小数点以下の端数処理の結果、上乗せされる単位数が１単位に満たない場合は、１単位に切り上げて算定する。な

お、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コードを基本として作成しており、その合成単位数

は、既に端数処理をした単位数（整数値）である。 

(２) サービス種類相互の算定関係について 

介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、介護予防訪問介護費、介護

予防訪問入浴介護費、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防居宅療養管理指導費及

び介護予防通所介護費、介護予防通所リハビリテーション費並びに介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防

小規模多機能型居宅介護費は算定しないものであること。なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短

期入所生活介護及び介護予防短期療養生活介護を受けている者についても算定が可能であること。 

(３) 退所日等における介護予防サービス費の算定について 

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）については、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リ

ハビリテーション費、介護予防通所リハビリテーション費は算定できない。指定相当訪問型サービス等の福祉サー

ビスは別に算定できるが、介護予防短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行えることか

ら、退所（退院日）に指定相当訪問型サービスを機械的に組み込むといった介護予防サービス計画は適正でない。

また、入所（入院）前に指定相当通所型サービス又は介護予防通所リハビリテーションを機械的に組み込むといっ

た介護予防サービス計画は適正でない。 
(６) 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について 

  ① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成５年10月26日老健第

135号厚生省老人保健福祉局長通知)に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」以下「日常生活自立度」とい

う。）を用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書（以下この号におい

て「判定結果」という。）を用いるものとする。 

  ② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、介護予防サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載

するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」（平成21年９月30日老発0930第５号厚

生労働省老健局長通知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見

書」中「３心身の状態に関する意見(１)日常生活の自立度等について・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載

をいうものとする。なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。 

  ③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含む。）にあっては、

「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「２(４)認定調査員」に規定する「認

定調査票」の「認定調査票（基本調査）」７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。 

[予防留意事項 第２ ８介護予防短期入所療養介護] 

(5-1)① 介護医療院介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準について 

イ この場合の介護予防短期入所療養介護には、介護医療院の空きベッドを利用して行われるものであることか

ら、所定単位数の算定(職員の配置数の算定)、定員超過利用・人員基準欠如(介護支援専門員に係るものを除

く。)・夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算については、介護医療院の本体部分と常に一体

的な取扱いが行われるものであり、40号通知の８の(１)、(３)から(７)まで、(９)及び(17)を準用すること。 

※(１) 介護医療院サービス費の対象となるサービスの範囲については、医療保険の診療報酬点数表における入院

基本料(入院診療計画、院内感染対策、褥瘡対策に係る費用分を除く。)、夜間勤務等看護加算及び療養病

棟療養環境加算に相当するもの並びにおむつ代を含むものであること。 

     (３) 療養棟について 

(４) 看護職員又は介護職員の算定について 

(５) 夜勤体制による減算及び加算の特例 

(６) 人員基準欠如減算 

(７) 算定のための施設基準 
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(９) ユニット減算 

(17) 若年性認知症入所者受入加算 

    ロ 特別診療費については、別途通知するところによるものとする。 

(２) 減算 

定員超過利用による減算（届出） 所定単位数の 70/100を算定 

基

準 

[厚告127 別表７ホ 注１]   

なお、利用者の数又は医師、薬剤師、看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基

準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

[厚告 27 18］ 

18 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護予防短期入所療養介護費の算定方法 

ニ 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員

数の基準並びに介護予防短期入所療養介護費の算定方法 

(１) 指定介護予防短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予

防短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。 

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準 
厚生労働大臣が定める介護予防短期入所療養介護費の算

定方法 

指定介護予防短期入所療養介護の利用者の数及び入所者

の数の合計数が施行規則第百三十八条の規定に基づき知

事に提出した入所者の定員を超えること。 

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数

に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予

防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例に

より算定する。 
 

留

意

事

項 

[予防留意事項 第２ ８介護予防短期入所療養介護] 

(5-1)① 介護医療院介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準について 

イ この場合の介護予防短期入所療養介護には、介護医療院の空きベッドを利用して行われるものであることか

ら、所定単位数の算定(職員の配置数の算定)、定員超過利用・人員基準欠如(介護支援専門員に係るものを除

く。)・夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算については、介護医療院の本体部分と常に一体

的な取扱いが行われるものであり、40号通知の８の(１)、(３)から(７)まで、(９)及び(17)を準用すること。 

 

人員基準欠如による減算（届出） 

・看護・介護職員の配置に応じた所定単位数の70/100  

・看護師比率20％未満（Ⅰ型、ユニットⅠ型、特別Ⅰ

型・特別ユニットⅠ型のみ） 

＝Ⅰ型(Ⅲ)、ユニットⅠ型(Ⅱ)、Ⅰ型特別・ユニット

型Ⅰ型特別の 90/100 

基

準 

[厚告127 別表７ホ 注１]   

なお、利用者の数又は医師、薬剤師、看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基

準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

[厚告 27 18］ 

18 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護予防短期入所療養介護費の算定方法 

ニ 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員

数の基準並びに介護予防短期入所療養介護費の算定方法 

(２) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる

員数の基準に該当する場合における介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護

費、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費及び特定介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ユニット型

指定介護予防短期入所療養介護事業所において算定される場合を除く。)に限る。)については、同表の下欄に掲

げるところにより算定する。 

厚生労働大臣が定める医師、薬剤師、看護職員又は介護職

員の員数の基準 

厚生労働大臣が定める介護予防短期入所療養介護費の算定

方法 

療養床の種類ごとに、指定介護予防サービス基準第百八十

七条に定める員数（＝介護医療院として必要とされる数）

を置いていないこと。 

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の看護職員及び

介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定介護医療院介

護予防短期入所療養介護費の所定単位数に百分の七十を乗

じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する

費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 

指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数の看

護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員

の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていな

いこと。 

指定介護予防サービス等介護給付費単位数表のⅠ型介護医

療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)又はⅠ型特別介護医

療院介護予防短期入所療養介護費の所定単位数に百分の九

十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービス等に要

する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 

(３) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員

数の基準に該当する場合における介護予防短期入所療養介護費（ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療

javascript:void(0);
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養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費及び特定介護医療院介護予防短期入所療養介

護費（ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所において算定される場合に限る。）に限る。）について

は、同表の下欄に掲げるところにより算定する。 

厚生労働大臣が定める医師、薬剤師、看護職員又は介護職

員の員数の基準 

厚生労働大臣が定める介護予防短期入所療養介護費の算定

方法 

療養床の種類ごとに、指定介護予防サービス基準第百八十

七条に定める員数（＝介護医療院として必要とされる数）

を置いていないこと。 

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の看護職員及び

介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定介護医療院介

護予防短期入所療養介護費の所定単位数に百分の七十を乗

じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する

費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 

指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数の看

護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員

の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていな

いこと。 

指定介護予防サービス等介護給付費単位数表のユニット型

Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)又はユニ

ット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費の

所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指

定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準

の例により算定する。 
 

留

意

事

項 

[予防留意事項 第２ ８介護予防短期入所療養介護] 

(5-1)① 介護医療院介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準について 

イ この場合の介護予防短期入所療養介護には、介護医療院の空きベッドを利用して行われるものであることか

ら、所定単位数の算定(職員の配置数の算定)、定員超過利用・人員基準欠如(介護支援専門員に係るものを除

く。)・夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算については、介護医療院の本体部分と常に一体

的な取扱いが行われるものであり、40号通知の８の(１)、(３)から(７)まで、(９)及び(17)を準用すること。 

 

夜勤体制による減算（届出） 25単位減算 

基

準 

[厚告127 別表７ホ 注１] 

当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定す

る。 

留

意

事

項 

[予防留意事項 第２ ８介護予防短期入所療養介護] 

(5-1)① 介護医療院介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準について 

イ この場合の介護予防短期入所療養介護には、介護医療院の空きベッドを利用して行われるものであることか

ら、所定単位数の算定(職員の配置数の算定)、定員超過利用・人員基準欠如(介護支援専門員に係るものを除

く。)・夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算については、介護医療院の本体部分と常に一体

的な取扱いが行われるものであり、40号通知の８の(１)、(３)から(７)まで、(９)及び(17)を準用すること。 

 

ユニットにおける職員に係る減算（届出） 所定単位数の 97/100に相当する単位数を算定 

基

準 

[厚告127 別表７ホ 注２] 

ユニット型について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当

する単位数を算定する。 

[厚告96 11] 

イ 日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

ロ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

留

意

事

項 

[予防留意事項 第２ ８介護予防短期入所療養介護] 

(７) ７の(７)を準用する。 

[予防留意事項 第２ ７介護予防短期入所生活介護] 

(７) ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満たない場合の減算については、ある月（歴月）

において基準に満たない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで入

所者全員について、所定単位数が減算されることとする。（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている

場合を除く。） 

 

身体拘束廃止未実施減算（届出） 所定単位数の1/100に相当する単位数を減算 

基

準 

[厚告127 別表７ホ 注３] 

 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の１に相当

する単位数を所定単位数から減算する。 

留

意

事

項 

[予防留意事項 第２ ８介護予防短期入所療養介護] 

(８) 介護予防短期入所生活介護と同様であるので、７(８)を参照されたい。 

[予防留意事項 第２ ７介護予防短期入所生活介護] 

(８) 身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体的拘束等が行われていた場合ではなく、指定介護予防サ

ービス基準第136条第２項の記録（同条第１項に規定する身体的拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合及び

同上第３項に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的

には、記録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催していな
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い、身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施し

ていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づ

く改善状況を県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者

全員について所定単位数から減算することとする。 

[指定介護予防サービス基準第136条] 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

 

高齢者虐待防止措置未実施減算（届出） 所定単位数の 1/100に相当する単位数を減算 

基

準 

[厚告127 別表７ホ 注４] 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の１

に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

留

意

事

項 

[予防留意事項 第２ ８介護予防短期入所療養介護] 

(９) 介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２(２)を参照されたい。 

[予防留意事項 第２ ２介護予防訪問入浴介護費] 

(２) 高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、指定介護サービ

ス基準第53条の10の２に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとな

る。具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に検討していない、高齢者虐待防止のため

の指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適

正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実

が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から

改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。 

[指定介護予防サービス基準第53条の10の２] 

指定介護予防訪問入浴介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

一 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従

業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を

定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

業務継続計画未策定減算（届出） 所定単位数の 1/100に相当する単位数を減算 

基

準 

[厚告127 別表７ホ 注５] 

 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に相当

する単位数を所定単位数から減算する。 

留

意

事

項 

[予防留意事項 第２ ８介護予防短期入所療養介護] 

(10) 介護予防通所リハビリテーションと同様であるので、６(３)を参照されたい。 

[予防留意事項 第２ ６介護予防通所リハビリテーション費] 

(３) 業務継続計画未策定減算については、指定介護予防サービス基準第123条において準用する指定介護予防サービス基

準第53条の２の２第１項に規定する基準を満たさない事案が生じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた

日が月の初日である場合は当該月）から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事務所の利用者全員に

ついて、所定単位数から減算することとする。 

  なお、経過措置として、令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関

する具体的計画を策定している場合には、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成す

ること。 

[指定介護予防サービス基準第53条の２の２] 
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１ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」とい

う。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

 

療養環境減算（届出） (Ⅰ)、(Ⅱ) 25単位 

基

準 

[厚告127 別表７ホ 注６]  

別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所について、療養環境減算として、当

該施設基準に掲げる区分に従い、１日につき上記に掲げる単位数を所定単位数から減算する。 

[厚告96 19の３] 

イ 療養環境減算（Ⅰ）    

介護医療院の療養室に隣接する廊下の幅が、内法による測定で、1.8ｍ未満であること。（両側に療養室がある廊下の場

合にあっては、内法による測定で2.7ｍ未満であること。） 

ロ 療養環境減算（Ⅱ） 

  介護医療院の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が８未満であること。 

留

意

事

項 

[予防留意事項 第２ ８介護予防短期入所療養介護] 

(5-1)① 介護医療院介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準について 
イ この場合の介護予防短期入所療養介護には、介護医療院の空きベッドを利用して行われるものであることか

ら、所定単位数の算定（職員の配置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係るものを除

く。）・夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算については、介護医療院の本体部分と常に一体

的な取扱いが行われるものであり、40号通知の８の(１)、(３)から(７)まで、(９)及び(17)を準用すること。 

（３) 加算 

夜間勤務等看護（届出） (Ⅰ) 23単位、(Ⅱ),(Ⅲ) 14単位、(Ⅳ) ７単位 /日 

基

準 

[厚告127 別表７ホ 注７] 

別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する

方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業につい

ては、１日につき所定単位数に加算する。 

留

意

事

項 

[予防留意事項 第２ ８介護予防短期入所療養介護] 

(5-1)① 介護医療院介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準について 
ハ 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務看護(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定するための届出につ

いては、本体施設である介護医療院について行われていれば、介護予防短期入所療養介護については行う必要

がないこと。 

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日 

基

準 

[厚告127 別表７ホ 注８] 

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定介護予防短期入所療養介

護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日

から起算して７日を限度として、１日につき所定単位数に加算する。 

留

意

事

項 

[予防留意事項 第２ ８介護予防短期入所療養介護] 

(12) ７の(13)を準用する。 

[予防留意事項 第２ ７介護予防短期入所生活介護] 

(13)① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指

すものである。 

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に介護予防短期入所療養介護が必要であると

医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、

介護予防短期入所療養介護の利用を開始した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又は

その次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとする。この際、介護予防短期入所療養介護ではなく、

医療機関における対応が必要であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を

行うことにより、適切な医療が受けられるように取り計らう必要がある。 

③ 次に掲げる者が、直接、介護予防短期入所療養介護の利用を開始した場合には、当該加算は算定できないもので

あること。 

   ａ 病院又は診療所に入院中の者 

   ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

   ｃ 介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護予

防短期入所療養介護、介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護を利用中の者 

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所も判断を行った医師名、

日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護予防サービス計画書に記録しておくこと。 

⑤ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が認められる利用者を受け入

れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後８日目以降の介護予防短期入所療養介護の利

用の継続を妨げるものではないことに留意すること。 

  

javascript:void(0);
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若年性認知症利用者受入加算（届出） 120単位/日 

基

準 

[厚告127 別表７ホ 注９] 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に

対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、１日につき所定単位数に加算する。ただし、認知症行動・心理症

状緊急対応加算を算定している場合は、算定しない。 

留

意

事

項 

[予防留意事項 第２ ８介護予防短期入所療養介護] 

(13) ７の(14)を準用する。 

[予防留意事項 第２ ７介護予防短期入所生活介護] 

(14) 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じた

サービス提供を行うこと。 

 

送迎加算（届出） 134単位/片道 

基

準 

[厚告127 別表７ホ 注10] 

利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介

護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき所定単位数に加算する。 

 

口腔連携強化加算（届出） 50単位/月 

基

準 

[厚告127 別表７ホ] 

(７) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔の健康

状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結

果の情報提供を行ったときは、１月に１回に限り所定単位数を加算する。 

留

意

事

項 

[予防留意事項 第２ ８介護予防短期入所療養介護] 

(14) 介護予防訪問看護と同様であるので、３(26)を参照されたい。 

[予防留意事項 第２ ３介護予防訪問看護費] 

(26)① 口腔連携強化加算の算定に係る口腔の健康状態の評価は、利用者に対する適切な口腔管理につなげる観点から、

利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

  ② 口腔の健康状態の評価の実施に当たっては、必要に応じて、厚生労働大臣が定める基準における歯科医療機関

（以下「連携歯科医療機関」という。）の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に口腔の健康状態の評

価の方法や在宅歯科医療の提供等について相談すること。なお、連携歯科医療機関は複数でも差し支えない。 

  ③ 口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情報を歯科医療機関及び当該利用者を担当する

介護支援専門員に対し、別紙様式６等により提供すること。 

  ④ 歯科医療機関への情報提供に当たっては、利用者又は家族等の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の

意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれか又は両方に情報提供を行うこと。 

  ⑤ 口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト及びチについては、利用者の状態に

応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。 

イ 開口の状態 

ロ 歯の汚れの有無 

ハ 舌の汚れの有無 

ニ 歯肉の腫れ、出欠の有無 

ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態 

ヘ むせの有無 

ト ぶくぶくうがいの状態 

チ 食物のため込み、残留の有無 

  ⑥ 口腔の健康状態の評価を行うに当たっては、別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施

及び一体的取組について」）及び「入院（所）中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認

に関する基本的な考え方」（令和６年３月日本歯科医学会）等を参考にすること。 

  ⑦ 口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて介護支援専門員を通じて

主治医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。 

  ⑧ 口腔連携強化加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議等を活用し決定することとし、原則とし

て、当該事業所が当該加算に基づく口腔の健康状態の評価を継続的に実施すること。 
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療養食加算（届出） ８単位/日 

基

準 

[厚告127 別表７ホ] 

(８) 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対

し、老健局長が定める様式による届出を行った当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事業

所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、１日につき３回を限度として、所定単位数を加算する。 

  イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 

  ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。 

  ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所において行

われていること。 

[厚告94 85] 

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓

病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食 

留

意

事

項 

[予防留意事項 第２ ８介護予防短期入所療養介護] 

(15) ７の(17)を準用する。 ※短期入所療養介護参照 

 

緊急時施設療養費 

（緊急時治療管理、特定治療） 

緊急時治療管理 518単位/日 

特定治療   医科診療報酬点数表第１章及び第２章

に定める点数に 10円を乗じて得た額 

基

準 

[厚告127 別表７ホ] 

(９) 利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。 

イ 緊急時治療管理 

１ 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注

射、処置等を行ったときに算定する。 

    ２ 同一の利用者について1月に１回、連続する３日を限度として算定する。   

ロ 特定治療 

    医科診療報酬点数表第１章及び第２章において、高齢者の医療の確保に関する法律第57条第３項に規定する保険

医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療（別に厚生労

働大臣が定めるものを除く。）を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第１章及び第２章に定める点

数に10円を乗じて得た額を算定する。 

 

認知症専門ケア加算（届出）  (Ⅰ) ３単位、(Ⅱ) ４単位 /日 

基

準 

[厚告127 別表７ホ] 

(10) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専

門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。た

だし、いずれかの加算(Ⅰ又はⅡ)を算定している場合においてはその他の加算は算定しない。(いずれか一方のみを

算定) 

留

意

事

項 

[予防留意事項 第２ ８介護予防短期入所療養介護] 

(16) ７の(18)①から⑤を準用する。 

[予防留意事項 第２ ７介護予防短期入所生活介護] 

(18)① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」と

は、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。 

② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が1/2以上の算定方法は、算出日が属する月の前３月間の利用者実

人員数又は利用延人員数（要支援者を含む）の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直

近３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要

である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第

１の５の届出（加算の取下げの届出）をしなければならない。 

③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成18年３月31日老

発第0331010号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成18年

３月31日老計第0331007号厚生労働省労働計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症

看護に係る適切な研修を指すものとする。  

④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切

な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する

こと。  

⑤ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について（平成18年3月31日老計

第0331010号厚生労働省老健局長通知）」、「認知症介護実践者養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知

症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 
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生産性向上推進体制加算（届出） (Ⅰ) 100単位、(Ⅱ) 10単位 /月 

基

準 

[厚告127 別表７ホ] 

(12) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、当該基準に掲げる区分に従い、１月につ

き次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、(Ⅰ)、(Ⅱ)いずれかの加算を算定している場合においては、もう一方

の加算は算定しない。 

留

意

事

項 

[予防留意事項 第２ ８介護予防短期入所療養介護] 

(17) 介護予防短期入所生活介護と同様であるので、７(19)を参照されたい。 

[予防留意事項 第２ ７介護予防短期入所生活介護] 

(19) 生産性向上推進体制加算の内容については、別途通知(「生産性向上推進体制加算に関する基本的な考え方並びに事

務処理手順及び様式例等の提示について」)を参照すること。 

 

サービス提供体制強化加算（届出） (Ⅰ) 22単位、(Ⅱ) 18単位、(Ⅲ) ６単位 /日 

基

準 

[厚告127 別表７ホ] 

(13) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事

に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介

護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき所定単位数を加算する。ただし、

いずれかの区分の加算を算定している場合においては、その他の区分の加算は算定しない。 

留

意

事

項 

[予防留意事項 第２ ８介護予防短期入所療養介護] 

(18)① ２(11)④から⑧までを参照のこと。なお、この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所者への介

護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。）に

従事している時間について行っても差し支えない。 

② 指定介護予防短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、支援相談員、理学療法

士又は作業療法士として勤務を行う職員を指すものとする。 

    ⇒ (Ⅲ)の算定要件は、「介護職員の総数のうち勤続年数３年以上の者の割合」だが、介護職員として勤務する前

に上記に示す職種での勤務歴があった場合に、その勤続年数に上記に示す職種における勤続年数に含めてよい

ということ。（R.2.3.30 老健局老人保健課確認） 

[予防留意事項 第２ ２介護予防訪問入浴介護費] 

(11)④ 職員の割合算出にあたっては、常勤換算方法により算出した前年度(３月を除く。)の平均を用いることとする。

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）について

は、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新

たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月以降届出が可能となるものであること。なお、介護福祉

士[中略]については、各月の前月の末日時点で資格を取得している[中略]とすること。 

   ⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的

に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回

った場合については、直ちに第１の５(変更の加算届)を提出しなければならない。 

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介護サービス事

業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることが

できるものとする。 

⑧ 同一の事業所において指定短期入所療養介護を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行

うこととする。 

 

介護職員等処遇改善加算 

※介護医療院参照 
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４ 特別診療費 
介護医療院      【厚告21  別表４ソ】 

短期入所療養介護   【厚告19  別表９ホ(13)】 

予防短期入所療養介護 【厚告127 別表７ホ(11)】 

入所者（利用者）に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定め

るものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。 

※ 特別介護医療院、ユニット型特別介護医療院特別介護医療院（介護予防）短期入所療養介護、ユニット型特別介護医療院

(介護予防)短期入所療養介護は算定できない。 

 

種類 届出 単位 
算定できるサービス 

介護医療院 短期入所療養介護 予防短期入所療養介護 

感染対策指導管理 － ６単位/日 〇 〇 〇 

褥瘡対策指導管理 － 
（Ⅰ）６単位/日 〇 〇 〇 

（Ⅱ）10単位/日 〇 － － 

初期入所診療管理 － 250単位/日 〇 〇 〇 

重度療養管理 － 123単位/日 － 〇 － 

特定施設管理 － 

250単位/日 

〇 〇 〇 
(加算) 

個室 300単位/日 

２床室 150単位/日 

重症皮膚潰瘍管理指導 〇 18単位/日 〇 〇 〇 

薬剤管理指導 〇 

350単位/回 
〇 〇 〇 

（加算）50単位/回 

（加算）LIFE活用 

20単位/月 
〇 － － 

医学情報提供 － 
(Ⅰ）220単位/回 

(Ⅱ）290単位/回 
〇 〇 〇 

理学療法 〇 

(Ⅰ)123単位/回 

(Ⅱ) 73単位/回 

11回以降 

70/100の単位数 

〇 〇 〇 

注３加算 480単位/回 － 〇 〇 

注４加算 300単位/回 － 〇 〇 

注５加算 35単位/回 〇 〇 〇 

注６加算 33単位/月 〇 － － 

注７加算 20単位/月 〇 － － 

作業療法 〇 

123単位/回 

11回以降 

70/100の単位数 

〇 〇 〇 

注３加算 480単位/月 － 〇 〇 

注４加算 300単位/月 － 〇 〇 

注５加算 35単位/回 〇 〇 〇 

注６加算 33単位/月 〇 － － 

注７加算 20単位/月 〇 － － 

言語聴覚療法 〇 

203単位/回 

11回以降 

70/100の単位数 

〇 〇 〇 

注３加算 35単位/回 〇 〇 〇 

注４加算 33単位/月 〇 － － 

注５加算 20単位/月 〇 － － 

集団コミュニ 

ケーション療法 
－ 50単位/回 〇 〇 〇 

摂食機能療法 － 208単位/日 〇 〇 〇 

短期集中 

リハビリテーション 
－ 240単位/日 〇 － － 

認知症短期集中 

リハビリテーション 
〇 240単位/日 〇 － － 

精神科作業療法 〇 220単位/日 〇 〇 〇 

認知症入所精神療法 － 330単位/週 〇 〇 〇 
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【特別診療費に係る告示・通知】 
〇厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数[平成12年2月10日厚生省告示第30号] 

別表第二 

◯特別診療費の算定に関する留意事項について［平成30年４月25日老老発0425第２号］ 

【特別診療費の算定基準・留意事項】 

感染対策指導管理 ６単位/日 

基

準 

[厚告30 別表第二 １] 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事業所（介護老人保健施設、病院及び診療所であるものを除

く。）、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所（介護老人保健施設、病院及び診療所であるものを除く。）にお

いて、常時感染防止対策を行う場合に、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は介護予防指定短期入所療養介護を受

けている利用者又は入所者について、所定単位数を算定する。 

[厚告31 １] 

イ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な設備を有していること。 

ロ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること 

留

意

事

項 

[老老発0425第２号 特別診療費の算定に関する留意事項について(以下、「特別診療費留意事項」という)  第２ １] 

感染対策指導管理に係る特別診療費は、施設全体として常時感染対策をとっている場合に、算定できるものであること。 

[特別診療費留意事項 第３ １] 

(１) 感染対策指導管理に係る特別診療費を算定しようとする介護医療院において、別添様式２を参考として、施設内感染防

止対策委員会が設置され、対策がなされていること。 

(２) 当該介護医療院において、院内感染対策委員会が月一回程度、定期的に開催されていること。施設内感染対策委員会

は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。）を活用して行うこ

とができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な

取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

(３) 施設内感染対策委員会は、当該介護医療院の管理者、看護部門の責任者、薬剤部門の責任者、検査部門の責任者、事務

部門の責任者、感染症対策に関し相当の経験を有する医師等の職員から構成されていること。(各部門の責任者を兼務

することは差し支えない。) 

(４) 当該介護医療院において、当該介護医療院の微生物学的検査に係る状況等を記した「感染情報レポート」が週１回程度

作成されており、当該レポートが施設内感染対策委員会において十分に活用されている体制がとられていること。当該

レポートは、利用者等からの各種からの各種細菌の検出状況や薬剤感受性成績のパターン等が当該介護医療院の疫学情

報として把握、活用されることを目的として作成されるものであり、当該介護医療院からの拭き取り等による各種細菌

の検出状況を記すものではない。 

(５) 施設内感染防止対策として、職員等に対し流水による手洗いの励行を徹底させるとともに、各療養室に水道又は速乾式

手洗い液等の消毒液が設置されていること。ただし、認知症の利用者等が多い等、その特性から療養室に消毒液を設置す

ることが適切でないと判断される場合に限り、携帯用の速乾式消毒液等を用いても差し支えないものとする。 

 

褥瘡対策指導管理 (Ⅰ) ６単位、(Ⅱ) 10単位 /日 

基

準 

[厚告30 別表第二 ２] 

１ (Ⅰ)については、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短

期入所療養介護事業所において、常時褥瘡対策を行う場合に、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予

防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者(日常生活の自立度が低い者に限る。)について、所定単位数を算定す

る。 

２ (Ⅱ)については、褥瘡対策指導管理(Ⅰ)に係る別に厚生労働大臣が定める基準を満たす介護医療院において、入所者ごと

の褥瘡対策等に係る情報を厚生労働省に提出し、褥瘡対策の実施に当たって、当該情報その他褥瘡対策の適切かつ有効な実

施のために必要な情報を活用し、かつ、施設入所時に褥瘡が認められた入所者について当該褥瘡が治癒した場合又は施設入

所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について褥瘡の発生のない場合に、１月につき所定単位数を算定する。 

[厚告31 ２] 

褥瘡対策につき十分な体制が整備されていること。 

留

意

事

項 

[特別診療費留意事項 第２ ２] 

(１) 褥瘡対策指導管理(Ⅰ)に係る特別診療費は、「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）」ランクＢ以上に該当す

る利用者又は入所者（以下「利用者等」という。）について、常時褥瘡対策をとっている場合に、利用者等の褥瘡の

有無に関わらず、算定できるものであること。なお、「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）」のランクは、当

該褥瘡対策をとっている介護医療院において、利用者等ごとに判断するものであること。また、褥瘡管理に当たって

は、施設ごとに当該マネジメントの実施に必要な褥瘡管理に係るマニュアルを整備し、当該マニュアルに基づき実施

することが望ましいものであること。 

(２) 褥瘡対策指導管理(Ⅱ)に係る特別診療費は、褥瘡対策指導管理(Ⅰ)の算定要件を満たす介護医療院において、サー

ビスの質の向上を図るため、以下の①から④までを満たし、多職種の共同により、褥瘡対策指導管理(Ⅰ)を算定すべ

き入所者（以下この(２)において単に「入所者」という。）が褥瘡対策を要する要因の分析を踏まえた褥瘡ケア計画

の作成（Plan）、当該計画に基づく褥瘡対策の実施（Do）、当該実施内容の評価（Check）とその結果を踏まえた実施

計画の見直し（Action）といったサイクル（以下「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継続的にサービスの質の

管理を行った場合に算定するというものである。 

 ① 施設入所時及びその後少なくとも３月に１回、別添様式３を用いて、褥瘡の状態及び褥瘡の発生と関連のあるリス

クについての評価を実施すること。施設入所時の評価は、新たに本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降に入
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所した者については、当該者の施設入所時における評価を、新たに本加算の算定を開始しようとする月において既に

入所している者（以下「既入居者」という。）については、介護記録等に基づいて、施設入所時における評価を行う

こと。 

 ② 褥瘡対策等に係る情報の提出については、「科学的介護情報システム（Long-term care Information system For 

Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等について

は、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に

ついて」（令和３年３月16日老老発0316第４号）を参照されたい。提出された情報については、国民の健康の保持増 

進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

 ③ ①の評価の結果、褥瘡が認められた又は褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに褥瘡対策に関する診療

計画を作成し、少なくとも３月に１回見直していること。褥瘡対策に関する診療計画は、褥瘡管理に対する各種ガイ

ドラインを参考にしながら、入所者ごとに、褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項や、

入所者の状態を考慮した評価を行う間隔等を検討し、別添様式３を用いて、作成すること。なお、褥瘡対策に関する

診療計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって褥瘡対策に関する診療計画の

作成に代えることができるものとするが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。ま

た、褥瘡対策に関する診療計画の見直しは、褥瘡対策に関する診療計画に実施上の問題（褥瘡管理の変更の必要性、

関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに実施すること。その際、ＰＤＣＡの推進

及びサービスの向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用すること。なお、褥瘡対

策に関する診療計画に基づいた褥瘡対策を実施する際には、対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得

ること。 

 ④ ①の評価の結果、褥瘡が認められた又は施設入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、施設

入所日の属する月の翌月以降に別添様式３を用いて評価を実施するとともに、別添様式３に示す持続する発赤（ｄ

１）以上の褥瘡の発症がないこと。ただし、施設入所時に褥瘡があった入所者については、当該褥瘡の治療後に、褥

瘡の再発がない場合に算定できるものとする。 

[特別診療費留意事項 第３ ２] 

(１) 褥瘡対策指導管理に係る特別診療費を算定しようとする介護医療院において、褥瘡対策に係る専任の医師、看護職

員から構成される褥瘡対策チームが設置されていること。 

(２) 当該介護医療院における「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）」ランクＢ以上に該当する利用者等につき、

別添様式３を参考として褥瘡対策に関する診療計画を作成し、褥瘡対策を実施すること。なお、診療計画について

は、見直しが必要であれば、その都度に計画を修正する必要があること。また、日常生活自立度がＪ１～Ａ２である

利用者等については、当該計画書の作成を要しないものであること。なお、「指定居宅サービスに要する費用の額の

算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費

用の額の算定に関する診療計画を作成することも差し支えないこと。 

(３) 利用者等の状態に応じて、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制が整えられてい

ること。 

 

初期入所診療管理 250単位/回 

基

準 

[厚告30 別表第二 ３] 

介護医療院において、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、入所者に対して、その入所に際して医師が必要な診察、検

査等を行い、診療方針を定めて文書で説明を行った場合に、入院中１回（診療方針に重要な変更があった場合にあっては、

２回)を限度として所定単位数を算定する。 

[厚告31 ３] 

イ 医師、看護師等の共同により策定された診療計画であること。 

ロ 病名、症状、予定される検査の内容及びその日程並びに予定されるリハビリテーションの内容及びその日程その他入所に

関し必要な事項が記載された総合的な診療計画であること。 

ハ 当該診療計画が入所した日から起算して二週間以内に、入所者に対し文書により交付され説明がなされるものであること。 

留

意

事

項 

[特別診療費留意事項 第２ ３] 

(１) 当該入所者が過去３月間（ただし、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準（「認知症高齢者の日常生活自立度判定基

準」の活用について（平成５年10月26日厚生省老人保健福祉局長通知老健第135号））におけるランクⅢ、Ⅳ又はＭに該

当する者の場合は過去１月間とする。）の間に、当該介護医療院に入所したことがない場合に限り算定できるものであ

ること。 

(２) 同一施設内の医療機関から介護医療院に入所した者にあっては、特別診療費の算定の対象としない。 

(３) なお、当該介護医療院の入所前の医療機関における入院後６か月以内に、入所者の病状の変化等により診療計画を見直

さざるを得ない状況になり、同様に診療計画を作成し、文書を用いて入所者に説明を行った場合には、１回に限り算定

できる。 

[特別診療費留意事項 第３ ３] 

(１) 入所の際に、医師、看護職員、その他必要に応じ関係職種が共同して総合的な診療計画を策定し、入所者に対し、別添

様式４を参考として、文書により病名、症状、治療計画、栄養状態、日常生活の自立の程度（認知症の評価を含む。） 

等のアセスメント及びリハビリテーション計画、栄養摂取計画等について、入所後２週間以内に説明を行い、入所者又

はその家族の同意を得ること。 

(２) 初期入所診療管理において求められる入所に際して必要な医師の診察、検査等には、施設内感染対策の観点から医師が

必要と判断する検査が含まれるものであること。 

(３) 入所時に、治療上の必要性から入所者に対し、病名について情報提供し難い場合にあっては、可能な範囲において情報

提供を行い、その旨を診療録に記載すること。 

(４) 医師の病名等の説明に対して理解ができないと認められる入所者についてはその家族等に対して行ってもよい。 
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(５) 説明に用いた文書は、入所者（説明に対して理解ができないと認められる入所者についてはその家族等）に交付すると

ともに、その写しを診療録に貼付するものとする。 

 

重度療養管理 125単位/日 

基

準 

[厚告30 別表第二 ４] 

指定短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護を受けている利用者（要介護４又は要介護５に該当する者

に限る。）であって別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上

必要な処置を行った場合に、所定単位数を算定する。 

[厚告31 ４] 

イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態 

ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 

ハ 中心静脈注射を実施しており、かつ、強心薬等の薬剤を投与している状態 

ニ 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態 

ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 

ヘ 膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第５号に掲げる身体障害者障

害程度等級表の４級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態 

留

意

事

項 

[特別診療費留意事項 第２ ４] 

重度療養管理に係る特別診療費は、要介護４又は要介護５に該当する者であって、別に厚生労働大臣の定める状態（31号

告示の４）にある利用者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合に、当該処置

を行った日について算定できるものである。当該加算を算定する場合にあっては、当該処置を行った日、当該処置の内容等

を診療録に記載しておくこと。 

[特別診療費留意事項 第３ ４] 

重度療養管理を算定できる利用者の状態は、次のいずれかについて、当該状態が一定の期間や頻度で継続し、かつ、当該

処置を行っているものであること。なお、請求明細書の摘要欄に該当する状態（基準(31号告示の４)イからヘまで）を記載

することとする。なお、複数の状態に該当する場合は主たる状態のみを記載すること。 

ア イの「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」とは当該月において１日あたり８回（夜間を含め約３時間に１回程度）

以上実施している日が20日を超える場合をいうものであること。 

イ ロの「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」については、当該月において１週間以上人工呼吸又は間歇的陽

圧呼吸を行っていること。 

ウ ハの「中心静脈注射を実施しており、かつ、強心薬等の薬剤を投与している状態」については、中心静脈注射を実施し、

かつ、塩酸ドパミン、塩酸ドブタミン、ミルリノン、アムリノン、塩酸オルプリノン、不整脈用剤又はニトログリセリン

（いずれも注射薬に限る。）を24時間以上持続投与している状態であること。 

エ ニの「人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態」については、人工腎臓を各週２日以上実施している

ものであり、かつ、下記に掲げるいずれかの合併症をもつものであること。 

 ａ 透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病 

 ｂ 常時低血圧（収縮期血圧が90mmHg以下） 

 ｃ 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの 

 ｄ 出血性消化器病変を有するもの 

 ｅ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの 

 ｆ うっ血性心不全（NYHAⅢ度以上）のもの 

オ ホの「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態」については、持続性心室性頻拍や心

室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧90mmHg以下が持続する状態、又は酸素吸入を行っても動脈血酸素

飽和度が90％以下の状態で、常時、心電図、血圧、動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っていること。 

カ ヘの「膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第５号に掲げる身体障害者障害程度等級表の４級

以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態」については、当該利用者に対して、皮膚の炎症等に対するケ

アを行った場合に算定できるものであること。 

 

特定施設管理 250単位/日 

基

準 

[厚告30 別表第二 ５] 

１ 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、後天性免疫不全症候群の

病原体に感染している利用者又は入所者に対して、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入

所療養介護を行う場合に、所定単位数を算定する。 

２ 個室又は２人部屋において、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している利用者又は入所者に対して、指定短期入所療

養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を行う場合は、所定単位数に個室の場合にあっては１日に

つき300単位、２人部屋の場合にあっては１日につき150単位を加算する。 

留

意

事

項 

[特別診療費留意事項 第２ ５] 

特定施設管理に係る特別診療費として、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者については、CD4リンパ球数の値に

かかわらず、抗体の陽性反応があれば250単位（日額）を算定できるものであり、さらに、個室又は２人部屋においてサービ

スを提供している場合（利用者等の希望により特別の設備の整った個室に入室する場合を除く。） 、30号告示 別表２の５の

注２に掲げる単位数をそれぞれ加算するものとする。 
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重症皮膚潰瘍管理指導（届出） 18単位/日 

基

準 

[厚告30 別表第二 ６] 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入

所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又

は入所者であって重症皮膚潰瘍を有しているものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導

を行った場合に、所定単位数を算定する。 

[厚告31 ５の２] 

イ 第二号に掲げる褥瘡対策指導管理の基準を満たしていること。 

ロ 重症皮膚潰瘍を有する入所者について皮膚科又は形成外科を担当する医師が重症皮膚潰瘍管理を行っていること。 

ハ 重症皮膚潰瘍管理を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。 

留

意

事

項 

[特別診療費留意事項 第２ ６] 

(１) 重症皮膚潰瘍管理指導に係る特別診療費は、重症な皮膚潰瘍（Sheaの分類Ⅲ度以上のものに限る。）を有している利用

者等に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に算定するものであること。 

(２) 重症皮膚潰瘍管理指導に係る特別診療費を算定する場合は、当該利用者等の皮膚潰瘍がSheaの分類のいずれに該当する

か、治療内容等について診療録に記載すること。 

(３) 褥瘡対策に関する基準を満たしていること。 

[特別診療費留意事項 第３ ５] 

(１) 褥瘡対策に関する基準を満たしていること。 

(２) 個々の利用者等に対する看護計画の策定、利用者等の状態の継続的評価、適切な医療用具の使用、褥瘡等の皮膚潰瘍の

早期発見及び重症化の防止にふさわしい体制にあること。 

(３) その他褥瘡等の皮膚潰瘍の予防及び治療に関して必要な処置を行うにふさわしい体制にあること。 

(４) 重症皮膚潰瘍管理指導の施設基準に係る届出は別添様式５を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要し

ない。 

 

薬剤管理指導（届出） 

350単位/回 

厚生労働省への服薬情報等を提出、情報の活用：20単位/月 

特別な薬剤に係る指導を行った場合   ：50単位/回 

基

準 

[厚告30 別表第二 7] 

１ 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定め

る施設基準に適合しているものとして電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行ったものにおいて、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介

護を受けている利用者又は入所者に対して、投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合に、週１回に限り、月に４回

を限度として所定単位数を算定する。 

２ 介護医療院において、入所者ごとの服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方の実施に当たって、当該情報その他薬

物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合に、1月につき所定単位数に20単位を加算する。 

３ 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬又は注射が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用

に関する必要な薬学的管理指導を行った場合は、1 回につき所定単位数に50単位を加算する。 

[厚告31 ６] 

イ 薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。 

ロ 薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。 

ハ 利用者又は入所者に対し、利用者又は入所者ごとに適切な薬学的管理（副作用に関する状況の把握を含む。）を行い、薬

剤師による服薬指導を行っていること。 

[厚告32] 

麻薬及び向精神薬取締法（昭和28法律第14号）第２条第１号に規定する麻薬 

留

意

事

項 

[特別診療費留意事項 第２ ７] 

(１) 薬剤管理指導に係る特別診療費は、介護医療院の薬剤師が医師の同意を得て、薬剤管理指導記録に基づき、直接服薬指

導（服薬に関する注意及び効果、副作用等に関する状況把握を含む。）を行った場合に週１回に限り算定できる。ただ

し、算定する日の間隔は６日以上とする。本人への指導が困難な場合にあっては、その家族等に対して服薬指導を行っ

た場合であっても算定できる。 

(２) 当該介護医療院の薬剤師は、過去の投薬・注射及び副作用発現状況等を利用者等に面接・聴取し、当該介護医療院及び

可能な限り医療提供施設における投薬及び注射に関する基礎的事項を把握する。 

(３) 薬剤管理指導の算定日を請求明細書の摘要欄に記載する。 

(４) 当該介護医療院の薬剤師が利用者ごとに作成する薬剤管理指導記録には、次の事項を記載し、最後の記入の日から最低

３年間保存する。 

   利用者等の氏名、生年月日、性別、入院年月日、退院年月日、要介護度、診療録の番号、投薬・注射歴、副作用歴、ア

レルギー歴、薬学的管理の内容(重複投薬、配合禁忌等に関する確認等を含む)、利用者等への指導及び利用者等からの

相談事項、薬剤管理指導等の実施日、記録の作成日及びその他の事項。 

(５) 30号告示別表２の７の注２の加算の算定に当たって、厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システ

ム（ Long-term careInformation system For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。Ｌ

ＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出

情報及びフィードバック情報を活用し、入所者の病状、服薬アドヒアランス等に応じた処方の検討（Plan）、当該検討
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に基づく処方（Do）、処方後の状態等を踏まえた総合的な評価（Check）、その評価結果を踏まえた処方継続又は処方変

更（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報につい

ては、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

(６) 30号告示別表２の７の注３の加算は、特別な薬剤の投薬又は注射が行われている利用者等（麻薬を投与されている場合

に限る。）に対して、通常の薬剤管理指導に加えて当該薬剤の服用に関する注意事項等に関し、必要な指導を行った場

合に算定する。 

(７) 薬剤管理指導に係る特定診療費を算定している利用者等に投薬された医薬品について、当該介護医療院の薬剤師が以下

の情報を知ったときは、原則として当該薬剤師は、速やかに当該利用者等の主治医に対し、当該情報を文書により提供

するものとする 

  ① 医薬品緊急安全性情報 

  ② 医薬品等安全性情報 

(８) 30号告示別表２の７の注３の算定に当たっては、前記の薬剤管理指導記録に少なくとも次の事項についての記載がされ

ていなければならない。 

  ① 麻薬に係る薬学的管理の内容（麻薬の服薬状況、疼痛緩和の状況等） 

  ② 麻薬に係る利用者等への指導及び利用者等からの相談事項 

  ③ その他麻薬に係る事項 

(９) 薬剤管理指導及び30号告示別表２の７の注３に掲げる指導を行った場合は、必要に応じ、その要点を文書で医師に提供

する。 

(10) 投薬・注射の管理は、原則として、注射薬についてもその都度処方せんにより行うものとするが、緊急やむを得ない場

合においてはこの限りではない。 

[特別診療費留意事項 第３ ６] 

(１) 薬剤指導管理に係る特別診療費を算定しようとする介護医療院において、次に掲げる区分に応じ、当該区分に掲げる薬

剤師の数が配置されているとともに、薬剤管理指導に必要な体制がとられていること。 

① 医療機関と併設する介護医療院 常勤換算方法で、２人から当該併設医療機関に基準上必要とされる数を減じて得た

数以上（その数が、Ⅰ型療養床の利用者等の数を150で除した数に、Ⅱ型療養床の利用者等の数を300で除した数を加え

て得た数に満たないときは、Ⅰ型療養床の利用者等の数を150で除した数に、Ⅱ型療養床の利用者等の数を300で除した

数を加えて得た数以上） 

② 医療機関と併設しない介護医療院 常勤換算方法で、１人以上 

(２) 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設（医薬品情報管理室）を有し、常勤の薬剤師が１人以上配置されてい

ること。ただし、医療機関と併設する介護医療院にあっては、介護医療院の入所者の処遇に支障がない場合には、併設

する医療機関の医薬品情報管理室及びそこに配置されている薬剤師と兼ねることができる。 

(３) 医薬品情報管理室の薬剤師が、有効性、安全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提供を行っていること。 

(４) 当該介護医療院の薬剤師は、利用者等ごとに薬剤管理指導記録を作成し、投薬又は注射に際して必要な薬学的管理（副

作用に関する状況把握を含む。）を行い、必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき適切に利用者等に対し指導

を行っていること。 

(５) 投薬・注射の管理は、原則として、注射薬についてもその都度処方せんにより行うとするが、緊急やむを得ない場合に

おいてはこの限りではない。 

(６) 届出に関しては、以下のとおりとする。 

① 薬剤管理指導料の施設基準に係る届出は、別添様式６を用いること。 

② 当該介護医療院に勤務する薬剤師の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を別添様式７

を用いて提出すること。 

③ 調剤、医薬品情報管理又は利用者等へ薬剤管理指導のいずれに従事しているか（兼務の場合はその旨を）、及び併設す

る医療機関との兼務の有無を備考欄に記載する。 

④ 調剤所及び医薬品情報管理室の配置図及び平面図を提出すること。 

 

医学情報提供 (Ⅰ) 220単位、(Ⅱ) 290単位 /回 

基

準 

[厚告30 別表第二 ８] 

１ (Ⅰ)については、併設型小規模介護医療院である指定短期入所療養介護事業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受けている

利用者若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、診療所での診療の必要を認め、診療所に対して、当該利用者若しくは

入所者の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行っ

た場合又は介護医療院（併設型小規模介護医療院を除く。）である指定短期入所療養介護事業所、介護医療院若しくは指

定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若しくは指定介護予防短期入所療養

介護を受けている利用者若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、病院での診療の必要を認め、病院に対して、当該利

用者若しくは入所者の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入所者

の紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。 

２ (Ⅱ)については、併設型小規模介護医療院である指定短期入所療養介護事業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受けている

利用者若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、病院での診療の必要を認め、病院に対して、当該利用者若しくは入所

者の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場

合又は介護医療院（併設型小規模介護医療院を除く。）である指定短期入所療養介護事業所、介護医療院若しくは指定介

護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若しくは指定介護予防短期入所療養介護

を受けている利用者若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、診療所での診療の必要を認め、診療所に対して、当該利
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用者若しくは入所者の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入所者

の紹介を行った場合に所定単位数を算定する。 

留

意

事

項 

[特別診療費留意事項 第２ ８] 

(１) 医学情報提供に係る特別診療費は、介護医療院と医療機関の間の有機的連携の強化等を目的として設定されたものであ

り、両者の利用者等の診療に関する情報を相互に提供することにより、継続的な医療の確保、適切な医療を受けられる

機会の増大及び医療・社会資源の有効利用を図ろうとするものである。 

(２) 介護医療院が、退所する利用者等の診療に基づき医療機関での入院治療の必要性を認め、利用者等の同意を得て、当該

機関に対して、診療状況を示す文書を添えて利用者等の紹介を行った場合にそれぞれの区分に応じて算定する。 

(３) 紹介に当たっては、事前に紹介先の機関と調整の上、別添様式１に定める様式又はこれに準じた様式の文書に必要事項

を記載し、利用者等又は紹介先の機関に交付する。また、交付した文書の写しを診療録に添付するとともに、診療情報

の提供先からの当該利用者等に係る問い合わせに対しては、懇切丁寧に対応するものとする。 

(４) 提供される内容が、利用者等に対して交付された診断書等であり、当該利用者等より自費を徴収している場合又は意見

書等であり意見書の交付について公費で既に相応の評価が行われている場合には、医学情報提供に係る特別診療費は算

定できない。 

(５) １退所につき１回に限り算定できる。 

 

リハビリテーションの通則（理学療法、作業療法、言語聴覚療法等） 

留

意

事

項 

[特別診療費留意事項 第２ ９(１)] 

① リハビリテーションは、利用者等の生活機能の改善等を目的とする理学療法、作業療法、言語聴覚療法等より構成され、

いずれも実用的な日常生活における諸活動の自立性の向上を目的として行われるものである。 

② 理学療法、作業療法及び言語聴覚療法は、利用者等１人につき１日合計４回に限り算定し、集団コミュニケーション療法

は１日につき３回、摂食機能療法は、１日につき１回のみ算定する。 

③ リハビリテーションの実施に当たっては、医師、理学療法士若しくは作業療法士又は言語聴覚士の指導のもとに計画的に

行うべきものであり、特に訓練の目標を設定し、定期的に評価を行うことにより、効果的な機能訓練が行えるようにする

こと。また、その実施は以下の手順により行うこととする。 

イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、入所者ごとのリハビリテーション実施計

画を作成すること。リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、施設サービス計画との整合性を図るものとす

る。なお、リハビリテーション実施計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって

リハビリテーション実施計画の作成に代えることができるものとすること。 

ロ 利用者等ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士(以下「理学療法士等」という。)がリハビリテーションを行うとともに、利用者等の状態を定期的に記録するこ

と。 

ハ 利用者等ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直すととも

に、その内容を利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。 

ニ リハビリテーションを行う医師又は理学療法士等が、看護職員、介護職員その他の職種の者に対し、リハビリテーシ

ョンの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達すること。 

 

理学療法（届出） 

(Ⅰ) 123単位、(Ⅱ) 73単位 /回 

厚生労働省へのリハビリテーション実施計画等の情報

提出、情報の活用：33単位/月 

基

準 

[厚告30 別表第二 ９] 

１ 理学療法(Ⅰ)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用す

る方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所、介護医

療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若しくは指定介護

予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に対して、理学療法を個別に行った場合に、所定単位数を算定し、

理学療法(Ⅱ)については、それ以外の指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業

所において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入

所者に対して、理学療法を個別に行った場合に算定する。 

２ 理学療法については、利用者又は入所者１人につき１日３回（作業療法及び言語聴覚療法と併せて１日４回）に限り算定

するものとし、その利用を開始又は入所した日から起算して４月を超えた期間において、１月に合計11回以上行った場合

は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。 

３ 理学療法(Ⅰ)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法

により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予

防短期入所療養介護事業所において、医師、看護師、理学療法士等が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該リ

ハビリテーション計画に基づき理学療法(Ⅰ)を算定すべき理学療法を行った場合に、利用者が理学療法を必要とする状態

の原因となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設を退院若しくは退所し

た日又は法第27条第１項に基づく要介護認定若しくは法第32条第１項に基づく要支援認定を受けた日から初めて利用し

た月に限り、１月に１回を限度として所定単位数に480単位を加算する。ただし、作業療法の注３の規定により加算する

場合はこの限りでない。 

４ 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、理学療法士等が指定短期入所療養介護

又は指定介護予防短期入所療養介護を行う療養棟において、基本的動作能力又は応用的動作能力若しくは社会的適応能力

の回復を図るための日常動作の訓練及び指導を月２回以上行った場合は、１月に１回を限度として所定単位数に300単位
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を加算する。ただし、作業療法の注4の規定により加算する場合はこの限りでない。なお、当該加算の対象となる訓練及

び指導を行った日については、所定単位数は算定しない。 

５ 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する常勤の理学療法

士を２名以上配置し、理学療法(Ⅰ)を算定すべき理学療法を行った場合に、１回につき35単位を所定単位数に加算する。 

６ 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション計画の内容等の情報を厚生労働省へ提出し、リハビリテーション

の実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合

は、１月につき１回を限度として所定単位数に33単位を加算する。ただし、作業療法の注６又は言語聴覚療法の注４の規

定により加算する場合はこの限りでない。 

７ 次に掲げる基準のいずれにも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対

し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、リハビリテーションを行った場合に、１月に１回

を限度として所定単位数に20単位を加算する。ただし、作業療法の注７又は言語聴覚療法の注５の規定により加算する場

合はこの限りでない。 

 イ 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。 

 ロ 注６を算定していること。 

 ハ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の

職種の者（ニにおいて「関係職種」という。）が、リハビリテーション計画の内容等の情報その他リハビリテーション

の適切かつ有効な実施のために必要な情報、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関する情報

を相互に共有すること。 

 ニ ハで共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行い、当該見直しの内容について、関係

職種の間で共有していること。 

留

意

事

項 

[特別診療費留意事項 第２ ９(２)] 

① 理学療法(Ⅰ)に係る特定診療費は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして電子情報処理組織を

使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、理学療法

(Ⅱ)に係る特別診療費は、それ以外の介護医療院において算定するものであり、生活機能の改善等を通して、実用的な日

常生活における諸活動の自立性の向上を図るために、種々の運動療法・実用歩行訓練・活動向上訓練・物理療法等を組み

合わせて個々の利用者等の状態像に応じて行った場合に算定する。 

② 理学療法は、医師の指導監督のもとで行われるものであり、医師又は理学療法士の監視下で行われるものである。また、

専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士が実施した場合と同様に算定できる。 

③ 届出施設である介護医療院において、治療、訓練の専用施設外で訓練を実施した場合においても算定できる。 

④ 理学療法に係る特別診療費は、利用者等に対して個別に20分以上訓練を行った場合に算定するものであり、訓練時間が20

分に満たない場合は、介護予防短期入所療養介護、短期入所療養介護又は介護医療院サービスに係る介護給付費のうち特

定診療費でない部分に含まれる。 

⑤ 理学療法に係る特別診療費の所定単位数には、徒手筋力検査及びその他の理学療法に付随する諸検査が含まれる。 

⑥ 理学療法(Ⅰ)における理学療法にあっては、１人の理学療法士が１人の利用者等に対して重点的に個別的訓練を行うこと

が必要と認められる場合であって、理学療法士と利用者等が１対１で行った場合にのみ算定する。なお、利用者等の状態

像や日常生活のパターンに合わせて、１日に行われる理学療法が複数回にわたる場合であっても、そのうち２回分の合計

が20分を超える場合については、１回として算定することができる。 

⑦ 別に厚生労働大臣が定める理学療法(Ⅰ)を算定すべき理学療法の施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院であって、あん

摩マッサージ指圧師等理学療法士以外の従事者が訓練を行った場合は、当該療法を実施するにあたり、医師又は理学療法

士が従事者に対し事前に指示を行い、かつ理学療法士が、従事者とともに訓練を受ける全ての利用者等の運動機能訓練の

内容等を的確に把握するとともに、事後に従事者から医師又は理学療法士に対し当該療法に係る報告が行なわれる場合に

限り、理学療法(Ⅱ)に準じて算定する。なお、この場合に監視に当たる理学療法士が理学療法を行った場合は、理学療法

（Ⅰ）を算定することができる。 

⑧ 理学療法(Ⅰ)の実施に当たっては、医師は定期的な運動機能検査をもとに、理学療法の効果判定を行い、理学療法実施計

画を作成する必要がある。ただし、理学療法実施計画はリハビリテーション実施計画に代えることができる。なお、理学

療法を実施する場合は、開始時及びその後３か月に１回以上利用者等に対して当該理学療法実施計画の内容を説明し、そ

の内容の要点を診療録に記載する。 

⑨ 理学療法(Ⅱ)とは、個別的訓練（機械・器具を用いた機能訓練、水中機能訓練、温熱療法、マッサージ等を組み合わせて

行なう個別的訓練を含む。）を行う必要がある利用者等に行う場合であって、従事者と利用者等が１対１で行った場合に

算定する。なお、利用者等の状態像や日常生活のパターンに合わせて、１日に行われる理学療法が複数回にわたる場合で

あっても、そのうち２回分の合計が20分を超える場合については、１回として算定することができる。 

[特別診療費留意事項 第３ ７] 

(１) 専任の医師及び専従する理学療法士がそれぞれ１人以上勤務すること。ただし、医療機関と併設する介護医療院の理学

療法士については、サービス提供に支障がない場合には、理学療法士が常勤換算方法で１人以上勤務することで差し支

えない。 

(２) 治療・訓練を十分実施し得る専用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは介護医療院については100㎡以上、併

設型小規模介護医療院については45㎡以上とすること。なお、専用の施設には機能訓練室を充てて差し支えない。 

(３) 当該療法を行うために必要な専用の器械・器具を次のとおり具備すること（サービス提供に支障がない場合には、作業

療法に係る訓練室と共有しても構わないものとする。）。なお、当該療法を行うために必要な器械・器具のうち代表的な

ものは、以下のものであること。 

   各種測定用器具（角度計、握力計等）、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、 

   各種歩行補助具、各種装具（長・短下肢装具等）、家事用設備、和室、各種日常生活活動訓練用器具 
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(４) リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は利用者等毎に同一ファイルとして保管され、常

に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

(５) 届出に関する事項 

① 理学療法(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添様式８を用いること。 

② 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専従・非専

従の別）及び勤務時間について、別添様式７を用いて提出すること。なお、その他の従事者が理学療法の経験を有する

ものである場合はその旨を備考欄に記載すること。 

②  当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。 

 

作業療法（届出） 

123単位/回 

厚生労働省へのリハビリテーション実施計画等の情報

提出、情報の活用：33単位/月 

基

準 

[厚告30 別表第二 10] 

１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期

入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス（老人性認知症疾患療養病棟において行われ

るものを除く。）又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に対して、作業療法を個別に行った

場合に、所定単位数を算定する。 

２ 作業療法については、利用者又は入所者１人につき１日３回（理学療法及び言語聴覚療法と合わせて１日４回)に限り算

定するものとし、その利用を開始又は入院した日から起算して４月を超えた期間において、１月に合計11回以上行った場

合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。 

３ 作業療法に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短

期入所療養介護事業所において、医師、看護師、作業療法士等が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該リハビ

リテーション計画に基づき作業療法を算定すべき作業療法を行った場合に、利用者が作業療法を必要とする状態の原因と

なった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設を退院若しくは退所した日又は

法第27条第１項に基づく要介護認定若しくは法第32条第１項に基づく要支援認定を受けた日から初めて利用した月に限

り、１月に１回を限度として所定単位数に480単位を加算する。ただし、理学療法の注３の規定により加算する場合はこ

の限りでない。 

４ 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、作業療法士等が指定短期入所療養介護

又は指定介護予防短期入所療養介護を行う療養棟において、基本的動作能力又は応用的動作能力若しくは社会的適応能力

の回復を図るための日常動作の訓練及び指導を月２回以上行った場合は、１月に１回を限度として所定単位数に300単位

を加算する。ただし、理学療法の注４の規定により加算する場合はこの限りでない。なお、当該加算の対象となる訓練及

び指導を行った日については、所定単位数は算定しない。 

５ 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する常勤の作業療法

士を２名以上配置して作業療法を算定すべき作業療法を行った場合に、１回につき35単位を所定単位数に加算する。 

６ 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーション

の実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合

は、１月につき１回を限度として所定単位数に33単位を加算する。ただし、理学療法の注６又は言語聴覚療法の注４の規

定により加算する場合はこの限りではない。 

７ 次に掲げる基準のいずれにも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対

し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、リハビリテーションを行った場合に、１月に１回

を限度として所定単位数に20単位を加算する。ただし、理学療法の注７又は言語聴覚療法の注５の規定により加算する場

合はこの限りでない。 

 イ 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。 

 ロ 注６を算定していること。 

 ハ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の

職種の者（ニにおいて「関係職種」という。）が、リハビリテーション計画の内容等の情報その他リハビリテーション

の適切かつ有効な実施のために必要な情報、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関する情報

を相互に共有すること。 

 ニ ハで共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行い、当該見直しの内容について、関係

職種の間で共有していること。 

[厚告31 ７ロ] 

(１) 作業療法士が適切に配置されていること。 

(２) 利用者、入院患者又は入所者数が作業療法士を含む従事者の数に対し適切なものであること。 

(３) 当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。 

(４) 当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。 

留

意

事

項 

[特別診療費留意事項 第２ ９] 

(３)① 作業療法に係る特別診療費は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、生

活機能の改善等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立性の向上を図るために、総合的に個々の利用者等

の状態像に応じて作業療法を行った場合に算定する。 
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  ② 作業療法は、医師の指導監督のもとで行われるものであり、医師又は作業療法士の監視下で行われたものについて算

定する。また、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。 

  ③ 届出施設である介護医療院において、治療、訓練の専用施設外で訓練を実施した場合においても、所定単位数により

算定できる。 

④ 作業療法にあっては、１人の作業療法士が１人の利用者等に対して重点的に個別的訓練を行うことが必要と認めら

れる場合であって、作業療法士と利用者等が１対１で20分以上訓練を行った場合にのみ算定する。なお、訓練時間が

20分に満たない場合は、介護予防短期入所療養介護、短期入所療養介護又は介護医療院サービスに係る介護給付費の

うち特別診療費でない部分に含まれる。また、利用者等の状態像や日常生活のパターンに合わせて、１日に行われる

作業療法が複数回にわたる場合であっても、そのうち２回分の合計が20分を超える場合については、１回として算定

することができる。 

⑤ 作業療法の所定単位数には、日常生活動作検査及びその他の作業療法に付随する諸検査が含まれる。 

⑥ 作業療法の実施に当たっては、医師は定期的な作業能力検査をもとに、作業療法の効果判定を行い、作業療法実施

計画を作成する必要がある。ただし、作業療法実施計画はリハビリテーション実施計画に代えることができる。な

お、作業療法を実施する場合は、開始時及びその後３か月に１回以上利用者等に対して当該作業療法実施計画の内容

を説明し、その要点を診療録に記載する。 

[特別診療費留意事項 第３ ８] 

(１) 専任の医師及び専従する作業療法士がそれぞれ１人以上勤務すること。ただし、医療機関と併設する介護医療院の作業

療法士については、サービス提供に支障がない場合には、作業療法士が常勤換算法で１人以上勤務することで差し支え

ない。 

(２) 治療・訓練を十分実施し得る専用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは75㎡以上とすること。なお、専用の施

設には機能訓練室を充てて差し支えない。 

(３) 当該療法を行うために必要な専用の器械・器具を次のとおり具備すること（サービス提供に支障がない場合には、理学

療法い係る訓練室と共有としてもかまわないものとする。）。なお、当該療法を行うために必要な器械・器具のうち代表

的なものは、以下のものであること。 

   各種測定用器具（角度計、握力計等）、血圧計、家事用設備、各種日常生活活動訓練用器具 

(４) リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は利用者等毎に同一ファイルとして保管され、常

に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

(５) 届出に関する事項 

 ① 作業療法の施設基準に係る届出は、別添様式８を用いること。 

 ② 当該治療に従事する医師、理学療法士又は作業療法士、及びその他の従事者の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専

従・非専従の別）及び勤務時間について、別添様式７を用いて提出すること。なお、その他の従事者が作業療法の経験

を有するものである場合はその旨を備考欄に記載すること。 

③  当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。 

 

理学療法及び作業療法に係る加算を算定するに当たっての留意点 

留

意

事

項 

[特別診療費留意事項 第２ ９(４)] 

① 理学療法及び作業療法の注３に掲げる加算は、理学療法(Ⅰ)又は作業療法に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

に適合しているものとして介護医療院が届出をした指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業

所において、当該注３に掲げる場合に限り算定するものであること。 

② 注３の加算に関わるリハビリテーション計画は、利用者毎に行われるケア・マネジメントの一環として行われることに留

意すること。 

③ 注３の加算は、以下のイ及びロに掲げるとおり実施した場合に算定するものであること。 

イ 利用時に、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他職種の者がリハビリテーションに関する解決すべき課

題の把握とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働によりリハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリ

テーション実施計画を作成すること。 

ロ 作成したリハビリテーション実施計画については、利用者又はその家族に説明し、その同意を得ていること。 

④ 理学療法及び作業療法の注４に掲げる加算は、理学療法又は作業療法を算定する指定短期入所療養介護事業所又は指定介

護予防短期入所療養介護事業所において、理学療法士又は作業療法士、看護職員等が利用者に対して、看護職員又は介護

職員と共同して、月２回以上の日常生活の自立に必要な起居、食事、整容、移動等の日常動作の訓練及び指導（入院生活

リハビリテーション管理指導）を行った場合に、１月に１回を限度として算定するものであること。 

⑤ 注４の加算を算定すべき入所生活リハビリテーション管理指導を行った日においては、理学療法及び作業療法に係る実施

回数に含まず、特別診療費の所定単位数は算定できないものである。 

⑥ 注４の加算を算定する場合にあっては、入所生活リハビリテーション管理指導を行った日時、実施者名及びその内容を診

療録に記載するものである。 

 

言語聴覚療法（届出） 

203単位/回 

厚生労働省へのリハビリテーション実施計画等の情報

提出、情報の活用：33単位/月 

基

準 

[厚告30 別表第二 11] 

１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期

入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けて

いる利用者又は入所者に対して、言語聴覚療法を個別に行った場合に、所定単位数を算定する。 
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２ 言語聴覚療法については、利用者又は入所者１人につき１日３回（理学療法及び作業療法と併せて１日４回)に限り算定

するものとし、その利用を開始又は入所した日から起算して４月を超えた期間において、１月に合計11回以上行った場合

は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。 

３ 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する常勤の言語聴覚

士を２名以上配置して言語聴覚療法を行った場合に、１回につき35単位を所定単位数に加算する。 

４ 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーシ

ョンの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場

合は、1月につき１回を限度として所定単位数に33単位を加算する。ただし、理学療法の注6又は作業療法の注6の規定に

より加算する場合はこの限りではない。 

５ 次に掲げる基準のいずれにも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対

し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、リハビリテーションを行った場合に、１月に１回

を限度として所定単位数に20単位を加算する。ただし、理学療法の注７又は作業療法の注７の規定により加算する場合は

この限りでない。 

 イ 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。 

 ロ 注４を算定していること。 

 ハ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の

職種の者（ニにおいて「関係職種」という。）が、リハビリテーション計画の内容等の情報その他リハビリテーション

の適切かつ有効な実施のために必要な情報、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関する情報

を相互に共有すること。 

 ニ ハで共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行い、当該見直しの内容について、関係

職種の間で共有していること。 

[厚告31 ８] 

イ 言語聴覚士が適切に配置されていること。 

ロ 利用者又は入所者の数が言語聴覚士の数に対し適切なものであること。 

ハ 当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。 

ニ 当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。 

留

意

事

項 

[特別診療費留意事項 第２ ９(５)] 

① 言語聴覚療法に係る特別診療費は、失語症、構音障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳埋込術後等の言語

聴覚機能に障害を持つ利用者等に対して言語機能又は聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定する。 

② 言語聴覚療法は、医師の指導監督のもとで行われるものであり、医師又は言語聴覚士により実施された場合に算定する。 

③ 言語聴覚療法は、利用者等に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、専用の言語療法室

等において、言語聴覚士と利用者等が１対１で20分以上訓練を行った場合に算定する。なお、訓練時間が20分に満たない

場合は、介護予防短期入所療養介護、短期入所療養介護又は介護医療院サービスに係る介護給付費のうち特別診療費でな

い部分に含まれる。また、利用者等の状態像や日常生活パターンに合わせて、１日に行われる言語聴覚療法が複数回にわ

たる場合であっても、そのうち２回分の合計が20分を超える場合については、１回として算定することできる。 

④ 言語聴覚療法の実施に当たっては、医師は定期的な言語聴覚機能検査をもとに、言語聴覚療法の効果判定を行い、言語聴

覚療法実施計画を作成する必要がある。ただし、言語聴覚療法実施計画をリハビリテーション実施計画に代えることがで

きる。なお、言語聴覚療法を実施する場合は、開始時及びその後３か月に１回以上利用者等に対して当該言語聴覚療法実

施計画の内容を説明し、その内容の要点を診療録に記載する。 

[特別診療費留意事項 第３ ９] 

(１) 言語聴覚療法 

① 専任の医師が１名以上勤務すること。 

② 専従する常勤言語聴覚士が１人以上勤務すること。ただし、医療機関と併設する介護医療院の常勤の言語聴覚士につ

いては、サービス提供に支障がない場合には、言語聴覚士が常勤換算方法で１人以上勤務することで差し支えない。 

③ 次に掲げる当該療法を行うための専用の療法室及び必要な器械・器具を有していること。 

ア 専用の療法室 

個別療法室（８㎡以上）を１室以上有していること（言語聴覚療法以外の目的で使用するものは個別療法室に該当

しないものとする。）。なお、当該療法室は、車椅子、歩行器・杖等を使用する利用者が容易かつ安全に出入り可能

であり、遮音等に配慮した部屋でなければならないものとする。 

イ 必要な器械・器具（主なもの） 

簡易聴力スクリーニング検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム、各種言語・心理・認知機能検査機

器・用具、発声発語検査機器・用具、各種診断・治療材料（絵カード他） 

④ リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は利用者毎に同一ファイルとして保管され、常

に医療従事者等により閲覧が可能であるようにすること。 

(２) 届出に関する事項 

① 言語聴覚療法の施設基準に係る届出は、別添様式８を用いること。 

② 当該治療に従事する医師及び言語聴覚士の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専従・非専従の別）並びに勤務時間を

別添様式７を用いて提出すること。 

④  当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。 
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理学療法及び作業療法の注６並びに言語聴覚療法の注４に掲げる加算 

留

意

事

項 

[特別診療費留意事項 第２ ９(６)] 

① 厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム（Long-term care Information system For 

Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科

学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参

照されたい。 

② サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じたリハビ

リテーション実施計画の作成（Plan）、当該計画に基づくリハビリテーションの実施（Do）、当該実施内容の評価（Check）、

その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質

の管理を行うこと。なお、評価は、リハビリテーション実施計画書に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね２

週間以内に、その後はおおむね３月ごとにを行うものであること。 

③ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるもので

ある。 

 

集団コミュニケーション療法（届出） 50単位/回 

基

準 

[厚告30 別表第二 12] 

１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期

入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けて

いる利用者又は入所者に対して、集団コミュニケーション療法を行った場合に、所定単位数を算定する。 

２ 集団コミュニケーション療法については、利用者又は入所者１人につき１日３回に限り算定するものとする。 

[厚告31 ９] 

イ 言語聴覚士が適切に配置されていること。 

ロ 利用者又は入所者の数が言語聴覚士の数に対し適切なものであること。 

ハ 当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。 

ニ 当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。 

留

意

事

項 

[特別診療費留意事項 第２ ９(７)] 

① 集団コミュニケーション療法に係る特別診療費は、失語症、構音障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳埋

込術後等の言語聴覚機能に障害を持つ複数の利用者等に対し、集団で言語機能又は聴覚機能に係る訓練を行った場合に算

定する。 

② 集団コミュニケーション療法は、医師の指導監督のもとで行われるものであり、医師又は言語聴覚士の監視下で行われる

ものについて算定する。 

③ 集団コミュニケーション療法に係る特別診療費は、１人の言語聴覚士が複数の利用者等に対して訓練を行うことができる

程度の症状の利用者等であって、特に集団で行う言語聴覚療法である集団コミュニケーション療法が有効であると期待で

きる利用者等に対し、言語聴覚士が複数の利用者等に対して20分以上訓練を行った場合に算定する。なお、訓練時間が20

分に満たない場合は、介護予防短期入所療養介護、短期入所療養介護又は介護医療院サービスに係る介護給付費のうち特

別診療費でない部分に含まれる。また、同時に行なう利用者等の数については、その提供時間内を担当する言語聴覚士に

より、適切な集団コミュニケーション療法が提供できる人数以内に留める必要があり、過度に利用者等の数を多くして、

利用者等１人１人に対応できないということがないようにする。なお、利用者等の状態像や日常生活のパターンに合わせ

て、１日に行われる訓練が複数回にわたる場合であっても、そのうち２回分の合計が20分を超える場合については、１回

として算定することができる。 

④ 集団コミュニケーション療法の実施に当たっては、医師は定期的な言語聴覚機能能力に係る検査をもとに、効果判定を行

い、集団コミュニケーション療法実施計画を作成する必要がある。ただし、集団コミュニケーション療法実施計画はリハ

ビリテーション実施計画に代えることができる。なお、集団コミュニケーション療法を実施する場合は、開始時その後３

か月に１回以上利用者等に対して当該集団コミュニケーション療法の実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記載

する。 

[特別診療費留意事項 第３ 10] 

(１) 集団コミュニケーション療法 

① 専任の常勤医師が１名以上勤務すること。 

 ② 専ら集団コミュニケーション療法を提供する時間帯に勤務する言語聴覚士を１人以上配置すること。 

 ③ 次に掲げる当該療法を行うための専用の療法室及び必要な器械・器具を有していること。 

  ア 専用の療法室 

集団コミュニケーション療法室（８㎡以上）を１室以上有していること（集団コミュニケーション療法以外の目的で

使用するものは集団コミュニケーション療法室に該当しないものとする。ただし、言語聴覚療法における個別療養室と

集団コミュニケーション療法室の共用は可能なものとする。）。なお、当該療法室は、車椅子、歩行器・杖等を使用する

利用者が容易かつ安全に出入り可能であり、遮音等に配慮した部屋でなければならないものとする。 

イ 必要な器械・器具（主なもの） 

簡易聴力スクリーニング検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム、各種言語・心理・認知機能検査機

器・用具、発声発語検査機器・用具、各種診断・治療材料（絵カード他） 

④ リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は利用者毎に同一ファイルとして保管され、常

に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

(２) 届出に関する事項 

① 集団コミュニケーション療法の施設基準に係る届出は、別添様式８を用いること。 



152 

② 当該治療に従事する医師及び言語聴覚士の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専従・非専従の別）並びに勤務時間を

別添様式７を用いて提出すること。 

③ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。 

 

摂食機能療法 208単位/日 

基

準 

[厚告30 別表第二 13] 

指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、

介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者であって摂食機能障害を有するもの

に対して、摂食機能療法を30分以上行った場合に、１月に４回を限度として所定単位数を算定する。 

留

意

事

項 

[特別診療費留意事項 第２ ９(８)] 

① 摂食機能療法に係る特別診療費は、摂食機能障害を有する利用者等に対して、個々の利用者等の状態像に対応した診療計

画書に基づき、医師又は歯科医師若しくは医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、

理学療法士又は作業療法士が１回につき30分以上訓練指導を行った場合に限り算定する。なお、「摂食機能障害を有する

もの」とは、発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害がある者のことを

いう。 

② 医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士又は看護師、准看護師、歯科衛生士が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算

定できる。 

 

短期集中リハビリテーション  240単位/日 

基

準 

[厚告30 別表第二 14] 

介護医療院において、介護医療院サービスを受けている入院患者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士が、その入院した日から起算して３月以内の期間に集中的に理学療法、作業療法、言語聴覚療法又

は摂食機能療法を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、理学療法、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機能療法を

算定する場合は、算定しない。 

留

意

事

項 

[特別診療費留意事項 第２ ９(９)] 

① 短期集中リハビリテーションにおける集中的なリハビリテーションとは、１週につき概ね３日以上実施する場合をいう。 

② 短期集中リハビリテーションは、当該入所者が過去３月間に、介護医療院に入所したことがない場合に限り算定できるこ

ととする。ただし、入所者が過去３月間の間に介護医療院に入所したことがあり、４週間以上の入院後に介護医療院に再

入所した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者の場合及び入所者が過去３か月間の間に介

護医療院に入所したことがあり、４週間未満の入院後に介護医療院に再入所した場合であって、以下に定める状態である

者の場合はこの限りでない。 

 ア 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症（低酸素脳症等）、髄膜炎等を急性発症した者 

イ 上・下肢の複合損傷（骨、筋、腱、靭帯、神経、血管のうち３種類以上の複合損傷）、脊椎損傷による四肢麻痺（１肢

以上）、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断（義肢）運動器の悪性腫瘍等を急性発症した運動器疾患又はその手

術後の者、当該加算を算定することができる。 

 

認知症短期集中リハビリテーション（届出）   240単位/日 

基

準 

[厚告30 別表第二 15] 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、介護医療院サービスを受けている入所者のう

ち、認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたも

のに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その入所した日から起算して３

月以内の期間に集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に、１週に３日を限度として所定単位数を算定する。 

[厚告31 10] 

イ 当該リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。 

ロ 入所者の数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。 

留

意

事

項 

[特別診療費留意事項 第２ ９(10)] 

① 認知症短期集中リハビリテーションは、認知症入所者の在宅復帰を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生活活

動の訓練等を組み合わせたプログラムを週３日、実施することを標準とする。 

② 認知症短期集中リハビリテーション当該リハビリテーション加算は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対す

るリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の入所者であって生活機能の改善が見込まれ

ると判断された者に対して、在宅復帰に向けた生活機能の改善を目的として、リハビリテーション実施計画に基づき、医

師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士等」という。）が記憶の訓練、日

常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを実施した場合に算定できるものである。なお、記憶の訓練、日常生活活

動の訓練等を組み合わせたプログラムは認知症に対して効果の期待できるものであること。 

③ 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科医師を除き、認知症に対するリハビリテーションに関す

る研修を修了していること。なお、認知症に対するリハビリテーションに関する研修は、認知症の概念、認知症の診断、

及び記憶の訓練、日常生活活動の訓練等の効果的なリハビリテーションのプログラム等から構成されており、認知症に対

するリハビリテーションを実施するためにふさわしいと認められるものであること。 

④ 当該リハビリテーションにあっては、１人の医師又は理学療法士等が１人の利用者に対して行った場合にのみ算定する。 

⑤ 当該リハビリテーション加算は、利用者に対して個別に20分以上当該リハビリテーションを実施した場合に算定するもの

であり、時間が20分に満たない場合は、介護医療院サービス費に含まれる。 
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⑥ 当該リハビリテーションの対象となる入所者はMMSE（Mini Mental State Examination）又はHDS―R（改訂長谷川式簡易

知能評価スケール）において概ね5点～25点に相当する者とする。 

⑦ 当該リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、訓練評価、担当者等）は利用者毎に保管されること。 

⑧ (1)～(8)の短期集中リハビリテーションを算定している場合であっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合は

当該リハビリテーション加算を算定することができる。 

⑨ 認知症短期集中リハビリテーションに係る特別診療費は、当該利用者が過去３月間の間に、当該リハビリテーションを算

定したことがない場合に限り算定できることとする。ただし、入所者が過去３カ月間の間に、当該リハビリテーションを

算定したことがあっても、脳血管疾患等の認知機能低下を来す中枢神経疾患を発症、その急性期に治療のために医療機関

に入院し、治療終了後も入院の原因となった疾患の発症前と比し認知機能が悪化しており、認知症短期集中リハビリテー

ションの必要性が認められる場合に限り、算定することができる。 

 

精神科作業療法（届出）  220単位/日 

基

準 

[厚告30 別表第二 16] 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入

所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている

利用者又は入所者に対して、精神科作業療法を行った場合に、所定単位数を算定する。 

[厚告31 11] 

イ 作業療法士が適切に配置されていること。 

ロ 利用者又は入所者の数が作業療法士の数に対し適切なものであること。 

ハ 当該作業療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。 

留

意

事

項 

[特別診療費留意事項 第２ 10(１)] 

① 精神科作業療法は、精神障害者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり、実施される作業内容の種類にかかわ

らずその実施時間は利用者等１人当たり１日につき２時間を標準とする。 

② 精神科作業療法に係る特別診療費は、１人の作業療法士が１人以上の助手とともに当該療法を実施した場合に算定する。

この場合の１日当たりに取扱う利用者等のは、概ね25人を１単位として、１人の作業療法士の取扱い利用者の数は１日３

単位75人以内を標準とする。 

③ 精神科作業療法を実施した場合はその要点を個々の利用者等の診療録に記載すること。 

④ 当該療法に要する消耗材料及び作業衣等については、当該介護医療院の負担となるものである。 

[特別診療費留意事項 第３ 11] 

(１) 専任の作業療法士が１人以上必要であること。 

(２) 利用者等の数は、作業療法士１人に対しては、１日75人を標準とすること。 

(３) 作業療法を行うためにふさわしい専用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは、作業療法士１人に対して75㎡を

基準とすること。 

(４) 当該療法を行うために必要な専用の器械・器具を次のとおり具備すること。 

作業名 器具等の基準（例示） 

手工芸 織機、編機、ミシン、ろくろ等 

木工 作業台、塗装具、工具等 

印刷 印刷器具、タイプライター等 

日常生活動作 各種日常生活動作用設備 

農耕又は園芸 農具又は園芸用具等 

(５) 精神科を担当する医師の指示の下に実施するものとする。 

(６) 届出に関する事項 

① 精神科作業療法の施設基準に係る届出は、別添様式９を用いること。 

② 当該治療に従事する作業療法士の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専従・非専従の別）及び勤務時間を別添様式７

用いて提出すること。 

③ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。 

 

認知症入所精神療法  330単位/日 

基

準 

[厚告30 別表第二 17] 

指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、

介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に対して、認知症入所精神療法を行

った場合に、所定単位数を算定する。 

留

意

事

項 

[特別診療費留意事項 第２ 10(２)] 

① 認知症入所精神療法とは、回想法又はＲ･Ｏ･法(リアリティー・オリエンテーション法)を用いて認知症の利用者等の情動

の安定、残存認知機能の発掘と活用、覚醒性の向上等を図ることにより、認知症疾患の症状の発現及び進行に係わる要因

を除去する治療法をいう。 

② 認知症入所精神療法にあっては、精神科医師の診療に基づき対象となる利用者等ごとに治療計画を作成し、この治療計画

に従って行うものであって、定期的にその評価を行う等の計画的な医学的管理に基づいて実施しているものである。 

③ 精神科を担当する１人の医師及び１人の臨床心理技術者等の従事者により構成される少なくとも合計２人の従事者が行っ

た場合に限り算定する。なお、この場合、精神科を担当する医師が、必ず１人以上従事していること。 
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⑤  １回に概ね10人以内の利用者等を対象として、１時間を標準として実施する。 

⑤ 実施に要した内容、要点及び時刻について診療録等に記載する。 

 

５ 地域加算 
単位数に、事業所の所在する地域区分別に設定された「１単位の単価」を乗じて算定します。 

（ただし、緊急時施設療養費は除く） 

サービスの種類：介護医療院（短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護） 

地域区分 １単位の単価 該当する市町村 

１級地 １０．９０ 該当なし 

２級地 １０．７２ 横浜市、川崎市 

３級地 １０．６８ 鎌倉市、厚木市 

４級地 １０．５４ 相模原市、横須賀市、藤沢市、逗子市、三浦市、海老名市 

５級地 １０．４５ 
平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町、

愛川町 

６級地 １０．２７ 秦野市、大磯町、二宮町、中井町、清川村 

７級地 １０．１４ 南足柄市、山北町、箱根町 

その他 １０．００ 大井町、松田町、開成町、真鶴町、湯河原町 

６ 特定入所者介護（支援）サービス費 （補足給付） 
低所得者（生活保護受給者、市町村民税世帯非課税者）については、食費及び居住費の負担限度額が設定され、利

用者の負担が軽減されています。負担限度額を超えた部分については、介護保険から「補足給付」が行われます。 

具体的には、下記の（Ａ）と（Ｂ）の差額が、特定入所者介護（支援）サービス費として施設に直接支給されます。 

（Ａ）厚生労働大臣の定める基準費用額と施設の定める額を比較して低い方の額 

（Ｂ）負担限度額と実際の利用者が負担する額を比較して高い方の額 

なお第１段階から第３段階②までの利用者から負担限度額を超えて利用者負担を徴収した場合は、補足給付は行われま

せん。 

 利用者の所得段階別負担限度額 
基準費用額 

所得段階 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

食費 ３００ ３９０ ６５０ １，３５０ 

※負担額は、利用

者と施設との契約

による。 

※補足給付の支給

はない。 

１，４４５ 

居住費 

（滞在費） 

多床室 ０ ４３０ ４３０ ４３０ ４３７ 

従来型個室 ５５０ ５５０ １，３７０ １，３７０ １，７２８ 

ユニット型準個室 ５５０ ５５０ １，３７０ １，３７０ １，７２８ 

ユニット型個室 ８８０ ８８０ １，３７０ １，３７０ ２，０６６ 

※利用者負担段階区分について 

第一段階  … 生活保護受給者、世帯全員が市町村民税非課税者で老齢福祉年金受給者 等 

第二段階  … 世帯全員が市町村民税非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間 80万円以下の者 等 

第三段階① … 世帯全員が市町村民税非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間 80万円超 120万円以

下の者 等 

第三段階② … 世帯全員が市町村民税非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間 120万円超の者 等 

第四段階  … 上記以外の者 
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【郵送又は電子申請届出システム】 
変更許可申請は変更日２週前 
変更届は一覧表に記載の提出期限まで 

① 必要書類の作成 

② ①の控えを作成（事業所保管用） 

③ ①を郵送する又は電子申請届出システムにより提出 

※ 変更許可は、原則として変更日２週間前までに申請してください。 

※ 廃止・休止・再開届等はご来庁していただく場合がございますので、事前（２月前まで）にご相談

ください。 

Ⅶ 変更許可、変更届について 

１ 手続き方法（政令指定都市・中核市以外に所在する施設） 

(１) 変更手続きの手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）届出方法について 

次のいずれかの方法により提出してください。 

〇 電子申請届出システム  

下記にアクセスし、必要事項の入力及び書類の提出をしてください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/denshishinsei.html 

※ 電子申請届出システムによる届出はＧビズＩＤの取得が必要です。 

※ 郵送より必要書類が省略されていますので、ご注意ください。 

※システムの操作方法等については、下記をご確認ください。 

・ 電子申請届出システムによる変更、廃止、休止及び再開の届出について 

・ 【マニュアル】電子申請届出システム操作ガイド 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php?action_shinsei_static_help=true 

 

〇 郵送 

下記まで書類を郵送してください。 

〒２３１－０００５ 横浜市中区本町 6-50-10 

    横浜市健康福祉局高齢福祉課 介護医療院担当 宛 

     ※返信用封筒（長３、110円切手貼付、返信先明記）を忘れずに封入してください。 

  

変更事由等の発生 

「一覧表」で提出方法等の確認 

留意事項（届出前に必ずご確認ください） 
 
（電子申請届出システムによる届出の場合） 
〇 提出様式は郵送の場合の提出物から、変更届管理票と返信用封筒を除いたものとなります。 

   また、５号様式の内容は、システムに直接入力いただく形での提出となります。 
〇 書類の修正があった場合の電子ファイルのやり取りは、原則として、システムを通じて行います。 
〇 受理書は発行しませんが、審査が完了すると、届出が受理された旨のメールが自動送信されます。 

また、同時にシステム上の「申請届出ステータス」が「受付済」となります。 
 
（郵送による届出の場合） 
〇 当該手続きにおける連絡先について記載した書面（氏名、電話番号、メールアドレス記載したメモ等、以
下「担当者連絡先」と言う。）を同封してください。 

〇 届出にあたっては、必ず控えを作成し、算定根拠となった資料と合わせて保管してください。 

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php?action_shinsei_static_help=true
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（３）変更手続き 

変更区分 介護保険法 留意事項 

変更許可 法第107条第2項 

事前に変更の許可を受ける必要があります。 

開設許可事項変更申請書【別紙様式第一号（九）】により手続きを行い

ます。変更日２週前までに申請してください。 

変更届 
法第113条第1項 

(法第75条1項、第115条の5第1項) 

変更届出書【別紙様式第一号（五）】により手続きを行います。 

変更内容により提出期限が異なりますので、２及び３を確認してくだ

さい。 

管理者 

承認申請 
法第109条第1項 

管理者承認申請書【別紙様式第一号（十）】により手続きを行います。 

変更日２週前までに申請してください。 

広告事項 

 の許可 
法第112条第1項第4号 

広告事項許可申請書【別紙様式第一号（十一）】により手続きを行いま

す。変更日２週前までに申請してください。 

介護医療院の広告は介護保険法で制限されております。 

廃止届 

・休止届 

法第113条第2項 

(法第75条2項、第115条の5第2項) 

廃止・休止届出書【別紙様式第一号（七）】により手続きを行います。 

廃止・休止前１月前に届け出てください。 

（事前相談は２月前までに行ってください。） 

再開届 
法第113条第1項 

(法第75条1項、第115条の5第1項) 

再開届出書【別紙様式第一号（六）】により手続きを行います。再開前

に届け出てください。 

２ 介護医療院 

(１) 敷地や建物に関する変更 

変更内容 
変更区分 

【提出期限】 
必要書類 

敷地の面積・平面図 

(敷地の変更) 

※ 変更事由が発生した場合、

事前にご相談ください。 

変更許可 

【２週前】 

□ 開設許可事項変更申請書【別紙様式第一号（九）】 （「敷地面積」に〇） 

□ 敷地の面積図 

□ 敷地の平面図 

□ 敷地周囲の見取り図（公図） 

□ 敷地の登記事項証明書の原本 

建物の構造概要・平面図 

(施設のレイアウト変更) 

※ 変更事由が発生した場合、

事前にご相談ください。 

※ 増築、改築、移転、大規

模の修繕・模様替等で工事が

生じた場合は別途事前協議が

必要となる場合があります。 

変更許可 

【２週前】 

□ 開設許可事項変更申請書【別紙様式第一号（九）】 （「建物建造」に〇） 

□ 平面図【標準様式３】 

※ 設計業者が作成したものがあれば、そちらをご提出ください。 

※ 色付け等で変更箇所が分かるようにしてください。 

□ 設備・備品等一覧表【参考様式４】 

□ 写真［変更があった箇所のみ］ 

※ 外観、入口及び基準上必要とされる設備のうち、変更があった箇所の写真を添付して

ください。 

※ 増築、改築、移転、大規模の修繕・模様替等で工事が生じた場合は次の書類も提出し

てください。 

□ 建物の登記事項証明書の原本 

□ 建築検査済証の写し 

□ 消防検査済証の写し 

□ 収入証紙貼付用紙（現地確認が必要な大規模な変更の場合） 

※ 収入証紙ご購入の前に提出が必要な場合かご相談ください。 

施設の共用の有無・ 

共用の場合の利用計画 
変更許可 

【２週前】 

□ 開設許可事項変更申請書【別紙様式第一号（九）】 

（「施設の共用の場面の利用計画」に〇） 

□ 平面図（共用箇所が分かるもの）【標準様式３】 

※ 設計業者が作成したものがあれば、そちらをご提出ください。 

□ 共用部分における利用計画の概要【参考様式あり】 
施設の住所 

(移転・立替等による変更) 

※ あらかじめ市町村に相談

し、敷地及び建物の変更許可

後に届出をしてください。 

変更届 

【変更前】 
□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 
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施設の住所 

(移転なし) 

変更届 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

□ 市区町村発行の住居表示変更証明 

施設の名称 
変更届 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

□ 運営規程（変更後の運営規程） 

□ 登記事項証明書の原本 

施設の電話・FAX番号 
変更届 

【後10日以内】 
□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

併設施設の概要 
変更届 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

□ 併設施設の概要【参考様式あり】 

※ 補助金を受けて整備した介護医療院の施設を他の事業の用途として使用する場合、「財産処分」等の手続きが必要となる場合が

ありますので、変更事由が発生した場合には、事前に相談してください。 

※ 介護医療院内で実施される「通所リハビリテーション」のスペースを変更する場合、上記の「建物の構造・平面図」の変更に係

る『変更許可』の他に、通所リハビリテーションとしてのレイアウト変更の届出が必要となる場合があります。別に担当の介護事

業指導課（連絡先：045－671－3413までご連絡ください。 

(２) 人員に関する変更 

変更内容 
変更区分 

【提出期限】 
必要書類 

従業者の職種及び員数 

（運営規程の変更） 

※ 変更許可を受けずに運営

規程の人員の欄を変更するこ

とはできません。 

※ 従業員の一時的な増減の場

合、変更手続きは不要です。 

変更許可 

【２週前】 

□ 開設許可事項変更申請書【別紙様式第一号（九）】 

（「運営規則（職種・員数・職務内容・入所定員の増加に関する部分に限る。）」に〇） 

□ 新運営規程（変更後の運営規程） 

※ 下線等を付けて変更した箇所が分かるようにしてください。 

□ 勤務表［変更する職種のみ］【標準様式１-11】 

※ 通リハと兼務の場合は、通リハの勤務表【標準様式１-５】も添付してください。 

介護支援専門員 

（氏名変更を含む） 

変更届 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

□ 勤務表［介護支援専門員の部分のみ］【標準様式１-11】 

□ 資格証の写し 

□ 介護支援専門員一覧【標準様式７】 

(３) 管理者の変更 

管理者不在は、重大な基準違反となります。変更事由が発生した際には、後任の有無を問わず、速やかに連絡して

ください。 

変更内容 
変更区分 

【提出期限】 
必要書類 

管理者の交代 

承認申請 

変更届 

【２週前】 

□ 管理者承認申請書【別紙様式第一号（十）】 

□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

□ 管理者の経歴書【参考様式あり】 

□ 資格証の写し 

□ 勤務表［管理者の部分及び兼務する職種の部分］【標準様式１-11】 

※ 通リハの管理者変更も含む場合は、通リハの勤務表【標準様式１-５】も添付してくだ

さい。 

□ 雇用契約書・辞令等（勤務条件が確認できる書類） 

□ 誓約書（標準様式６） 

管理者の氏名・住所 
変更届 

【後10日以内】 
□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

(４) 運営に関する変更 

変更内容 
変更区分 

【提出期限】 
必要書類 

入所定員の増 

（運営規程の変更） 

※ 事前に市町村に相談して

ください。 

変更許可 

【２週前】 

□ 開設許可事項変更申請書【別紙様式第一号（九）】 

（「運営規則（職種・員数・職務内容・入所定員の増加に関する部分に限る。）」に〇） 

□ 新運営規程（変更後の運営規程） 

※ 下線等で変更した箇所が分かるようにしてください。 

□ 勤務表【標準様式１-11】 

□ 資格証の写し 
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入所定員の減 

（運営規程の変更） 

※ 事前に市町村に相談して

ください。 

変更届 

【変更前】 

□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

□ 新運営規程（変更後の運営規程） 

※ 下線等で変更した箇所が分かるようにしてください。 

協力医療機関 
変更許可 

【２週前】 

□ 開設許可事項変更申請書【別紙様式第一号（九）】  

（「協力医療機関の変更」に〇） 

□ 協力医療機関との契約内容が分かるもの 

（協力機関概要・協力契約書の写し等）【概要・契約書参考様式あり】 

協力歯科医療機関 
変更届 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

□ 協力歯科医療機関との契約内容が分かるもの 

（協力機関概要・協力契約書の写し等）【概要・契約書参考様式あり】 

協力医療機関の 

名称・診療科目 

変更届 

【後10日以内】 
□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

料金表 

（運営規程の変更） 

変更届 

【変更日前】 

□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

□ 新運営規程＋新料金表（変更後の運営規程） 

※ 下線等で変更した箇所が分かるようにしてください。 

□ 積算根拠（料金設定に係る考え方）【食費・居住費積算根拠参考様式あり】 

運営規程の記載事項 

（運営規程の変更） 

変更届 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

□ 新運営規程（変更後の運営規程） 

※ 下線等で変更した箇所が分かるようにしてください。 

(５) 広告事項の許可 

許可内容 
許可区分 

【提出期限】 
必要書類 

広告事項 

※ 法令で規定されている事

項以外を広告する場合 

広告事項の許可 

【２週前】 

□ 広告事項許可申請書【別紙様式第一号（十一）】 

□ 広告の原案 

(６) 法人関係の変更 

変更内容 
変更区分 

【提出期限】 
必要書類 

法人代表者 

（氏名・住所変更を含む） 

変更届 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

□ 法人の登記事項証明書の原本 

□ 県内事業所一覧表（法人が所管する事業所が１つの場合は不要） 【様式あり】 

□ 誓約書【標準様式６】（代表者の姓、住所または職名の変更のみの場合は不要） 

法人の住所 

（移転・住居表示変更） 

変更届 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

□ 法人の登記事項証明書の原本 

□ 市町村発行の住居表示変更証明［住居表示の変更の場合のみ］ 

□ 県内事業所一覧表（法人が所管する事業所が１つの場合は不要） 【様式あり】 

法人の名称 

（合併による） 

※ 法人の合併による名称変更は、旧法人としての「廃止」、新法人としての「新規開設許可」が必要な場合があり

ますので、事前にご相談ください。 

法人の名称 

（合併を除く） 

変更届 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

□ 法人の登記事項証明書の原本 

□ 県内事業所一覧表（法人が所管する事業所が１つの場合は不要） 【様式あり】 

法人の電話・FAX番号 
変更届 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

□ 県内事業所一覧表（法人が所管する事業所が１つの場合は不要） 【様式あり】 

法人の登記事項証明書 

または条例 

(当該事業に関するものに限る) 

変更届 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

□ 変更届管理票（法人用）【様式あり】 

□ 県内事業所一覧表（法人が所管する事業所が１つの場合は不要） 【様式あり】 

□ 法人の登記事項証明書の原本または条例 
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(７) 廃止・休止・再開届 

廃止届と休止届は事前届出制で、ご来庁していただく場合があります。事業を廃止又は休止するときは、１月前ま

でに届出を行ってください。また、２月前までに事前相談を行ってください。 

届出内容 
区分 

【提出期限】 
必要書類 

施設の廃止 
廃止届 

【１月前】 

□ 廃止・休止届出書【別紙様式第一号（七）】 

□ 開設許可書の原本 ※ 紛失した場合は、紛失届が必要です。 

事業の休止 
休止届 

【１月前】 

□ 廃止・休止届出書【別紙様式第一号（七）】 

※ 休止期間が６ヶ月を超える場合には廃止届を提出してください。 

事業の再開 
再開届 

【再開前】 

□ 再開届出書【別紙様式第一号（六）】 

□ 勤務表【標準様式１-９】 

□ 資格証の写し 

□ その他、再開を確認するために必要な書類 

※ 生活保護法等の規定による指定を受けている指定介護機関は、介護医療院の廃止にあたっては、別途「生活保護法等指定介護機

関廃止届書」を県知事あてに、施設の所在地を管轄する福祉事務所を経由して提出してください。 

 「生活保護法等指定介護機関廃止届書」は、ホームページからダウンロードできます。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/seikatsu/kaigoshiteishinsei.html 

 問合せ先：健康福祉局生活福祉部生活支援課  電話045-671-2403 

(８) エックス線装置に係る変更届・廃止届 

届出内容 
区分 

【提出期限】 
必要書類 

エックス線装置の変更 
変更届 

【後10日以内】 
□ エックス線装置設置届出事項変更届【第13 号様式】 

エックス線装置の廃止 
廃止届 

【後10日以内】 
□ エックス線装置廃止届【第14 号様式】 

３ 介護医療院併設短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護） 

(１) 建物に関する変更 
変更内容 変更方法等 

施設の住所（転居あり） ・あらかじめ市町村に相談し、介護医療院と併せて届け出てください。 

施設の住所（転居なし） 

・介護医療院と併せて届け出てください。 施設の名称 

施設の電話・FAX番号 

(２) 人員に関する変更 
変更内容 変更方法等 

従業者の員数（運営規程の変更） ・介護医療院と併せて届け出てください。 

□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 従業者の職種（運営規程の変更） 

 (３) 管理者の変更 
変更内容 変更方法等 

管理者の交代 
・介護医療院と併せて届け出てください。 

管理者の氏名・住所 

(４) 運営に関する変更 

変更内容 
変更区分 

【提出期限】 
必要書類 

料金表 

（運営規程の変更） 

変更届 

【変更日前】 

□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

□ 新運営規程＋新料金表（変更後の運営規程） 

※ 下線等で変更した箇所が分かるようにしてください。 

□ 積算根拠（料金設定に係る考え方）【食費・居住費積算根拠参考様式あり】 

運営規程の記載事項 

（運営規程の変更） 

変更届 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

□ 新運営規程（変更後の運営規程） 

※ 下線等で変更した箇所が分かるようにしてください。 
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通常の送迎の実施地域 
変更届 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【別紙様式第一号（五）】 

□ 新運営規程（変更後の運営規程） 

※ 下線等で変更した箇所が分かるようにしてください。 

(５) 法人関係の変更 
変更内容 変更方法等 

法人代表者・役員（氏名・住所変更を含む） 

・介護医療院の「(６) 法人関係の変更」の手続きにより変更できます。 

・添付資料（県内事業所一覧表）に明記してください。 

法人の住所（転居・住居表示変更） 

法人の名称（合併による） 

法人の名称（合併を除く） 

法人の電話・FAX番号 

(６) 廃止・休止・再開届 

廃止届と休止届は事前届出制で、ご来庁していただく場合があります。事業を廃止又は休止するときは、１月前ま

でに届出を行ってください。また、２月前までに事前相談を行ってください。 

届出内容 
区分 

【提出期限】 
必要書類 

施設の廃止 
廃止届 

【１月前】 

□ 廃止・休止届出書【別紙様式第一号（七）】 

□ 開設許可書の原本 ※ 紛失した場合は、紛失届が必要です。 

事業の休止 
休止届 

【１月前】 

□ 廃止・休止届出書【別紙様式第一号（七）】 

※ 休止期間が６ヶ月を超える場合には廃止届を提出してください。 

事業の再開 
再開届 

【再開前】 

□ 再開届出書【別紙様式第一号（六）】 

□ 勤務表【標準様式１-９】 

□ 資格証の写し 

□ その他、再開を確認するために必要な書類 
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Ⅷ 加算届について 

１ 届出が必要な加算の内容・必要書類（政令指定都市・中核市以外に所在する施設） 
次の内容の加算等の算定にあたっては、事前に届出が必要です。届出をしていないと、サービスを提供しても介
護報酬の支払いを受けることができませんのでご注意ください。また、県等の指導の結果、加算の体制が変更と
なる場合（加算を取り下げる場合等）においても、改めて県に加算届を提出してください。 

（１）基本施設サービス費 

内容 必要書類 

Ⅰ型介護医療院 

ユニット型Ⅰ型介護医療院 

Ⅰ型特別介護医療院 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 介護医療院（Ⅰ型）の基本施設サービス費に係る届出(別紙30) 

□ 基本サービス費チェック表 

Ⅱ型介護医療院 

ユニット型Ⅱ型介護医療院 

Ⅱ型特別介護医療院 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 介護医療院（Ⅱ型）の基本施設サービス費に係る届出(別紙30-2) 

□ 基本サービス費チェック表 

（２）減算 （減算に係る届出をする場合は、事前にお問い合わせください。） 

内容 必要書類 備考 

人員基準欠如 

（減算、減算の解消） 

※ 医師、薬剤師、看護職員、介護

職員、正看護師比率、介護支援専門

員の人員欠如 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務表(別紙７) 

※ 勤務表 

人員欠如が生じた月のもの 

(解消した場合は解消した月) 

夜間勤務体制 

（基準型→減算型） 

（減算型→基準型） 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務表(別紙７) 

※ 勤務表 

（基準型→減算型） 

１割を超える減少：前１ヵ月 

１割の範囲の減少：前３ヵ月 

（減算→基準型） 

 基準型算定開始月 

身体拘束廃止取組の有無 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 改善計画書 ※ 身体拘束廃止未実施減算の場合 

□ 改善状況報告 ※ 身体拘束廃止未実施減算の解除の場合 

 

安全管理体制未実施減算 
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

 

高齢者虐待防止未実施の有無 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 改善計画書 ※ 高齢者虐待防止未実施減算の場合 

□ 改善状況報告 ※ 高齢者虐待防止未実施減算の解除の場合 

 

業務継続計画未策定の有無 
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

 

栄養ケア・マネジメントの 

実施 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務表(別紙７) 

□ 栄養マネジメント体制に関する届出書（別紙11） 

□ 資格証（写） 

 

療養環境減算 
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 
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（３）加算 

内容 必要書類 備考 

ＬＩＦＥ（登録） 
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

LIFEにデータ提出を伴う加算

算定の場合、事前に要登録 

夜間勤務等看護（Ⅰ～Ⅳ） 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務表(別紙７) 

□ 資格証（写） 

※ 勤務表 

算定開始月のもの 

ユニットケア体制 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務表(別紙７) 

□ ユニットリーダー研修修了証（写） 

※ 勤務表 

算定開始月のもの 

若年性認知症患者受入加算 
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

 

栄養マネジメント強化加算 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務表(別紙７) 

□ 栄養マネジメント体制に関する届出書（別紙11） 

□ 資格証（写） 

※ 勤務表 

算定開始月のもの 

※ 加算算定にあたり、LIFE

への登録を届け出ていること 

療養食加算 
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

 

認知症専門ケア加算 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 認知症専門ケア加算に係る届出書(別紙12-2) 

□ 認知症介護実践リーダー研修修了証（写）、認知症介護指

導者研修修了証（写）又は認知症看護に係る適切な研修の

修了証（写） 

 

認知症チームケア推進加算 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 認知症チームケア推進加算に係る届出書(別紙40) 

□ 厚生労働省通知の定める研修の修了証 

（参照）https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001229250.pdf 

 

重度認知症疾患療養体制加算 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務表(別紙７) 

□ 介護医療院における重度認知症疾患療養体制加算に係る

届出(別紙24) 

□ 資格証（写） 

□ 生活機能回復訓練室のある階の平面図 

※ 勤務表 

算定開始月のもの 

※ 資格証 

①精神保健福祉士資格証 

②(Ⅰ)の場合、 

作業療法士、理学療法士又は

言語聴覚士の資格証 

③(Ⅱ)の場合、 

作業療法士資格証 

排せつ支援加算 
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

※ 加算算定にあたり、LIFE

への登録を届け出ていること 

自立支援促進加算 
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

※ 加算算定にあたり、LIFE

への登録を届け出ていること 

科学的介護推進体制加算 
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

※ 加算算定にあたり、LIFE

への登録を届け出ていること 

安全対策体制加算 
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

 

高齢者施設等感染対策向上加算 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 高齢者施設等感染対策向上加算に係る届出書(別紙35) 

 

生産性向上推進体制加算 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 生産性向上推進体制加算に係る届出書 (別紙28) 

※ 委員会 

算定開始月の１日までに委員

会を実施すること。 
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□ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の

負担軽減に資する方策を検討するための委員会の議事概要 

サービス提供体制強化加算 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙14-4) 

 

介護職員等処遇改善加算 
(参照)介護情報サービスかながわ 

→ 書式ライブラリー 

上記加算をやめる場合 
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

 

（４）特別診療費 

内容 必要書類 備考 

特
別
診
療
費
項
目 

重症皮膚潰瘍管理指導 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 重症皮膚潰瘍管理指導の施設基準に係る届出書添付書類

(様式５) 

 

薬剤管理指導 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 薬剤管理指導の施設基準に係る届出書添付書類(様式６) 
□ 勤務する従業者の名簿(様式７) ※ 薬剤師 

□ 調剤所及び医薬品管理室の配置図及び平面図 

 

集団コミュニケーション

療法 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務する従業者の名簿(様式７) 
□ 理学療法、作業療法、言語聴覚療養、集団コミュニケーシ
ョン療法の施設基準に係る届出書添付書類(様式８) 

□ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図 

※ 厚生労働省へのリハビリ

テーション実施計画等の情報

提出、情報の活用に係る加算

を算定する場合は、LIFEへ

の登録を届け出ていること 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
提
供
体
制 

理学療法 

作業療法 

言語聴覚療法 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

※ 理学療法(Ⅱ)の場合、「６ その他」に○をつける。 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務する従業者の名簿(様式７) 
□ 理学療法、作業療法、言語聴覚療養、集団コミュニケーシ
ョン療法の施設基準に係る届出書添付書類(様式８) 

□ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図 

※ 厚生労働省へのリハビリ

テーション実施計画等の情報

提出、情報の活用に係る加算

を算定する場合は、LIFEへ

の登録を届け出ていること 

精神科作業療法 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務する従業者の名簿(様式７) 
□ 精神科作業療法の施設基準に係る届出書添付書類(様式９) 

□ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図 

 

その他 

（摂食機能療養、 

短期集中リハ、 

認知症入所精神療法） 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務する従業者の名簿（様式７） 

※ 名簿 

摂食機能療養、認知症入所精

神療養を算定する場合のみ 

リハビリテーション・口腔・ 

栄養に係る計画の提出 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務する従業者の名簿（様式７） 

□ 理学療法、作業療法、言語聴覚療養、集団コミュニケーシ

ョン療法の施設基準に係る届出書添付書類（様式８） 

□ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図 

※ 厚生労働省へのリハビリ

テーション実施計画等の情報

提出、情報の活用に係る加算

を算定する場合は、LIFEへ

の登録を届け出ていること 

認知症短期集中リハビリテーション 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務表(別紙７) 

□ 資格証（写） 

 

上記加算をやめる場合 
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 
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（５）（介護予防）短期入所療養介護 ※介護医療院と同時申請の場合、体制等状況一覧表のみ提出 

内容 必要書類 備考 

人員基準欠如による減算 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務表(別紙７) 

 

夜間勤務体制 

（基準型→減算型） 

（減算型→基準型） 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務表(別紙７) 

 

高齢者虐待防止未実施の有無 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 改善計画書 ※ 高齢者虐待防止未実施減算の場合 

□ 改善状況報告 ※ 高齢者虐待防止未実施減算の解除の場合 

 

業務継続計画未策定の有無 
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

□ 加算届(別紙２) 

 

療養環境減算 
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

□ 加算届(別紙２) 

 

ＬＩＦＥ（登録） 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

□ 加算届(別紙２) 

LIFEにデータ提出を伴う加

算算定の場合、事前に要登

録 

夜間勤務等看護（Ⅰ～Ⅳ） 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務表(別紙７) 

□ 資格証（写） 

※ 勤務表 

算定開始月のもの 

ユニットケア体制 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務表(別紙７) 

□ ユニットリーダー研修修了証（写） 

※ 勤務表 

算定開始月のもの 

若年性認知症患者受入加算 
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

□ 加算届(別紙２) 

 

送迎加算 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 送迎用車両の写真 

□ 車検証（写） 

 

口腔連携強化加算 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 口腔連携強化加算に関する届出書(別紙11) 

 

療養食加算 
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

□ 加算届(別紙２) 

 

認知症専門ケア加算 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 認知症専門ケア加算に係る届出書(別紙12-2) 

□ 認知症介護実践リーダー研修修了証（写）、認知症介護

指導者研修修了証（写）又は認知症看護に係る適切な研

修の修了証（写） 

 

重度認知症疾患療養体制加算 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務表(別紙７) 

□ 介護医療院における重度認知症疾患療養体制加算に係る

届出(別紙24) 

□ 資格証（写） 

□ 生活機能回復訓練室のある階の平面図 

※ 勤務表 

算定開始月のもの 

※ 資格証 

①精神保健福祉士資格証 

②(Ⅰ)の場合、 

作業療法士、理学療法士又

は言語聴覚士の資格証 

③(Ⅱ)の場合、 

作業療法士資格証 

生産性向上推進体制加算 
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

□ 加算届(別紙２) 

※ 委員会 
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□ 生産性向上推進体制加算に係る届出書 (別紙28) 

□ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の

負担軽減に資する方策を検討するための委員会の議事概

要 

算定開始月の１日までに委

員会を実施すること。 

サービス提供体制強化加算 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙14-4) 

 

介護職員等処遇改善加算 
(参照)介護情報サービスかながわ 

→ 書式ライブラリー 

特
別
診
療
費
項
目 

重症皮膚潰瘍管理指導 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 重症皮膚潰瘍管理指導の施設基準に係る届出書添付書類

(様式５) 

 

薬剤管理指導 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 薬剤管理指導の施設基準に係る届出書添付書類(様式６) 
□ 勤務する従業者の名簿(様式７) ※ 薬剤師 

□ 調剤所及び医薬品管理室の配置図及び平面図 

 

集団コミュニケーション 

療法 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務する従業者の名簿(様式７) 
□ 理学療法、作業療法、言語聴覚療養、集団コミュニケー
ション療法の施設基準に係る届出書添付書類(様式８) 

□ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図 

※ 厚生労働省へのリハビリ

テーション実施計画等の情

報提出、情報の活用に係る

加算を算定する場合は、

LIFEへの登録を届け出てい

ること 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
提
供
体
制 

理学療法 

作業療法 

言語聴覚療法 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

※ 理学療法(Ⅱ)の場合、「６ その他」に○をつける。 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務する従業者の名簿(様式７) 
□ 理学療法、作業療法、言語聴覚療養、集団コミュニケー
ション療法の施設基準に係る届出書添付書類(様式８) 

□ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図 

※ 厚生労働省へのリハビリ

テーション実施計画等の情

報提出、情報の活用に係る

加算を算定する場合は、

LIFEへの登録を届け出てい

ること 

精神科作業療法 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務する従業者の名簿(様式７) 
□ 精神科作業療法の施設基準に係る届出書添付書類(様式９) 

□ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図 

 

その他 

（摂食機能療養、 

短期集中リハ、 

認知症入所精神療法） 

□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

□ 加算届(別紙２) 

□ 勤務する従業者の名簿（様式７） 

※ 名簿 

摂食機能療養、認知症入所

精神療養を算定する場合の

み 

上記加算をやめる場合 
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) 

□ 加算届(別紙２) 

 

（６）必要書類の注意事項 

□ 体制等状況一覧表（別紙１） 

   ・ 届出を行うサービスが記載されたページのみを添付してください。 

   ・ 変更しない項目についても記載（○をつける）してください。 

  □ 加算届（介護給付費算定に係る体制等に関する届出書）（別紙２） 

   ・ 異動等の区分（「新規・変更・終了」）については、新規指定の場合は「新規」に、既存施設が、加算届内容

を変更する場合には「変更」に記載（○をつける）してください。 

  □ 資格証（写） 

   ・ Ａ４サイズにしてください。 
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  □ 勤務表（別紙７） 

   ・ 勤務表やそれに記載する従業者は、加算の内容により異なります。 

加算名 作成する勤務表 対象従業者 

夜間勤務等看護 

算定開始月 

・看護・介護職員の夜勤帯（連続する16時間）に勤務する者（勤

務時間帯がわかるように作成すること） 

ユニットケア体制 ・看護・介護職員（単位ごと・ユニットごとの配置） 

栄養マネジメント強化加算 ・管理栄養士（必要により、栄養士） 

重度認知症疾患療養体制加算 

・看護・介護職員 

・精神保健福祉士 

・作業療法士、理学療法士又は言語聴覚士 

（（Ⅱ）の場合、作業療法士） 

特別診療費 

① 薬剤管理指導→薬剤師 

② 理学療法Ⅰ→医師、理学療法士 

③ 作業療法→医師、作業療法士 

④ 言語聴覚療法→医師、言語聴覚士 

⑤ 集団コミュニケーション療法→医師、言語聴覚士 

⑥ 精神科作業療法→作業療法士 

⑦ 認知症入所精神療法→医師（精神科）、臨床心理技術者等 

２ 届出締切日 

   加算の算定開始月の１日（例：５月算定開始の場合は、５月１日） 

３ 届出方法 

〇 電子申請届出システム  

下記にアクセスし、必要事項の入力及び書類の提出をしてください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/denshishinsei.html 

※ 電子申請届出システムによる届出はＧビズＩＤの取得が必要です。 

※ 郵送より必要書類が省略されていますので、ご注意ください（留意事項参考）。 

※ システムの操作方法等については、下記をご確認ください。 

・電子申請届出システムによる加算の届出について 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php?action_shinsei_static_help=true 

〇 郵送 

下記まで書類を郵送してください。 

〒２３１－０００５ 横浜市中区本町 6-50-10 横浜市健康福祉局高齢福祉課 介護医療院担当 宛 

４ その他注意事項 

 （電子申請届出システムによる届出の場合） 

書類の修正があった場合の電子ファイルのやり取りは、原則として、システムを通じて行います。受理書は発行

しませんが、審査が完了すると、届出が受理された旨のメールが自動送信されます。また、同時にシステム上の

「申請届出ステータス」が「受付済」となります。 

（郵送による届出の場合） 

届出にあたっては、必ず控えを作成し、算定根拠となった資料（チェック表等）と合わせて保管してください。 

(共通事項） 

届出にあたっては、必ず控えを作成し保管してください。加算等の改訂に伴う運営規程（料金表）の変更届は

不要ですが、必ず料金表を変更し、改正履歴を運営規程に記載してください。 

「加算をやめる場合」とは、当該施設において加算の算定をやめる場合を指し、入所者個々の状況により加算を

取らない場合については、国民健康保険団体連合会へのレセプト請求の際に加算の請求をしないことで対応して

ください。 
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Ⅸ 報酬に係るＱ＆Ａ 

令和６年度報酬改定に関する神奈川県のＱ＆Ａについては、介護情報差サービスかながわに掲載しておりますの

で、参考としてください。 

【掲載場所】  https://kaigo.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=90834&id=90862 

    介護情報サービスかながわ  

    → 書式ライブラリー  

     → 令和６年度介護保険制度改正・報酬改定 

      →介護報酬改定に係るQ&A 

→神奈川県Ｑ＆Ａ 

質問 回答 国Ｑ＆Ａ 

転換に係る経過措置について 

① 療養病床等から転換した介護医療院において、

個人から法人へと開設者を変更した場合、転換後の

介護医療院に係る療養室の面積等の経過措置は引き

続き適用されるのか。 

② 療養病床等から転換した介護医療院において、

例えばⅠ型介護医療院サービス（Ⅰ）を算定するに

あたり、算定要件の「喀痰吸引、経管栄養又はイン

スリン注射を受けている者」については、転換前の

実績を適用することとして差し支えないか。 

① 質問のとおりである。 

② 差し支えない。 

①H30.3.28 

Vol.2 問４ 

②H30.3.28 

Vol.2 問５ 

夜勤体制について 

夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う

者の頭数で要件に該当するか否かを判断するのでは

なく、夜勤帯に勤務した延べ時間数から夜勤帯の時

間を割るという方法で算出するか。また、人員配置

の算定上、介護職員として届け出している看護職員

についても、夜勤を行う看護職員の員数の算定にお

いては、看護職員として算定できるのか。 

質問のとおりである。 
H30.3.28 

Vol.2 問６ 

居住費について 

介護医療院の入所者が他の医療機関に治療等のた

め入院する際、療養床を引き続き確保しておくこと

について施設と入所者との間に契約が成立していた

場合、入所者に対し利用者負担を求めることは可能

だが、当該期間中に補足給付の適用とはならないと

いうことでよいか。 

質問のとおりである。 
H30.3.28 

Vol.2 問７ 

基本サービス費の届出について 

① 介護医療院について、Ⅰ型療養床とⅡ型療養床

の両方を有する場合、それぞれの療養床ごとに該当

する基本施設サービス費を算定することでよいか。

また、例えば、Ⅰ型療養床に係る療養棟が複数ある

場合、療養棟ごとに異なる基本施設サービス費を算

定することはできないということでよいか。 

② 介護医療院の基本施設サービス費等に係る「算

定日が属する月の前３月間」とは、算定を開始する

月の前月を含む前３月間のことをいうということで

よいか。また、算定を開始する月の前月末の状況を

届け出ることが困難である場合には、算定を開始す

る月の前々月末までの状況に基づき前月に届出を行

う取扱いとして差し支えないか。 

① 質問のとおりである。 

② 質問のとおりである。算定を開始する月の前月末

の状況を届け出ることが困難である場合は、算定を

開始する月の前々月末までの状況に基づき前月の届

出を行う取扱いとしても差し支えない。 

③ 介護医療院における医療処置の実施割合などの

実績を丁寧に把握するためには、算定要件における

実績を算出するための期間を十分に設け判定するこ

とが重要である。そのため、新規に開設される介護

医療院については、開設日が属する月を含む６カ月

間に限り、Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅱ）又は

（Ⅲ）若しくはⅡ型介護医療院サービス費のうち人

員配置区分に適合した基本施設サービス費を算定可

能とする。ただし、開設日が属する月を含む６カ月

間に満たない場合において、算定要件における実績

を算出するための期間を満たした上で、例えばⅠ型

介護医療院サービス費（Ⅰ）の算定要件を満たす場

合については、届け出の規定に従い、当該基本施設

①H30.3.28 

Vol.2 問８ 

②H30.3.28 

Vol.2 問９ 

③H30.3.28 

Vol.2 問10 
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③ 新規に開設される介護医療院について、介護医

療院サービス費の算定要件における実績は、どのよ

うに取り扱うのか。 

サービス費の届出を行うことができる。また、当該

６カ月間を超えて、引き続きⅠ型介護医療院サービ

ス費（Ⅱ）又は（Ⅲ）若しくはⅡ型介護医療院サー

ビス費のうち人員配置区分に適合した基本施設サー

ビス費を算定する場合にあっては、改めて体制を届

け出る必要がある。なお、ユニット型介護医療院サ

ービス費についても同様の取扱いとする。また、療

養病床等からの転換の場合については、転換前の実

績を基に算定要件にするか否かを判断して差し支え

ない。 

サービス提供体制強化加算 

療養病床等から転換した介護医療院においてサー

ビス提供体制強化加算を算定するにあたっては、療

養病床等に勤務していた職員の勤務年数を通算でき

るか。 

転換前の療養病床等と転換後の介護医療院の職員

に変更が無いなど、療養病床等と介護医療院が実質

的に継続して運営していると認められる場合には、

勤続年数を通算することができる。(H31.4.1老健局

老人保健課に確認) 

勤続年数だけでなく、他の要件も療養病床の実績

で算定可能。開設月から算定可である。 

<参考＞（H21.3.23Q＆A Vol.1 問５） 

同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤

務年数や異なる職種（直接処遇を行う職種に限る。）

における勤務年数については通算することができ

る。また、事業所の合併又は別法人による事業の承

継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更

がないなど、事業所が実質的に継続して運営してい

ると認められる場合には、勤続年数を通算すること

ができる。ただし、グループ法人については、たと

え理事長等が同じであっても、通算はできない。 

H30.8.6 

Vol.6 問８ 

運営基準における栄養管理・経口移行加算・経口維

持加算 

栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持

加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要

か。 

多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科

医師の関与及び配置は必須ではなく、必要に応じて

行うものである。多職種共同で計画を立案する必要

があるが、歯科医師の関与及び配置は必須ではな

く、必要に応じて行うものである。 

R3介護報酬改定

に関するＱＡ 

Vol.3 問90 

経口維持加算 

① 原則、６月以内に限るとする算定要件が廃止さ

れたが、６月を超えた場合の検査やおおむね１月ご

との医師又は歯科医師の指示も不要となるか。ま

た、管理栄養士や看護師の配置は必須となるか。 

② 水飲みテストとはどのようなものか。 

① 原則、６月以内に限るとする算定要件の廃止に

伴い、６月を超えた場合の水飲みテスト、頸部聴診

法、造影撮影、内視鏡検査等やおおむね１月ごとの

医師又は歯科医師の指示に係る要件は廃止となった

ものの、月１回以上行うこととされている食事の観

察及び会議等において、検査や誤嚥防止のための食

事の摂取を進めるための特別な管理を行う必要性に

ついて検討し、必要に応じて対応されたい。また、

管理栄養士や看護師の配置は必須ではないが、栄養

管理に係る減算に該当する場合は、算定しない。 

② 経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師

の診断により適切に評価されていることが必要であ

る。代表的な水飲みテスト法である窪田の方法（窪

田俊夫他：脳血管障害における麻痺性嚥下障害―ス

クリーニングテストとその臨床応用について。総合

リハ、10（2）：271-276，1982）をお示しする。 

①R3介護報酬改

定に関するＱＡ 

Vol.3 問92,93 

②R3介護報酬改

定に関するＱＡ 

Vol.3 問94 

口腔衛生管理加算 

① 口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」と

は、施設職員に限定されるのか。もしくは、協力歯

科医療機関等の歯科衛生士でもよいのか。 

② 口腔衛生管理加算は、１人の歯科衛生士が、同

時に複数の入所者に対して口腔ケアを行った場合も

算定できるのか。 

③ 歯科衛生士による口腔ケアが月２回以上実施さ

れている場合に算定できることとされているが、月

① 施設と雇用関係にある歯科衛生士（常勤、非常

勤を問わない）または協力歯科医療機関等に属する

歯科衛生士のいずれであっても算定可能である。た

だし、算定にあたっては、協力歯科医療機関等の歯

科医師の指示が必要である。また、協力歯科医療機

関の歯科医師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管

理体制を把握している歯科医師又は歯科医師の指示

を受けた歯科衛生士であっても算定可能である。 

② 利用者ごとに口腔ケアを行うことが必要である。 

③ 月途中からの入所であっても、月２回以上の口

腔ケアが実施されていない場合には算定できない。 

①R3介護報酬改

定に関するＱＡ 

Vol.3 問96 

②H30.3.22 

Vol.1 問77 

③R3介護報酬改

定に関するＱＡ 

Vol.3 問97 
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途中から介護保険施設に入所した者について、入所

月は月２回に満たない場合であっても算定できるの

か。 

④ 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケ

アが月２回以上実施されている場合に算定できる

が、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを行った

場合は２回分の実施とするのか。 

⑤ 口腔衛生管理加算の算定に当たって作成するこ

ととなっている「入所者または入院患者の口腔ケア

マネジメントに係る計画」については、施設ごとに

計画を作成すればよいのか。 

④ 同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを行った

場合は、１回分の実施とする。 

⑤ 施設ごとに計画を作成することとなる。なお、

口腔衛生管理加算の算定に当たっては、当該計画に

あわせて入所者ごとに「口腔衛生管理に関する実施

記録」を作成・保管することが必要である。 

④R3介護報酬改

定に関するＱＡ 

Vol.3 問98 

⑤R3介護報酬改

定に関するＱＡ 

Vol.3 問95 

H30.3.22 

Vol.1 問80 

療養食加算 

① 10時や15時に提供されたおやつは１食に含まれる

か。 

② 濃厚流動食のみの提供の場合は、３食として理解

してよいか。 

① おやつは算定対象に含まれない。 

② １日給与量の指示があれば、２回で提供しても

３回としてよい。 

H30.3.22 

Vol.1 問82 

排せつ支援加算(Ⅰ) 

排せつ状態が自立している入所者又は排せつ状態

の改善が期待できない入所者についても算定が可能

なのか。 

事業所単位の加算であり、入所者全員について排

せつ状態の評価を行い、ＬＩＦＥを用いて情報の提

出を行う等の算定要件を満たしていれば、入所者全

員が算定可能である。 

R3介護報酬改定

に関するＱＡ 

Vol.3 問101 

排せつ支援加算(Ⅱ)、(Ⅲ) 

リハビリパンツや尿失禁パッド等の使用は、おむ

つの使用に含まれるのか。また、終日おむつを使用

していた入所者が、夜間のみのおむつ使用となった

場合は、排せつ状態の改善と評価して差し支えない

か。 

使用目的によっても異なるが、リハビリパンツの

中や尿失禁パッドを用いた排せつを前提としている

場合は、おむつに該当する。おむつの使用がなくな

った場合に、排せつ状態の改善と評価するものであ

り、おむつの使用が終日から夜間のみになったとし

ても、算定要件を満たすものではない。 

R3介護報酬改定

に関するＱＡ 

Vol.3 

問102,103 

身体拘束廃止未実施減算 

「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場

合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事

実が生じた月から３か月後に改善計画に基づく改善

状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた

月の翌月から改善が認められた月までの間について

減算する」こととされているが、施設から改善計画

が提出されない限り、減算の措置を行うことはでき

ないのか。 

改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた

月の翌月から減算の措置を行って差し支えない。当

該減算は、施設から改善計画が提出され、事実が生

じた月から３か月以降に当該計画に基づく改善が認

められた月まで継続する。 

R3介護報酬改定

に関するＱＡ 

Vol.3 問88 

ＬＩＦＥのデータ提出について 

① 科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）のデータ提

供が必須の加算に関して、情報の入力が間に合わない

場合、当該加算の算定はできないか。また、要件とし

て定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべ

て提出すること」とされていれるが、「やむを得ない

場合」とはどのような場合か。 

② ＬＩＦＥに提出する情報に、利用者の氏名や介護

保険被保険者番号等の個人情報が含まれるが、情報の

提出に当たって、利用者の同意は必要か。 

① ＬＩＦＥのデータ提出は各加算で定められている

頻度、タイミングで行わなければならないが、令和３

年度においては、科学的介護推進体制加算、褥瘡マネ

ジメント加算、排せつ支援加算、栄養マネジメント強

化加算について、加算ごとに経過措置が設けられてい

る。ただし、提出すべき情報を猶予期間終了日までに

提出していない場合は、算定した当該加算について遡

り過誤請求する必要がある。やむを得ない場合とは、

例えば、情報を提出すべき月において、当該月の中旬

に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院する

こととなり、当該利用者について情報の提出ができな

かった場合や、データを入力したにも関わらず、シス

テムトラブル等により提出ができなかった場合等、利

用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。ま

た、提出する情報についても、例えば、全身状態が急

速に悪化した入所者について、必須項目である体重等

が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合

等であっても、事業所・施設の利用者又は入所者全員

に当該加算を算定することは可能である。ただし、情

報の提出が困難であった理由について、介護記録等に

明記しておく必要がある。 

①科学的介護情

報システム（Ｌ

ＩＦＥ）関連加

算に関する基本

的考え方並びに

事務処理手順及

び様式例の提示

について（老老

発0316第4号） 

R3介護報酬改定

に関するＱＡ

Vol.3 問16 

②R3介護報酬改

定に関するＱＡ

Vol.3 問17 
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② ＬＩＦＥの利用者登録の際に、氏名や介護保険被

保険者番号等の個人情報を入力いただくが、ＬＩＦＥ

のシステムにはその一部を匿名化した情報が送られる

ため、個人情報を収集するものではない。そのため、

加算の算定に係る同意は必要ではあるものの、情報の

提出自体については、利用者の同意は必要ない。 

科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡

マネジメント加算、排せつ支援加算 

サービス利用中に入院等の事由により、一定期間

サービス利用がなかった場合について、加算の要件

である情報提出の取扱いはどうなるか。 

※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算 

科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジ

メント加算、排せつ支援加算 

※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算 

科学的介護推進体制加算 

これらの加算については、算定要件として、サー

ビスの利用を開始した日の属する月や、サービスの

提供を終了する日の属する月の翌月10日までに、Ｌ

ＩＦＥへの情報提出を行っていただくこととしてい

る。当該サービスの再開や当該施設への再入所を前

提とした、短期間の入院等による30 日未満のサー

ビス利用の中断については、当該中断の後、当該サ

ービスの利用を再開した場合は、加算の算定要件で

あるサービス利用終了時やサービス利用開始時の情

報提出は必要ないものとして差し支えない。一方、

長期間の入院等により、30 日以上、当該サービス

の利用がない場合は、加算の算定要件であるサービ

ス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、そ

の後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算

の算定要件であるサービス利用開始時の情報提出が

必要となる。 

R3介護報酬改定

に関するＱＡ

Vol.10 問２ 

科学的介護推進体制加算 

サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービ

スの利用が終了した場合について、加算の要件である

情報提出の取扱いはどうなるか。 

当該利用者の死亡した月における情報を、サービス

利用終了時の情報として提出する必要はあるが、死亡

により、把握できない項目があった場合は、把握でき

た項目のみの提出でも差し支えない。 

R3介護報酬改定

に関するＱＡ

Vol.10 問３ 

自立支援促進加算 

① 自立支援促進加算は入所者全員が要件を満たさな

いと加算が算定できないか。 

② 加算の算定を開始しようとする場合、すでに施設

に入所している入所者について、提出が必要な情報

は、当該時点の情報に加え、施設入所時の情報も必須

なのか。 

① 本加算は、全ての入所者について、尊厳の保持及

び自立支援を実施していることを評価するものです。

保持及び自立支援に係るケアの向上を図るため、食

事、排せつ、入浴等の取り組み等についての算定要件

を含んでおります。要介護状態となる以前の生活にど

れだけ近づけるかという観点から、全ての入所者に対

して個々の入所者や家族の希望を聴取し、それに基づ

いた支援計画により加算が可能となります。。又、原

則から外れた対応をした上で加算を算定する場合は、

その理由記録し、実地指導等の際に十分に説明ができ

るようにしておくようお願いいたします。 

② 既に施設に入所している入所者については、入所

時の介護記録等にて評価が可能であれば、施設入所時

の情報を提出していただきたいが、やむを得ず仮に提

出ができない場合であっても、加算の算定ができなく

なるものではない。 

①R3介護報酬改

定に関するＱＡ

Vol.10 問4～10 

②R3介護報酬改

定に関するＱＡ

Vol.3 問100 

認知症専門ケア加算 

認知症専門ケア加算を算定する場合、研修修了者は

どのような配置が必要か。 

※ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護

実践者等養成事業の実施について」（平成18年３月31日老発

第0331010号厚生労働省老健局長通知）、「認知症介護実践

者等養成事業の円滑な運営について」（平成18年３月31日老

計第0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知

症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修

を指します。 

対象者（日常生活に支障をきたすおそれのある症状

又は行動が認められることから介護を必要とする認知

症の者）の人数に対し「認知症介護に係る専門的な研

修修了者」の配置を求めており、チームとして専門的

な認知症のケアを実施していることが算定条件です。

当然、認知症専門棟の入所者は基本的に「対象者」で

あると考えられ、その対象者に対して、「認知症介護

に係る専門的な研修修了者」を配置してチームとして

専門的な認知症ケアを行うことになります。よって、

認知症専門棟を有する施設が当該加算を算定する場

合、認知症専門棟への「認知症介護に係る専門的な研

修修了者」の配置は必要になります。 

 

認知症専門ケア加算(Ⅱ) 

① 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了して

いる者は、認知症専門棟で必ず勤務する必要があるの

か。研修を修了した者が、一般棟や通所リハビリテー

① 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」を修了

している者が、施設全体の認知症ケアの指導等を実施

していれば、必ずしも認知症専門棟に配置されていな

くてよい。そのため、管理者でも構わない。 

①R3介護報酬改

定に関するＱＡ

Vol.4 問32 
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ション（同一の建物）などで通常は勤務し、定期的に

行う認知症ケアに関する会議や指導にあたることで対

応してよいか。 

※ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知

症介護実践者等養成事業の実施について」、「認知症介護実

践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症

介護指導者研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指しま

す。 

② 「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介

護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に

係る適切な研修とはどのようなものがあるか 

② 現時点では、以下のいずれかの研修である。 

ア 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看

護」の研修 

イ 日本看護協会が認定している看護系大学院の

「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育   

課程 

ウ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認

定看護師」 

ただし、ウについては認定証が発行されている者に限

る。 

②R3介護報酬改

定に関するＱＡ

Vol.4 問29 

安全対策体制加算 

① 安全対策担当者が安全対策に係る外部における研

修を受けていることが要件となっているが、どのよう

な研修を想定しているのか。 

② 算定要件を満たす施設がサービス提供を行う場合

に、入所者につき入所初日に限り算定できるところ、

施設が算定要件を満たすに至った場合に、既に入所し

ている入所者に対して算定することは可能か。 

① 外部の研修としては、介護現場における事故の内

容、発生防止の取組、発生時の対応、施設のマネジメ

ント等の内容を含むものであり、関係団体（公益社団

法人全国老人福祉施設協議会、公益社団法人全国老人

保健施設協会、一般社団法人日本慢性期医療協会等）

等が開催する研修を想定している。 

② 安全対策体制加算の算定要件を満たしている状態

で新たに入所者を受け入れる場合に、入所時に限り算

定するものであるため、算定要件を満たした後に新規

で受け入れた入所者に対してのみ算定可能である。た

だし、算定要件を満たした後に再入所した場合は複数

回の算定可能である。 

①R3介護報酬改

定に関するＱＡ

Vol.12 問39 

②R3介護報酬改

定に関するＱＡ

Vol.12 問40 

厚労省老健局老

人保健課に確認 

算定基準 

シーティングとして、医師の指示の下に理学療法士等

が、椅子や車椅子等上の適切な姿勢保持や褥瘡予防の

ため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で

体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選

定や調整を行った場合に、介護報酬上におけるリハビ

リテーションの実施時間に含めることは可能か。 

可能。この場合のシーティングとは、椅子や車椅子

等上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生

活動作の能力の低下を来した患者に対し、理学療法士

等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥

瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価

した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付

属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的

で椅子や車椅子等上での座位をとらせる場合は該当し

ない。またシーティング技術を活用して車椅子ではな

く、椅子やテーブル等の環境を整えることで、「椅子

に座る」ことが望ましい。なお、シーティングの実務

については「高齢者の適切なケアとシーティングに関

する手引き」を参考とすること。 

R3介護報酬改

定に関するＱＡ

Vol.6 問１ 

 

運営規程 

令和３年度改定において、運営基準等で経過措置期間

を定め、介護サービス事業所等に義務づけられたもの

があるが、これらについて運営規程においてはどのよ

うに扱うのか。 

介護保険法施行規則に基づき運営規程については、

変更がある場合は都道府県知事又は市町村長に届け出

ることとされているが、今般介護サービス事業所等に

対し義務づけられたもののうち、経過措置が定められ

ているものについては、当該期間においては、都道府

県知事等に届け出ることまで求めるものではないこ

と。 

一方、これらの取組については、経過措置期間であっ

てもより早期に取組を行うことが望ましいものである

ことに留意すること。 

R3介護報酬改

定に関するＱＡ

Vol.7 問１ 
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